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議事日程（第１号） 

 日程第 １ 会議録署名議員の指名 

 日程第 ２ 同意第 ５号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 日程第 ３ 一般質問 

 日程第 ４ 議案第４８号 大多喜町公告式条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第 ５ 議案第４９号 大多喜町個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定につい 

              て 
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 日程第１０ 議案第５４号 大多喜町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 
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───────────────────────────────────────────────── 

◎開議の宣告 

○議長（志関武良夫君） おはようございます。 

  議員各位を初め、町長及び執行部職員、また滝口代表監査委員には、９月会議にご出席を

いただきましてまことにご苦労さまでございます。 

  ただいまの出席議員は11名でございます。したがって、定足数に達しておりますので会議

は成立いたします。 

  ただいまから、平成27年大多喜町議会第１回定例会を再開します。 

  これより９月会議を開きます。 

（午前１０時００分） 

───────────────────────────────────────────────── 

◎行政報告 

○議長（志関武良夫君） 日程に先立ち、町長から行政報告があります。 

  町長。 

○町長（飯島勝美君） おはようございます。 

  平成27年第１回議会定例会９月会議の開会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

  本日は、議会定例会９月会議を再開をさせていただきましたところ、議長さんを初め、議

員皆様方には、大変お忙しい中をご出席をいただき、まことにありがとうございます。また、

日ごろから議員各位におかれましては、行政の推進に当たりましても、多方面にわたりまし

てご協力賜わりますことを、改めて御礼を申し上げる次第でございます。 

  さて、行政報告につきましては、お手元に配付をさせていただきました報告書のとおりで

ございますので、これによりご了承をいただきたいと思います。 

  さて、ことしの夏は７月下旬の梅雨明けからお盆過ぎまでは猛烈な暑さが続きましたが、

その後、急に雨や曇りの日が多くなり、気温も下がるなど、変化が激しい天気が続きまして、

天候不順により稲刈りや農作物の生育にも支障が出ているのではないかと思われます。 

  さて、今回の定例会の会議事件でございますが、固定資産評価審査委員の選任同意に関す

るものが１件と、一般質問の後、条例の一部改正が６件、条例の新規制定が１件、そのほか

一般会計、国民健康保険特別会計、介護保険特別会計、水道事業会計及び特別養護老人ホー

ム事業会計の補正予算を提出させていただいております。そして、議事日程の最終日になり

ますが、平成26年度の各会計の決算につきまして認定をいただきたく、提出させていただい
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ているところでございます。 

  ここで、平成26年度の決算概要について若干述べさせていただきますが、平成26年度の決

算の主要事業といたしまして、一般会計では、農業基盤整備促進事業による暗渠排水設置事

業、そしてトンネルや道路の調査事業、また、大多喜小学校の校舎増築事業など、さまざま

な事業を実施してまいりましたが、歳出において25年度決算対比で3.6パーセント減の45億

1,974万2,000円となりました。特別会計につきましては、それぞれの目的に沿った決算とな

りました。 

  また、財政の健全化法の指標でございますが、いずれの項目も早期健全化判断比率の基準

を大きく下回っており、財政の健全化が図られているところでございますので、よろしくご

審議くださいますようお願い申し上げます。 

  結びに、各議案とも可決または承認くださいますようお願いを申し上げ、冒頭の挨拶とさ

せていただきます。 

○議長（志関武良夫君） これで行政報告を終わります。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎諸般の報告 

○議長（志関武良夫君） 次に、諸般の報告でありますが、第１回議会定例会７月会議以降の

議会関係の主な事項は、お配りしました議会諸報告によりご了承いただきたいと思います。

なお、この８月７日に開催された、千葉県後期高齢者医療広域連合議会第１回臨時会の関係

につきましては、11番野中眞弓君から報告をお願いいたします。 

  11番野中眞弓君。 

○１１番（野中眞弓君） 平成27年第１回千葉県後期高齢者医療広域連合議会の臨時会議が、

８月７日、千葉市ホテルオークラで開かれました。 

  中身についてご報告します。 

  議長選挙が行われました。選挙でした。その選挙の結果、茂原市の森川雅之氏が議長に選

出されました。 

  監査委員２名が任期満了に伴い、新しく選出されました。１名は千葉県税理士会副会長の

加藤武人氏、もう１名は富津市議会議長の鈴木幹雄氏です。 

  選挙管理委員及び補充員の選挙がありました。全県から選ぶのは大変だということで、千

葉市から推挙された人たちにお願いすることで、これは申し合わせ事項のようになっており

まして、千葉市の選挙管理委員及び補充員の方、選挙管理委員が４名、補充員が４名、議長
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の指名推選により提案され、承認、選出されました。 

  それから、専決処分の承認が２件ありました。１件は、低所得者の保険料軽減措置の拡充

のために、均等割の２割軽減と５割軽減の軽減判定所得の基準を見直し、軽減の対象を拡大

するというものです。２割軽減の基準が258万から262万円へと引き上げられました。５割軽

減が217万から220万に引き上げられました。 

  もう一件は補正予算です。重度心身障害者の医療費の現物支給に伴う電算システムの整備

の補正予算です。歳入歳出とも4,178万6,000円。歳入は、これは県の事業ですから、県から

全額費用が出ております。 

  専決処分の承認については、両議案とも承認されました。 

  なお、今議会での議員の入れかえは、前議会、２月議会からどのくらい入れかわったかと

いいますと、統一地方選挙もありましたせいもありますが、54自治体中21の自治体で議員が

かわっています。毎回、後期高齢者の議員は入れかえがありまして、この全県の議会という

のは形骸化しているのではないかということを、今回は特に感じた議会でした。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（志関武良夫君） ご苦労さまでした。 

  次に、８月28日に開催された、夷隅郡市広域市町村圏事務組合議会第２回定例会の関係に

つきましては、４番麻生勇君に報告をお願いいたします。 

  ４番麻生勇君。 

○４番（麻生 勇君） それでは、８月28日に行われました、夷隅郡市広域市町村圏事務組合

の会議について報告いたします。 

  本会議の前に全員協議会がありまして、その中で仮議長の選出から始まりました。大多喜

町からは志関議長、野村副議長、私です。それで、その仮議長には志関議長が選ばれまして

スタートいたしました。 

  勝浦市議会の新しく選挙されました３人の紹介がありました。その後、今期で退任になり

ます野村議長の退任挨拶がありまして、その挨拶の中に、懸案であったごみ処理施設問題の

早期決着を望みますのご挨拶がありました。 

  その後、管理者の挨拶ですが、いすみ市長なんですけれども、同じくごみ処理施設建設の

計画説明がございまして、全員協議会２月以降、地元の合意が得られなかったという報告が

ありました。 

  その後、協議事項になりますが、協議事項では夷隅郡市広域ごみ処理施設建設の話題が中
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心で、事務局長の説明では地元の合意が得られずとの報告がありまして、このことに各議員

から活発な意見が出されました。地元の不信感を拭うために、正副管理者でありますいすみ

市長、勝浦市長、それから御宿町長、大多喜町長という４首長が地元に出向いて誠意を見せ

たらどうだという話で、好転させることにいたしました。 

  定例議会なんですが、議案審議の前に議長・副議長の選出がありました。議長は勝浦市の

寺尾議長、それから、いすみ市の半場新一さんが副議長に選ばれました。これは、推薦で選

出されました。それから、先ほど言いました勝浦市議会の選挙の後でしたので、議席の指定

がされました。 

  また、日程では、議案が４本ありまして、報告事項がありましたが、全員の賛成で可決さ

れました。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） ご苦労さまでした。 

  次に、監査委員から８月26日に行いました、例月出納検査の結果の報告がなされておりま

す。お手元に配付の報告書の写しによりご了承願います。 

  次にお手元に配付いたしましたとおり、外国人の扶養控除制度の見直しを求める意見書の

採択を求める陳情と、緊急に介護報酬の再改定を求める陳情書が提出されております。議員

各位には陳情の趣旨をご理解いただきたく、その写しを配付いたしましたので、よろしくお

願いいたします。 

  これで、諸般の報告を終わります。 

  次に、本９月会議につきましては、審議期間は本日から18日までとし、本日と明日10日、

そして18日を本会議開催日とし、この間14日に福祉経済常任委員会協議会を、また16日に総

務文教常任委員会協議会を開催することといたします。なお、所属委員会以外の傍聴もでき

ますのでお知らせします。 

  それでは、お配りしてございます議事日程に従って議事を進めてまいりますので、よろし

くお願いいたします。 

  なお、本会議での傍聴の関係ですが、本日午後１時から大多喜町企業連絡協議会から15名

の傍聴が予定されておりますので、ご承知おきくださるようお願いいたします。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎会議録署名議員の指名 

○議長（志関武良夫君） これから、日程に入ります。 
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  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第126条の規定により、 

   ３番 吉 野 一 男 君 

   ４番 麻 生   勇 君 

 を指名します。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎同意第５号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（志関武良夫君） 日程第２、同意第５号 固定資産評価審査委員会委員の選任につい

てを議題とします。 

  本案について、提出者の説明を求めます。 

  町長。 

○町長（飯島勝美君） それでは、１ページをお開きいただきたいと思います。 

  同意第５号 固定資産評価審査委員会委員の選任について。 

  固定資産評価審査委員会委員の選任についてご説明申し上げます。 

  次の者を大多喜町固定資産評価審査委員会委員に選任したいので、地方税法第423条第３

項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。 

  住所は、大多喜町西部田218番地１。 

  氏名は、江沢正明。 

  そして生年月日、昭和29年11月14日。 

  提案理由でございますが、現委員であります江沢正明氏が平成27年10月３日をもちまして、

任期満了となりますので、再任として推薦をお願いするものでございます。 

  江沢氏におかれましては、経験も豊富で人格、識見ともにすぐれておりますので、再度委

員をお願いしたいと考えております。ぜひ、議員皆様の同意を賜りたいと存じますので、よ

ろしくお願いを申し上げます。 

  以上で、提案理由の説明を終わらせていただきます。 

○議長（志関武良夫君） 説明が終わりました。 

  これから質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） 質疑なしと認めます。 
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  これで質疑を終わります。 

  本案については、討論を省略し、これから採決したいと思います。 

  ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） 異議なしと認めます。 

  これから同意第５号を採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手多数） 

○議長（志関武良夫君） 挙手多数です。 

  したがって、同意第５号は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎一般質問 

○議長（志関武良夫君） 日程第３、一般質問を行います。 

───────────────────────────────────────────────── 

◇ 麻 生   勇 君 

○議長（志関武良夫君） 通告順に発言を許します。 

  ４番麻生勇君。 

○４番（麻生 勇君） 麻生勇です。一般質問の前に、きのう記事が出ていましたので報告し

たいと思います。 

  老川の面白の小水力発電所が稼働したというニュースが入っていました。今後の管理と、

また観光に寄与できるようにしたいということでしたので、期待しております。よろしくお

願いします。おめでとうございます。 

  それでは、一般質問をさせていただきます。 

  マイナンバー導入時期と問題についてということで質問させていただきます。 

  先日の新聞によりますと、国民一人一人に12桁の番号を割り振る共通番号、マイナンバー

制度について、世論調査の結果では、この制度を知らないと答えた人は６パーセントで、名

称は知っているが内容は知らないの46パーセントと合わせると52パーセントだと。知ってい

ると答えた人は「よく」は３パーセント、「ある程度」の43パーセントの合計で、46パーセ

ントだと。政府が制度の説明について国民に十分説明しているかどうかでは、「そうは思わ
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ない」が96パーセントに達したそうです。来月10月には個人番号通知が始まり、来年１月か

ら税や社会保障関係の手続などに使われるというが、前述のとおり、国民への理解の広がり

は課題になると思います。 

  また、制度の導入による個人情報の流出を「大いに不安だ」と答えた人は47パーセント、

「多少は」と答えた人は42パーセント、合わせて「不安だ」が89パーセントに上がった。こ

としの６月に発覚しました、日本年金機構へのサイバー攻撃による個人情報の流出が影響し

たと見られます。また、マイナンバー制度が検討されていることについては、患者の病気や

使用した薬が各病院で共通化、戸籍にナンバーをつけて申請手続の簡素化では、60から71パ

ーセントが賛成だったと。銀行口座では、国や自治体が口座の内容を把握できるようにする

は「反対」が87パーセントで、「賛成」の12パーセントを大きく上回りました。 

  このような結果から伺います。実施の方向になっているのは承知していますが、町民も国

民皆が大変不安に思っていることから、不安解消方法の具体化が必要と思いますが、この点

について伺いたいと思います。 

○議長（志関武良夫君） 総務課長。 

○総務課長（加曽利英男君） それではお答えします。 

  マイナンバー制度に関しましては、間もなく個人番号の通知が始まりますけれども、大手

新聞社の調査によりますと、８月の段階で内容を知らないという方が、約半数いると結果が

報道されておりまして、今ご質問のとおりでございます。また、ご質問にありましたように、

銀行口座にマイナンバーをつけて国や自治体が口座の内容を把握できるようにする。このこ

とに関しましては、90パーセントの方が反対しているとのことでございます。 

  マイナンバーの利用は、法律で定められた社会保障や税制度、災害対策の分野と、地方公

共団体が条例で定めた分野にしか利用できませんけれども、利便性を向上させるという基本

的な法律の理念がございますので、利用範囲の拡大が検討されております。このため、番号

法と関連する法律の改正案が、先週末に国会で可決成立をしております。 

  マイナンバー制度そのものにつきましては、国の制度でありますので、町としては法律で

定められたとおりに運用していくことになりますけれども、この制度に関して不安があると

のご質問でございますので、マイナンバー制度に関しまして、町民の皆様に理解していただ

き、少しでも不安を解消するため、町としては情報の提供に努めていきたいと考えておりま

す。 

  具体的には、広報の３月号に概要を掲載し、また、広報の９月号の配布にあわせて、全戸
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にパンフレットを配布させていただいております。また、ホームページに関しましては、以

前から掲載しておりますが、引き続きこれらの方法により情報提供を行って不安解消に努め

ていきたいというふうに考えております。なお、10月９日になりますけれども、商工会と連

携をいたしまして、商工会の会員、また企業さん、そういう方の事業者向けの研修会のほう

も開催を予定しております。 

  以上でございます。 

○議長（志関武良夫君） ４番麻生勇君。 

○４番（麻生 勇君） その不安解消なんですけれども、先日の広報と一緒にチラシが入って

いましたけれども、私、集会に出たんですが、その集会ではただもらって、しまって帰っち

ゃうだけで、うちにもありましたけれども、多分よく理解しないまましまっちゃう。これは

自己責任なのかわかりませんが、もっとわかってもらえるにはどうしたらいいかということ

が必要なのかなと思います。 

  というのは、ホームページも掲載するとかと言っていますけれども、ホームページはパソ

コンがないと見られないわけですね。見られない人もいますので、さっき商工会は特別にや

るんですね。個人も何か考えてもらったらどうかなと思うんですが、いかがでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 総務課長。 

○総務課長（加曽利英男君） 特に企業の方については、非常に負担もあるんじゃないかとい

うことで町のほうで計画をしたんですが、個人につきましては、今の例えば新聞も半面を使

って大きく出ている。最近出ておりました。また、町も既に広報で１回、別のもので１回お

配りしておりますので、この後、間もなく番号の通知が始まりますので、そのときにご質問

等あれば、お答えすることも可能ではないかなというふうに考えております。 

○議長（志関武良夫君） ４番麻生勇君。 

○４番（麻生 勇君） 先日全員協議会で説明がありましたけれども、私もその席で聞いてい

まして、またチラシも見ましたが、やっぱり理解するのに非常に難しいなと思います。この

一般質問を考えたときには、この法案が通る前だったんで、きのうの新聞でも今度消費税が

10パーセントに上がったときの２パーセントの還元とか何とか、それもこれで引くよという

話ですと、今度そのパスをとられちゃったら、とられちゃったって変なことかもわかりませ

んけれども、紛失したりなくしたら、またそこで問題が起きるんじゃないかなと思うんです

よ。だから、その対策も何かしておかないとだめなのかなと思います。 

  これは、答えられるのなら答えてもらってもいいんですけれども、多分もう少し検討した
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ほうがいいのかなと思います。 

○議長（志関武良夫君） 総務課長。 

○総務課長（加曽利英男君） 消費税のことは、まだいろいろ計画段階ということで、あれを

個人番号カードを使うというのは、ちょっと私も無理があるような気はいたしますけれども、

これはまだ検討している段階ということですので。 

  あと、いろいろご指摘はあるわけですけれども、基本的には市町村としては、法定受託事

務というようなことになりまして、本来、法律、そういう政令等では市町村が実施するよう

になっているんですけれども、本来は国が果たすべき役割のもので、そういう区分として法

定受託事務といっておりますけれども、市町村としては国のマニュアルとかガイドライン、

そういうものに沿って実施していきたいというふうに考えております。 

○議長（志関武良夫君） ４番麻生勇君。 

○４番（麻生 勇君） これは決まっていませんので、ただ、問題が起きるといけないので、

もう考えておかれたらどうかなということで、ただそれだけでございます。 

  それから、自分の番号の町の周知方法は、先ほど案内でやられるということなんですが、

うちにいない人、もしもカードを配布してもらうというときにうちにいないというのは、例

えば入院している人、それから介護を受けている人の番号というのは、どうやってやるんで

しょうか。 

○議長（志関武良夫君） 税務住民課長。 

○税務住民課長（市原和男君） それでは、個人番号の通知の関係ということで、家にいない

方、仮に入院されている方等ということでございますけれども、原則、住民票を置いてある

市町村の住所地に配付というようなことでございます。仮に入院等で家にいない場合には、

病院等に通知を転送することもできます。ただ、その場合には、ご本人のほうから、こちら

のほうに転送してくださいというふうな届け出を出していただく形になります。 

  以上でございます。 

○議長（志関武良夫君） ４番麻生勇君。 

○４番（麻生 勇君） そのときに、このマイナンバーは写真が必要だという話でしたよね。

写真はどうするんですかね。変な質問なんですけれども、入院している人、寝ている人の写

真を撮るんですか。これ、前の健康なときの写真を使うなんて、ちょっとないですよね。 

○議長（志関武良夫君） 税務住民課長。 

○税務住民課長（市原和男君） 写真が必要となるのは、個人番号カードというものがござい
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ます。そちらはご本人の希望によって交付されるものですけれども、そちらのほうを希望す

る場合には、ご本人で写真を用意していただくと。 

  今回、最初に10月に交付されるものは、個人番号通知というふうなものでございます。そ

れにつきましては、写真等は載っておらないものでございます。 

○議長（志関武良夫君） ４番麻生勇君。 

○４番（麻生 勇君） その番号通知はそういうことだから何も要らないと思うんですけれど

も、実際にカード発行をする場合、発行してもらう場合は、つくる場合は写真が必要なんで

すよね。要らないんですか。 

○議長（志関武良夫君） 税務住民課長。 

○税務住民課長（市原和男君） そのとおり、個人番号カードの交付を希望する方につきまし

ては、ご自分で写真を用意していただくと。余り古い写真は使用できません。撮ってから６

カ月以内のものを使用させていただくというふうな形になると思います。 

○議長（志関武良夫君） ４番麻生勇君。 

○４番（麻生 勇君） 盛んに希望する人ということなんですが、それを希望しなければ全員

でこのナンバーというのは使用できなくなるんじゃないかなと思うんですけれども、強制的

じゃないというか、義務にならないんですか。いいんですか、やらなくても。 

○議長（志関武良夫君） 総務課長。 

○総務課長（加曽利英男君） 個人番号カードを受領しなくても通知カードには個人の番号が

入っておりますので、それで一人一人には番号は通知されますので、一人一人が番号を持つ

というようなことになります。 

  ですから、それを本来制度の趣旨から言えば、全員といいますか多くの方が自分の個人番

号カードをつくってと、これからまたいろいろ運用が拡大されていくと思いますので、そう

いうことになろうかと思いますけれども、これは例えば子供さんとかもいるわけですので、

そういう方、あるいは例えば長期入院の方ということで、それが特に使わないということで

あれば、それは申請をした方だけですので、それは番号そのものは、通知カードそのものは

行かないことになりますが、ただ番号そのものは付番されておりますから、それをいろいろ

なことで使っていく、そういうことは全く可能でございます。 

○議長（志関武良夫君） ４番麻生勇君。 

○４番（麻生 勇君） わかりました。 

  使わなくてもいいと、カードはね。番号だけは受け取ってくださいと。そういうことです
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よね。わかりました。 

  次に、先ほども言いましたけれども、日本年金機構でサイバー攻撃がありました。その情

報の流出問題を受けての、町の具体的な取り組みを伺いたいと思います。 

○議長（志関武良夫君） 総務課長。 

○総務課長（加曽利英男君） それではお答えします。 

  日本年金機構の情報流出ですけれども、これはインターネットを介したサイバー攻撃によ

り、使用していたパソコンがウイルスに感染して起きたというふうに言われておりますけれ

ども、このマイナンバー制度での情報のやりとりに使用するパソコンといいますのは、イン

ターネットから切り離した独自の回線を使ったパソコンを使用しておりますし、また、国の

マニュアル等もそうなっております。ですから、インターネットに接続をしませんので、日

本年金機構で発生したようなインターネットを介したサイバー攻撃によって、情報が流出す

ることはないというふうに考えております。 

  また、実際に事務を行う職員に関しましては、研修を実施するなどいたしまして、情報が

流出することがないように努めていきたいと思っております。基本的には、インターネット

から切り離した専用回線を使用したパソコンを使いますので、日本年金機構で起きたような

情報流出はないというふうに考えております。 

○議長（志関武良夫君） ４番麻生勇君。 

○４番（麻生 勇君） それは通常の作業ではインターネットは介さないということなんです

けれども、非常にまじめな職員がいまして、それを保存してうちに帰ってパソコンで残業し

たと。そういうことになると、それがインターネットに通じちゃう場合があるわけですよね。

それは教育の中でやっていけばいいんでしょうけれども、それを徹底しないと、やっぱり国

民も町民もみんな不安な点ですので、それはきちっとやってもらうと。情報が漏れないよう

に徹底していただければと思います。よろしくお願いします。回答は要らないです。 

  それから、この導入のメリットですね。メリットとデメリットですけれども、それについ

て伺いたいと思います。 

○議長（志関武良夫君） 総務課長。 

○総務課長（加曽利英男君） それではお答えします。 

  まずメリットのほうからでございますけれども、住民にとりましては、社会保障や税の手

続に伴う添付書類が省略できることになります。また、行政側にとっては事務の効率化、ま

た所得の適正な把握ですとか、きめ細かな社会保障制度を進めるために役立つものというふ
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うに考えております。 

  デメリットにつきましては、制度の面からは、これからスタートするものでございますの

で、現段階では特に事故等がなければ、ないものと思いますけれども、ただそのシステムの

導入費、また会社等にとりましては従業員などから集めた個人番号の管理など、そういうも

のに費用がかかるということが想定されまして、特に企業にとっては負担になるというふう

に言われております。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） ４番麻生勇君。 

○４番（麻生 勇君） 事業所、役場、町としては、事務が煩雑になるというような話も聞い

ているんですけれども、その辺は全然問題ないんでしょうかね。 

○議長（志関武良夫君） 総務課長。 

○総務課長（加曽利英男君） 事務的なものは、例えばその番号を今度は町でいいますと、職

員の例えば給与等に関しましてもそういう番号を管理していかなければいけません。それも

適正に管理していかなければいけませんので、そういう面では、今までと違ってそういう事

務がふえる。そういうことであれば、そういう面で負担になることもあろうかと思います。

ただ、それにかわるだけのメリットはあるというふうに考えております。 

○議長（志関武良夫君） ４番麻生勇君。 

○４番（麻生 勇君） できるだけオーバーワークにならないように考えていただいて、自宅

勤務しないように、よろしくお願いします。 

  続きまして、電気柵の総点検について伺います。 

  静岡県で電気柵近くにいた７人が感電して、２人が死亡した事故は、皆さん記憶に新しい

ところと思いますが、全国の電気柵の点検実施計画では、7,000カ所の違反の疑いがあった

とのことです。全国約10万カ所の点検で約７パーセントが法令違反の疑いがあり、電気柵設

置の表示なし6,713件と９割以上を占めております。重大事故のおそれのある漏電遮断器未

設置は606件、適切な電源装置不使用が22件で、１カ所で複数の違反が見つかったそうです

が、そこで伺いたいと思います。 

  本町では、この事故を受けて調査したと聞いておりますが、その結果について具体的にお

願いいたします。 

○議長（志関武良夫君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（野村一夫君） 電気柵の調査についてですが、町ではこの事故を受けて調査
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した結果についてですが、国・県の調査依頼により、各補助事業で実施した電気柵の点検を

実施いたしました。国・県事業により設置した電気柵は過去３年間で17地区、37カ所あり、

いずれも問題はありませんでした。そのほか、補助事業実施箇所周辺において、個人で設置

した柵についても、目視により安全状況について確認しました。 

  また、農協、コメリ、小松屋農機商会などの販売店に、今回の事故原因となった変圧器の

販売状況とＡＣ電源使用電気柵、高速漏電遮断器の販売状況を確認し、設置してある現地で

調査点検を行いました。点検を行った電気柵については、事故につながるような違法な設置

はありませんでした。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） ４番麻生勇君。 

○４番（麻生 勇君） 設置箇所って随分少ないんですね。37カ所ですか。もっとないんです

かね。 

○議長（志関武良夫君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（野村一夫君） 過去３年間の国・県の補助事業で実施した箇所について点検、

それとまたその周辺で個人で設置してある電気柵についても確認したということです。 

○議長（志関武良夫君） ４番麻生勇君。 

○４番（麻生 勇君） 個人でやった電気柵の周辺というのは、やっぱり37ですか。 

○議長（志関武良夫君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（野村一夫君） 箇所数はわかりませんが、100カ所以上は確認いたしました。 

○議長（志関武良夫君） ４番麻生勇君。 

○４番（麻生 勇君） 次の質問で、ちょっとかぶるところがあるんですけれども、それの設

置届の義務はあるということを聞いているんですけれども、個人的に100カ所近く設置した

ところというのは、届け出があったんでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（野村一夫君） 電気柵については、届け出の義務はありません。 

○議長（志関武良夫君） ４番麻生勇君。 

○４番（麻生 勇君） ないんですか。あるという話、じゃこの間静岡で事故をやったのは、

あれは無届けでもいいということですか。 

○議長（志関武良夫君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（野村一夫君） あの電気柵については、うちのそばで直接100ボルトのコン
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セントにつないで、自分でつくったもので、間の漏電遮断器とかそういうものを設置してい

なかったんで、ああいう事故が起きたということです。 

○議長（志関武良夫君） ４番麻生勇君。 

○４番（麻生 勇君） 漏電遮断器をつけてあれば、届け出なくてもいいと、そういうことで

すか。 

○議長（志関武良夫君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（野村一夫君） 電気柵については、届け出の義務はありません。それで、ソ

ーラーとか乾電池式、バッテリー式については、電牧器が間に入りますから問題ないんです

けれども、問題は100ボルトに直接つないだ場合に、電線につないだ場合が事故が起こると

いうことで、100ボルトにつなぐ場合は、やっぱり漏電遮断器、ＡＣアダプターとか電牧柵、

そういうものを設置しないといけませんけれども、その届け出の義務はありません。 

○議長（志関武良夫君） ４番麻生勇君。 

○４番（麻生 勇君） 今、電牧と言ったけれども、電牧って何ですか。 

○議長（志関武良夫君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（野村一夫君） 設置してあると思うんですけれども、このくらいの電線の前

に、例えばソーラーとかの下にある機械ですね。スイッチとか、昼間、夜とか、そういう。 

（「あれを電牧というんですか」の声あり） 

○産業振興課長（野村一夫君） 電牧器といいます。 

（「何か略しているでしょう」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） ４番麻生勇君。 

○４番（麻生 勇君） この電気柵の場合は、何か届け出が必要だという話、私されたんです

けれども、明示してあれば好き勝手につけちゃっていいと、そういうことですか。 

○議長（志関武良夫君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（野村一夫君） それについて、届け出については調べたんですけれども、届

け出の義務はないということです。 

○議長（志関武良夫君） ４番麻生勇君。 

○４番（麻生 勇君） じゃ個人責任だと、自己責任だということですね、事故は。そうです

か。大変ですね。はい、わかりました。 

  じゃ、届け出が要らないということは、大多喜町もゴルフ場がいっぱいあって、ゴルフに

行くと電柵いっぱいやってあるんですけれども、あれも自己責任でやっているということで
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すかね。 

○議長（志関武良夫君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（野村一夫君） 大多喜町ゴルフ場４カ所設置してありますけれども、いずれ

もゴルフ場に行って確認しました。安全確認についてはやってあるということで、当然そう

いう事故があれば自己責任ということになります。 

○議長（志関武良夫君） ４番麻生勇君。 

○４番（麻生 勇君） ありがとうございます。 

  じゃ、全体の調査を終えての感想と、今後の課題について伺いたいと思います。 

○議長（志関武良夫君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（野村一夫君） 調査を終えての感想と今後の課題についてですが、有害鳥獣

の被害を受ける範囲が広範囲化している中で、電気柵は現状で農作物を有害鳥獣の被害から

守る有効な方法と考えます。数年前では、高価で国や県の補助事業でのみ施行が主流でした

が、近年さまざまな電気柵が安価で購入できるようになり、今回パトロールをして予想以上

に設置数の多いことが判明いたしました。 

  今後は、正しい使い方について、補助事業については設置者に直接話し、また、販売店に

もお願いして、事故のないようにしていきたいと考えます。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） ４番麻生勇君。 

○４番（麻生 勇君） 最後ですけれども、問題があったらの場合ですけれども、その対策に

ついてお願いします。お聞かせしてください。 

○議長（志関武良夫君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（野村一夫君） 事故につながった電気柵は市販されている電気柵ではなく、

自作品で構造上違法なものでした。現状で、本町ではこのような電気柵は確認されていませ

んが、一般的にこのような電気柵を見つけ出すのは困難なため、日本電気さく協議会に登録

のある、安全対策が図られた電気柵の推奨と、違法な電気柵の危険性や違法性に疑いがある

場合には、役場に通報してもらうこと。また、電気柵の安全な使用方法について、広報紙な

どで住民や設置者に機会あるごとに周知を徹底し、安全確保に努めたいと考えます。 

○議長（志関武良夫君） ４番麻生勇君。 

○４番（麻生 勇君） よろしくお願いします。安全第一ですので。 

  次に、人口増対策について伺います。 
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  城見ケ丘団地の人口増対策で、運用すべく計画した場所は、現在ではすばらしい病院の施

設に変更されています。６月議会でも質問させていただきまして、しつこくて申しわけあり

ませんが、10カ所の空き地処分方法の具体化を当初の住人とは、何か約束ができていて、安

く売れないとか、いろいろな問題があるそうですが、城見ケ丘団地の住民と、さらに打ち合

わせが必要だと思いますが、その点について伺います。 

○議長（志関武良夫君） 建設課長。 

○建設課長（末吉昭男君） 城見ケ丘団地の10区画の未分譲地の処分方法ということで、城見

ケ丘団地の住民と話し合いを持ったらよろしいんじゃないかということでございますけれど

も、この城見ケ丘団地の10区画の未分譲地につきまして、現在１区画につきまして、申込者

と交渉中で、残り９区画になろうかというところですけれども、これにつきましては、先ほ

どお話がありましたように、住民の方ですね、お住まいの方と既に値下げはしないというこ

とで、前回もお話しさせていただきましたけれども、そういう形で取得者には500万円の、

今現在補助金を出しているところでございます。そして、25年、26年と１区画ずつ販売もし

ております。 

  そして、本年12月からオリブを発着といたします、羽田品川行きの高速バスの運行も予定

していることから、東京方面の交通がさらに便利となってまいりますことから、当団地の付

加価値も上がってくるのではないかなというふうに考えられますので、今後も、もうしばら

く推移を見守っていきたいと考えます。よりまして、現在のところ城見ケ丘団地の住民との

話し合いのほうは考えておりません。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） ４番麻生勇君。 

○４番（麻生 勇君） 私、心配しているのは、今１カ所が交渉中、成約できそうだという話

ですが、あと９カ所残るわけですよね。９カ所残った場合、何かしないと町で草刈り業務が

ずっと続くわけですよね。前回聞いたときには10万円ぐらいだからという話を聞いたんです

が、でも何年もたつと大変な金額になるわけですよ。だからできれば、全然相談にならない

かどうかわかりませんが、できれば負担軽減のためにも、少しバーゲンセールをやって、や

られたらどうかと。 

  安く売るための条件として、隣の睦沢町では年齢制限をしまして、30代以内は、40歳代は

という、レベル分けして販売しているそうです。できればそんなことも町としても考えられ

たらどうかなということで、最初に言いましたけれども、大変何回も何回もうるさいようで
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すが、質問させていただきました。 

  以上です。何かあれば、今の段階別で考えられるかどうかとかね。いろいろ具体的に何か

考えられたらどうかと思ったんで。 

○議長（志関武良夫君） 建設課長。 

○建設課長（末吉昭男君） 確かにあとの９区画、うちのほうとしても何とか早く売って処分

したいなということで、いろいろと策は練っているところなんですけれども、何とかいろい

ろとあの手この手を尽くしてはいるんですが、なかなか成果が上がってこないところでまこ

とに申しわけございませんけれども、うちのほうも努力しておりますので、引き続きまた努

力はしてまいりたいと思いますけれども、その年齢制限とかにつきましては、新しく分譲地

をつくるということで、そっちにつけられるかもしれませんけれども、城見ケ丘団地につき

ましては、現状のままでいくしかないと考えておりますので、ご理解いただきたいと思いま

す。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） ４番麻生勇君。 

○４番（麻生 勇君） わかりました。 

  以上で終わります。 

○議長（志関武良夫君） 以上で麻生勇君の一般質問を終わります。 

  ここで、会議途中でありますが、10分間の休憩をとります。 

  11時５分の再開とします。 

（午前１０時５３分） 

───────────────────────────────────────────────── 

○議長（志関武良夫君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１１時０５分） 

───────────────────────────────────────────────── 

◇ 山 田 久 子 君 

○議長（志関武良夫君） 次に、10番山田久子君の一般質問を行います。 

○１０番（山田久子君） 10番山田久子でございます。 

  議長のお許しをいただきましたので、通告に従いまして一般質問をさせていただきます。 

  暑い暑いと思っていました毎日が遠く感じられるような気候となり、台風シーズンを迎え、

風や雨の心配が必要となってまいりました。本日は、大綱２点にわたり質問させていただき
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ます。よろしくお願いいたします。 

  初めに、水道施設の整備充実について伺います。 

  水と食料とエネルギーは人の生活の基本をなすものと言えると思います。しかしながら、

本町では地形の関係などもあり、上水道の給水対応ができていない地域があります。住民の

方からは水もない家に住み続けられるのか不安である。水のないところに子供たちは住み続

けてくれるのだろうか。空き家があっても水がなければ、とのお声も伺っております。特に、

日々の家庭生活を担っている主婦には大きな問題です。水の供給は町民の生活に直結し、一

日も欠かせないものであり、将来にわたり安全な水を安定的に供給していくためには、さま

ざまな問題に対処しなければいけないのではないかと思います。今までも、多くの議員さん

から質問がされていることと思いますが、改めてお伺いをさせていただきます。 

  まず、本町の上水道の未普及地域や場所はどこがあるのか。また、そこがなぜ整備されて

いないのか、その理由をお伺いいたします。 

○議長（志関武良夫君） 環境水道課長。 

○環境水道課長（米本和弘君） それでは、ただいまの配水管の未普及区域と、その理由につ

いてということでお答えさせていただきたいと思います。 

  まず初めに、配水管が布設されているかどうかというようなことですが、配水管の定義と

いうことなんですけれども、町では配水管としての位置づけを、原則的に公道内に布設され

た、口径が30ミリ以上の管であって、かつ給水戸数が５戸以上をもって配水管扱いというこ

とで取り扱っております。 

  ご質問の配水管未普及区域、これは給水区域内ということで前提に話をさせていただきま

すけれども、この要件に当たる区域となりますので、現在では小土呂の市部地区、それから

久我原及び石神の三育学院、この区域が対象になるのではないかと思います。この未普及区

域になっている理由ですけれども、次のようなことが考えられますが、市部地区につきまし

ては、昭和58年度に大多喜町の第４次拡張の際に、小土呂地区の住民からの給水申し込みを

募って配水管の布設を実施しておりますが、市部地区につきましては、この時期に加入申し

込みをしなかったために、現在まで至っているのではないかというようなことが考えられま

す。 

  また、三育学院につきましては、学校、それから教職員住宅を含みまして、専用水道とい

う給水区域となっておりますので、このために給水未普及というような形になっております。 

  以上です。 
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○議長（志関武良夫君） 10番山田久子君。 

○１０番（山田久子君） 今、理由ということで承ったわけなんですけれども、市部地域等に

おきましては、以前に藤平議員さんからも何度かご質問をさせていただいているかと思いま

す。いまだこういった状況で、非常に住民の皆様はお困りになっているわけでございますが、

町はこの地域の皆様の生活をどのように認識して、どのように今現在受けとめていらっしゃ

るのか。その辺をお伺いしたいと思います。 

○議長（志関武良夫君） 環境水道課長。 

○環境水道課長（米本和弘君） 市部地先の水道施設整備に関する質問につきましては、ただ

いま議員さんからありましたように、前回、平成24年度第２回の議会定例会で一般質問で答

えさせていただいております。このときには、これまでの当地域への整備に向けた取り組み

状況とか、当地域への町としての水道に関係する対策や整備計画の考え方、それから整備手

段として地元負担等が最も少なくて済む方法、また概算額及び負担額について説明をさせて

いただきました。しかしながら、その後、当地域からの水道の加入の要望等についてはあり

ませんでした。具体的な事業実施に向けて検討は、現在も進んでいないというような状況に

なっております。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） 10番山田久子君。 

○１０番（山田久子君） 今、市部地域のことでご回答いただきました。久我原、それから三

育学院に関しましては、現状をお話しいただいたんですけれども、ここは今の状況でそのま

ま問題がなくて、このままにしておくというか、変ですけれども、このままの状況でいくと

いうようなお考えなんでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 環境水道課長。 

○環境水道課長（米本和弘君） 今の、三育学院ということですね。 

（「三育学院ですね、はい」の声あり） 

○環境水道課長（米本和弘君） 先ほども話しましたように、三育学院は専用水道というよう

な形で、県のほうに届け出をいたしまして、あの区域をそういう区域に指定して給水してお

ります。あそこは、現在井戸によって滅菌施設とか浄水施設を備えて給水しております。 

  何年か前には、三育学院さんのほうから給水についての要望といいますか、今後の長期的

なところを見た中で、今後上水道の普及も考えていきたいというようなお話もいただいてい

るのは実際にあります。ですので、もう少しまた具体的な話が出てくれば、そこら辺も進め
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ていくような考え方をしたいと思っております。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） 10番山田久子君。 

○１０番（山田久子君） わかりました。 

  すみません。それでは話を戻させていただきます。 

  市部地域の皆さんのことに戻らせていただきますけれども、市部地域におきましては、前

回のお話の中でもかなり高額に、簡易水道を入れた場合でもかなりの高額になるということ

で伺っております。しかしながら、現在今の水道、井戸等を使って、もしくは自然水などを

使いながら生活をされていらっしゃるわけですが、実際に夏場、ことしの夏なんかもそうで

したようですけれども、照りが続いたりしますと水が出なくなってきているという、こうい

った問題もあるようでございます。 

  また、長年の水道の問題の中から、この水のことを地域で話すということが非常に難しい

と、そういったこともあるようでございます。やはり水というのは、非常に大事なものであ

って、地域から要望がないから放っておくと、そういう状況をしていていいのかどうか、こ

の辺を私は非常に疑問に思っております。 

  実は、そういう中で、例えば費用負担という問題の面でお伺いをさせていただきたいと思

うんですけれども、これは平成27年度の実施予定事業の資料という形でのお話になってしま

うんですけれども、今回三又から川畑間の配水管の布設が1,458万円、それから同じくここ

の舗装のほうも復旧ということで、975万円の工事が予定されております。私はこの工事は

必要だと思っておりますので、このお金に対してどうのこうの言うつもりはないんですけれ

ども、また、伊保田地区におきましても、以前は簡易水道で実施されていたものが、やはり

簡易水道での水の供給が厳しくなったということで、面白浄水系の布設工事をされて、今、

そちらのほうの水を使われているのではないかと思います。 

  この区間の配水管布設の工事に対して、地元の負担というのはあったのか、またあるのか、

そういったところをお伺いしたいと思います。 

○議長（志関武良夫君） 環境水道課長。 

○環境水道課長（米本和弘君） ただいまのご質問ですけれども、基本的に現在、ただいま言

われた場所については、現在町の配水管というような位置づけで管理をしております。伊保

田につきましても、町のほうでその施設の管理をしておりました。実際、その水質の問題と

かで、これ以上井戸水を利用した施設利用というのが非常に難しいというようなことの中で、
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上水道の、国道のほうから配管をして給水するような形にしてあります。 

  それから、今年度実施計画しております配水管の、やはり布設がえとか舗装の関係につき

ましても、町の配水管として、現在給水している部分でございますので、これは当然町の管

理でやるべきところでございますので、そういった部分については町の負担のみでやってお

りますので、地元負担というのはございません。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） 10番山田久子君。 

○１０番（山田久子君） そうしますと、両方とも地元の負担はないというふうに考えさせて

いただいてよろしいでしょうか。 

  両方とも既設の配水設備の不都合が生じているための対応ということで、水がない、水が

なくなる、出なくなるということ、そういったものは生活に支障を来すという意味では大切

だと思います。ですが、そういった意味では、井戸水で生活をしている地域の住民の皆様も

同じではないのかと思います。今、くみ上げている水が出が悪くなってしまった、水がない、

出ない、生活は同じなんです。やっぱり水がないと困るんですね。 

  そういった中で、町では水道を、町の水道事業のほうの水ですね。そちらを供給している

方にはそういったいろいろな事業費が高騰することによって、水道料金が高くなることを防

ぐために、事業費とか水道料金ですね、そういったものを防ぐために高料金対策として、一

般財源から繰り入れをしているのではないかと思います。 

  私が調べたものでございますので、もし間違っていたら恐縮なんですけれども、高料金対

策として一般財源から、平成24年度には9,549万7,000円、25年度には7,708万8,000円、26年

度には7,566万3,000円、27年度におきましては7,300万円を繰り入れているのではないかと

思います。 

  このことから、町においては大多喜町水道事業に加入していなくても、配水管の布設に対

し、地元への配慮があってもよいのではないかと、私はこう思うんですけれども、町の見解

をお伺いいたします。 

○議長（志関武良夫君） 環境水道課長。 

○環境水道課長（米本和弘君） ただいまの質問でございますけれども、基本的に浄水場の給

水区域というのは、町の給水条例のほうで決まっておりまして、そういう地域については、

ほとんど地元の給水施設等を持っているところを給水外というふうな形で、町の浄水場の区

域としてはおりません。 
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  ただいまの一般会計からの高料金の補助金というようなことでございます。確かに、上水

道の給水区域内の人たちについては、そういう料金を抑えるために補助金としていただいて

おりますので、そういう面では給水区域外の人には、そういったメリットがないというのが

現実にはあります。ですから、そういった部分の方々には、今後何らかの支援をしていくよ

うな形では考えていく必要があるんではないかなというふうには考えております。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） 10番山田久子君。 

○１０番（山田久子君） わかりました。 

  それでは、もう１点ですけれども、市部地区の件でお伺いをさせていただきますが、以前

にも町としてもまた動いていただいたということで伺っているんですが、長南町などからの

給水の試みということでご検討いただいたことがあります。現在、県内水道の統合、広域化

の検討がされておりますけれども、これが実現した場合には、長南側からのこの市部地域へ

の配水布設管工事というのも考えることができるのでしょうか。この点をちょっとお伺いし

たいと思います。 

○議長（志関武良夫君） 環境水道課長。 

○環境水道課長（米本和弘君） ただいまのとおり、広域化に向けて、県を中心にして現在進

めているところです。広域化になって事業統合等になれば、そういったことも可能ではない

かと思われます。過去に話がありましたけれども、平成16年度ですか、やはりそういった話

があったときに、長生広域のほうの水道担当のほうといろいろ話はしたようでございます。

その時点では、まだ給水区域外に対しての給水というのは無理だというような話で、話は終

わっている状況ですので、今後広域化というのが実現してくれば、そういったことは可能に

なるんではないかというふうに思います。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） 10番山田久子君。 

○１０番（山田久子君） わかりました。 

  私としましては、そういった動きもあるということの中で、少しこの市部地域におきます

給水管の布設ということは、少し望みを持っております。今後そういった試みが前進するよ

うな場合におきましては、積極的に大多喜町としても働きかけをしていただきたい。そのよ

うに思います。 

  また、現在もう既に水が出なくて困っていらっしゃる方もいらっしゃいます。やはり町の
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給水の範囲ではないからということではなくて、やはり町民でございますので、町に住んで

いる場合、どこに住んでいても同じ町からのサービスが受けられるということは大事なこと

ではないかと、こういうふうに思います。住んでいるところが違うからこっちは見られるけ

れども、こっちは見られないというのでは、町民として非常に悲しいものがあります。こう

いった水の問題は、大変大事でございますので、今後ともぜひ地域の皆様にも声をかけてい

ただくとともに、地域の中では水のことを言うのがタブーなぐらい皆さん肩身の狭い思いを

している人もいますので、積極的に町として取り組んでいっていただきたい、このように思

うわけでございます。 

  これに関しての回答は結構でございますので、よろしくお願いいたします。 

  話はまたもとに戻らせていただきますけれども、先ほど給水設備というところで、町とし

ての配水管の位置づけというお話がございました。そういった中でしますと、ちょっと外れ

てしまうのかもしれなくて本当に恐縮なんですけれども、大多喜町中野の庄司土田線という

ところを例にとらせていただきます。 

  ここは国道がありまして、そこから中にちょっと入っていくような形になっております。

給水戸数としては現在３軒が残っているような、こういう形になっております。やはりここ

でも、ここも井戸水を使って生活をされていらっしゃったわけなんですが、その井戸がやは

り出なくなってきていて、非常に不便を来し始めているという、こういった状況があるよう

でございます。これに対して、今のお話ですと、配水管の位置づけとしては難しいんだとい

うことでございましたけれども、ここを個人で給水施設という形で引く場合には、いすみ鉄

道の鉄道があるという、この問題がございます。この点から少し町のほうのご意見を伺わせ

ていただきたいと思います。 

  まず、この庄司土田線なんですけれども、この本管のほうの配水管はどこのところまで、

今現在引き込みをしていただいてあるのか、お伺いさせていただきます。 

○議長（志関武良夫君） 環境水道課長。 

○環境水道課長（米本和弘君） ただいまの町道庄司土田線ですけれども、この町道に入ると

ころ、国道から本管が１本というんですか、４メートルぐらいなんですけれども、それぐら

いの管は、過去の図面なんですけれども、向かっているようになっております。ですから、

その町道に入ってから、それから先が全く入っていないというような形になると思いますの

で、新しく加入するとなれば、そこから引いてもらうような形になると思います。 

○議長（志関武良夫君） 10番山田久子君。 



－26－ 

○１０番（山田久子君） この場合、そこからその先を配管する場合、予算的にどのくらいか

かるというの、もしおわかりになりましたら教えていただけませんでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 環境水道課長。 

○環境水道課長（米本和弘君） この庄司土田線の３世帯あるということですが、実際にこの

３世帯のうちの１世帯の方が、町のほうに相談に来られたことがございます。そのときに、

業者さんのほうの見積もりを持ってきました。その見積もりによりますと、約500万ぐらい

の経費がかかるんだというようなことで、町のほうに相談がありましたけれども、基本的に

全部入っても３戸というような形になりますので、踏切横断というのは確かに費用がかかる

と思います。そういうようなものを含めての工事費だったと思いますけれども、それらにつ

いては加入者のほうで負担していただくというような形になってくると思われます。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） 10番山田久子君。 

○１０番（山田久子君） この踏切横断というのは、ある意味普通の生活をしている方の場合

は余りないケースで、特殊なケースではないかと思うんですけれども、これ、特殊なケース

というふうに思わせていただいてもよろしいでしょうか。町の見解を伺いたいんですが。 

○議長（志関武良夫君） 環境水道課長。 

○環境水道課長（米本和弘君） 確かに、町の管理している配水管の部分でも踏切横断という

のは余りあるわけではありません。確かに特殊というような形になれば特殊、通常の配水管

以上の工事がかかることになりますので、特殊と言えば特殊だと思います。過去においては、

総元地区のほうで、こういった踏切横断をやらなければ給水を受けられないというような形

の中で、その場所についてもやはり３世帯なんです。その３世帯の皆さんが負担をされて給

水を、工事をされているというような、過去の中での事例はあります。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） 10番山田久子君。 

○１０番（山田久子君） わかりました。 

  過去にそういう事例があるということでございますけれども、先ほどもお話ししましたよ

うに、この方たちはずっと税金を払ってまいりまして、高料金に対する一般財源の繰り入れ

に対しても貢献をしてきていただいているわけでございますので、そういった意味で、少し

譲歩していただくことができないかということも踏まえまして、あえて聞かせていただきま

す。この町で引く配水管を全て踏切の先まで、町の本管の配水管工事として捉えていただい
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て、実施をしていただくことというのはできないものでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 町長。 

○町長（飯島勝美君） 先ほど市部の問題、今の土田線の話もご質問いただいております。た

だ、水道は初期に設置するときに、やはり町民の皆さん、これにいわゆる加入される方も初

期投資では、みんな出しているんですね。ですから、初期投資のときに加入した方は全て出

しています。ですから、必ず新しくやる場合に、初期投資の分を、やはりいいというわけに

はいかないんですよね。それで、条例というのもはっきり決まっていますので。 

  ただ、今お話ししましたように、１人の方が申し込むんですけれども、あとの方がいいよ

と、こういう話になるんです。それで市部につきましても、土田線につきましても、全員で

加入したいと、だから何とかということで話になれば、また水道のほうとしてもいろいろ考

える方法もあるんです。ですけれども、どちらの部分も全員が、地域の皆さん全員が入りま

すということでなくて、一部の人が入る、あとは私はいいですよという話になるわけですよ。

その辺がまとまってくれれば町としても対応の仕方もあるんではないかと思いますが、そう

いったところを議員さんにも、もしまとめていただければ、我々もまた話の向きはできるか

なと思っております。 

○議長（志関武良夫君） 10番山田久子君。 

○１０番（山田久子君） そのまとめるに当たりましては、やはり金額が高過ぎて、とてもと

ても町民の皆様の、水が井戸水より上水道がいいのはわかっているわけで、引きたいのは

山々なんですね。でもそれが余りにも高過ぎて手が出ない。だけれども、その中にはせっぱ

詰まっている人たちもいらっしゃるということの中で、この金額を何とか下げる方法、下げ

ていただく、自己負担が少なくて済むものを考え出していただくことができれば、また今は

できないけれども、その金額ならうちだってやりたい、もともと本当はやりたいんだけれど

も、その金額だからできないというのが現実の問題ではないのかなと、私はこのように思う

わけなんです。 

  そういう中で、何とか自己負担を減らせていただくような形でお願いすることができない

かと、こういうふうに思っております。私も町民のこの方たちだけじゃなくて、町民の皆様

の税を使わせていただくということに対しては、非常に重いものがあるというふうに考えて

おります。しかしながら、先ほどもありましたように、町に住んでいるということに対して、

同じ町民でございます。そして、やはりこれから住み続けていくということの条件の中に、

やはり水がないかあるかというのは、やっぱり生活をしていく上で一番大事なことになって
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くると思います。 

  また、空き家も周りに最近ふえているわけですけれども、その空き家を活用するにしても、

お声としてあるのは、水がなければ空き家を使えないよね。くみ取り式の家だったら今さら

空き家があったって住まないよね。やっぱり浄化槽じゃなきゃだめだよねと、せめて浄化槽

に空き家がなければだめだよねって。それには水がなければだめだという、こういった問題

もあるかと思います。やはり水というものをもう一度、本当に低料金で工事ができるという

ことの中で、それで何とか町の力をかりることができないかというふうに思うわけでござい

ます。そういう中で、大変しつこく聞かせていただきます。 

  今、踏切を越えるというのはある意味特殊なケースであるということで、判断ができるの

ではないかという、こういったお声をいただきました。ここも水道を今布設をしていただい

ているところから、各ご自宅に給水装置の新設工事という、要するに自己負担での新設工事

というふうに考えた場合に、大多喜町の水道事業給水条例の第６条に、「新設等の費用負担

に給水措置の新設、改善、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕

又は撤去する者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町

においてその費用を負担することができる。」とあります。この町長が特に必要と認めた、

踏切という特殊なケースであるという部分において、特に町長が必要と認めたものと解釈を

していただくことはできないでしょうか。全額とは言わないまでも、踏切の工事の部分だけ

でも軽減として考えていただくことができればと思うんですけれども、町長いかがでしょう

か。 

○議長（志関武良夫君） 町長。 

○町長（飯島勝美君） 議員さんの気持ちも、今のご質問の趣旨もよくわかります。しかしな

がら、私どももいわゆる自己負担につきましては、過去の事例というものを参考にしていま

す。ですから、過去にやはり皆さんがどのくらい負担したかというのも、全部参考にしなが

らそういうものを立てていきますので、そういうことを逸脱してまで、町は支援ということ

はなかなか難しいと思いますので、そういう事例を見ながらつくりますが、ただ、何よりも

そこの１軒ですから、３軒ありますので、３軒が一緒に入っていただくという条件になると

また考え方も違うんですが、１軒だけでそれをという話になるとなかなか厳しいものがあろ

うかなと思っています。 

  ただ、できるだけ３軒の方が同じ場所にいますので、一緒に加入してもらえるような話の

中でまた相談ということであれば、過去の皆さんがいろいろ自己負担をしている事例がいっ
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ぱいありますので、そういったことと照らし合わせながら、また考えられると思うんです。 

○議長（志関武良夫君） 10番山田久子君。 

○１０番（山田久子君） わかりました。 

  できるだけ善処していただくことができればと思うわけでございますが、この話の続きと

いうことで伺わせていただきます。 

  踏切を越えてからその先の工事についてなんですけれども、ここは今庄司土田線におきま

しては、道路整備の要望も区から出されているようでございます。この道路整備の際に給水

管の布設工事を共同施工することで、舗装の復旧費用を抑えることができるのではないかと

思うんですけれども、こういった点についてはいかがでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 町長。 

○町長（飯島勝美君） おっしゃるとおりです。ですから、私どもは水道につきましては、道

路改良がある場合には、必ずそれと同時施工のほうが条件がいいわけですよね。普及してい

る管につきましては、常にそういう方法をとっております。特に、なぜそれが有効かといい

ますのは、舗装の復旧費用が浮くということなので、そういうことであれば、また費用も下

がりますので、そういったところでうまく地域の皆さんが、そのチャンスを捉えて加入する

ということであれば、非常にその辺は有効になろうかと思います。 

○議長（志関武良夫君） 10番山田久子君。 

○１０番（山田久子君） ぜひ、何とぞ少しでも安く費用ができるような形をご検討いただく

ことをお願いしたいと思います。 

  水の問題は生活に密着した重要なものです。本日は水道の未普及地域の質問をさせていた

だきましたけれども、老川地区の宇野辺、小倉野、星井畑、物見塚では、高齢化と人口減少

により、簡易水道の維持管理が難しくなってきていると伺っております。板谷地区、平沢地

区の高台では、水量が細く、使用に不便があるとの声も伺っております。これからも町民の

皆様の安全で安定的な生活水の供給のために、諸課題への取り組みをお願いしたいと思いま

す。 

  次に移らせていただきます。 

  次に、井戸ポンプの購入、買いかえ時の助成金制度の創設についてお伺いをさせていただ

きます。 

  配水管の布設されていない地域の住民の方は、自費で井戸の掘削を行い、井戸ポンプを購

入し、水の確保をしております。あるいは、自然水を活用する中で、井戸ポンプを使用され
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ている家庭もあるかと思います。先ほども触れましたが、町では高料金対策として、一般財

源から水道会計へ繰り入れをしています。平成27年度予算では7,300万円、仮に予定給水戸

数3,784戸で割りますと、１戸当たり平均１年間で約１万9,291円の繰り入れを受けているこ

とになるのではないかと考えます。 

  このことから、井戸ポンプを新規に購入する場合や、ある程度の年数が経過して買いかえ

る場合などに、費用負担の軽減のための助成金制度の創設をしてはどうかと思うのですが、

町の見解をお伺いいたします。 

○議長（志関武良夫君） 環境水道課長。 

○環境水道課長（米本和弘君） ただいまの助成金制度の質問でございますけれども、この助

成金制度につきましては、次期総合計画の第１次実施計画の中で、上水道の未普及地域の支

援事業というような形で、生活用水移動工事及び設備改修に対する支援制度の創設について

検討してまいりたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） 10番山田久子君。 

○１０番（山田久子君） もう少し具体的にこういったものをというような、今はまだ案だと

思うんですけれども、そういったものがありましたら教えていただけますでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 環境水道課長。 

○環境水道課長（米本和弘君） ただいま申し上げたとおり、実施計画の中で検討していきた

いというふうな考え方をしておりますので、今現在こういう形でというのはまだ出ておりま

せん。いろいろな話を聞いた中で、それぞれの地域に応じた支援制度というものがあると思

いますので、それらを研究した中で今後創設に向けて検討していきたいというふうに考えま

す。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） 10番山田久子君。 

○１０番（山田久子君） わかりました。 

  私は今ここで井戸ポンプの購入ということで、助成制度を創設したらどうかということで

申し上げましたけれども、場合によっては井戸の掘削費用ですね、こういったものを助成し

ていただいたほうがいい場合もあるかもしれませんし、そのほかの、例えば加圧ポンプです

ね、高台にありまして加圧ポンプを設置して、そういったところで普通に上水をされている

人と高台にあるがために自費で加圧ポンプをつけなければいけないというような、そういっ
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たことに対して、どうなんだというご意見なんかも伺っておりますので、今、課長さんは皆

さんのいろんな意見を聞いてということでございましたので、積極的にいろんな地域の皆様

の実情を聞いていただいて、少しでも皆さんによりよい制度をつくっていただくことができ

ればと思いますけれども、いかがでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 環境水道課長。 

○環境水道課長（米本和弘君） ただいま言われたようなことで、今後検討していきたいとい

うふうに思います。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） 10番山田久子君。 

○１０番（山田久子君） ぜひよろしくお願いいたします。 

  以上、税の負担の公平性の観点からも、この水道の問題というのは、やはり加入していな

い方はちょっと不公平に感じているところもございます。また、大多喜町に住み続けていた

だくためにも、水の問題は切っても切れない問題がございますので、今後も大変難しい問題

だということは重々わかっておりますが、さまざまな検討とご対応をお願いしたいと思いま

す。 

  以上をもちまして、大綱１を終わらせていただきます。 

  次に、大綱２、味の研修館、農村コミュニティーセンターの調理加工用の設備・器具・備

品の維持管理についてお伺いいたします。 

  大多喜町味の研修館は、地域住民がよりよい暮らしをするための知識と技術を習得し、伝

承することを目的に設置がされております。大多喜町農村コミュニティーセンターは、大多

喜町における農村の健全な発展を期するために、農業経営の合理化、生活の改善及び健康の

増進、地域連帯感の高揚と、農村の環境整備を推進することを目的とした施設として設置が

されております。主に、地域の女性の皆様が、タケノコ、山菜の加工、みそづくりなどに両

施設の食品加工室を利用しております。安全に楽しく利用していただくために、日ごろの維

持管理は大切であると考えます。 

  初めに、味の研修館食品加工室に設置されている器具、備品等の種類、台数とそれらの状

態は、今現在どのようになっているのか、お伺いいたします。 

○議長（志関武良夫君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（野村一夫君） 味の研修館の調理加工用の設備の維持管理についてですが、

本年２月及び３月に食品加工室内の機器の一斉点検を実施しまして、現状のまま使用が不適
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切との結果が報告されたものの多くにつきましては、既に修理済みであります。一部の機器

につきまして、修理が不可能な状態のものがあります。そのような機器につきましては更新

を進めたいと考えております。また、その他の機器も購入から多くの年月が経過しているた

め、今後数年をかけて計画的に順次更新または修繕を実施していく方向で検討していきたい

と考えております。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） 10番山田久子君。 

○１０番（山田久子君） それでは、ただいま課長のご返答の中から、修理済みの機械、それ

から一部修理が不能との機械があるとのことでございました。具体的にどういう機械なのか

教えていただきたいと思います。 

○議長（志関武良夫君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（野村一夫君） 一部修理が不能な機械というのは圧力釜。圧力釜については

計器と温度計の連動がしていないということと、長年使っていまして金属疲労があるという

ことで、メーカーのほうから稼働はするけれども保証はできないというようなことで、今使

用を控えております。 

  ほかの機器につきましては、フードミキサーにつきましては、事故を受けまして９月の補

正で計上をしております。また、ほかの機器につきましては、真空包装機とみそこし器、蒸

し器などについては修理済みでございます。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） 10番山田久子君。 

○１０番（山田久子君） それでは、申しわけございませんが、回答とダブらせていただくこ

ともあるかもしれませんが、個々に聞かせていただきたいと思います。 

  私も味の研修館のほうへ２度ほど見学というか見に行かせていただきました。時期がずれ

ておりますので、もしかしたらその後の改善修理をしていただいているかもしれませんので、

そういう点がありましたらおわびさせていただきたいと思います。 

  まず、今一部修理が不能ということの圧力釜殺菌器ですね。こちらは缶詰の煮沸殺菌に使

っているものと伺っております。たしか２台あったと思います。見た目もかなり傷んでいる

という、正直言ってそういう印象を受けました。この辺の今後の対応はどういうふうにお考

えになっていますでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 産業振興課長。 
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○産業振興課長（野村一夫君） 圧力殺菌釜については、先ほど申しましたように、温度と連

動しないということで、また、鍋の厚さが金属疲労で計測が不能だということで使えないん

ですけれども、これについては、タケノコの加工に主に使うんじゃないかと思いますので、

できれば順次、それまでに間に合うような方法で、購入できればというような考えでいます。 

○議長（志関武良夫君） 10番山田久子君。 

○１０番（山田久子君） 細かく掘り下げてお伺いしたいところなんですが、時間の関係もあ

りますので、先へ進めさせていただきます。 

  次に、鋳物のガスコンロ、こちらのほうが、やはり大分傷んできているかなと思っており

ました。赤い炎や、不完全燃焼でしょうかね、赤いというのは。そういったものからコンロ

をさわりますとぼろぼろと落ちていってしまうというような状況があるんですが、こちらの

ほうに関しては、町はどのような認識をお持ちでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（野村一夫君） ガスコンロにつきましては、一応点検して異常ないというこ

となので、そのまま使用しています。 

○議長（志関武良夫君） 10番山田久子君。 

○１０番（山田久子君） 点検はガス業者さんにしていただいたということでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（野村一夫君） ガス業者じゃなくて、一斉点検のメーカーですね。ほかの機

器と一緒に点検したメーカーにやってもらいました。 

○議長（志関武良夫君） 10番山田久子君。 

○１０番（山田久子君） そこにはガスの資格を持った方がいらっしゃったんでしょうか。実

は、私この鋳物コンロも気になったんですけれども、ＬＰガスのガス検知器がついているん

ですね。設置がされていることは非常にいいんですが、上についていたんですね、ＬＰガス

のガス検知器が。天然ガスの場合は空気より軽いので上に上がりますからいいんですけれど

も、ＬＰは重いので下にないとだめだと思うんです。ですからあれだとちょっと意味がない

のではないかなと、意味をなさないのではないかと思いまして、非常にガスの点検、これが

どうなのかなという不安を持ちました。 

  できましたら、一度プロパンガスの購入会社さんでもいいと思うんですけれども、専門の

方にこのガス警報器の設置の部分も含めまして見ていただいたほうが、より安全ではないか

と思うんですけれども、この点いかがでしょうか。 
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○議長（志関武良夫君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（野村一夫君） それについては、ガスを納めている業者がいますので、早速

現場で見てもらいたいと思います。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） 10番山田久子君。 

○１０番（山田久子君） ぜひよろしくお願いいたします。 

  それから次に、中央にあります作業台なんですが、こちらのほう、課長はどのような認識

をされていらっしゃいますでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（野村一夫君） 作業台については、あのステンレスの作業台だと思うんです

けれども、一部下のほうが腐食していまして、それを補修して使っている状況です。 

○議長（志関武良夫君） 10番山田久子君。 

○１０番（山田久子君） 私も見てまいりました。作業台、足が４本あるんですけれども、そ

の１本が確実に下がないんです。そこにパイプを、作業台、足がありまして横に支えみたい

なのが出ているんで、パイプみたいなものを２つ切ったものをそこにかませる形で、台を支

えていると、そういった形で今現在使っております。 

  しかしながら、私が見させていただきましたところ、その作業台の周りにいろいろなほか

の機械がありまして、人の動態線上にあるわけなんです。それで、そのパイプみたいなもの

が２つ置いてあるだけなので、場合によって人がちょっとこういうふうにやると、そのまま

がたんといってしまう。そういう危険も非常にはらんでいるという感じがいたしまして、こ

の作業台に関しては、全部変えることができないのであれば、きちっとそこのところを溶接

なり何かするなりして、直されたほうがいいのではないかなと。結構お年寄りの方もご利用

されているということでございますので、台に寄りかかるということは十分考えられること

ですので、安全性の部分で再度点検をしていただいたほうがいいと思うんですけれども、こ

の辺どうでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（野村一夫君） 作業台につきましては、そのパイプを一番下のところに差し

てあるんで、落ちるということはないんですけれども、再度現地で検討したいと思います。 

○議長（志関武良夫君） 10番山田久子君。 

○１０番（山田久子君） 私とちょっと認識が違うので、もしかしたらその後に直していただ
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いていたら申しわけないんですけれども、確認をお願いをしたいと思います。 

  次に、はかりの腐食なんかもかなり進んでいるのかなと思いました。それと、真空包装機、

先ほど交換済みというお話だったんですが、私が行かせていただきましたときに、１回目に

行きましたときにはかなり漏れておりました。２回目に行きましたときは修理していただい

たのかなというふうに思いました。しかしながら、まだ下に新聞紙か何かが敷いてありまし

て、オイル漏れがところどころある状況だったんですね。これはこういう状況でいいものな

のかどうかというのが、ちょっと私はわからなかったんですが、これはオイルが漏れていて

もいいんでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（野村一夫君） オイルが漏れていてはいけないと思います。それで、一応点

検して修理しなきゃいけないものは修理してありますけれども、再度現場へ行ってみたいと

思います。 

○議長（志関武良夫君） 10番山田久子君。 

○１０番（山田久子君） よろしくお願いします。 

  細かいことがたくさんあって恐縮なんで、ぜひ課長の目でしっかりと見ていただいて、安

全な対応をしていただきたいと思います。 

  それから、攪拌機と冷蔵庫等が置いてありました。こういったものはどのような形で対応、

処分についてどのような形をしていくのか。攪拌機は味の研修館の調理室の中にはまだビニ

ールシートをかぶせて、そのときは置いてありました。冷蔵庫は工事部屋のほうに、２台ほ

どですか、置いてあったんですけれども、この辺の処理というのはどのような形でお考えに

なっていらっしゃいますでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（野村一夫君） 攪拌機というとフードミキサー。 

（「そうですね。この間事故の」の声あり） 

○産業振興課長（野村一夫君） フードミキサーについては、早急に片づけ処理したいと思い

ます。それから冷蔵庫については、通常の大きなのですか。 

（「小さなやつでしたね。庭の外にもう出してありました」の声あり） 

○産業振興課長（野村一夫君） それについても、早急に片づけたいと思います。 

○議長（志関武良夫君） 10番山田久子君。 

○１０番（山田久子君） ぜひよろしくお願いいたします。 
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  続きまして、味の研修館の施設は、最近では子育て支援のピヨちゃんなども行われており

ます。すみません。今の機械に関しましては、ぜひ課長の責任でしっかりと見て、点検、修

理をお願いしたいと思います。 

  次に、味の研修館の施設におきましては、子育て支援ピヨちゃんなども行われるなど、若

いお母さんが訪れております。子育て中のお母さんたちが子供のおやつをつくったり、食の

安全を考える場として、オーブンを設置していただけないかというお声がございます。お聞

きするところによりますと、農村コミュニティーセンターのほうにはあるそうなんですけれ

ども、味の研修館のほうにはオーブンがないということで、できたらそのオーブンを味の研

修館にも欲しいんだけれどもというお声があるんですが、この点いかがでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（野村一夫君） 昨年度、農村コミュニティーセンターの調理台に据えつける、

調理台と一体になったオーブンを設置、３台故障していましたので更新したんですけれども、

味の研修館については、先ほども申しましたように、今ある現在の機器がかなり年数が経過

していまして、その辺の修繕とか更新とかありますので、オーブンについては、それらが解

決してからでないと無理じゃないかと思います。 

○議長（志関武良夫君） 10番山田久子君。 

○１０番（山田久子君） 私も修理とか修繕をしないととても安心して使える状況でないとい

うのはわかっておりますが、そういった中で、その計画の中に若いお母さん方の意見も組み

入れていただいて、検討していただくということは難しいんでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（野村一夫君） それについては、やっぱり今あるものが優先されますけれど

も、検討ということでは、今あるものの修繕あるいは更新が済んだ後であれば、また可能か

と思いますので、検討はしてみたいと思います。 

○議長（志関武良夫君） 10番山田久子君。 

○１０番（山田久子君） ぜひまた検討をお願いしたいと思います。 

  あそこは本当に若いお母さんたちが集まる場として、一つの場所にもなっておりますので、

そういったお菓子づくりなどを一緒にやってみたいというお声などもありますので、子育て

支援の一環としてもご検討いただくことができればと思います。よろしくお願いいたします。 

  次に、農村コミュニティーセンターの農産加工室に設置している器具・備品等の種類、台

数、それからそれらの今の状態について、どのような形になっているのか、お伺いをさせて
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いただきます。 

○議長（志関武良夫君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（野村一夫君） 農村コミュニティーセンターの農産加工室の機器についても、

味の研修館と同時に一斉点検を実施しておりまして、現状のまま使用が不適切との結果が報

告されたものにつきましては、既に修理済みであります。こちらにつきましては、点検時に

おいて使用不可能な機器は報告されておりませんが、農村コミュニティーセンターの機器に

つきましても、味の研修館と同様に購入から多くの年月が経過しているため、今後数年をか

けて計画的に、順次更新または修繕を実施する方向で検討していきたいと考えております。 

  台数については、圧力殺菌釜、回転式ガス炊飯釜等でございます。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） 10番山田久子君。 

○１０番（山田久子君） ありがとうございます。 

  こちらの日常の点検維持管理というのは、ある程度定期的に決められてやっているのか、

思いついたときにやっているのか、この辺どのような形でやっていただいているのでしょう

か。 

○議長（志関武良夫君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（野村一夫君） 今までそういう定期的に点検ということはやっていなかった

んですね。それで、この間の事故がありまして、早急に点検してもらったんですけれども、

もう年数も経過しましてかなり古いということで、定期的に点検できればと考えております。 

○議長（志関武良夫君） 10番山田久子君。 

○１０番（山田久子君） 今課長がおっしゃられたとおりだと思います。大分古くなっており

ますので、ぜひ定期的な点検ということで、皆さんが安心して使えるような形をお願いした

いと思います。 

  私も農村コミュニティーセンターのほうも見させていただきました。こちらのほうは、課

長おっしゃるように、機械も比較的よい状態になっていたように感じます。 

  その中で１点、利用者の方のお声がありまして、排水管、下水管というのでしょうか、室

内から外へ出る排水管がさびみたいな、鉄みたいなのが重くて上げることかできない。そこ

の管のところに詰まってしまうと水が逆流というか、流れていかないので、ちょっと水が滞

留してしまって、それがにおいが出てしまったりしているということでございました。 

  町のほうできちっと対応してくださっていまして、業者さんを呼んで、その鉄のふたみた
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いなものをあけて掃除をしていただいているということだったんですけれども、その鉄のふ

た自体を、もう少し女性でもあけられるというか、取り外しができるものに変えていただく

ことができれば、自分たちで、その場で掃除ができて、排水を流すことができるんじゃない

かしらという声があったんですけれども、この点はいかがでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（野村一夫君） 多分裏の排水のところの汚いものが詰まるところじゃないか

と思うんですけれども、それについては、職員も掃除したりしていまして、現地、私も知っ

ているんですけれども、再度現地を見まして、軽いものがあればかえたいと思います。 

○議長（志関武良夫君） 山田久子君に申し上げます。 

  持ち時間があと５分になりましたので、お願いします。 

○１０番（山田久子君） 今のところですけれども、もしかして後ろにつながっているのかも

しれないんですけれども、利用者の方のお話で、部屋の中の室内のところの、外へ出るとこ

ろの枠と言っていましたので、行きましたときに、再度ご確認をいただければと思います。 

  農村コミュニティーセンター、味の研修館は本当に女性の方が多く使わせていただいてお

ります。地域の産物を生かす、そういった加工にも取り組んでいただいております。これか

らも安心して使えるように、維持、点検をお願いしたいと思います。 

  以上をもちまして、私の一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（志関武良夫君） これで山田久子君の一般質問を終わります。 

  ここで、しばらく休憩に入ります。午後１時からの再開とします。お願いします。 

（午後 零時０１分） 

───────────────────────────────────────────────── 

○議長（志関武良夫君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 零時５９分） 

───────────────────────────────────────────────── 

◇ 小 髙 芳 一 君 

○議長（志関武良夫君） 一般質問を続けます。 

  ７番小髙芳一君。 

○７番（小髙芳一君） それでは、通告に従いまして一般質問をさせていただきます。 

  私のほうからは、今回は１点、町の農業再生と専門職採用についてを質問させていただき

たいと思います。 
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  質問の前に申し上げておきますけれども、本議会は、反問権を許していますので、どうぞ

遠慮なく、私がおかしいと思ったら反問して結構ですし、市町村の中で執行部と議論する議

会って余りない話でありますので、議論していいものをつくっていきたいと思いますから、

遠慮せずに意見があればすぐ私も折れますから、よろしくお願いしたいと思います。 

  それでは、町の農業の再生ということで掲げましたけれども、あえて再生という言葉を使

わせていただきました。町の基幹産業、昔は農業の部分が相当あったんですけれども、今は

基幹産業というにはちょっとそういう状況ではなくなってきている。これを何とかしなけれ

ばいけないというふうな思いで、今回質問をします。 

  農業は国際化、グローバル化という中で、本当に価格、あるいはコスト高、そういう面か

ら非常に年々大多喜町の農業も非常に衰退してきている。やっぱりもうからないから結局は

若い人もついてこない。ある程度後継者も出ても、私たちが若いときには結構いたんですね。

どんどんやっぱりそこからこぼれていったといいますか、やめていっちゃった。こんなよう

な状況で、生産額も年々減少してきています。 

  今、ＴＰＰの交渉が、７月にハワイで閣僚会議が行われましたけれども、まとまりそうだ

というような話でありましたけれども、ここへ来て年内は難しいだろうという話が伝わって

きています。この交渉次第では大多喜町の農業そのものにも相当影響がある。さらに悪化し

てくる。こんなふうに思っています。 

  このような中で、国ではアベノミクスの第３の矢である成長戦略を農業分野でも掲げてい

ます。今回、米の生産調整も非常に見直しました。需給バランスがとれて、要は簡単に言え

ば生産調整する必要もなくなって、飼料米をつくりなさいよと、今まで制限したものが、そ

っちに移行できるような、そんなような改革をしたり、６次化、あるいは農地の集積、経営

感覚のすぐれた若い人を確保したいと、あるいはまた輸出戦略というようなことを打ち出し

ています。 

  この大多喜町においても、今、総合計画をつくっていますけれども、あるいは総合戦略を

つくっていますけれども、この農業分野も非常に大多喜町の将来、どうするのか、こういう

戦略をしっかり立てるべきであると思います。それには今までやってきた農政をきちんと検

証して、そしてどこに問題があるのか、そういうことを改善すべきところは何かを明らかに

していく。こういうことが必要だろうというふうに思います。 

  今回の提案は、農業振興の今までのやり方、どこかおかしいんじゃないか。もう少し変え

たほうがいいだろうと。やっぱり町長はいつも言うように人材、この部分は非常に大きいん
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だろうと思うし、産業振興課をさらに体質を強化する、こんなようなことが必要であると思

います。そういう面で、今までと違うのは、この町の行政と現場とを結んでいく人、こうい

う人が余りにもいない。いろんな政策をつくっても、それを実行しますよといっても、じゃ

農家はどうやって動くんだ、行政がどうやって推進するんだ、その間に立つ人が少な過ぎる。

こんなようなことで、今回、専門職ということで、専門機関とかあるいは専門室であったり、

ＮＰＯだっていい。再雇用、そういう人たちの助けをかり、形はどうあれやっぱり専門的に

農業分野、農政を扱う人を採用するなり、そういうものを設けたらどうかということで、提

案をしているわけでありますけれども、まず、専門職、この辺について採用する考えがある

かどうか、伺いたいと思います。 

○議長（志関武良夫君） 総務課長。 

○総務課長（加曽利英男君） それでは、職員採用の立場ということで、総務課の考えをお答

えさせていただきたいと思います。 

  農業は産業の基本であって、単に食料を生産するだけでなく、土地の保全や景観の維持、

そして水源の確保など、さまざまな機能を担っております。この農業が衰退すると農地が荒

廃し、田園風景が損なわれていくことになることを考えれば、農業の振興は決して農家だけ

でなくて、町全体で考えていかなければいけない問題だというふうに思います。 

  農業を取り巻く環境は厳しくなる中で、町の農業再生のため、例えば農政ですとか経営、

技術、また販売などに精通した専門職を採用してはどうかというような趣旨のご質問だと思

いますけれども、本町では、類似団体と比較しまして職員数がかなり多くなっております。

このことや引き続いて人口減少が続くことが想定される中で、今後の人件費の負担を考えれ

ば、計画的に職員を削減する必要があるものというふうに考えております。 

  このようなことから、専門職として正規の職員を採用することは困難と思われますけれど

も、例えば任期付職員や嘱託職員として、質問にあったような分野で知識あるいは経験を持

った方を採用することはできるのではないかなというふうに考えております。ただ、農業の

技術に関しまして指導できる方は、これは町内にも大勢いらっしゃるものと思いますけれど

も、例えば農業経営ですとか商品の販売、こういうものに関して人材を確保するということ

は難しいのかなというふうに思われます。 

  なお、農業技術の向上を図るためには、県の農業事務所には専門の普及指導員がいらっし

ゃいますし、販売に関しましては農協もございますので、これらの機関と連携を強めていく

ことも大切ではないかなというふうに考えております。 
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  以上です。 

○議長（志関武良夫君） ７番小髙芳一君。 

○７番（小髙芳一君） ということで、採用するんですか。 

○議長（志関武良夫君） 総務課長。 

○総務課長（加曽利英男君） 職員採用ということになりますと、私の口からします、しませ

んというのはちょっとはばかられるところがあるんですけれども、そういう分野で必要性が

あって、近隣の町でも採用している例もあるようですから、本当に目的を持ってそれなりの

人材がいれば、正規の職員としては無理だと思いますけれども、任期付きあるいは嘱託職員、

そういうようなことで採用することはできるのではないかなというふうに、町長もそういう

ふうに思われているんではないかなと思います。 

○議長（志関武良夫君） ７番小髙芳一君。 

○７番（小髙芳一君） 採用したらどうですかというふうに伺ったんですけれども、可能であ

るということは、やってもいいということの判断でよろしいのかなと思いますけれども、そ

ういうことで採用してやるということであれば、これで一般質問は終わるんですけれども、

どうもその辺が様子が悪そうなんで、さらにこれから必要性について質問をさせていただき

たいと思います。 

  まず、今の大多喜町の農業の現状、あるいは課題は何であるか。簡単に説明をいただけま

すでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（野村一夫君） 大多喜町の農業の現状と課題ということですが、本町の農業

は従来から本町の土質に適した稲作を中心とした農家が主であるが、米価の低迷や担い手の

不足、さらには有害鳥獣の被害拡大などにより、従事者の高齢化が進むとともに、耕作放棄

地の増加が目立つ状態です。今後、水稲以外への転換及び農作物の６次産業化などを目指す

必要性があると考えますが、本町の農地は多くが粘性土であり、水稲には適しているものの

畑作には不向きな場合が多く、水稲以外の栽培は非常に難しいこと。また、兼業農家の農家

数が多く、さらに従事者が高齢化しているところなどにより、従来の農業からの脱却が難し

いことが挙げられます。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） ７番小髙芳一君。 

○７番（小髙芳一君） 現状って簡単なお話でしたけれども、時間がありませんので、私のほ
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うからちょっと数字をもってお話をしたいと思いますけれども、よく言われるのが、大多喜

町の今、センサスのこれは関係だと思うんですね。大多喜町の粗生産額は約20億ちょっと、

５年前です。でもこれはセンサスなんで、内容的にはもう少し精査しないととてもここまで

はないだろうというふうに思います。 

  今、現在時点では、多分私の計算だと10億ぐらいだろう。米は大体600ヘクタール、単価

を掛けて、あと畜産農家は十二、三軒しかありませんから、すぐ出ちゃいます。大体この２

つで大多喜町の基幹産業というものは成り立っています。ですから、相当前の、５年前が20

億で、今回10億ぐらいと私の試算ですけれども、前はもっと、野菜が前のときに４億、５億

ぐらいあるんだけれども、自家野菜の部分もみんなカウントされているような感じで、野菜

でせいぜい売っていても、交流センターで全部売ったとしても２億ですから、そこにほかの

部分が加わってもそんなに大した数字にはならないはずなんで、そうすると、やっぱりどん

どん生産額が減ってきている話です。 

  ＴＰＰこれからありますと、畜産は多分全滅だと思います。今回も養鶏屋さん１軒やめま

したんで、ここで４億減っていますので、そうすると、本当にこれから先の農業そのものは、

米の話を、米しかつくれないという話でありましたけれども、米ももっと効率的につくらな

ければいけないということはあるんだと思います。 

  そこで、職員の採用は難しいということでありましたけれども、可能であるということで

ありましたけれども、大多喜町には農業基本計画がありません。総合計画の中に農業政策が

入っていると思いますけれども、今回の大多喜町の新総合計画の、これは産業振興課から出

たものですけれども、評価としてほとんど３段階ですけれども、１段階、皆さんの計画をつ

くったやつが実際に実行されていない。じゃ何で実行されないんでしょうか。 

  職員の採用は難しくても、じゃこういう施策はできなくてもせっかく目標を持って計画を

立ててやったけれども、評価は全部１あるいは２ということであります。この辺は何が問題

でできなかったか。具体的なことを詰めていうと時間がありませんので、総合的な判断で結

構でありますけれども、ほとんど計画どおりには全くいっていない。ここは人がいなくてで

きないということではないんでしょうか。課長、どうしてほとんど実行されないんでしょう

か。 

○議長（志関武良夫君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（野村一夫君） 一つには高齢化とか担い手不足とか、そういうのもあります

けれども、有害鳥獣とかの被害とか、そういうことでやめていくということも考えられるの
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ではないかと思います。 

○議長（志関武良夫君） ７番小髙芳一君。 

○７番（小髙芳一君） じゃ、もう少し詳しく言いますけれども、担い手あるいは生産組織の

育成、この辺はほとんどできていないという評価なんですけれども、これから集積は余り進

んでいないため経営の効率化が図れない、あるいは担い手がいないから中核農家育成も進ん

でいない。認定農業者制度を活用しながら育成をしたい。これからどんどん改善をしてきて、

後継者を育てたい。そういう部分あるいは課題が、あるいはまた生産性の向上については、

関係機関とも連携をしながら、現状の課題をしていく、畜産農家や農業事務所などと連携を

とりながらしていく。これ、誰がしていくんでしょうか。 

  今、お話ししているのは、実際に農政課でつくったものは、ただつくるだけで誰が農家に

行って橋渡しをして、勧めたり、どうですか、あるいはどういうことが問題ですか、全然わ

からない。産業振興課はただつくって書いてあるだけです。広報に載せるだけ。それでは振

興はできないんではないか。もっともっと間に入って、農家と直接結びつく人をつくる。こ

ういうことが必要ではないかと思いますけれども、課長の見解はいかがでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（野村一夫君） 当然実際に動くのは産業振興課農政係、５人いますけれども、

職員が動くことは当然だと思いますが、その中で、やっぱり技術的な人がいればなお結構で

はないかと思います。 

○議長（志関武良夫君） ７番小髙芳一君。 

○７番（小髙芳一君） 総務課長、町でいろいろ総合計画をつくりますよね。それはやっぱり

達成していかなければいけない。そのためには人材が必要だというときには、あるいはそれ

はいないからやれないということで済ましてよろしいんでしょうか。やっぱり職員の数が足

りないという意味では。財政的には財政課長にお話を伺いたいと思いますけれども。 

○議長（志関武良夫君） 総務課長。 

○総務課長（加曽利英男君） 職員に関しましては、例えば産業振興課ですと、昨年度に比べ

まして本年度は、再任用ですが、１名増をしております。確かにかつては産業振興課は相当

の人数がおりました。その後いろいろ時代が変わるといいますか、それぞれどこに重点を置

くというかシフトするというか、今、福祉が多くなっているんじゃないかなと。 

  それと町の課題はいろいろありますけれども、子育てもありますし、これからいろいろ人

口減少対策を進めていく上で、決して農業だけが重点を置くべきものではない。福祉も教育
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も防犯もまちづくり、みんなそういうものに力を入れていって、総合的に進めていかないと、

これから人口減少社会に太刀打ちしていくということはできないということを、これはみん

な共通しているところだと思いますけれども、そのような中で、産業振興につきましては、

１名再任用を増させていただきまして、やらせていただきました。 

  ですから、これから人数はそれなりに、いろいろ毎年見直しをするんですけれども、まず、

冒頭申し上げましたように、職員数が非常に多いというのは、これは事実ですので、その中

でどこに重点を置いていくかということが重要かなと思います。ですから、特に課題がある

部署につきましては、職員が決まった中ですけれども、やりくりをしてそこをふやすとか、

そういうことも可能だと考えております。 

○議長（志関武良夫君） ７番小髙芳一君。 

○７番（小髙芳一君） それはちょっとありがたいというか、ちょっと曖昧でよくわかりませ

んけれども、今、私が専門職と言っているのは、例えば再任用でもＮＰＯでも農政課内に置

かなくても、別団体でという意味も含めてということで、新たな職員を農政課にしてという

話は、これから申し上げる、どういうことをやっていけば農業が再生できるかという部分に

おいては、今までの職員の中で農政課にいて事務をとっている人はもう要らないでしょう、

そんなに要らないでしょうと。 

  要するにもっと農家を、現場に行って農家と話をできたり、あるいは農家の相談役なりコ

ーディネーターなりを務められる人。つまり技術系、技術のことがわからなければ技術の農

業振興を農業事務所に相談したりとか、販売がこの人はできないなと思ったら、販売のプロ

のところに連れていくとか、紹介するとか、それはある程度肩書きを持っている人でないと

できないという意味もあって、民間ができないという意味で、そういう部分で必要だろうと

いうことで申し上げていますので、その点を踏まえて答弁をいただければと思います。 

  それでは、やっぱり財政的にというか、職員の数がという話でありますけれども、じゃこ

ういうことはどうでしょうか。今、町では人・農地プラン、こういうものを当然作成してい

ますよね。25年度はたしか70万の予算をつかってプランをつくりました。26年度は農地集積

で440万ほどの予算をつけました。この人・農地プランの内容あるいは実効性、この辺につ

いて、さらには農地の集積状況についてお聞きをしたいと思います。 

○議長（志関武良夫君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（野村一夫君） 人・農地プランの概要ということですが、地域農業が抱えて

いる農業従事者の高齢化や後継者不足、耕作放棄地の増加などの人と農地の問題として、５
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年後、10年後の展望が描けない地域がふえております。この人・農地プランでは、地域の皆

さんで話し合い、今後の中心となる経営体の選定や、中心となる経営体へどうやって農地を

進めるかなどの話し合いをするものです。 

  大多喜町人・農地プランは、旧町村エリアを単位として５地区ごとに作成しております。

認定農業者、規模拡大志向農家、青年就農者給付金受給者を地域の中心経営体として位置づ

け、プランの作成に至っております。 

  実効性としては、プラン作成により、地域の農業のあり方など、話し合いが進むことと、

プラン作成により、各種施策が受けられます。人・農地プランは、最初からパーフェクトな

プランにする必要はなく、随時見直すことができます。プランができて３年がたちますが、

今後は地区単位ではなく、集落単位での話し合いを積極的に進めていき、現状では農地の集

積が進んでおりませんので、もう一度、１から説明して、農地の集積などの推進をしていき

たいと考えます。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） ７番小髙芳一君。 

○７番（小髙芳一君） 何点かまた伺います。 

  前回の人・農地プランは、予算70万でしたけれども、当然決算で上がってきましたから、

できているということでよろしいでしょうか。 

  そして、今回26年の決算ですけれども、農地の集積はほとんど進まなかったということで、

予算に上げました。それは実際に何も根拠がなくて上げたわけでもないと思いますし、この

人・農地プランによってある程度作成したもので、当然集積はこのくらい進むだろうという

ことで行われたと思いますけれども、どうして進まないんでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（野村一夫君） 最初の70万というのは、どういう数字でしょうか。 

○議長（志関武良夫君） ７番小髙芳一君。 

○７番（小髙芳一君） 建設課長のときに、人・農地プランの作成費用が70万ありまして、そ

の作成費用で人・農地プランをつくったんです。そこのお金ですけれども、その70万でつく

られたプランはちょっとこんなプランでいいのかなという思いがあって、つまり課長が先ほ

ど説明したように、大多喜町の農地をいかに利用していくかというプランをつくる話なんで

すけれども、これ外部委託だと思うんですけれども、この程度のプランで70万出すのかとい

う思いがありますし、人・農地プランはもっと地域に密着して、その地域の中でどうやるか、
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きちんと話し合いをしながら利用計画をつくっていきなさいと。その中で農地集積を誰に頼

むか、どうやって集積をするかということの基本プランをつくりなさいというものですから、

その辺は実際に農家に行ってつくっていかないと難しい。 

  だから、農政課だけでそういうことができるのかなという、そういう部分もやっぱり農政、

農業振興課が、職員が地域にどんどん出ていって、そういうことを農家と一緒につくれます

かということの意味を持って質問しているんですけれども、このプランあるいは400万の集

積ができなかった理由を再度聞きます。 

○議長（志関武良夫君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（野村一夫君） その70万はちょっと思い出せないんですけれども、人・農地

プランについては、職員である程度つくって、青年就農者給付金の関係があるので、その地

区単位じゃなくて、部落単位ではなくて、大多喜町全体でプランをつくれば、どこからでも

就農者給付金事業、年間150万の５年受けられるということで、とりあえず５地区に絞って、

５地区ごとにつくったわけです。 

  それで、集積が進まないかということなんですけれども、やっぱり当初この事業で集積、

例えば３反歩、５反歩以下は幾らとか、２町歩までは幾らとかという、貸し手に対して給付

金が出るんですけれども、当面貸し手が多いだろうと思って、たしか440万計上したんです

けれども、実際は集積が進まなくて、例えば自分で１町歩持っていて、そのうち１反歩でも

地目が農地で山があると、そういう場合は農業委員会に届けて非農地証明、非農地化にして

もらって残りを貸すというようなことで、面倒なことがあるということで、何人かは相談に

来ているわけですね。でも、手続が大変だということでやめている状況です。 

  それから、もう１点は何でしたか。 

（「いいですよ」の声あり） 

○産業振興課長（野村一夫君） 以上です。 

○議長（志関武良夫君） ７番小髙芳一君。 

○７番（小髙芳一君） この400万というのは、貸し手に対してあるいは借り手に対してお金

が出るという話ですよね。農家の人はほとんど知らないですよね。ことしもあるいは去年も、

これだけ米価が安くなったんだから任せるよといってもそのままの話です。ですからやっぱ

りどうしても農政と、産業振興課と現場との話は全く通じない部分があるんだろう。これが

どんどん進めば町の農業振興にも大きく役立つだろうし、コストダウンという国の政策も集

積しなさいよということで、今一生懸命やっているわけですね。 
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  これは、ただ行政が鉛筆で書いて計画を張って、広報で流しただけじゃ全然進まないでし

ょう。もっともっとやっぱりそこの間に入って、進行してくれるような人をつくって、常に

現場を歩いてくれるような人を、そんなにお金はかからないと思いますけれども、そういう

人をやっぱり採用しながら、農業振興なりいい施策はどんどんやっていくという部分も、多

分、これ昔、飯島町政の前の田嶋さんにもお話ししたんですよ。やっぱり一つの農地でこん

なにいろんな人がやっていたんじゃ合うわけないだろう。１区画で１単位でやっぱり一つの

機械で整理組合を一つにした形で、営農組合というものをどんどんやっていくべきでしょう

という話をしました。でも、モデルをつくってそれからだよというような話でありました。 

  大多喜町は非常に基盤整備はしっかりとやりました。それがそれで終わりです。だからそ

の後どうやって利用していくか、計画をしっかりつくりなさい。もうやり手がいなくなって

いるんだから、誰がどの土地をどういうふうにするか、あるいはこの農地はほかに転用しよ

うか、そういう計画をつくるにも、農家とやっぱり意思疎通というか、現場とつながらない

と、そういうことも、町長できないと思いますよ。 

  今、規制緩和じゃないけれども、農地ばかりじゃなくて、いろんな素案つくりなさいとい

っても、急に言ったってだめだろうし、そこの地域はこうやるんだというものが見えてくる

と、じゃ誰もいないんならほかに貸そうか、あるいは農地でなくてもということも出てくる

けれども、現場がどうなのかが、やっぱり一緒になって話していないとわからないでしょう

ということで、この辺についても専門分野の人が中へ入って進めていただきたいと。そうす

ることによって、どんどんそういう事業は進むんじゃないでしょうかということです。 

  もう一つ、多面的機能支払交付金事業、今どんどんふえていますね。国のほうも予算がも

う足りないということで、増額したような話も聞いています。この辺はもっともっと積極的

に推進すべきと思いますけれども、現状なり、推進方法なり、お話をいただけますでしょう

か。 

○議長（志関武良夫君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（野村一夫君） 多面的機能交付金につきましては、農村地域の過疎化、高齢

化及び混住化に伴う集落機能の低下により、地域の共同活動により支えられてきた多面的機

能の発揮に支障を来していることから、農業、農村の有する水源の涵養、自然環境、良好な

景観の形成・保全など、いわゆる多面的機能の維持、活況を図るための共同活動を国・県・

町により支援する事業であります。 

  本年度は、既存５集落に加え、３集落が新たに参加し、計８集落が事業を実施しておりま
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す。集落への周知については、広報９月号へ参加募集の記事を記載し、28年度も新たに３集

落が参加を希望しているという状況です。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） ７番小髙芳一君。 

○７番（小髙芳一君） 広報に、これもすばらしいことで、広報に１回載せただけです。いい

事業であってもなかなかわかりにくいところもあります。この前身は、農地・水保全交付金

というのが、もう大分前からできました。本当にあの地域の水路や道路を直すのにいい補助

金だなということで、ぜひ町のほうもやったらと、ただネックになるのは国庫補助だから事

務が大変だよと。その分は町で少し事務費を、事務を少しやってもらえないか、そうするこ

とによってすごい伸びますよということを申し上げたことがあるんですけれども、まず、こ

の辺の事務のことについてですけれども、今土地改良でもこの事務を扱ってくれていますよ

ね。 

  この事業をやるには、非常に事務が面倒で、会計検査があるということで、多くが、日本

のですよ、日本の中のやっている多くはもう土地改良に任せるようなところがありますし、

この間の農業新聞に載っていたのは、農協でもこの事務作業をやっています。つまりそこか

らある程度わずかなお金をもらって事務作業をやっている。だから、こういう部分というの

は、やっぱり一番推進していくにはネックになるのは事務作業なので、専門職あるいはそう

いう部分が担って多少なり事務費をもらって、どんどん積極的に進めたらどうでしょうか。

という思いで、この辺にも専門職をどんどん使ってほしい。 

  ここで提案したいのは、大多喜町約600ヘクタールですよね。大体8,000円ぐらいというふ

うに、交付金聞いています。最高で九千幾らですけれども、いろんな事業をやるには。600

ヘクタールあって8,000円だと六八、四十八で、5,000万弱のお金が、毎年毎年大多喜町に落

ちるわけですよ。だからそういう部分をどんどん全農地でやっても、ネックになるのが多分

事務作業の部分で、農協や土地改良がやるというのは、農家は非常にそういう部分、書類づ

くりが負担でしようがないからということで、それを請け負ってやるということで、全国が

今、こんなふうになっていますので、多少なりとももらいながら、ある程度事務費を稼ぎな

がら、そういう振興もできるんじゃないの、生産的に。 

  ここでもう一つ申し上げておきたいのは、最初に課長のほうからお話がありました。やっ

ぱりこの多面的機能というのは、農業生産だけじゃなくて、国土の保全だったり、自然環境

だったり、景観だったり、町全体の中でそういうものをきれいにして、これはそれぞれの地
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域に別にやることだけれども、町全部にとって、大多喜町の景観をしっかり守るという部分

からも、行政がきちんとやっても全然問題ではない。そこにまたお金も、それだけのお金が

落ちてくるという部分では、ぜひ積極的に進めるべきだと思いますし、進めるに当たっては、

そういう事務負担がないような方法を考えるべき。そしてそこに、さっきのそういうことも

やれるような人材、うちなんかも来年からやるということですけれども、町の職員上がりの

方であれば全然問題なくできますよということで、そんなに難しい話じゃないし、ソフトも

できていますので、そういう部分で町中の農地をどんどん進めたらと思いますけれども、産

業振興課長、どうでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（野村一夫君） 先ほど、人・農地プランの関係で、もう一度１から説明会を

やるというようなことで、職員間でもとりあえず農地プランはつくったんだけれども、みん

な知らないと、そういう集積協力金とかそういうものを知らないということで、５地区の地

区ごとにやっても、またわかりづらいので、今度は部落に入って人・農地プランについても

再度説明しようということで、職員間で話し合っているんですけれども、その中でこういう

多面的機能交付金についても触れようと思っています。 

  それで、事務費をもらうというか、事務費は出ないんですけれども、例えば今やっている

10地区とか８地区が共同でお金を出し合って、事務費を出して臨時職員を雇うというような

制度はありますけれども、それに対して別途で事務費をもらって、その地区の事務をかわり

にやるという制度はないです。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） ７番小髙芳一君。 

○７番（小髙芳一君） そのとおりで、要は土地改良にしろ、さっき言ったＪＡにしろ、やっ

ぱりそこからわずかの事務費をもらうということですから。 

  これ今やっていますけれども、確認をしますよね。草刈りやったとか、こういう直したと

か、道路を直したとか、そういう部分は事務費が国のほうからおりているということを聞き

ましたけれども、それは町ですと水土里ネットにお願いしているよという話でしたけれども、

それはどうなんですか。 

○議長（志関武良夫君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（野村一夫君） 現地の確認とか、そういうものは実際に現地に行って職員が

確認しています。 
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  以上です。 

○議長（志関武良夫君） ７番小髙芳一君。 

○７番（小髙芳一君） そうですか。私は職員から聞いたのは、事務費が来ていますので、そ

ちらにお願いしていますよと聞いたんですけれども、職員が実際に確認をしているというこ

とであれば結構であります。 

  ですから、これからそういう部分も職員が実際に現場に出ていってやるということであれ

ば、本当は大いに結構ですけれども、それが長続きといってはなんですけれども、実績がさ

っき申し上げたようにできませんでしたというか、まだもう少しですよという結果にならな

ければ、別に問題ないと思いますけれども、今までの例を見てもなかなか難しいだろうとい

う部分で、本当にこれから事務作業ではなしに、現場に行って本当に話をまとめていくとい

うのは、みんな町の中では土地改良やるときは、相当やっぱり人数もいたし、何回も何回も

来て見てもらったりなんかしたので、相当エネルギーが要る話ですから、できるということ

であれば結構でありますけれども、本当にやっていただければというふうに思います。 

  次に、青年就農者確保育成給付金事業、この現状と効果について伺いたいと思います。 

  今どんなような現状でしょうか。もう何年かやっていますけれども、効果はどの程度ある

というふうにお考えでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（野村一夫君） 青年就農者確保育成給付金につきましては、新規就農者を対

象に、先進農家や農業法人などに研修を受ける場合の準備型青年就農給付金と、自営就農を

目的とした経営開始型の青年就農給付金があります。本町では、平成27年度現在、経営開始

型で５名の対象者がおります。農業を始めて初期のころは経営が不安定になるかと思います。

本給付金を交付されることにより、使い道には制限がないため、施設整備や生活費の一部と

して使うことも可能であり、生活していく上での一助を担っているところです。 

  この給付金事業ですけれども、本町で５人の受給者について、３人については新たな部門

の開始あるいは経営継承型であり、順調に農業者として成長していると思います。また、２

人については新規就農者で、農地を借りて水稲や野菜の栽培をしており、直売所にも最近は

出しているようですが、あと２年後には給付が終了することから、給付終了後の安定した経

営ができるような、関係機関との協力のもとに、受給者へのサポートをしていきたいと考え

ております。 

  以上です。 
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○議長（志関武良夫君） ７番小髙芳一君。 

○７番（小髙芳一君） １人150万で５年間ですよね。農業って非常に難しくて、５年何とか

面倒見てくれたから、その先は大丈夫かというと、そんなに簡単な話ではまずないというこ

とを頭に置いていただきたいんですけれども、計画をつくった時点で、この計画どおりにい

けば生計が成り立つよというプランが、本当にそうなのかどうか。非常に難しいと私は思っ

ていますけれども、でも机上ではこの計画どおりにやれば大丈夫だということ、そしてこれ

がこの人たちが、期待をしているんですよ。ぜひ大多喜町の中心的人物になって引っ張って

ほしい。だからこそ一人前になってほしいという部分での質問ですからね。 

  本当に経営的に大丈夫なのかどうか。この計画が、取り組みの状況を確認することになっ

ていますよね。本当に作物が適正に生産されているか。あるいは作業日誌とか帳簿とか、き

ちんと見て計画どおりかどうかという判断をされているわけですけれども、大丈夫なんでし

ょうか。再度お聞きをしたいと思います。 

○議長（志関武良夫君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（野村一夫君） 先ほど申しました新たな部門の開始、例えば新たに作物を、

違う作物をつくるとか、親から経営を継承して経営をしているというような方３人について

は、もう生産してそれなりの成果を上げております。 

  それから、もう２人については、現場にも足を運んでいますけれども、一生懸命、それこ

そ板谷の奥で休耕地を開墾して稲作をやったり、上原のこっちの畑をやったりして、順調じ

ゃないかと思います。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） ７番小髙芳一君。 

○７番（小髙芳一君） 非常に、冒頭申し上げましたけれども、農業生産額も減っているし、

農業者も減っているし、何でかというと、もうからない話で誰もついてこない。そこで、こ

れから新規なりあるいは夢を目指して、これはすばらしい志ですけれども、本当に生きてい

くというのは、農業で飯を食うというのはそう簡単な話じゃないと思います。だから、きち

んとそれは見ると同時に、私は相談役というか、そういう部分でこの経営に何が足りないの

か、技術なのか販売能力なのか、あるいはもっとほかのネットワークなのか、もっともっと

いろんな情報が与えてやれるとか、やっぱりそこに相談的なものを、自分が相談できなくて

も困っていることはどこかに解決策があるだろうと、そこにつなげてあげればいいわけで、

その専門職としてそこにという話ではないです。 
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  常に、そこの経営を見て、何が必要か、これ足りないならこういう解決策がこっちにある

だろうと、そういうふうにつなげてあげる人を、ただ半年に一遍見てチェックして、それだ

けでそんなに農業で見たからって、必ず計画どおりにもちろんいかないし、年１回、２回の

話では、全然プロに育つにはほど遠いんだろうと思います。だから、そこにもやっぱりある

程度情報なり伝達をして、相談的な人が常に見てあげるという部分というのは、やっぱり育

成するにはそのくらいコストがかかりますよ。 

  150万で国からくれたから、これ渡しておけば育つだろうなんて話では全然ありません。

それほど大変だと思います、一人前になるには。ちょっと甘やかし過ぎじゃないかというけ

れども、多分育たない。だからやっぱり最初のころは一人前になるまでは鍛えることも大事

だろうし、いろんなサポートもある意味してあげてほしいなと、これだけのお金をかけて５

年後あるいは10年後だめだったよということであれば、まさにもっとそっちのほうが無駄に

なるという思いでありますので、これをぜひ、町の中核に育てるなら、そこにもう少しサポ

ートをしてあげるような、そういう人は必要ではないかなというふうに思います。 

  これも専門職という部分というか、そういう部分でぜひ活用してほしいなという意味のこ

とであります。 

  次に、直売所のことについてでありますけれども、町には交流センターとやまびこという

のがあります。ほかに幾つかありますけれども、とりあえず町が関与しているのはここの部

分でありますけれども、やまびこの経営はまだまだ厳しい部分があるんですけれども、非常

に考え方といいますか、直売所としての理念というものがすばらしいなというふうに思って

います。これぞ町が目指すべき直売所だろうと。交流センターも当初は、消費者と生産者の

交流の場ということでつくられたものであります。今は、維持をするだけで大変だというこ

とで、もう利益を上げるという方向に向いていますけれども、本来は交流の場としていろん

な機能が、本当はあったわけで、そこに大多喜町に来た人が、やっぱり大多喜町の中にどん

どん入っていけるような、そういうものが必要だったというふうに思います。 

  そういう意味では、やまびこが交流あるいは体験農業、癒やしの場をつくる、あるいはい

ろんな体験教室をつくったり、多分これってお金にならないけれども、消費者の皆さんに老

川に来てくださいよ、そこでいろんな体験をさせたり何かして、農産物を買ってください。

こういうことが交流で大多喜町の人口は、交流人口がふえて、その先には滞在をして定住と

いう可能性が、こういう直売所の中には非常に機能があると思っています。 

  交流センターも本来そういうものを目指すところだったはずですけれども、やっぱりだん
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だん大きくなって、今は経営も厳しくなると、なかなかそこまで手は回らなくなってきてい

るというのが現状でありますけれども、本来行政がやっているのであれば、赤字になっても、

もっともっと町全体に波及できるようなものをつくっていくべき話ですけれども、ここにも

やっぱり今の経営者だけではなしに、ちょっと違いますけれども、農産物が足りなければ、

計画生産て難しいんですよ。そんなに農家にみんなやれやれと言ってもできない。 

  そこに誰か入ってくることによって、今品物がこれ足りないよ、何かあんたつくりなさい

よ、じゃ指導はこっちいいから持ってきてこうやるよ、あるいは余ったら本当はこれは直売

所がやるべき話だろうけれども、今はできるような状況じゃないからという意味で、販売も

やっぱり外販もどんどん進めていくべき話で、セブンカラーというのがありますけれども、

やっぱり直売所ではとても賄い切れなかったから外に出ていった話で、売ってどんどんあそ

こからの拠点でどんどんさばけば、全然問題なくいったはずなんだと思います。 

  ですから、もっともっと販売戦略の中で動いていく人が、一つもいないじゃないですか。

大多喜町の品物をどんどん、ほかにも、結構、ごじゃ箱なんかでも、あるいは大原の農協が

やっている直売所にいろんなイベントにそれぞれが出ていって売るんですよ。だから、やっ

ぱりそうやって、自分たちでできなければ、そうやって仕掛けてくれる人、こういう部分も

担う人があっていいんだろうというふうに思います。 

  この辺の交流センターの話になっちゃうと、副町長になっちゃいますけれども、今実際に

品物とか販売とか、あるいは欠けている部分、こうしたいという部分は、なかなかやっぱり

農家まで手が届かない、あるいは販売もその先まで行かない、こういう部分ではそれを担う

人、こういう部分というのは必要というふうに思われませんでしょうか。 

  突然の質問で恐縮でありますけれども。 

○議長（志関武良夫君） 副町長。 

○副町長（鈴木朋美君） それでは、私のほうから、私副社長という立場で回答させていただ

きますけれども、今、小髙さんからお話がございました都市交流センターを使用しての農業

振興ということでございますが、確かに今農産物は都市交流センターでも売っているんです

けれども、いまだ現在、やはり農家さんのほうから出てくる農産物が非常に少ない状況です。

午前中売っちゃいますと、お昼からほとんど農産物がないというような状況です。中に入る

と新聞紙だけが目立つということで、そういうような状況です。 

  ということで、やはり都市交流センターのほうも営業が一つです。人件費もかかっていま

す。あるいはそういうことで赤字を出すわけにはいきませんので、町外からの生産者からも
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農産物の出荷もお願いしている状況です。 

  それでもう一つは、いろんな生産物、花卉ですとか野菜だとか、それでも種類がございま

すけれども、やはりそれぞれのところで都市交流センターのほうで、作物の栽培指導ですと

か、そんなことも、あるいは栽培だとか消毒だとか、そういったものの指導も年数回、都市

交流センターの主催のもとに農家への指導もさせていただいております。 

○議長（志関武良夫君） ７番小髙芳一君。 

○７番（小髙芳一君） そうなんですよ。例えば講習をやったりとか、栽培技術とか進めるん

だけれども、じゃ実際の農家が、今これが足りないからこういうものをつくって、じゃつく

ろうかというのは、やっぱり間に立つ側が、それつくるなら俺が責任持って、ここへ持って

いって売れなければどこかへ持っていくよぐらいの、そういう間に立って進めてくれる人、

あるいは販路もやってくれる人、実際に今までもずっと直売所ではそういうことをやってい

ます。やったから生産がふえるかというとふえないです。 

  じゃ何でふえないのという話になると、やっぱりみんな計画生産はできないですから、み

んなつくるときには一緒だし、気候もみんなそうだからそうなっちゃうんだし、売れなけれ

ばやめちゃうんだけれども、そこでやっぱり調整をしたり、いろんなアイデアを持って進め

てくれる人をつくることによって、ある程度品物はそろう、そういう仕掛けをするような人

がいたらいいんじゃないでしょうかという話です。 

  時間もありませんから、もう１点。農業・商・観の連携によりまちづくりということで挙

げさせていただきました。 

  総合戦略の中でもそうでありますけれども、農業の果たす部分て非常に大きい部分がある

んですね。町は観光で生きようという中で、いろんなところをやっていますけれども、来た

お客さんもやっぱり大多喜の食べ物、大多喜はこんなものがあるよ、米もうまいよ、野菜も

うまいよ、見てくれは悪いけれども味はいいよって、もっともっと宣伝すべきだし、タケノ

コなんかは料理として町中が振る舞っているけれども、やっぱりよそから来た人は、大多喜

の食を楽しみの一つでもあるし、それも戦略の一つに加えなければいけないというときに、

この連携をとる人って、連携しなさいよって我々も言うけれども、じゃ誰がやるんですかと。

農家がやるんですか、食堂をやっているそういう人たちが自分たちで集めてやるんですか、

観光業者の人がやるんですか。誰もつなぐ人、何だかんだといったって、連携は自分たちが

生活するのがいっぱいだからできないですよ。農家の品物をどんどんうまくつなげてあげる

ことが必要だろうと、そういうつなげる人をつくればと。そういう人がいないと、全然、連
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携、連携といっても基本的には進みませんよ。 

  例えば給食センターでも、大多喜の品物といったけれども、非常に難しい部分はあるけれ

ども、一つ一つそういう人が仕掛けて、使うような仕組みをつくってあげる。まさにこれは

行政の仕事だと思うんだけれどもね。１カ所の大多喜に町並みをやってばんとお金を落とす

けれども、そこの波及効果は全部に広げていかなくちゃいけない、そういう仕掛けは行政が

やるべき話だと思う。お客さんが来れば、じゃ農家から大多喜の品物を、これは言われてい

ることだよね、連携って。でも進まないよね。進まないのは、じゃ何で進まないかと、そこ

に動く人が少な過ぎるんじゃないですか。 

  だから、こういう面で、やっぱりそこに動く人、そういう部分の専門職、つまりトータル

の中でコーディネートできる人という部分を、やっぱり部署をつくって、そういう部分で町

の農業の活性化とまちづくりを、一番足りないのは私はその部分だと思っていますので、ぜ

ひこれをということで申し上げました。 

  最後に、町長のほうから、ぜひそういう部分で、そういう専門の方を、ひとつ採用するよ

うにしたいという答弁をいただいて、終わりにしたいと思いますけれども。 

○議長（志関武良夫君） 町長。 

○町長（飯島勝美君） 先ほど１時間に及ぶ小髙議員のご質問の趣旨は、終始一貫して人材と

いうところにあると思います。当然私も今のお話につきましては、まさに人がつくるもので

すから、そういう人材というのが必要であることは十分承知しています。ただ、なかなかそ

ういう人材を探すときに非常に難しいところが、そういう人材がいないというところもあり

ます。人によって、事業というのは物すごく変わるということも、私も既に実感しているわ

けですね。 

  ですから、例えばここに商・観・農ですか、この連携ということは重要であると思ってい

ます。観光一つとりましても、例えばあそこに大勢の人を置いても何も動かないものが、一

人の人材がいたことによってがらっと状況が変わるという、こういうことも既に経験してい

るわけですね。また、今たけゆらの里につきましても、今のご質問もありましたけれども、

私も６年近くになりますけれども、ずっと衰退の一途をたどる中で、これを赤字を出さない

ためにどうするかという中で、やっぱり最終的には人なんですね。そこをマネジメントする

人であるということで、今そこに人を置くことによって何とか転落するものを防いだという

ことで、やっぱり人材によって全て変わることは間違いないわけです。 

  ですから、今小髙議員のおっしゃるそのことには、私も賛同しているところでございます。
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当然私もそのことを考えておりますが、これからそこにつきましては、またさらにそういう

人材を求めて、ただ今お話の中で、ちょっとまだ小髙議員にお聞きしたいんですけれども、

例えば技術がなければだめなのか。いわゆる連携がうまくできる人材だけでいいのか。その

辺はどのように考えますか。 

○議長（志関武良夫君） ７番小髙芳一君。 

○７番（小髙芳一君） ありがとうございます。 

  技術を持っている人というのは、やっぱりどこかにいます。農業事務所でも全部が全部じ

ゃないです。農業事務所も今は一般の人がみんなそういうところに入ってきますから、専門

的な人はほんのわずかです。でもその上には試験場もありますし、国の機関もありますし、

また篤農家でそれを特別に技術を持っている人もいます。 

  ですから、自分自身が技術を持っていなくて、私は結構だと思うんです。そういう人を紹

介するなり、間に入ってあげればいいし、入るのも行政職というか、一般の人がそんなこと

やったって相手にしてくれないですよ。やっぱりそこはある程度身分というか、しっかりと

行政の一部だよという人がいろんなそばを紹介してくれると、相手だってどんどん、逆に言

えば行政が来たんならやらざるを得ないというか、これはもう真剣になってくるだろうし、

我々農家がそういうそばに行ったって、それはそんなに簡単に親身にやってくれません。 

  だからこそ、そこに、間に入ってくる人が必要だ。技術を全部持って、いろんな部門がい

っぱいあるじゃないですか。そんな技術を全部持っている人はほとんどいません。専門職だ

っていったって、１軒１軒みんな環境が違います。土壌も違うし、やり方も全部違うから、

そこを指導しろといったって基本的に無理なんで、そういうそばのヒントを与えてあげると

か、あるいはそういう技術を持っている人をつなげてあげられれば、全然問題がないし、常

に相談的な部分があればいい話なんで、そんなに難しい話ではない。実行力のある人さえい

れば、十分可能だというふうに私は思います。 

○議長（志関武良夫君） 小髙君に申し上げます。 

  持ち時間が迫ってまいりましたので、簡潔にお願いします。 

○議長（志関武良夫君） 町長。 

○町長（飯島勝美君） 大変参考の意見をいただきました。確かにマネジメントできる人がい

れば十分であると。私もかねがねそのようには思っておりましたけれども、実際に農業を専

門としている小髙さんにですね、そういう話をお聞きするわけですね。このマネジメントで

きる人材というのは、特に技術ではなくて、いわゆる全体をまとめる能力があればよろしい
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ということでございますので、これから町のほうとしても、その辺を踏まえながら、また進

めてまいりたいと思います。 

○議長（志関武良夫君） 以上で小髙芳一君の一般質問を終わります。 

  一般質問の途中ですが、ここで10分間休憩します。２時10分からの再開とします。 

（午後 ２時０１分） 

───────────────────────────────────────────────── 

○議長（志関武良夫君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ２時１０分） 

───────────────────────────────────────────────── 

◇ 吉 野 一 男 君 

○議長（志関武良夫君） 一般質問を続けます。 

  ３番吉野一男君。 

○３番（吉野一男君） ３番吉野一男です。 

  通告に従いまして、議長のお許しをいただきましたので、ただいまから一般質問をさせて

いただきます。 

  第１点目につきましては、道の駅たけゆらの里大多喜の修繕工事についてであります。第

２点目は、味の研修館厨房機器の交換について。また、第３点目は、空き家等への調査につ

いてであります。以上３点についてお伺いいたします。 

  まず最初に、道の駅たけゆらの里大多喜の修繕工事についてお伺いいたします。 

  道の駅たけゆらの里大多喜は、千葉県が道路通行者のトイレ、休憩施設を建設省交通安全

施設整備事業により整備し、あわせて大多喜町が多種多様な資源の総合的な活用による、都

市との交流を通じた農業及び農業関連産業の経営基盤の確立と、活力ある地域の形成を図る

ため、大多喜町都市交流センターを整備したわけでございます。平成12年８月18日に千葉県

で９番目の道の駅として、建設省の登録を受けたものです。 

  今現在、千葉県内の道の駅は26カ所あります。現在、登録されている全国の道の駅は

1,030カ所であります。道の駅の認定は無料の休憩所、24時間利用可能なトイレ、駐車場、

情報発信の場があるなどの条件があるわけでございます。 

  そこで、以下の項目についてお伺いいたします。 

  大多喜町都市交流センターの関係については、町長及び副町長のみで答弁をお願いしたい

と思います。課長については、味の研修館また、空き家等の調査については、また細かい点
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をお伺いしたいと思いますので、その点、執行部のほうはよろしくお願いしたいと思います。

都市交流センターにつきましては、特に有限会社でありますので、町長、役員でありますの

で、町長並びに副町長という形でよろしくお願いしたいと思います。 

  そこで、以下の項目についてお伺いいたしたいと思います。 

  また、町長に対しては、今回の質問に対して耳の痛い話を、大変申しわけございませんが、

質問したいと思います。これは、町長のためでもありますので、質問させていただきますの

で、町長よろしくお願いします。 

  まず最初に、大多喜町都市交流センターはどこが所有しているのかお伺いいたします。 

○議長（志関武良夫君） 副町長。 

○副町長（鈴木朋美君） それでは、ご指名をいただきましたので、私のほうから答弁をさせ

ていただきたいと思います。 

  吉野議員さんのご質問の要旨の前段でございますが、これは本来の道の駅のことをおっし

ゃられておりますけれども、今回の工事につきましては、道の駅ということじゃなく、都市

交流センターの増改築工事であるということを、まず念頭に整理させていただきたいと思い

ます。 

  ご質問の都市交流センターはどこの持ち物かということなんですけれども、この都市交流

センターにつきましては、町の公の施設ということで、地方自治法に基づきまして、町の都

市交流センターの設置及び管理に関する条例ということで、町の条例の中に規定してござい

ますので、建物につきましては町の建物でございます。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） ３番吉野一男君。 

○３番（吉野一男君） 確かに町の建物であります。ありがとうございます。 

  それでは、大多喜町公の施設に係る指定管理の指定手続に関する条例につきましては、第

２条により、「町長又は町教育委員会（以下「町長等」という。）は、指定管理者に公の施

設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明記し、指定管理者になろうとする

法人その他の団体（以下「団体」という。）を公募する」と規定されております。どのよう

な公募の仕方をしたのかお伺いいたします。 

○議長（志関武良夫君） 副町長。 

○副町長（鈴木朋美君） 都市交流センターの指定管理者の手続ということなんですが、確か

にそういう手続がございます。公募によって指定管理者を募るということもございます。そ
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れ以外にその施設が公募によらないで、本当にそこの施設を有効的に活用できるという団体

あるいは人であれば、当然これは議会の議決が必要なんですが、そういう手続をもって、指

定管理ができるということで、今回は指定管理につきましてはそういうことで、平成８年か

らと思いますけれども、平成８年から有限会社たけゆらの里ということで、町100パーセン

トのたけゆらの里のほうに、公募によらないで指定しているということでございます。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） ３番吉野一男君。 

○３番（吉野一男君） ありがとうございます。 

  ただいまの副町長が言ったとおり、指定管理者は公募によらないという形がありますけれ

ども、公募によらない理由ですよね。何で公募にしなかった理由ですね、それをお聞きした

いと思います。 

○議長（志関武良夫君） 副町長。 

○副町長（鈴木朋美君） 先ほど申し上げましたけれども、あの施設が当初都市交流センター

ということで、先ほど小髙議員さんのお話もございましたけれども、都市と農村の交流の施

設が一つの目的でもございます。そしてまして町の農業生産、農業の方の生産された物を展

示販売するというようなことを、目的を持って設置されたということでございます。そうい

うことでその有限会社たけゆらの里というのが100パーセントで、町が有限会社の法人を設

置いたしましたので、そこに公募によらないで指定させていただきたいということで、議会

の議決をお願いしまして、指定されたものでございます。 

○議長（志関武良夫君） ３番吉野一男君。 

○３番（吉野一男君） 確かに、条例等また規則によってそういう形はできるんですけれども、

実際に公募したことがあるかどうかお聞きします。 

○議長（志関武良夫君） 副町長。 

○副町長（鈴木朋美君） 公募した経緯は過去にございません。 

○議長（志関武良夫君） ３番吉野一男君。 

○３番（吉野一男君） その場合、条例で公募をするという規定がありますので、何でそれを

公募しなかったんですか。 

○議長（志関武良夫君） 副町長。 

○副町長（鈴木朋美君） 条例を見ていただくとわかると思いますけれども、条例の中には公

募以外に、公募によらないで指定することができるということが規定されていると思います。 
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○議長（志関武良夫君） ３番吉野一男君。 

○３番（吉野一男君） 確かに、条例の中にそれはあるんですけれども、実際には公募した中

で、全然誰も公募がなかった場合には、そういう形でもいいんでしょうけれども、実際に公

募しなくて、実際条例でうたわれているのにかかわらず、公募しないで、実際公募した場合

にある可能性はありますよね。どうしても全然なかったら、一人もなかった場合にはそうい

う形で選定してよろしいと思うんですけれども、その点がちょっと疑問なんですよね。 

○議長（志関武良夫君） 副町長。 

○副町長（鈴木朋美君） その公募によらないで指定しておるということで、今回たしか有限

会社たけゆらの里への指定管理につきましては、たしか３回目ぐらいになると思います。過

去の指定につきましては、全て公募によらないで有限会社たけゆらの里に指定管理をすると

いうことで、これも議会の議決を得て指定しておりますので、その辺のところはご理解をい

ただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） ３番吉野一男君。 

○３番（吉野一男君） その場合、議会の議決は当然必要なんですけれども、結果として実際

に公募するということが本来であれば、公募した中でこの議会に報告して、どなたも手を挙

げる人がいないから、こういう形で指定したんだと、そういう理由であればよろしいんです

けれども、公募しないでそういう形をとること自体おかしいと思うんです。いかがですか、

町長。 

○議長（志関武良夫君） 町長。 

○町長（飯島勝美君） これは、やはりたけゆらの里有限会社につきましては、先ほど言いま

したように、町の資本が入っている会社ですよね。特に、大多喜町の農産物をあそこで売る

という農業振興の目的があります。そういうことで、今の資本が100パーセントの大多喜町

のたけゆらの里有限会社というところで指定しているんだと思います。 

  ですから、やはり農業振興も一つの大きな目的にあるわけです。 

○議長（志関武良夫君） ３番吉野一男君。 

○３番（吉野一男君） 確かに、農業振興ということはあるんですけれども、農業振興があっ

ても、これは誰を指定しても、指定管理されてもいいわけです。手を挙げる人があればです

ね。そういう人たちにやってもらって、結局今までが実際的にいって、町長ご存じだと思う

んですけれども、役場職員のＯＢ上がり、１年ぐらいでどんどんやめていっちゃいますよね。
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そういう状況じゃ困ると思うんですよ。やっぱりああいうところはノウハウのある人が入っ

て、将来的にずっと使ってやっていかないと、いきなりちょっと事務屋が入ったからといっ

て、簡単に生産組合に入って運営していくというのは、経営上ノウハウもないから、それで

はやっていけないと思うんですよ。 

  いろんな関係があってやめているんでしょうけれども、やっぱりそういうものを指定する

か採用するからになれば、当然そういうものも考えた中でじゃどうしたら長くいてもらえる

かということを、考慮して、そういう人員を配置すべきだと思うんですよね。 

  現在そういう形が大分あるんですよね、実際的に１年交代でずっといっていますよね。今

は違うんですけれども、その前の話ですよ。そういう形でありますので、上がやめちゃうか

ら結局統制がとれなくなっちゃうんですよ。いろんな関係でね。やっぱりこれはよくないと

思うんですよ。これからたけゆらの里という場合は、一応圏央道の隣だし、その点で重要に

なりますので、これからは地方創生もありますから、これはやっぱりたけゆらの里自体を大

きくした中で、やっぱり発展させていかないと、そういう人間を、人員を配置するというこ

とは、一番重要だと思います。それは町長の役目だと思うんです。 

  その場合、町長がやって、管理者にならなくても、実際ノウハウのある人が管理者として

つけばいいわけです。やっぱり町長の場合は、町長と二股ですので、そういう形は実際にお

かしいと思うんですよ、二股かけるということは。結婚するんだって二股かけちゃ困ります

からね。それと同じように二股かけるということは、一つのことができないのに何で二股か

けるんだということになっちゃうわけですよ。そういう点では一つがお留守になっちゃうわ

け。だからそういう点でやっぱり町政に、町政なら町政にちゃんと取り組んでいくというこ

とが、一番町長の場合重要だと思うんですよ。 

  それで、その次に何かできれば、たけゆらの里もいいでしょうけれども、やっぱりそれは

たけゆらの里は第三者機関として、そういうものはちゃんとそういう人たちがノウハウも何

しようが、社長としてやってもらうことも一番重要だと思います。 

  その点を踏まえて、今後においても、余り長くなっちゃうと思いますんで、検討していた

だきたいと思います。町長に。 

○議長（志関武良夫君） 町長。 

○町長（飯島勝美君） おっしゃるとおり、私は町長になってから、大変業績も下がりまして、

確かに今言いましたように、部長というのを役場のＯＢあるいは農協のＯＢ、そういった方

が部長ということで配置されました。それで、大体皆さん１年で退任されるわけですね。そ
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れは何で退任されるかというのは、いわゆる生産者の皆さんのクレームと、それから消費者

のクレームの中で、大体半年ぐらいで皆さんがノイローゼになっちゃうんです。それで半年

ぐらいたつとやめさせてほしいということでみんななってきたんですね。 

  やはり、今おっしゃりますように、プロという視点の中でたけゆらの里というものをしっ

かりと運営しなきゃいけないという中で、昨年、ご存じかどうかわかりませんけれども、オ

リックス証券の社長をやられました北山氏、ちょうど若くして社長を退任されましたけれど

も、ちょうど上治さんのＮＰＯ法人のところで一緒に動いておりまして、その中で私も１年

間いろんなお話をいたしまして、この方なら多分経営をしっかりやってくれるだろうという

ことの中で、北山氏にお願いをしたところでございまして、ようやく３年赤字の続いた、３

期連続の赤字の中で、ようやく26年度、若干ですが、わずかですがいわゆるプラスに転じた

ところでございまして、やはり経営のノウハウを持った者をしっかり、職員の人材を育てて

いく。経営とは何たるか、事業とは何たるかというものをしっかりと職員に教えるというこ

とが重要でありますので、そういうことを踏まえて、今進めているところでございます。 

○議長（志関武良夫君） ３番吉野一男君。 

○３番（吉野一男君） 私はその関係について、北山さんの関係者に聞いてあるんですけれど

も、また後ほどちょっとお話ししたいと思います。 

  続きまして、道の駅たけゆらの里の大多喜の起債関係なんですけれども、これは平成18年

９月で償還済みということを伺っているんですけれども、こういう、指定管理者を民間の社

長にする考えがあるのかどうか、町長、お伺いします。 

○議長（志関武良夫君） 町長。 

○町長（飯島勝美君） それは今、ご質問は何ですか。たけゆらの里の社長をということです

か。 

（「そうです」の声あり） 

○町長（飯島勝美君） これは、今のところはまだそういう考え方は持っておりません。 

○議長（志関武良夫君） ３番吉野一男君。 

○３番（吉野一男君） その場合、先ほどの小髙議員からも話していたやまびこですよね、や

まびこの鵜ノ澤さんが一応社長になって運営していると思うんですけれども、ああいう形が

一番いいと思うんです。やっぱり民間の社長を置いて、中で運営するというのが、やっぱり

正常になりますので、そうするといろいろ関係も、横のつながりとかいろいろ関係が出てき

ますので、その点やっぱり民間の社長を置いた中で指定管理しまして、そういう方向で進め
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ていったほうがいいと思うんですけれども、その点お願いします。 

○議長（志関武良夫君） 町長。 

○町長（飯島勝美君） 確かにいい方向に行けばよろしいんですね。やまびこセンターの場合

は、まさに民間の資本でそのままやっています。ですからまだまだあの自体はとても黒字に

なるようにない状態で、恐らくまだまだ数年以上黒字になるには本当に時間がかかると思い

ます。皆さんの人件費がもらえない状態でやっているわけでございますけれども、たけゆら

の里はもう既に事業年度が長く、ある程度規模も大きくなっております。 

  一つそれは順調に行けばいいんです。しかし赤字が出た場合、これは町が資本を出してお

りますので、やっぱり最終的に赤字負担は町は背負うことになりますので、やはりそういう

ことを考えますと、いすみ鉄道との兼ね合いも考えますと、いすみ鉄道もやっぱり同じよう

に社長を公募して、社長にお願いしました。しかし、それはあくまでも社長であって、債務

負担の責任を負うものではございません。最終的には資本を持っているところの会社が背負

うわけでございますので、それは一長一短がありますので、今後の推移を見ながら、必ずし

も私が社長をやりたいわけではありませんので、状況によってはそういうことも考えられる

かと思いますが、現在のところは考えておりません。 

○議長（志関武良夫君） ３番吉野一男君。 

○３番（吉野一男君） 公募において、確かに町長が言っているとおり、マイナスになればそ

ういった補塡するという形も、町からあるわけですので、そういったものを踏まえた中で、

順調にいった時点で、ある程度社長を任せる人をつくっていってもらいたいと思います。そ

れじゃないと、なかなか活性化にもならないし、そうするといろんな関係の人というのは入

ってきますので、また町が余り管理してもそういう点ではどうかと思いますので、民間に任

せた、中で対応するのが、やっぱり生産者との話し合いとかいろいろコミュニケーションを

とりますので、ぜひ、ずっと後で黒字が続いた中ではそういうことも考えていただきたいと

思います。よろしくお願いします。 

  続きまして、先ほど町長が言ったとおり、先ほどオリックスを退職して去年の４月からで

すかね、会社経験がありノウハウもある北山久行部長を非常勤として採用したことは、有限

会社たけゆらの里大多喜の経営に手腕を発揮していただけるものと確信しております。また、

今後も日本一をとるといった意気込みで、道の駅たけゆらの里大多喜を目指していただきた

いと思います。町長のお考えをお伺いします。 

○議長（志関武良夫君） 町長。 
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○町長（飯島勝美君） ちょっと質問の内容がわからないんですけれども、ただ、どちらにい

たしましても、やはり道の駅は農業振興にも寄与しなければいけませんし、また、地場の産

業でございますので、就業の場所確保という意味で発展させることは重要でございます。で

すから、先ほど申しましたように、誰でも経営ができるものじゃなくて、やはり経営のノウ

ハウを持った方、そういう経験のある方というのは非常に重要でございまして、今、北山氏

がそれなりの成果を上げておりますので、これからさらに道の駅を発展させながら、大多喜

町の皆さんがあそこで働けるような、就業の場所拡大にも努めてまいりたいと思っています。 

○議長（志関武良夫君） ３番吉野一男君。 

○３番（吉野一男君） その場合、実際北山氏とそういう形で大変いい成果を上げているんだ

と思います。そういう関係、オリックスの社長をやったぐらいですので、その辺一つには伸

ばして、採用しまして、やっぱりそういうノウハウのある人を採用して、すばらしい道の駅

というのをかたちをとっていただければありがたいと思います。 

  そこで、またお伺いしますけれども、今のたけゆらの現状と課題についてお伺いします。 

○議長（志関武良夫君） 町長。 

○町長（飯島勝美君） 現状と課題につきまして、今のたけゆらの里の現状は、先ほど副町長

もお答えしたとおりなんですけれども、それは小髙議員の質問にもありましたけれども、農

業の生産者の皆さんが高齢化の中で、なかなか生産が思うようにいかないということ。それ

は先ほどマネジメントする人が必要であろうとか、そういうことのご質問もあったわけでご

ざいますが、ただ先ほど副町長が答えましたように、農産物は午前中、大体地域の皆さんに

出していただきます。そして地域外の人は午後にということで、今お願いしているところで

ございます。ところがやはり午前中で農産物が全てなくなり、そして午後は棚はほとんど新

聞紙になるわけですね。ですから、そういうことで３期連続の赤字ということは、そういっ

たことがずっと10年続けて、毎年農産物が２パーセントから３パーセントずつの決算で減少

傾向の中に、最終的そうなったわけでございます。 

  そういうことで、昨年実験的に、午後の商売をどうするんだということの中で、地域の産

物あるいは土産物を少しふやしてでも、午後の売る物をふやそうということの中で、26年度

そういう成果が出てきているわけでございまして、やはりこれからの課題は、農産物をどう

やって確保するか。それは先ほど小髙議員の中にもありますように、そういった形でまず農

産物をしっかりと、一日通して売れるようなことをどうするかということですね。そして、

さらにはそういったことを通じまして、また午後もしっかりと商売ができるような形、そう
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いった形にしていかなければいけないと思っています。 

○議長（志関武良夫君） 吉野一男君に申し上げます。 

  ただいまの質問が通告外の質問になっておりますので、注意をしていただきたいというふ

うに思います。 

  ３番吉野一男君。 

○３番（吉野一男君） 続きまして、大多喜町の都市交流センター設置及び管理に関する条例

の中に、利用料金が売り上げの20パーセントとうたわれているんですけれども、実際に聞い

たところ、何か15パーセントということを聞いているんですけれども、その点どうでしょう

か。 

○議長（志関武良夫君） 副町長。 

○副町長（鈴木朋美君） 吉野議員おっしゃるとおり、規定の中では利用料につきましては、

展示販売の利用料につきましては20パーセントということで、基本的には決めております。

しかしながら、やはり生産者から手数料をいただくということで、現在15パーセントいただ

いております。しかしながら、これも設置当時からずっと15パーセントで来ております。消

費税等も上がっているということで、見直しについては、今、センターの中でも協議をして

いる段階です。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） ３番吉野一男君。 

○３番（吉野一男君） その場合、見直しというのは、結局20パーセントですよね、実際に条

例上は。それを15パーセントにすると、消費税も上がると20パーセントそのままにするんで

すか。 

○議長（志関武良夫君） 副町長。 

○副町長（鈴木朋美君） 設置条例の中では、別表の中で20パーセント以内ということで規定

されていると思います。したがいまして、今現在は15パーセントでいただいているというこ

とでございます。 

○議長（志関武良夫君） ３番吉野一男君。 

○３番（吉野一男君） わかりました。 

  実際に、たけゆらの里に出している生産者がいるんですけれども、実際的に、当初は町内

の方を優先で、そういう形で入れるという話を聞いているんですけれども、今現在町内、町

外も入っているようなんですけれども、これは品不足という形で町外を入れるという形をと
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ったわけでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 町長。 

○町長（飯島勝美君） これは、先ほど議員がご質問でありましたように、やはりたけゆらの

里有限会社に指定管理をするということは、農業振興ということがあって、地域の生産者に

なるべくそこで販売の拠点という直売所ということでございますので、そういうことで進め

てきているところでございますが、しかし先ほど申しましたように、午前中でしか商売がで

きない。午後は売る物がないという中で、やっぱり10年の決算の状況を見ますと、赤字に転

落することは見えておりまして、３期連続の赤字の中でありました。 

  これは生産者組合と何度も話し合いの中で、これをどうやって解決していくかという中で、

生産者と調整をして進めてきたところでございまして、別にたけゆらで単独で進めてきたと

ころではございません。 

○議長（志関武良夫君） ３番吉野一男君。 

○３番（吉野一男君） わかりました。 

  続きまして、大多喜町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則の第

３条、「指定管理者は、条例第３条の規定により申請した内容に変更が生じた場合は、変更

届書により町長に届け出なければならない。」と条例施行規則で規定されておりますが、有

限会社たけゆらの里大多喜の謄本ですよね、有限会社の謄本を見ますと、履歴事項全部証明

書謄本には、役員に関する事項で、町長就任が平成22年１月25日の就任で、同年２月９日登

記ということで、住所が大多喜町中野435番地、取締役飯島勝美となっておりますが、現在

この住所で住民登録されているのかお伺いします。 

○議長（志関武良夫君） 町長。 

○町長（飯島勝美君） その住所につきましては、今現在、船子893の３なので、それはちょ

っと手続、所管のほうでやっていなかったんだと思いますが、早速進めたいと思います。 

○議長（志関武良夫君） ３番吉野一男君。 

○３番（吉野一男君） ぜひ、そういう形ですので、正しい住所にしていただきたいと思いま

す。これはもう大分前からの話ですので、実際にここにいるかという、一般の人が見るとそ

ういう形になりますので、やっぱり変更した時点でそういう形で住民票の登録を変更して、

登記をしていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

  もう一つ、それと有限会社たけゆらの里大多喜の履歴事項全部証明書の役員に関する事項

の中で、取締役飯島勝美氏の住所が大多喜町中野435になっています。いいんですけれども、
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新住所が変更登記されるということでありますので、これは893の３ということでわかりま

した。 

  続きまして、２番目といたしまして、有限会社たけゆらの里大多喜の修繕工事が、大成建

設（株）千葉支店が落札して工事完了しておりますが、その入札方法についてお伺いいたし

ます。 

○議長（志関武良夫君） 副町長。 

○副町長（鈴木朋美君） 修繕工事の関係ですけれども、都市交流センターの増改築工事とい

うことで、議員おっしゃられたとおり、大成建設千葉支店が落札、落札というか、これは入

札ではございません。８者からの見積もりをいただきまして、見積もりによって大成建設に

工事をお願いしたということでございます。 

  この見積もりにつきましては、やはり町内業者の育成という意味もございまして、極力町

内の業者も入れるということで、この業者の選定ですとか、予定価格といいますか、そうい

ったものにつきましては、全て、町の入札もそうなんですが、町長から私のほうに託されて

おりますので、私のほうから町の指名業者の認定申請の業者、また、町内業者を選びまして

お願いをして、８者からお願いをして、見積もり合わせによって工事を執行してございます。

したがいまして、工事につきましては入札ということではなくて、見積もりをとって最低業

者との間で工事請負を契約したというような経緯でございます。 

○議長（志関武良夫君） ３番吉野一男君。 

○３番（吉野一男君） その場合、実際的に町が、公共的機関が工事をする場合においては、

私は言いますけれども、130万未満の場合は相見積もりでもよろしいという規定になってお

ります。これは自治法等、町のほうの関係になるんですけれども、それによってそういう形

になっています。それで、130万以上500万未満の場合が５者以上とか、そういう形になるん

ですけれども、実際的に見積もり合わせ８者ということでありますので、私金額聞いていな

いんですけれども、これは後で聞きますけれども、この中で聞いちゃいますけれども、金額

は幾らだったんでしょうかね。 

○議長（志関武良夫君） 副町長。 

○副町長（鈴木朋美君） 建築部門と、今回設備工事を、まず分けて発注してございます。と

いうのは、今回の工事につきましては、営業を、食堂部門を営業しながら工事を進めるとい

うこともございます。したがいまして、工事をなるべく早く終わりにして、営業的なマイナ

スを出さないようにということで分離発注をしてございます。 
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  今ご質問の大成建設への請負契約の額につきましては、3,650万円でございます。 

○議長（志関武良夫君） ３番吉野一男君。 

○３番（吉野一男君） 一応金額については3,650万円ということでありますけれども、実際

的に相見積もりが、一般的に町の規定だと130万円以下の場合は相見積もりでもよろしいと、

そういう規定になっています。ということは、これはあくまでも有限会社たけゆらの里大多

喜というのが、あくまでも町が出資しています。これ3,500万ですか、出資していると思い

ます。これは副町長よろしいですか、金額的に。 

○議長（志関武良夫君） 副町長。 

○副町長（鈴木朋美君） ちょっと質問を聞き漏らしたんですが。 

（「出資金が幾らかって」の声あり） 

○副町長（鈴木朋美君） 出資金ですか、出資金については今ここで把握してございませんの

で、3,500万ということです。 

○議長（志関武良夫君） ３番吉野一男君。 

○３番（吉野一男君） 私調査してあるんですけれども、一応出資金が3,500万円だったんで

す。そういう関係で町が出資しているということは、当然入札関係をやるべきだと思うんで

すよ、これは。3,650万出ていますので、大金ですよこれは。実際この金というのは、当然

町から出ていないと思うんですけれども、この金というのは当然たけゆらの里で出すと思う

んですけれども、これは公の施設でありますので、当然入札をやるべきだと思うんですよ、

あくまでも。実際それを入札でやらずに、これを相見積もりでやったと、随意契約でやった

と、そういうことになると、これはとんでもないことですよ、実際的に。 

  これはどこの町村でもどこでも同じ、国だって同じことです。随意契約でやるということ

は、今問題になっていますけれども、オリンピックの関係で競技場の関係がありますけれど

も、あの競技場につきましては、どうしてもあの金額でやる業者がいないということで、１

者しかいないわけですよね。何者もいるわけじゃないですので、その場合には随意契約でい

いと思うんです。あの国のやり方で。１者しかないんだから入札もできるわけないんだから。 

  それは一般的に言うと、そういうときには、特別な事情があるときには相見積もりでいい

んですよ、随意契約で。それを、特別の理由がないにもかかわらず、3,600万もの金を出し

ておいて、それは有限会社たけゆらの里、会社だからいいということをいっているかもわか

らないけれども、そういう問題じゃないと思う。あくまでも町が出資して、町の建物であり

ますので、それを維持管理するというのは、町はそれを直すわけじゃないと思うんですよ、
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工事関係はね。その場合に実際に直すということで、たけゆらの里からそういう申請は出て

いますか。 

○議長（志関武良夫君） 副町長。 

○副町長（鈴木朋美君） 工事の申請ということなんですが、これはやはりたけゆらの里と町

が指定管理の協定書を結んでおります。その中で、町の建物ですので、そういうところに自

費、要するに自分のところで、お金で、そういう建物をふやしたり改築をしたり、そうする

ときには町と協議をしなさいという項目が１項ございます。今回につきましては、そういう

ことでたけゆらの里から町のほうに自費で改築工事をしたいという届け出がございまして、

それに基づいて、町で、自分のところの経費で、全て自分の管理でやるということでござい

ましたので、これを許可したということで、今回の工事が行われております。 

○議長（志関武良夫君） ３番吉野一男君。 

○３番（吉野一男君） その場合、今自費でやったということがありますけれども、出資金も

株出していますので、町から出していますので、その場合に3,500万というのはいじってい

ないわけですよね、お金は。支出していないわけですよね、その出資金の。 

○議長（志関武良夫君） 副町長。 

○副町長（鈴木朋美君） ちょっと質問の内容が把握できないんですが。 

○議長（志関武良夫君） ３番吉野一男君。 

○３番（吉野一男君） 株で結局出資金を町から出したわけでしょう。それで設立しているん

だから、有限会社を。その金の出資額3,500万あるんだから、その金自体を使っているわけ

じゃないでしょうということ。 

○議長（志関武良夫君） 副町長。 

○副町長（鈴木朋美君） それは使ってございません。 

○議長（志関武良夫君） ３番吉野一男君。 

○３番（吉野一男君） いずれにしても、町の金を使っていないといっても、公的な機関であ

りますので、これは実際的に町のほうがそういう指導をしたんですか。相見積もりでやれと、

やらなくちゃいけないということを言ったんですか。 

○議長（志関武良夫君） 副町長。 

○副町長（鈴木朋美君） 工事の執行方法につきましては、議員さんおっしゃられたとおり、

有限会社たけゆらの里ということで、１法人でございます。したがいまして、吉野さんもそ

の行政経験が長くておわかりかと思いますけれども、市町村の場合は地方自治法の中で随意
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契約ができる範囲、それが規定されております。地方自治法の中で。また同法施行令の中で

その額が決まっております。それに基づいて町の財務規則の中でも、ご存じのように一定の

範囲、工事請負契約等につきましては130万円以上のものにつきましては、原則、特別の場

合がなければ入札によって行わなければならないという規定がございます。 

  しかしながら、今回の工事につきましては、吉野議員おっしゃったとおり、有限会社たけ

ゆらの里が行うということで、入札約款ですとかそういったものを準備してございません。

したがいまして、これまでも全て、大きな工事はないんですけれども、見積もりによって随

意契約の方法をとらせていただいているというような状況でございます。 

○議長（志関武良夫君） ３番吉野一男君。 

○３番（吉野一男君） そうであれば、実際的に町がそれを随意契約でやれということは、役

場でやっても同じようなことが言えると思うんですよ、公的な場合は別なんですけれども。

あくまでもこれは町の建物であって、町の建物じゃなければいいですよ。別に使っても。実

際的に町の建物ですよね。それは工事をやるから申請して、こういう形でやるからというの

を、それは出してもらうのは当然だと思うんですけれども、町の建物であって、それをたけ

ゆらの里に委託して、指定管理してやっているわけです。 

  それで実際に大多喜町長飯島勝美が、大多喜町長であって、有限会社たけゆらの里の大多

喜が代表取締役、大多喜町長飯島勝美ですよね。同じなんですよ実際的に。イコールなんで

すよ、結局は。そのものを、イコールのものがあって、何でそういうことを、当然それであ

れば指導しなきゃいけないんですよ、町として。町の関係するわけですから、そんなことを

やっていたんじゃ。 

○議長（志関武良夫君） 町長。 

○町長（飯島勝美君） 私は吉野議員にちょっとお尋ねしたいんですけれども、入札というの

は何のためにやるのか、ちょっとお尋ねしたいんですが。 

○議長（志関武良夫君） ３番吉野一男君。 

○３番（吉野一男君） 入札は実際的に、あくまでも明瞭公平にやるのが入札ですよ。それと

同時に実際的にそれだっていろいろあるかもわからないんですけれども、入札をやっておけ

ば一応間違いないんですよ。というのは、相見積もりの場合は、一般的に見積もり合わせで

すので、実際的にどうやったかわかりませんけれども、業者でこれだけ見積もり出してくれ

ということでやると思うんですよ、事務局でつくってね。見積もりをくれというやり方はあ

りますので、やっぱりそういう点で出してもらった中で対応するわけですので、一般公開入
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札じゃないですけれども、指名競争入札ですから、町の場合はね。一般公開やっていないで

しょうから。指名でやる場合は、そういう形で指名でやりますので、そういうことが一番重

要だと思うんですよ、あくまでも。それは相見積もりでやったって、同じと言えば同じかも

わからない。実際にはそういう形を公にできるのは競争入札ですのでね。 

○議長（志関武良夫君） 町長。 

○町長（飯島勝美君） いや、入札は何のためにやるかをお聞きしているんです。もう一回答

えてください。 

○議長（志関武良夫君） ３番吉野一男君。 

○３番（吉野一男君） 入札は、実際それは金額を各業者から見積もり来ますよ。町が指定し

た金額をある程度つくりますよね。それで大体そういう関係でつくって、その近くになった

業者を選定するわけですので、そういう形でやるわけですのでね。 

（「議長、これ動議だしていいですか」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） ５番野村賢一君。 

○５番（野村賢一君） 議運で許可した一般質問であります。ただ内容がすごく違うので、戸

惑っているんですけれども、議長、これどうなんですか。 

○議長（志関武良夫君） 吉野一男君に申し上げます。 

  質問が通告外にわたっている可能性がありますので、通告に沿った質問をされるようご注

意申し上げます。 

  ３番吉野一男君。 

○３番（吉野一男君） いや、議長、そうじゃなくて、実際これは通告に従って、内容的には

細かいことは一々知らないけれども、たけゆらの里の関係で言っているわけですので、それ

を通告にないから、細かい点まではそこまでは通告していませんけれども、当然やるべきこ

とをやらなくちゃいけない話ですので、これはあくまでも私はやりますよ。 

  通告以外というんじゃない、たけゆらの里以外のことを言っているのであれば通告外かも

わからないけれども、じゃ、一切全部あれですか。通告しない場合、一言も通告していない

場合できないということですか、議長。 

○議長（志関武良夫君） 一応、この議会の中での一般質問というものは、こういうことを質

問しますよということを、執行部の方々に通告しておいて、簡潔に答弁をいただくというの

が一般の議会の運営方法ではないかというふうに思っております。それから大きく離れます

と、やはりどうしても通告外のそういうものに該当してくるというような形になろうかと思
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います。 

  ３番吉野一男君。 

○３番（吉野一男君） それというのは納得できないんですけれども。というのは、あくまで

もたけゆらの里についての質問をしているわけですから。一般質問って全部そうでしょうよ。

一つの事柄について細かい点一つずつ全部一般質問に出しますか。そうじゃなくて、たけゆ

らの里に関しては、執行部だって同じことですよ。全部そのものを調査しなきゃいけない、

何のことでも。どういう形で質問が出るかどうかというのをやらなきゃいけないですよ。ど

こでもみんなそうですよ。 

  質問が答弁書にないからだめ、質問書にないからっていったって、質問するには裏側のや

つはあるわけですので、これでたけゆらの里の関係の部外のことを質問しているのであれば、

それは当然のことですけれども、これはあくまでも部外じゃないですので、たけゆらの里の

関係の質問をしていますので、それちょっと議長お願いしますよ。 

○議長（志関武良夫君） 吉野一男君の質問の内容については、たけゆらの里の修繕工事の詳

細についての質問がされております。それにつきましては、本人の質問に沿って答弁をもう

一度されるようにお願いして、吉野一男君に対しても、簡潔なわかりやすい質問を心がけて

やってもらいたい。 

  ３番吉野一男君。 

○３番（吉野一男君） わかりやすく言っていますよ、私。だから、入札の方法が、金額が

3,650万ですよ。そのものを町でやる場合は130万は相見積もりだと。それでたけゆらの里の

会社でやる場合は、相見積もりでいいと、随意契約でいいと、それがおかしいというのです。

結局町の建物であって、それを出資しているんですからね、町が、3,500万も。それは町の

建物なんですよ。そういうものを結局やることは、実際的に有限会社がそれをたけゆらの里

を運営していますよ。運営しているのはいいんですけれども、それはやっぱり明らかに、何

でやっている、結局公的なものですので、準じてその規定に、条例に従ったものでやって入

札かける、相見積もりなら相見積もり、入札なら入札をかけるのが、それは当然のことだと

思います。それを質問外だと言っているのは、ちょっと不満です、それは。 

  じゃ議長。 

○議長（志関武良夫君） ちょっと待って。吉野一男君が言っているのは、3,500万の投資を

町でしている。そういう中で、3,650万の工事の内容について、そういう町のものに対して

建設をするのに、そういう指導ができなかったのかというようなことだと思うんですけれど
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も、どうですか。 

○３番（吉野一男君） そうです。 

○議長（志関武良夫君） それについて答えてください。 

  副町長。 

○副町長（鈴木朋美君） ご質問の内容はよくわかりました。 

  先ほど申し上げましたとおり、有限会社たけゆらの里につきましては、やはり１法人、有

限会社１法人ということでございます。町の場合は、先ほど申し上げましたけれども、地方

自治法ですとか施行令、また財務規則の中で一定金額以上の場合は、特別な場合がなければ

入札によらなければならないという規定がございます。 

  法人の場合は町の規定とは違いますので、なおかつ、それを町がやるというのもおかしな

話で、１法人が町の建物に増改築をしたいということで、町から許可を得て行っている工事

でございますので、特に、そういう法的な規制等がございませんので、これまでたけゆらの

職員もそういう入札とか、そういったものを経験してございません。したがいまして、随意

契約、要するに見積もりを徴取して、競争させて執行しております。 

  当然そういう談合だとか、そういう防止をするために現場説明につきましては、時間をず

らした中で現場説明をして、それで見積もりをいただいているという中で業者の選定をした

ということでございますので、その辺のところは、やはり競争の原理、入札もそうなんです

が、あくまでも入札をやったから安くできるというものではございません。見積もりによっ

ても競争の原理を働かせれば、これは当然競争の原理が働いておりますので、私は有限会社

たけゆらの里が見積もりによって業者選定をしたということは、間違いではないというふう

に、私は考えております。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） 吉野一男君に申し上げます。 

  残り時間が10分となりました。迫ってきておりますので。 

（「まだやることはいっぱいあるんですよ」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） 議事の進行上、速やかに通告に従って。 

（「あれが長かったからね」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） あと幾つかありますのでよろしく。 

  ３番吉野一男君。 

○３番（吉野一男君） 続いて、設備関係について、どこの会社が落札して工事を行ったかを
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お伺いします。 

○議長（志関武良夫君） 副町長。 

○副町長（鈴木朋美君） 設備工事につきましては、先ほどお話ししましたとおり、この工事

は増築、建築の部分と設備関係は分離発注してございます。町内業者の育成という観点から、

設備工事につきましては、飯島設備工業株式会社が見積もりの結果、最低見積もりというこ

とで、飯島設備工業さんのほうに工事請負契約をしてございます。 

○議長（志関武良夫君） ３番吉野一男君。 

○３番（吉野一男君） その場合、何者で幾らだったんですか。 

○議長（志関武良夫君） 副町長。 

○副町長（鈴木朋美君） 見積もりにつきましては、５者から見積もりをとっております。内

２者が棄権でございます。３者から見積もりいただいて、最低見積もりが飯島設備工業株式

会社ということで、この飯島設備工業にお願いをしてございます。 

○議長（志関武良夫君） ３番吉野一男君。 

○３番（吉野一男君） 幾らですか。 

○議長（志関武良夫君） 副町長。 

○副町長（鈴木朋美君） 税込みで1,447万2,000円でございます。 

○議長（志関武良夫君） ３番吉野一男君。 

○３番（吉野一男君） 実際、これ修繕工事、建築と設備関係、分離発注ということなんです

けれども、これ一括発注はなぜしなかったんですか。 

○議長（志関武良夫君） 副町長。 

○副町長（鈴木朋美君） 一括発注をなぜしなかったかということなんですが、これは前にも

申し上げましたけれども、今回の工事は食堂部門の改築もございます。吉野議員さんもご存

じかと思いますが、改築前は今の店舗の間に空間スペースがあったと思います。空が見える

ようなところがあったと思いますが、あそこの屋根をつけて店舗スペースを広げるというふ

うな工事でございます。 

  なるべく営業を早くできるようにということで、まず一つにつきましては、早く工事が終

わって営業活動ができるというのが一つでございます。そしてあと、工事につきましては、

当然設計者がおるんですが、設計者のほうもこの工事につきましては、いろいろ難しい面も

あるんで、工事を早く終わらせたりするには、やはり分離発注のほうが早く終わるんじゃな

いでしょうかという指導も受けまして、そういうことから分離発注をしたという経緯がござ
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います。 

○議長（志関武良夫君） ３番吉野一男君。 

○３番（吉野一男君） 一般的にはですね、これは一般的ですよ、一般的にはわざわざ分離発

注しなくても一括で発注すればいいわけですよね。それからあとは、早くできる云々は一括

だって早くできるんだから、そういう業者、受けたところに頼めばいいんですけれども、そ

れを分離発注だから早くできる云々と言っていますけれども、これはそういう問題じゃない

ですよ、実際的に。分離発注だから早くできる、一括だから早くできないという、そういう

問題じゃないんですよ。一括だってすぐ出せばできるわけですので、そこのところは意味が

あったんですかね、分離発注の。 

○議長（志関武良夫君） 副町長。 

○副町長（鈴木朋美君） どういう意味があったかということのご質問なんですけれども、私

が今話したとおりで、早く工事を終わらせたいということで、工事場所もちょっと異なって

おりますので、分離のほうが早く工事が進めるということでございます。ということで、今

回につきましては分離発注をして、工事発注をしたということでございます。 

○議長（志関武良夫君） ３番吉野一男君。 

○３番（吉野一男君） さっきから言っているんですけれども、私は分離発注であっても一括

発注であっても同じだと思うんですよ、早くできるのは。分離発注だから早くできるという

ものじゃないですよ。それは分離発注が早くできるという理由を言ってください。 

○議長（志関武良夫君） 副町長。 

○副町長（鈴木朋美君） 一般的というお話がございましたけれども、確かに町の工事もそう

なんですが、一括で工事発注をすることもございます。しかしながら、先ほども申し上げた

とおり、この工事につきましては営業をしながらの工事発注ということでございますので、

特に食堂部門は早くやって終わらせないと、食堂部門の営業収益がかなり落ちてしまいます

ので、営業しながらその工事を行うには、増築工事と設備工事につきましては分離でやるほ

うが早くできるということで、先ほど申しましたけれども、設計者からもそういう指導もご

ざいましたので、今回そういう方法をとらせていただいたということでございます。 

○議長（志関武良夫君） ３番吉野一男君。 

○３番（吉野一男君） それは私おかしいと思うんですよ。それはまた後でやりますけれども、

実際に分離発注と一括発注というのは、どこが違うんだと言えば、それはやりようで幾らで

もできるんです。そんなことは分離発注だから早くできるという、そういう問題じゃないと
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思うんですね。これは引き続いて、私大分言いたいことはあるんですけれども、とりあえず

１時間内ということでありますので、再質問できませんので、とりあえず残った部分につい

ては12月議会で徹底的にやりたいと思います。 

  それと、一つこの関係について１点、実際的に設備関係について、それは相見積もりで５

者で飯島設備工事がとったということですよね。一般的な考え方ですよ、私が思っているの

は。一般的な考え方で町長がたけゆらの里の社長の町長だよ、同じなんですよ、同等なんで

す、これは。違うといっても。同じところが、飯島設備という自分のせがれがやっているん

だから、でしょう、町長。そうだと思うんですよ。答えなくていいけれども、そうだと思う

んですけれども、それは不審が、一般人が考えてもそう思う、どうですか、皆さん。議員も

皆さんも職員の皆さんも、悪いけれども、傍聴は言えないでしょうから。 

  それは町長、それは違うと思うんだよ。やっぱり自分の親族に対して、自分が町の町長、

一番頭ですよ、何でもできる。それで自分が社長やって何でもできる、たけゆらの社長をや

っていて。そのものを自分のところに持ってくること自体が、一番根本なんですよ、ここは。

それはあくまでも町長として資質が欠けると思いますよ。道義的責任があると思って。とい

うのは、幾ら何ぼ相見積もりでとったからといったって、それはそれなりにやり方があるん

だよ、逆を言えば。そういうものを町長が、みんなそれは知らないから言わないんだろうけ

れども、そういうのは誰しも思うでしょうよ、一般人が考えて。 

（「入札じゃ、しようがないよ」の声あり） 

○３番（吉野一男君） だから、そういうものはやっぱり心に、町長感じておかないといけな

いと思うよ、公人としては。あくまでもたけゆらの社長、有限会社であっても公人なんです

よ。町長も公人だから。同じ公人同士なんだから。それはやっぱりやらないといけないと思

うよ。大多喜の町内業者はいっぱいいるんだから、その業者にしても、今回はお願いすると

いう形でやればすんなりいくんですよ、逆に言えば。それは一般的なやり方をすれば。とっ

たからといってまずいから、ちょっと次に回すとか、逆に言えばそういう観点もとれるわけ

ですよ、実際的には、内々の話で。そのやり方があるんだから。それはとったからといった

って、みんなが聞けばそれはまずいなと言われますよ、100人が100人。聞いてください。私

はそう思います。 

  やっぱりそういう点で、町長という立場でありますので、公人ですので、そういう点はよ

く踏まえながら行動してもらいたいと思いますよ。やっぱりそれはいろいろ町長としての、

会社としてということがあるかもわからないんですけれども、やっぱりこれはまずいと思い
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ますので、それなりに町長自体も、決定権は社長はあると思いますので、町長はそういう点

ではどう思っていますか、言ってください。 

○議長（志関武良夫君） 町長。 

○町長（飯島勝美君） 大変疑いを持って私を見ているようでございますけれども、私はこの

６年前、６年になりませんけれども、６年前、町長選に出ることになりました。そのとき私

は３つの会社に籍を置いていたんです。町長選に出るときにこの３つの会社を全て退職をい

たしました。それで町長選に出たわけでございますが、私を一生懸命支持していただいた皆

さん方に２つの約束をいたしました。一つは、まず給料を、職員の目線に合った給料に下げ

るということを支援者の皆さんにお約束しました。そして、私はなってから即最初の議会で

給料を削減し、この２選におきましても、最初の議会で25パーセントの給料削減ということ

で、私は最初の支援者の皆さんに約束したことでございます。 

  もう１点は、やはり役所というのは、こういういろんな発注の事業がございます。ですか

ら、今議員さんが根拠もなく私を疑っておるようでございますけれども、非常に重要な問題

でございますので、これは後々の問題になるかもしれませんので、それは気をつけていただ

きたいと思いますが、私がお約束したことは、まず、事業に、発注の業務について携わらな

いということを支援者にお約束いたしました。それで私は町長になってすぐ、当時の副町長

に全ての権限を副町長に委任しました。ですから、私はそこに携わらない。 

  ですから、その後、今の鈴木副町長に委任をしております。ですから、私は発注業務につ

いては一切携わらないということが、支援者にこの２つの約束を、これからもまた今町長と

して続ける以上、このことはしっかりとやっていかなければいけないと思っています。そう

いうことで、それは何かそういうことであるならば、はっきりと根拠を持って疑念を出して

いただきたいと思います。 

○議長（志関武良夫君） 吉野一男君に申し上げます。 

  終了時間が来ておりますので、簡潔にお願いします。 

○３番（吉野一男君） 実際に、町長、たけゆらの里の社長でありますので、副町長に委任し

たから云々もあるけれども、実際的には社長ですよ。社長って会社で登記されておりますの

で、これ副町長に委任されたから云々ということは、それは内規をやっているかわかりませ

んけれども、そういう問題じゃないと思います。そうすればこの内規自体を、内規じゃない

よ、謄本自体を変えて、社長を副町長にするとか、そういう形をとればいいんじゃないです

か。そういう形をとらないと疑念が生まれるわけです、あくまでも。 
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  やっぱりそういったものを踏まえた中で、慎重にやらないといけないと思いますので、一

応そういうことで、大変町長とか副町長に対して心苦しい発言をしたわけですけれども、こ

れ残りが大分あるんですけれども、当然12月の定例議会におきまして、また再度追求してい

きたいと思います。よろしくお願いします。きょうはどうもありがとうございました。 

○議長（志関武良夫君） 吉野一男君の一般質問をこれで終わります。 

  ここで、10分間の休憩をとります。25分からの再開とします。お願いします。 

（午後 ３時１３分） 

───────────────────────────────────────────────── 

○議長（志関武良夫君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ３時２３分） 

───────────────────────────────────────────────── 

◇ 野 中 眞 弓 君 

○議長（志関武良夫君） 一般質問を続けます。 

  11番野中眞弓君。 

○１１番（野中眞弓君） 11番野中眞弓です。 

  私は３点にわたって、時間におさまるように落ちついて一般質問をさせていただきたいと

思います。 

  まず１点目は、戦争遺跡の保存と継承について伺いたいと思います。 

  1931年の満州事変に始まり、15年間続いた日本の侵略戦争は、日本人だけで300万人以上、

アジア全体で2,000万人を超える犠牲者を出しました。皆さんご存じのとおりです。その悲

しみと反省の上に、二度と戦争をしない、恒久平和を希求すると誓う日本国憲法が生まれま

した。そして、戦後70年間、日本の平和を支えてきましたが、今、その日本の平和が最大の

危機に直面しています。自衛隊を海外で戦争できるようにするための法案が、国会で審議中

ですが、最高裁長官を初めとする全法曹界、そして学者、学生、若いママや高齢者など、集

会には雨の中を、障害者の方が車椅子に乗ってまで、必死の思いで集まって、戦争する国は

嫌だという気持ちをあらわしておりました。 

  さまざまな方が、さまざまな階層の方たちが、今出されている法案に反対や不安の声を上

げています。日本を再び戦争する国に逆戻しさせてはなりせん。戦争の記憶を風化させては

ならないと、痛切に思います。 

  この大多喜町も第二次世界大戦中は、爆撃を受けたことが、去年３月に発行された小・中
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学生のための副読本「わたしたちの郷土 大多喜町の歴史」に載っています。これです。全

巻を通じて読みますと、史実に基づいた、今残っている文化財に基づいた、そういう実に地

道な本となっていて、まさにこの本て郷土の歴史だなと思います。したがって、証拠の残っ

ていない部分は大変少なくて、証拠の残っている、特に明治以降の記述が多くなっているん

ですけれども、この中にも、爆撃がありました、こういうところがやられましたというのが、

わずか四、五行ぐらいに載っているんですけれども、この爆撃の戦跡は残っていないと聞き

ます。だから、今聞く子供たちはぴんとこないと思うんです。 

  ところが、この夏なんですけれども、全く知らない方から電話がありまして、黒原地区に

終戦間際につくらせた特攻の出撃基地跡が残っているということを聞きまして、今は滑走路

の縁石の一部、飛行場の格納庫と転車台、方向転換するターンテーブルですね。転車台の跡

などが見られるとのことです。これらの形に残っている戦跡と、当時の記録を掘り起こして、

町の文化遺産、戦争遺跡として保存し、未来へ継承し、平和の守り手としての町民の育成に

役立ててほしいと願って、以下伺いたいと思います。 

  １点目は、町内に残る戦争の痕跡、戦跡は、どのくらいあるのか把握していらっしゃるで

しょうか。まず、伺いたいと思います。 

○議長（志関武良夫君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（関 晴夫君） 町内に残ります戦争の痕跡、どのくらい把握しているかとい

うご質問でございますけれども、町における太平洋戦争の、いわゆる戦争遺跡といたしまし

ては、旧大多喜のドレメ、それと泉水の機関銃を配備していた壕、それと各地区につくられ

ました防空壕、そして、今議員さんおっしゃられました黒原につくられようとした特攻のた

めの飛行場跡、あと航空燃料とするための松やにをとるために、木に切りこみを入れた松な

どが残っていることは把握しております。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） 11番野中眞弓君。 

○１１番（野中眞弓君） ありがとうございます。 

  それらはどういう形で、今残っていますか。 

○議長（志関武良夫君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（関 晴夫君） 旧の大多喜ドレメにつきましては、もとの宮田の自転車工場

がありまして、そこはそれこそ空爆といいますか、それを受けました。弾の跡が残されてい

るということで聞いております。 
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  それと、泉水につきましては、一山がもう、一つの要塞ということで、現地調査をやった

んですが、山の頂上に大きな防空壕がつくられてありました。 

  それと、あとは各地区の防空壕については、皆さんご承知のとおり、今野菜をしまったり

とか、そういうもので使われております。黒原については、今は格納庫も取り壊されている

というふうに聞いております。 

  それと、航空燃料をつくるための松やにをとった松については、ほとんどもう枯れてしま

いまして、残っているところはほとんどないというふうに認識しております。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） 11番野中眞弓君。 

○１１番（野中眞弓君） そうすると、特別な保存の手だてもなく、これは、こういう歴史を

背負った遺物だよという看板のようなものもなく、ただ、そこにあるがままという、そうい

う状態ですね。 

○議長（志関武良夫君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（関 晴夫君） そのとおりです。 

○議長（志関武良夫君） 11番野中眞弓君。 

○１１番（野中眞弓君） 時間がたてば風化していくんですけれども、記憶もそういう、痕跡

も消えるということは、だんだん戦争が身近にあった、すぐ戦争の真っただ中に私たち庶民

も巻き込まれるという証拠と記憶が消えることなので、それを保存する、町の文化遺産とし

て保存するという考えはありませんか。 

  というのは、この郷土の歴史って本当に細かく、あそこの神社にこういうのが残っていて、

何々氏が、武田氏がどうの、正木氏がどうのと、実に史実に忠実に掘り起こしているんです

ね、町の歴史を。ですから、そうすると学ぶほうも、そうか、そうだったんだねと納得する

と思います。納得すれば、愛着も湧くし、これは神社仏閣に納められているのが多いんです

けれども、これ、自分の町の歴史を本当に心から理解できると思うんです。 

  戦争もそうで、あってはならないことですから、ぜひ町の遺跡として、文化財として保存

していただきたい。文化財というのは仏像とか掛け軸とか、そういうものではなくて、人間

がここでしっかりと生きたという証拠が文化財だと思うんです。ですが、黒原の場合は、私

は黒原の方たちに聞いたらある、竹に覆われちゃっているんだけれども、ある。ただ、夏は

マムシが出るからね、行かないほうがいいよという忠告を忠実に聞きまして、私自身はまだ

現場を確認しておりません。ただ、地権者については、もし町がそういうつもりがあるので
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あれば、協力はしますというお返事をいただいているんですけれども、町としてはどうでし

ょうか。 

○議長（志関武良夫君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（関 晴夫君） 今、黒原の飛行場跡を文化財として指定というお話がござい

ましたけれども、町内に飛行場を太平洋戦争のときにつくられた跡といいますと、黒原もそ

うですけれども、現在の大多喜高校にもつくられたようです。それと、川畑と押沼の間のム

ネヤマというところにもつくられたと。それとあと横山のゼネラル地先にもつくられたとい

うふうに聞いております。 

  これは、文化財として指定するためには、戦争体験を伝える一環として、このところこう

いう戦争の遺跡を、文化財として指定しているところも多くはなってきておりますが、文化

財として指定するためには、文化財審議会へ諮問をして、そこで答申を受けないと、文化財

としては指定はできないというふうになっております。 

  諮問するためには、写真であるとか図面であるとか、そういう資料が必要となってまいり

ますので、ただ、飛行場とかといいますと、日本軍の兵隊さんがつくったものですので、な

かなかそういう資料というのが出てまいりません。そうしますと、諮問するといってもただ

ここに痕跡がありますよということだけでは、なかなか諮問というのもできませんので、今

後の調査、研究をしていく上で明らかになってくるようであれば、諮問したいというふうに

考えております。そうすれば、また文化財審議会のほうでも、文化財指定に向けて考慮して

いただけるんではないかというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） 11番野中眞弓君。 

○１１番（野中眞弓君） 諮問するのに日本軍の資料がなくても、あの奉仕作業ということで

借り出された中学生たちや、あるいは近所のお年寄りが、まだ今生きてらっしゃいます。私

も何人かの方にお伺いしました。この方たちが亡くなってしまえば、本当に消えてしまいま

す。人の記憶も文化財だと思います。ですから、その記憶の掘り起こしで、その全容という

か、黒原だけではなくて、掘り起こしていってほしいと。 

  今、課長が前向きの答弁してくださいましたけれども、役場だけではなくて、子供たちも、

それから平和を願う住民たちも含めて、自分の地域の戦争体験を記録する。それから検証す

るという活動を、社会教育課だけではない取り組みでやっていっていただきたいと思うんで

すけれども、どうでしょうか。 
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○議長（志関武良夫君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（関 晴夫君） 今議員さんおっしゃられたように、戦争体験を後世に伝えて

いくということは、非常に大事なことだと考えております。うちのほうでも、人数的に大変

厳しいので、調査とか、地域に出てお年寄りから戦争の体験をお聞きして、それで記録とし

て残していくというのは、非常に大事なことだとは思いますけれども、ちょっとやっぱり時

間的にかなりの時間を要するんではないかというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） 11番野中眞弓君。 

○１１番（野中眞弓君） ということは、やらないということですか。 

○議長（志関武良夫君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（関 晴夫君） 特にやらないということではなくて、今現在、生涯学習課の

ほうに、各地区で古文書調査を行っております。 

（「すみません、何調査」の声あり） 

○生涯学習課長（関 晴夫君） 古文書調査を行っております。 

  今、東大、千葉大、学習院の学生、卒業生の人たち、房総資料調査会というんですが、そ

の方たちが年１回、２泊３日で来て調査を行っております。また、毎年夏休みには、立教大

学の史学科の学生がフィールドワークということで、大多喜町に来て、やっぱり古文書の調

査を行っております。その方々に協力していただきながら、生涯学習課の職員も含めて、各

地区に出向いて、そういう体験も集めていければいいなというふうに考えております。 

○議長（志関武良夫君） 11番野中眞弓君。 

○１１番（野中眞弓君） 古文書は死んだりしません。だけど、戦争体験は全体を掌握できて

いる、その地域でこんなことがあった、あんなことがあった、こんなにこうというのは、や

っぱりある程度成人になった人でないと全体を捉えていないと思うんですね。子供の、今80

歳ぐらいの方に聞いてみると、やっぱり記憶が曖昧なんです。そんな話は聞いたことあるけ

れども、どうだったかわからない。 

  ところがもう85を過ぎた方、その当時、終戦のときに15歳ぐらいの方だったら、あのとき

はこうで、あそこにはあそこがあってと鮮明なんですね。100近くなると、まさしくすごく

壮年時代終戦だったんだけれども、今度は認知症みたいな感じで、話がおぼろげになってく

る。だから今本当に80の半ばぐらいから90の前半ぐらいの方が、お元気なうちに掘り起こし

ておかなきゃできないと思うんです。 
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  本当に、小学生に、自分の家も含めて近所のじいちゃん、ばあちゃんのお話を聞いてとか

という、そういうふうな形だったら、継承しながら残っていくというふうに思うんですけれ

ども、大人も子供も一体になって、どこそこの偉い人に委託するとかではなくて、自分の町

の戦争の歴史を掘り起こして、みんなで掘り起こして、もう二度とこういう思いをしない時

代をつくっていこう、継続していこうという気持ちを、しっかりと育てるような活動。 

  もしもそれが戦争遺跡のところ、例えばハイキングコースになるのであれば、ここにはこ

のあれはこういうことでした、ほかにも滑走路はこんなふうにありますよと付随して、看板

をつくるとか、あるいは記録簿をつくるとか、そういうときに少しまとまったお金が必要な

ときに、町のほうで援助してくれるとかというようなことでいいと思うんです。主な活動は

町民にしてもらうような手だてを、社会教育と学校教育の連携と、それから町民の大人の、

もしかしたらグループをつくっていただいてやるという形で進められないかなと思うんです

けれども、教育課はどうですか。 

○議長（志関武良夫君） 教育課長。 

○教育課長（野口 彰君） 学校教育の中では、現在も戦争遺跡、先ほどもございましたけれ

ども、防空壕とかを教材として活用して、勉強しているというところでございます。今後、

活用できるものがあれば、それはぜひ活用していきたいというふうなことでございます。 

○議長（志関武良夫君） 11番野中眞弓君。 

○１１番（野中眞弓君） 生涯学習課はどうでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（関 晴夫君） 戦争の体験を記録として収集するといいますか、そういうこ

とはうちのほうでもできると考えておりますので、できれば、そういうものを集めて記録集

ができれば一番いいんですが、それで今小・中学校で読み聞かせとかやっておりますので、

読夢の会とかに協力していただいて、そういうのを子供たちにお話ししていただくのも、一

つの伝承のというか、後世に伝えていく一つの方法なのかなというふうに考えております。 

○議長（志関武良夫君） 11番野中眞弓君。 

○１１番（野中眞弓君） そうすると、教育課も生涯学習課も前向きで取り組んでいくという

ふうに受け取ってよろしいですね。 

○議長（志関武良夫君） 教育課長。 

○教育課長（野口 彰君） そのとおりでございまして、教育に活用できるものは、ぜひ活用

していきたいということでございます。 
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○議長（志関武良夫君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（関 晴夫君） 生涯学習課としましても、そういう戦争体験、集めることが

できれば集めていきたいというふうに考えます。 

○議長（志関武良夫君） 11番野中眞弓君。 

○１１番（野中眞弓君） 大人たちの間にも、やはり憲法を守りたいという人たちが、少しず

つ声を上げ始めているようで、そういう方たちと一緒になると仕事が進むかなという気もし

ます。憲法の精神の恒久の平和を希求する子供たちが、大人たちがこの町にあふれることを

期待して、役場と民間が一緒になって心を耕していきたい。そのきっかけになることを願っ

て、この項はこれで終わります。 

  ２つ目にいきます。 

  小・中学校のエアコンの設置拡充についてです。 

  ことしは猛暑が連続して２週間ほどぶっ続いて、本当に昼間はクーラーがないと動けませ

んでした。うちはクーラーがないから動けませんでした。それで、学校の子供たち、それで

も自分の家にいますと、比較的涼しいところと扇風機で対応を何とかできるけれども、学校

の子供たちはどうしているんだろうということが、ずっと気になっておりました。 

  小・中学校にクーラーをというのは、前にも出されたことがあるし、私以外にも一般質問

や普通の質疑で出された議員もいらっしゃいましたけれども、改めてここで要求したいと思

います。 

  ことしの暑さ、それ以上の暑さが今後も続くであろうと懸念されます。小学校は、児童・

生徒の学びと生活の中心である教室にエアコンが設置されておりません。猛暑の中でも子供

たちが学習等に集中できるよう、教室に何としてもエアコンを設置してほしい。喫緊の課題

ではないかと思います。 

  そこでお伺いしますが、学校でもエアコンが入っているところがあると伺っておりますけ

れども、それはどこで、どういう理由で設置されているのでしょうか。お伺いいたします。 

○議長（志関武良夫君） 教育課長。 

○教育課長（野口 彰君） 学校でエアコンが設置されている部屋と、その理由とのご質問で

すが、各小・中学校でエアコンが設置されている部屋は、職員室、校長室、保健室、パソコ

ン室、大多喜小学校以外の図書室に設置がされております。さらに、西小学校では特別活動

室。大多喜小学校では特別支援学級２教室、ことばの教室、教育相談室、音楽室及び図画工

作室に設置がされております。また、西中学校では会議室に設置がされております。 
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  職員室、校長室に設置されている理由といたしましては、児童・生徒が夏休み期間中でも

勤務する先生や、校長への来客者がいることから設置されていると考えております。パソコ

ン室には、パソコン機器等がございますので、温度・湿度の管理が必要なため、エアコンを

設置しております。その他保健室、図書室等でございますけれども、児童・生徒の体調管理

や共有場所であるため、設置がされております。 

○議長（志関武良夫君） 11番野中眞弓君。 

○１１番（野中眞弓君） 校長室、職員室は夏休みにも出勤する先生のためだったり、来客の

ためだったりというんですけれども、ということは職員室は夏休み以外は、やはり子供と同

じようにつけないんですか。どうなんでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 教育課長。 

○教育課長（野口 彰君） 職員室は夏休みにつけない。 

○議長（志関武良夫君） 11番野中眞弓君。 

○１１番（野中眞弓君） ううん、夏休みにも出勤する先生のために職員室はつけるのではな

いですか。 

○議長（志関武良夫君） 教育課長。 

○教育課長（野口 彰君） 職員室はエアコンは入っておりますので。 

○議長（志関武良夫君） 11番野中眞弓君。 

○１１番（野中眞弓君） だからそれを稼働させる。学校があるときは普通の教室にも、子供

たちの部屋にも冷房がないから、職員室にあっても先生も我慢するよ。でも夏休みは子供が

いないでしょう。だから日直で来たり、ほかのお仕事で来たりする先生のためにつけてある

んだからといって、夏休みだけつけるんですか。そうではないでしょう。 

○議長（志関武良夫君） 教育課長。 

○教育課長（野口 彰君） そうではなくて、ふだんからつけてはおります。 

○１１番（野中眞弓君） 元小学生に聞きました。コンクリートの建物に入れられちゃうと暑

くて、もう髪の毛びしょびしょ、手もびしょびしょ、だからどうしたかというと、休み時間

になると図書館に行くんですよって。勉強なんか本当にぼうっとして手につかなかったって

いう声を聞いています。 

  ですから、子供の学びの部屋、人間ってやっぱり知性で動く動物ですから、そこを磨く学

びの部屋にもきちんと、本当だったらほかになくても、保健室と子供の生活する部屋には基

本的についているべきだと思うんです、ほかは我慢しても。そこのところが、本末転倒では
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ないか。校長室と職員室にはついているけれども、普通の部屋についていないというのは、

正しい対処の仕方ではないと思います。 

  だけど、教室にエアコンを設置しない理由は何なんでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 教育課長。 

○教育課長（野口 彰君） 教室にエアコンを設置しない理由といたしましては、学校建設当

時の気候は、ここ数年のような猛暑日が少なかったことや、また熱中症になるようなことも

少なかったことなど、また予算の関係もございまして、教室には設置しておりません。 

  現在、普通教室で小学校18教室、中学校９教室、特別支援教室で小学校４教室、そのうち

２教室についてはエアコンが設置されております。中学校４教室ありますが、全ての普通教

室、特別支援教室に設置した場合、概算で6,000万円から7,000万円の設置費がかかる試算と

なっております。去年のデータになりますが、大多喜小学校の教室で、平成26年６月30日か

ら７月18日までの15日間で、室温調査をしたところ、室温が30度を超えるような暑い日が５

日間でございました。また、学校は７月下旬から８月中旬が夏休みとなり、最も暑い時期に

学校での授業がございません。中学校では夏休みに補習授業を行っておりますけれども、こ

れはエアコンのある図書室等を使用しております。 

  このようなことから、教室にはエアコンは設置されておりませんが、今後、子供たちの状

況、気候の状況を見て、エアコンの設置については検討してまいりたいと考えております。 

○議長（志関武良夫君） 11番野中眞弓君。 

○１１番（野中眞弓君） 今後というのはいつごろなんですか。もう多分温暖化はまだこれか

ら、残念ながら抑えられないで進むのではないか。来年はもっと暑くなるのではないかと予

想されます。今の調査でも、６月30日からというからほとんど７月なんですけれども、こと

しは６月からだぜ、こんなに暑いのって、そのくらい暑かったですよね。でも、そちらにい

らっしゃる方々は、みんな真っ昼間冷房の中でお仕事をなさっているからわからないかもし

れませんけれども、30度を超えると本当に室内でも動けなくなります。もう喫緊の問題だと

思うんです。いずれやるだろうではなくて、すぐにやっていただきたい、来年度の予算で。

それはいかがでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 町長。 

○町長（飯島勝美君） エアコンにつきましては、議員のご指摘のとおり、もう私立では大体

入っているようでございますので、公立としてもやはり入れていくという方向で、考え方は

決まったんですが、ただ予算をどうつけるかというのは決まっていませんので、できるだけ
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早い時期にやりたいとは思いますが、今ここですぐに来年度という答えはちょっと出せませ

んけれども、できるだけ予算がつき次第、できるだけ、子供さんは宝でございますので、で

きるだけ、本町の子供にはそういう環境の中で教育をさせたいと思いますので、努力という

ことで答えさせていただきます。 

○議長（志関武良夫君） 11番野中眞弓君。 

○１１番（野中眞弓君） 概算で6,000万から7,000万、普通教室だけですけれども、6,000万

から7,000万、これを一気に出そうと思うのは大変なお金なんですけれども、これを出して

しまってから、９月に入ってから千葉日報に長生村の記事が載っていまして、電話をしまし

た。伺ったところ、10年リースで計画をした。そうすると、費用が平準化されるので、１年

間に1,200万だそうです。全体の予算は１億2,000万だけれども、リースだから利子分が入っ

て、もし利子分でない本体の費用はといったら、利子分が大体1,000万ぐらいだということ

でした。 

  本町でもリースというか債務負担行為を組んで、平準化すれば、10年間に6,000万から

7,000万の中間値をとって6,500万、１年間だと650万でできるじゃないですか。それって東

京にバスを走らせるよりもはるかに安い費用です。ぜひ来年度からやっていただきたいと思

います。それと、水力発電でも10年間のリースでした。パソコンを入れるときも債務負担行

為で出費を抑えて導入しています。数百万のお金というのは町予算の中では工面できないお

金ではありません。ぜひ入れて、来年度予算化すると。町長いかがでしょうか、もう一押し。 

○議長（志関武良夫君） 町長。 

○町長（飯島勝美君） 大変押しが強くて、今負けそうですけれども、ただ、パソコン等のリ

ースにつきましては、これはほとんどリース以外にはないということであるんですけれども、

リースと言えども一つの方法かなと、今思います。あらゆるものを検討させていただきたい

と思います。 

○議長（志関武良夫君） 11番野中眞弓君。 

○１１番（野中眞弓君） じゃよろしくお願いいたします。 

  次は３番目、最後の問題にいきます。 

  ごみの減量化について質問いたします。 

  昨年の９月議会でも、私はごみの減量化について質問いたしました。そのときも、広域ご

み処理場建設の計画の進捗状況についても伺ってきました。どうなっているのか聞こうと思

ったのですが、今議会の冒頭の広域の報告で、麻生議員から現状を伺いました。確認させて
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いただきます。 

  広域ごみ処理場の建設計画は、地元の理解が得られないで、今進んでいないと。それから、

地元との話し合いに２市２町、４人の首長が直接地元に赴いて話し合いをすると。これが今

の進捗状況、現状だというふうに受け取りましたけれども、それでよろしいんでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 町長。 

○町長（飯島勝美君） そのとおりだと思います。 

  これも若干経過をお話ししますと、今回野村さんが広域の議長をおりられました。そのと

きに、くしくも先ほどお話にもありましたように、その議長の期間、広域のごみ処理が一歩

も進んでいないと。ですから最後の思いとしてこれをぜひ進めてもらいたいということで、

議長の挨拶にあったわけでございますが、退任のですね。そのとおりで、確かに私も町長に

なりましてから、既に６年目に入るわけでございますが、ほとんど進んでいないのが現実で

あります。常に山田６区という問題で延びておりました。 

  今回大多喜の広域の議員さんに大変お力をいただきまして、まず何とか動かそうというこ

との中で、まず何よりも２市２町の首長が、顔を出すような方向にまず持っていこうという

ことで、勝浦市、御宿さん、また大多喜と１市２町で相談をしながら、今回の全員協議会、

また、それに臨んだところでございます。そして、今お話のあったように、ようやく２市２

町の首長で山田６区に行くと。きょうかな、たしか日にちも決まりまして、伺うことが決定

したところでございます。これから全体の内容が見えてくると思いますが、何とか動かして

まいりたいと思っています。 

○議長（志関武良夫君） 11番野中眞弓君。 

○１１番（野中眞弓君） そうすると、今後の見通しについては、まだ地元との懇談、説明と

いうか、それがやってみない分にはわからないということでしょうか。見通しについて、お

およそわかっていましたら、そこまで。 

○議長（志関武良夫君） 町長。 

○町長（飯島勝美君） これは、例えば同意がなければできないかといいますと、これは同意

はなくてもできることはできるんです。ということは、いわゆる広域のごみ処理建設をして、

何か被害を出したら損害賠償ということになるんですが、ただ、一般的に進める上で、でき

れば地域の同意をとったほうがスムーズにいくであろうということの中で、今話を進めてお

ります。 

  しかしながら、何よりも２市２町が同じ歩調をとらなければできませんので、できれば今
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言いましたように、２市２町で協力して同じ歩調で進められるようにしたいと思いますので、

その辺はまだ若干流動的でございますが、だんだんその補助事業は延びていきますと難しく

なる関係もありますので、何とかまとめたいとは思いますが、今のところまだ見通しは立っ

ていないです。 

○議長（志関武良夫君） 11番野中眞弓君。 

○１１番（野中眞弓君） もしかしたら、私は、夷隅郡市の広域ごみ処理について、もう一度

計画を練り直す機会になるのではないかなという思いがあるんです。３月議会のときに、鹿

児島の志布志市のお話をちょっとしたと思います。燃やす行政ではなくて、徹底してごみを

減らしてリサイクル率約80パーセント近くまでやって、燃やさないで20パーセントのごみは

最終処分場に持っていく。これは広域なんですね、隣町と広域で。 

  つくったときには10年しかもたないと言われたのが、もう20年くらいたつのに、今はあと

30年以上もちますと言われていて、ごみ処理費用なんだけれども、１人当たり7,600円ぐら

いかな、１年間に。燃やさないから焼却炉をつくる必要がなし、焼却炉の維持費用もなしと

いうことで、本町の１人当たりの費用が、私の計算だと、ほぼ１万1,800円なんですけれど

も、それでも全国平均よりは低いと思ってはいますけれども、本当に灰にするのに多額のお

金をかけるのは、実にもったいない話で、夷隅郡市が今回のこの中座を機会に、燃やす政策

を続けるのはいたし方がないとして、できるだけごみを低くして建設費も維持費も安く済ま

ないかという気持ちがあります。 

  高齢化を控えています。温暖化はますます激しくなるだろうと、国連の地球の気候を操る

部会は、もっと厳しく規制をしなければというようなことを言っています。私たちもここに

住まわせてもらっている以上、ほかの動物たちに本当に迷惑をかけながら人間が暮らしてい

るわけで、できるだけやっぱり温暖化を阻止したい。それこそいい時代に生かさせてもらっ

た。孫子に少なくとも今の状態くらいを手渡したい、平和と一緒にという思いがあります。 

  大多喜町から、まず広域のごみ処理場を新しく建設する前に、夷隅郡市でごみの減量をし

ようよという、そして少なくても多くても50トンぐらいの焼却炉で済むような、そうすれば

建設費もずっと違います。 

  国は、本当にいつも期限を切って、物すごい高い焼却炉をつくらせようというような気が

します。この行政のほうは、20年スパンぐらいで建てかえるというようなことを言われると、

職員はどんどんかわりますから、担当者はいつでも素人だから、何ていうかセールスに、す

ごくおいしそうなセールスをやられると、そうだなという気になって、大きい炉とか高性能
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だとかというのを押しつけられる気がします。 

  今度も高性能の発電機をというんですけれども、高性能の発電装置を持っている自治体は、

今ごみの減量化というのは、住民の意識の高まりでどんどん進んでいます。高齢化が進むと

ごみは余り出しません。ごみが少なくなると、今度どうかというと、エネルギーが少なくな

るので発電効率が落ちるんだそうです。そうすると、これだけの発電してこれだけの売電で

回すよといった計画が狂うもので、どんどんごみを集めて、減らすんじゃなくて燃やしてし

まう。それは、やっぱり本末転倒なので、高齢化、それから過疎化、残念ながらそれも予想

しなきゃならない、この周辺地域では、やっぱりごみの減量、ごみが住民の行政の足かせ、

大変なお金を食う足かせになる可能性があるわけなので、大多喜からぜひとも広域全体、２

市２町でもっとごみを減らそうじゃないかというキャンペーンを張って、可燃ごみを50トン

に抑える。そういうのを発信できませんか。 

○議長（志関武良夫君） 町長。 

○町長（飯島勝美君） このごみの減量化につきましては、今、野中議員のご質問のとおり、

これは２市２町もいろいろと検討しながら、ごみの減量化についてはこれからも、この建設

とはまた別にやっていく必要があると思います。ただ、今回の広域ごみ処理の建設につきま

しては、基本は100トンなんですね。ただ、将来の人口構成等、またごみの減量化等を含め

て、どんどん小さくできるではないかということで、議会と一体となりまして、いろいろ検

討していきまして、今73トンかな、そのくらいまで落としているんですね。 

  じゃ、これよりもっと小さくできないかという話になっているんですが、ただこれは補助

率の問題になるんです。高効率発電はこれ以上落とすとできないと。高効率発電をやること

によって補助率が２分の１、高効率発電をやらないときには３分の１の補助金になる。そう

いうことを計算すると、それでは73トンというのは、計算していきますと、それのほうが効

率がいいということになるんです。 

  ただ、今お話のありましたように、ごみの減量化というのはこれとは別にやっていかなけ

ればいけませんし、ごみを減量化することによって稼働率が下がりますので、そうすれば焼

却炉の寿命が長くなるということになりますので、これはこれからまだまだどうなるかわか

りませんけれども、やはり夷隅郡市２市２町としては、このごみ処理建設計画については、

やはり完成の方向に、また実現できるように、今議会と一体となって努力しているところで

ございますので、今ここでやめようという話にはならないと思いますので。 

○議長（志関武良夫君） 11番野中眞弓君。 



－91－ 

○１１番（野中眞弓君） 日量73トンで高効率を発電する。ごみの減量化を進めていきますと、

エネルギーが減るわけですから、高効率にならなくて、高効率というのは一定程度のエネル

ギーになって効率のいい発電ができるわけで、ごみの減量化をしたら高効率の発電ができな

いので、ごみの減量化をするということであれば、高効率発電はつけないというんでなけれ

ば、将来もたないと思います。ですから、高効率発電は、発電はどこかでやればいいと思う

んですけれども、高効率といって補助金２分の１、２分の１ということにつられて、整合性

を見失ってはならないと思いますので、そこのところの見直しというものを、これを機会に

していっていただきたいと思います。それを大多喜からぜひ、町長、発信していただきたい

と思います。 

  ところで、本町のごみの減量化の取り組みなんですけれども、この１年間のごみの減量、

取り組みどうなっていますか。それからごみの減量の実態はどうなっていますでしょうか。

伺いたいと思います。 

○議長（志関武良夫君） 環境水道課長。 

○環境水道課長（米本和弘君） それでは、減量化の取り組みについてということで答弁させ

ていただきたいと思います。 

  今年度からごみの減量化へ向けた取り組み内容につきましては、まず１点目としては、昨

年９月会議におきましてご提案をいただきました、衣類の資源化について今年度より実施を

いたしました。４月から８月までの資源化量につきましては、１万1,284キロという量でご

ざいます。金額にしまして約18万円の収入となっております。 

  ２点目といたしましては、粗大ごみとして出された物のうち、硬質プラスチックを分別し、

資源化を図りました。資源化量につきましては、４月から８月までで1,260キロとなります。

約10万円程度の経費節減ということになりました。 

  ３点目といたしましては、生ごみ処理機の購入助成の推進が挙げられますが、平成26年度

は５機分の助成を実施したところです。 

  その他、広報等を通じまして、町民の皆さんに適正なごみの出し方についてのお願いをし

ているところです。以上が、主な取り組み内容となりますが、いずれにしましても、ごみの

資源化については職員による手作業での分別がどうしても必要となります。資源化を進める

には、手間と時間が必要となるのが現実となっている現状です。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） 11番野中眞弓君。 
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○１１番（野中眞弓君） 町として、行政としての取り組みはわかりました。それで、可燃ご

みの量は減っているんでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 環境水道課長。 

○環境水道課長（米本和弘君） ごみの処理量ですけれども、この処理の内容につきましては、

まず事業者からの持ち込みの量、それから収集した量とあるわけなんですが、全体を見ます

と伸びている状況にあります。昨年度の可燃物の処理量が2,474トンとなっております。こ

のうち事業系持ち込み量が1,209トン、49パーセントですね。それから一般ごみ収集量が

1,260トン、51パーセントということになっております。 

  年度別の推移につきましても、事業系持ち込み量が３年間で約258トン、27.1パーセント

の増となっております。一般ごみの収集量については、３年間で63トン、率にして５パーセ

ントの減となっているような状況でございます。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） 11番野中眞弓君。 

○１１番（野中眞弓君） 大多喜町のごみの減量って、今の答弁でわかったことは、今まで単

純に捨てていた物の中からリサイクルごみを人手で拾い出すことによって、燃やすごみの量

を減らしているようだということと、全体としてはふえているということで、ごみの減量化

はできていないということですね。 

  それからもう一つ、私の計算によると、家庭ごみがこの３年間で63トン減っているという

報告がありましたけれども、この間、人口も減っておりまして、じゃ１人当たりのごみの量

ってどうなの、家庭から出るごみの量ってどうなのって見てみますと、この３年間ほぼ横ば

い。24年度128キロ、25年度１人当たり127キロ、26年が同じく127というか、四捨五入する

と８になりますが、ほぼ横ばいなんですね。つまりごみの減量化が進んでいないという実態

になって、ここのところでやっぱりいま一度しゃかりきに町民に訴える。行政がお金をかけ

てごみを拾い分けるんじゃなくて、住民にかくかくしかじかだからということで訴えてやる

必要があると思うんです。 

  私その志布志市に行ったときに、どうやって町政が、政治が住民に働きかけて住民をやる

気にさせているのかと思ったら、本当にきめ細かく、さっき農林課のほうが、農地集約です

か、何かで部落ごとに入ろうと思うということをおっしゃいましたけれども、それと一緒に

ごみの係が行って、集落の懇談会。 

○議長（志関武良夫君） 途中ですが、野中君に申し上げます。 
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  あと３分です。 

○１１番（野中眞弓君） 懇談会を開いて、徹底してごみの減量が必要なんだということと、

ごみの分別の仕方を徹底するということが必要なんじゃないでしょうか。農林課がやろうと

いうんだから、一緒に行けば余計心強いですよね。いかがでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 環境水道課長。 

○環境水道課長（米本和弘君） 野中議員のおっしゃるとおりでございます。実績等について

は横ばいの状況となっておる状況です。 

  それらを勘案しまして、昨年度の取り組み状況等お話をさせていただきました。それと同

時に、またさらに来年度からは、今まさに言われましたとおり、各地区に回って直接家庭か

ら出されるごみ、まず一番必要なのは水切りだと思います。あの水切りをすることによって、

かなりの量が変わってくると思いますので、そういったごみの出し方についての協力につい

て、できる限り各地区を回って、そういった呼びかけをしていきたいというふうに、環境セ

ンターのほうの担当とも、今話しているところです。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） 11番野中眞弓君。 

○１１番（野中眞弓君） 事業系のごみについてはどのような取り組みをなさいますか。 

○議長（志関武良夫君） 環境水道課長。 

○環境水道課長（米本和弘君） 先ほどごみの処理量の実態を話させていただきましたが、そ

の処理量の中で、事業系の持ち込み量がふえているということでございますが、中でも事業

系持ち込み量の約８割が、収集運搬業を業としている専門の業者の人からの持ち込みとなっ

ております。 

  今後は、これらの対策について、一つの要因としては現状の事業系ごみが増加している要

因の一つとして、確かに事業活動が盛んになっているという面もあると思います。また、そ

のほかに大きな要因の一つとして、持ち込み料金が近隣の市町より安いということが挙げら

れます。 

  ご承知のように、大多喜町はごみ処理量はいすみ市に委託しております。大多喜町といす

み市の金額については、同額で１キロ６円という金額となっておりますが、近隣の長生広域

が17円、市原市が20円という金額となっております。こんな中で、業者としては金額の安い

大多喜町及びいすみ市へのごみと混入して持ち込みが行われているんではないかという、そ

ういうことがあるんじゃないかということが考えられております。まずは来年度からこのご
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みの持ち込み料金の見直しを、現在検討しておるところです。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） 野中君に申し上げます。 

  持ち時間が来ております。速やかに質問を終わらせてください。 

○１１番（野中眞弓君） はい、一言。 

  現実、結果の見えるものですから、結果が見えるように取り組みをよろしくお願いいたし

ます。 

  以上で終わります。 

○議長（志関武良夫君） 以上で野中眞弓君の一般質問を終わります。 

  ここで10分間休憩をとります。35分から再開します。 

（午後 ４時２６分） 

───────────────────────────────────────────────── 

○議長（志関武良夫君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ４時３６分） 

───────────────────────────────────────────────── 

◇ 根 本 年 生 君 

○議長（志関武良夫君） 一般質問を続けます。 

  １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） 根本です。質問をさせていただきます。 

  雨も大分激しくなってきたので、簡潔にお答えいただきたいと思います。簡潔な答弁をよ

ろしくお願いします。 

  では、大多喜町は急激な人口減少及び少子高齢化により、大変厳しい状況になっています。

このまま少子高齢化が進めば、多くの集落では機能が低下し、維持存続が難しくなってくる

ことを大変危惧しています。そこで、各行政区及び小さな集落の人口構成はどうなっている

のか、調べてみようと思い、役場の関係部署及び学校関係者、保育園、小学校、中学校、高

校と行ってきました。本当に皆さん親切丁寧に資料を提示していただき、大変助かりました。

ここに本当に厚く御礼申し上げます。 

  ただ、この資料は私個人が収集して、自分で独自に解析したところがありますので、町の

ほうが多分今は一生懸命総力を挙げて人口推計とかやっていると思います。それと各地区の

実態数とは異なる部分もあるかと思いますけれども、その辺はご了解いただければと思いま
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す。 

  では、まずお配りしたこの資料について、気のついたことを簡単に説明したいと思います。 

  まず、資料１については、行政区別の人口構成表、各区の行政区の人口の割合というんで

すか、構成がどうなっているのか、これも資料をいただきまして、それで調べましたところ、

中位数、中間値は55歳から64歳の間に集中している。人口が多い層は60歳から69歳に集中し

ているということが、改めてわかりました。 

  続いて資料の２については、そのうち子供の数はどうなんだということを調べさせていた

だきました。それでこれも行政区ごと、あと各地区ごとですね。それで老川地区を見てみる

と、ゼロ歳は１人、10歳から14歳とゼロ歳から４歳を比較すると、44パーセント、10年前に

比べると44パーセント減っているということですね。 

  西畑地区においても、10年前と比べると、30パーセント小さい子供が減っているよと。総

元地区は20パーセントの減ですけれども、直近３年間は平均６人と、これもかなり減ってき

ています。大多喜地区もかなり減っていると同時に、大多喜町の場合には商店街が中心地で

すね。新丁、久保、桜台、この辺の子供の数が非常に減っています。上瀑地区は、伊藤の集

落が非常に厳しい状況ですけれども、それ以外はほかの地区と比べると案外安定している感

じだという気がしています。 

  あと、資料３から７は、今度は独居老人とか高齢者、その割合がどうなっているのか調べ

させていただきました。 

  どこもやはり高齢化が進んでいることは否めません。老川地区にとっては、やっぱり５地

区の中では、一番少子高齢化が進んでいる地区であるということを再認識いたしました。西

畑地区も同様に高齢化が進んでいます。西畑地区もやっぱり同様に旧商店街ですか、商店街

の地区では非常に子供の数が少なくなっているということがわかりました。 

  あと、総元地区もやっぱり高齢者の割合は高いんですけれども、これは比較的他地区に比

べると安定しているように思われます。ただ、総元地区の場合、子供の少ない行政区と多い

行政区が極端です。５地区のうちで一番極端になっています。多いところはたくさんいるん

だけれども、少ないところは１人とか２人とかというところになっています。 

  大多喜地区、やっぱり高齢者は多いです。子供も大多喜地区は多いんですけれども、城見

団地とか町営住宅があるためにそうなっているのかなと。上瀑地区は先ほど言いましたよう

に、比較的５地区の中では安定していると。 

  あと、全体で見ますと、やはり老川地区、西畑地区の少子化が進んでいる。大多喜地区、
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西畑地区の商店街で子供の数が本当に少なくなっています。今後最も少子化が進むんじゃな

かろうかと思われます。それと、ゼロ歳から９歳の子供の数が少ないところと比較的多いと

ころの差が、全体的に見受けられます。 

  続いて資料８、資料８においては、ゼロ歳から９歳の子供の数がゼロ人から２人の行政区

の状況、これをまとめてみました。63行政区のうち、17行政区がそれに該当し27パーセント、

子供の数をゼロ歳から４歳、ゼロ歳から９歳ではなくて、ゼロ歳から４歳で数えると43パー

セント、半分が子供の数が本当に少なくなってきています。 

  続いて資料９は、その中でも老川地区の戸数の少ない集落の状況についてまとめてみまし

た。ここがやはり子供の数がほとんどがゼロ人。それで15年、30年子供がいない集落、今後

もいつ子供がそこで集落にいるようになるのか、これも全く見通しが立たない状況です。そ

れで聞きますと、既に一部の集落の組の単位では、回覧板も回せないような状況のところが

あると聞いています。それは周りの方々が協力しながら何とかやっているんだけれども、や

はりうちを出て、じょうぼを出て隣に行くまでに100メートルとか離れちゃうと、やっぱり

年老いた方だけだと回覧板も回せないよという状況だそうです。 

  それで、改めてこの人口構成表を調べさせていただいて、本当に人口減少、少子高齢化が

深刻な状況であるということを痛感しました。特に、子供の数がゼロとか２人までの間の集

落については、大変厳しい状況であるということがわかりました。 

  このことを挙げて、人口減少は大多喜町全体で広がっていくんですけれども、特に直近で

すぐ影響を受けるのは、先ほど言いましたように、ゼロから２人の子供がいない、今後も生

まれそうもない、15年から30年も子供がいないという地区を、すぐ５年後、15年後には非常

な打撃を受けるんではなかろうかと思っています。このような現状をどのように認識してい

るのか、お聞きします。 

○議長（志関武良夫君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（西郡栄一君） ただいまの根本議員の一般質問にお答えさせていただきます。 

  まず初めに、すばらしい資料を作成していただきありがとうございます。 

  さて、町の人口につきましては、昭和29年の合併時１万8,379人を有しておりましたが、

平成27年４月１日現在の人口は9,896人と、４割以上減少しております。将来人口につきま

しては、このままで推移すると、10年後には8,005人、そして45年後には4,056人になるとい

う推計がされております。 

  このように、人口減少が進む中、ご質問のように人口が少ない行政区や、行政区の中の集
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落もありますし、行政区の活性化は必要なものだと認識をしているところでございます。 

○議長（志関武良夫君） １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） すみません。同じ認識を得られたことを、これからの審議、非常にや

りやすくなったと思っています。 

  それで、集落の振興について、多くの集落では高齢化が進んで担い手が不足し、荒廃地が

拡大し、有害獣が増加し、農業生産や定住が困難な状況になっています。特に、老川地区の

戸数の少ない集落は、大変厳しい状況だと思っています。そこで、私、老川地区の戸数の少

ない集落に行きまして、皆さんから話を聞かせていただきました。 

  皆さんは、大変地域には誇りを持っています。多くの集落は農業集落として形成され、独

自の歴史と文化を培ってきています。自分が生まれ育ったふるさとが、今大変厳しい、難し

い局面を迎えようとしていることについて、何とかしたい、しかし自分たちの力ではどうし

ようもできない現実に、本当に心配しています。最悪の事態になる前に、今ならまだ間に合

うではなかろうかと、みんなで協力して、行政と議会と住民とが協力して行動を起こせば、

今なら何とかなるんではなかろうかと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（西郡栄一君） ご質問のとおり、行政でできることは実施するべきだと思い

ます。 

○議長（志関武良夫君） １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） ありがとうございます。 

  続きまして、都市交流の継続性とＮＰＯ法人と町の連携について。都市との交流事業は３

月までは行政、農業体験推進室が中心だと思います。あと、地元住民、特に老川地区だとや

まびこセンター、ＮＰＯ法人が連携して行ってきたと思っております。 

  交流事業を通して、都市の住民と交流を図り、いろんな面で地域の活性化につながってき

ております。都市住民の移住・定住化、集落の振興に大いに役立っていると思われます。そ

のためには、１回きりじゃなくて、継続的に５年、10年、都市住民も１回だけ大多喜に来て、

じゃ大多喜に住もうという方はなかなかいらっしゃらない。やっぱり去年行ったからことし

また行ってみよう、また来年行ってみよう、そうすることによって地域住民とのいろんな信

頼関係ができたり、ここなら住めるなという思いをすることが、定住化につながるんではな

かろうかと思っています。 

  しかしながら、町も３月までは農業体験室があったんですけれども、ちょっとこれがなく



－98－ 

なってしまって、今までのように行政とＮＰＯ法人と地元住民の関係が、以前に比べて弱く

なったんではなかろうかと危惧しています。ＮＰＯ法人については、ことしに入っても７回

ほど、やまびこを中心とした地元住民と協力しながら交流事業を行っています。なぜ４月か

らは農業体験推進室がなくなってしまったんでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 総務課長。 

○総務課長（加曽利英男君） それでは、総務課のほうからお答えさせていただきますけれど

も、農業体験推進室でございますけれども、主にＮＰＯ法人と連携して、農業を体験するこ

とを通じて、本町への移住者の増加を図るために、平成24年度に産業振興課の組織として設

置をし、職員１名を配置しましたけれども、平成26年度末をもって廃止をいたしました。 

  この理由といたしましては、当初からＮＰＯ法人への移住者対策の委託は、３年を予定し

ておりましたので、昨年度でこの３年が経過したこと。また、これまでＮＰＯ法人と農業体

験推進室は、移住者対策に関連しさまざまな事業を実施してきましたけれども、今年度から

は移住者対策に専念してもらうということもありまして、農業体験推進室を廃止したもので

ございます。 

○議長（志関武良夫君） １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） では、農業体験推進室の事業というんですか、主に交流事業と思いま

すけれども、それはもう十分目的は達成されたと、もう必要ないんだという認識でなくなっ

たということですか。 

○議長（志関武良夫君） 総務課長。 

○総務課長（加曽利英男君） それは、先ほど議員さんの質問がありましたけれども、それは

すぐに、２年、３年、そういうものでできるものではないと思いますけれども、ただ、組織

というのは常に見直していくことも必要であると考えております。 

  先ほど小髙議員の質問にもございましたけれども、産業振興課に関しましては、平成26年

度と比べまして、今年度は１名職員が増になっております。農業体験推進室が分掌していた

事務、その事務も産業振興課で引き継ぐと。引き継ぐといいますか、事務分掌の見直しをし

て、その中で分掌でいうと農政係ですね、それが引き継いでいると。そういうような形にな

っておりますので、決してそれが十分で廃止をしたと、そういうことではございません。こ

れまで、農業体験推進室が行っていた事務も、産業振興課で引き継いでいるというふうに考

えております。 

○議長（志関武良夫君） １番根本年生君。 
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○１番（根本年生君） 少なくとも交流事業に関しては、農業体験推進室がなくなったことに

ついて、弱くなってきているんじゃないですか。それをもっと推進しようと思えば、これを

もっと発展的に解消して、新しい何か室とか何とかをつくれば別ですけれども、なくなって

しまったというから少なくとも下向きになってきているんじゃないですか。いかがですか。 

○議長（志関武良夫君） 町長。 

○町長（飯島勝美君） ＮＰＯ法人みらい塾につきましては、上治さんともいろいろお話もす

るんですが、とりあえず先ほど申しましたように、３年で一つの区切り事業として、時限的

に始めたところでございます。特に、この３年の中で、余りにも幅広く総花的になっている

ということと、そういうことで収拾がある程度つくのに非常に難しくなってきたと。そうい

うこともありまして、移住というところに絞ろうよということで、とりあえず今年度はやっ

ているところでございます。 

  特に、今、根本議員のご指摘のように、老川地区の地域住民またはやまびこ、その辺とは

十分連携をしているところでございますけれども、またことし１年の状況を見ながら、また、

ＮＰＯ法人といろいろ相談をしながら、じゃ次年度どうするかというのは、これから詰める

ところでございますが、とりあえず今年度は、まず何よりも総花的に広げたものをもうちょ

っとしっかりと、移住というところで１回焦点を絞ってやってみようということでやってき

たところでございまして、決してそれを絞るということではない。一つの目的を持って話を

しているところでございます。 

○議長（志関武良夫君） １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） では、とりあえず１年休んで、このことを真剣に考えてみようと、そ

れで来年については、もっとことしいろんな問題提起とかいろいろさせていただいて、来年

はもっと活性化させようと、この交流事業をですね、そういうことでよろしいんでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 町長。 

○町長（飯島勝美君） ことし１年の、また成果を見て、次年度どうするかというのは、また

これから利用者と相談して決めるところでございます。ある程度ことしは絞りましたんで、

特に老川地域に根を張って、ことしは活動しているようでございますので、その辺のことも

踏まえて、また相談をしていきたいと思っています。 

○議長（志関武良夫君） １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） 特に、老川の人たちにとっては、何かＮＰＯ法人さんが、何か契約を

まだ役場としていないというようなことで、非常に危惧しています。一生懸命やっているの
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に何で行政が少し、形的には農業体験室はなくなってしまったので、引いちゃっているよう

な形になっていますので、非常に危惧していますので、心配しています。それでなくても老

川地区は非常に人口減少が進んでいますので、その辺はぜひ考慮していただきたいと思いま

す。 

  それともう１点、今回、移住者に絞るということで、恐らく去年まではＮＰＯ法人さんの

ほうに交流事業等を通じて、大多喜町に移住したいんだけれども、相談があると、ＮＰＯ法

人さんのほうで、現地空き家、当然地元地域とＮＰＯ法人さんは密接な関係がありますから、

そこにみずから案内して、地主さんと交渉して、何かいろんなことをやってきたと。移住に

向けていろいろ相談に乗っていたと。 

  しかし、今までは役場と一緒に行動していた。農業体験室と一緒にやっていたということ

で、宅建法というんですか、不動産業の場合でいうと、町と一緒であれば宅建法にひっかか

らないんだけれども、町と関係なくなってきた団体が、そういったことをやると宅建法にひ

っかかってしまうと。ですからなかなか動きづらいんだよということで、ＮＰＯ法人さんの

ほうには当然今までやってきた事業の関係で、問い合わせがあると。それを自分のところで

はもうできないんで、役場のほうにその旨を連絡して、対処してもらっていると。ＮＰＯ法

人さんの話だと、ことしになって20件以上の問い合わせがあって、それについて町のほうに

こういった情報、人がいるんでということで、情報を流しているということです。 

  ＮＰＯ法人さんから情報が来たときに、行政側はどのように対応しているんでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（西郡栄一君） ＮＰＯ法人は、先ほど言われたように、いろいろな事業も行

っておりますし、あと、マスコミ等を通じた情報発信も多く、移住を希望する方からの問い

合わせも多くあるということで伺っております。 

  また、ＮＰＯ法人からは移住者の空き家の案内ですね。それと移住相談に関する依頼が町

のほうにあります。そして、その依頼があったときは案内業務と相談業務に、担当の職員が

対応しているところでございます。 

○議長（志関武良夫君） １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） 多分今までは、移住者の案内は上治さんと農業体験室があった時代に

は、その担当の職員とで現地に行っていたんじゃなかろうかと思います。今度はそういった

室もなくなってしまったし、上治さんも行かなくなってしまうと、そこで果たしてスムーズ

にいくんだろうかと。ただ紹介しただけで、そこに住んでもらうにはいろんな面でいろんな
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相談に乗って、本当に親切丁寧にやっていかないと、移住してくれるということはなかなか

難しいと思います。その辺はどうなんでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（西郡栄一君） ＮＰＯ法人さんは本当に親切にいろいろとご案内していただ

いているところだと思います。町のほうも決してそういう、なるべく親切なふうに対応する

ような形ではいるんですけれども、どうしても温度差というか、その辺は否めないところも

あるのかなというふうには思っておりますけれども、町としては町にもちろん来る方もいら

っしゃいますし、ＮＰＯ法人から依頼のある場合もありますので、それについては、職員で

なるべく丁寧にご案内するような形を、今推進しているところでございます。 

○議長（志関武良夫君） 一般質問中ですが、ちょっと皆さんにご連絡申し上げます。 

  間もなく５時になりますが、議事の都合により、会議時間を延長したいと思います。よろ

しいでしょうか。異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） ありがとうございます。会議延長することに決定します。 

  どうぞ、１番根本年生君。 

○１番（根本年生君） ぜひ、ＮＰＯ法人、行政、地元住民、本当に協力し合って、本当に過

疎化の解消に向けて頑張ってもらいたいと思います。 

  次にいきます。 

  集落が抱えている諸問題について。集落が現在抱えている諸問題はどのようなものがある

のかなと、いろいろ本を見ながら、これ全国町村会で出している、都市農村共生社会の創造、

田園回帰の時代を迎えてという、こういった本もありましたので、これ等を参考にして考え

てみました。 

  そこに列記してあるようなことが考えられると思います。それ以外にもたくさんあると思

うが、いかがでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（西郡栄一君） その地区に住んでいる人、それぞれでやはり内容は異なると

思いますけれども、生活基盤、産業基盤、自然環境、災害、地域文化、景観、住民生活等で

多くの問題はあるだろうというふうに思っております。 

○議長（志関武良夫君） １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） それでこれを考えているうちに、集落の問題を考えていたんだけれど
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も、これは集落だけの問題ではなくて、大多喜町全体が抱えている問題であるという認識を

発見というんですかね、改めて強く感じました。だから集落問題を解決すれば、大多喜町全

体の解決につながるのではなかろうかと思っています。 

  ここに列記した、幾つあるかわからないけれども、このうち、多分集落によっては、これ

なら何とかなるよと、買い物の弱者対策、これなら今のところ何とかなるんじゃないのかと

か、空き家の件、これはまだうちは空き家が少ないから何とかこれはなるんじゃなかろうか

とか、あと、いろいろ地区によって、全部は一挙には解決できないだろうけれども、１つで

も２つでも、今なら何とかなるんじゃないかということが、集落によってあると思うんです

よ。 

  いろんな問題もそうですけれども、10ある問題を一気に解決しようと思ってもなかなかで

きないんで、どんどん悩んでいっちゃうんだけれども、10あるうち１つでも解決、いい方向

に向かっていくことができれば、本当に元気が出るんですよね。だから、こういったことを

その地区で、集落でできること、今なら、これなら何とかなるというものを探し出して、み

んなで協力してやっていくということが必要ではなかろうかと思われます。 

  それで、また次にいきますけれども、最も懸念されるのは、人口減少、少子高齢化によっ

て、集落の機能が脆弱し、集落の人々がその地域に住むことについて誇りを持てなくなって

くる。集落を何とかしようという意欲、主体性が弱まってきちゃうと、これは何もできなく

なってきちゃうと思うんですよ。その前に、みんなで何とかしたい。 

  縮小社会、多分人口がふえるということはなかなか難しいでしょう。減っていく中で、何

とか皆さんが安心して暮らせるようなことを見つけていく。それが行政の責任なんじゃない

でしょうか。当然、集落の住民も自分自身の対策を明らかにしていくことが大事です。住民

が主体であることは変わりません。そのためには、住民と行政が連携することが極めて大事

です。 

  人口構成表が示しているように、60代、70代がどこの集落も多いんです。団塊の世代と言

われるところですね。今、その人たちが頑張っているから何とか集落の維持を果たしている。

こういう方が多いと思います。しかしその人たちが５年、10年たって、言っては申しわけな

いけれども、後期高齢者とかになってきたときに、果たしてできるんだろうかと。60代以下

の人は本当に少なくなってきているんです。ですから、今なら行政と議会と住民が一致協力

して、この危機を乗り越えられるんじゃないかと思っています。そういった可能性が今なら

あるんじゃなかろうかと思っています。いかがでしょうか。 
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○議長（志関武良夫君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（西郡栄一君） 議員さんのおっしゃるとおりだというふうに思います。 

○議長（志関武良夫君） １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） ありがとうございます。 

  ぜひみんなで協力してやっていきたいと思います。 

  それで、あと次に、またこれも考えてみた、こういった本を参考にですけれども、考えて

みました。行政と集落住民が共同で集落問題を取り組むためのそれぞれの課題について。 

  まず、集落住民の取り組む課題、こういったことができたらいいなということを考えてみ

ました。まず、伝統的な集落運営を改めて、最近は少なくなってきているのかなと思います

けれども、発想の転換を図ることが必要ではなかろうかと。 

  次に、区長とか首長とか、さまざまな組織が、やっぱり男性中心になっていると思います。

やはり女性の登用、女性の知恵や感性、本当に女性は各地区に行っても頑張っています。女

性というのは本当に横のつながりというんですか、仲間意識が非常に強いものがあるんじゃ

なかろうかと思っています。 

  ですから、本当に女性を組み込む。あとＩターン、Ｕターンの人たちの考え方を尊重する。

それと住民一人一人が健康状態に留意して、いつまでも元気でいられるようにして、地域の

一員として行動するようにする。そのほかに書いてあります。あと集落外にいる出身者を準

構成員と位置づけて協力を求める。こういったことも必要ではなかろうかと思います。 

  次に、行政が取り組む課題について考えてみました。自然環境は公益性があるんで、その

維持に努める。住民が安心して暮らすことを支援する。空き家対策、近隣集落、これは遠く

のということではなくて、すぐ隣の集落、単独で集落は維持機能が難しくなってくれば、隣

の集落と連携することも必要だと思います。 

  あと、集落人口は先ほど言いましたように、住民が一義的には主体的に取り組むんだけれ

ども、その取り組みに対して行政が人的・財政的に支援を積極的に行う。あと、職員の採用

に当たっては、地域活動の実績も含めて評価する。採用する人がテストというんですか、問

題とかそういったのは解決能力はあるけれども、それはそれとしてすばらしいんだけれども、

そのほかにもう一つ、地域の活動に対していろんな面で協力してきたか。過去に実績がある。

その人は申しわけないですが、ちょっと点数では優秀な人に負けるかもわからないけれども、

地域の活動には本当に一生懸命やる。そういった方もたくさんいらっしゃると思うので、そ

ういった方を今度職員の採用の面で、多少考慮したらいいんじゃなかろうかと思います。 



－104－ 

  あと、地域担当制ですね、職員の。こういった形、こればかりじゃないと思いますけれど

も、こういった形をつくって、地域と密接にかかわって、今まで前に述べたいろんな諸問題、

今後解決しなければいけない問題、これを地域の課題を住民とともに研究・調査する。住民

の方は何してくれというのはなかなか言いづらい。特に大多喜町の町民の方は、何か協力し

てくれと言えば一生懸命やってくれるんだけれども、なかなか自分から率先してこうしてく

れ、ああしてくれという方は少ないんじゃなかろうかと。それが大多喜町のいいところでも、

協力性というんですかね、あると思いますので、そこに皆さんがデスクワークもいいと思い

ますけれども、積極的に地域に出かけていって、住民の声を聞く、住民とともにいろんな悩

みを研究・調査する。何も地域担当制だからということで、これは職務で行くわけですから、

私が考えるに、盆踊りの人が足りないから手伝ってくれとか、草刈りの人がいないから一緒

にやってくれとか、そういったことは私はやらなくてもいいんじゃなかろうかと思っている

んですよ。 

  自分１人が出かけて１人ふやすより、いろんなことを住民と調査・研究して、２人でも３

人でも多く、地域の住民の方に参加してもらう。恐らく地域住民の方でも地域の事業に参加

していらっしゃらない方も何人かいるんじゃないですかね。そういった方々を一緒になって

参加させるような調査・協力する。そういった姿勢が大事で、町民の意見を聞いて、行政も

仲間なんだから一緒に行動するよと、そういった姿勢が必要ではなかろうかと思います。い

かがでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（西郡栄一君） それでは、初めに集落住民の取り組む課題ということでござ

いますけれども、これにつきましては、議員さんがお話しされたような課題が主なものでは

ないかなというふうに思っております。 

  それと、行政が取り組むべき課題についてでございますが、職員採用での評価、あるいは

職員の勤務環境、職員の地域担当制など、これはもう少し検討しなければならない問題もあ

るようにも感じますけれども、住民が主体的に取り組み、町が支援を行うことは必要なこと

だと考えております。 

○議長（志関武良夫君） １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） ですから、地域担当制については、大多喜町に合った、これは調べて

みるといろんな形で地域担当制をしいています。100町村があれば同じ地域担当制をしいて

いるところはないような気がします。ですから、大多喜町に合った何か体制をつくれればい
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いのかなと。先ほど前のいろいろな議員さんの一般質問の中で、直接何か、各課長さんも集

落に出かけていって、住民と積極的に話し合うと、そういった姿勢も伺いましたので、それ

もあわせて一緒に取り組んでいただけたらなと思います。 

  続きまして、最後、これで最後が私は一番言いたかったところなんですけれども、仮称集

落支援条例を制定すること。これは、去年議会で視察に行きました飯綱町、そこで去年、26

年度ですかね、議員発議で立ち上がった条例です。要は、町長、議員は選挙で交代してしま

うと、そうすると変われば何もやらないよということになりかねませんので、条例をつくっ

て、10年、20年、長期にわたって計画的、持続的に行う必要があると。それには、条例をつ

くってやるんだよという姿勢をとらないと継続性がないんじゃなかろうかと。 

  地域は、地域のことは地域で守るという地域住民が主体となり、行政と住民が共同で行う

という形の条例を制定する必要があると思います。条例化されるということは、行政、議会

の責任、役割も一層重大になってきます。住民の意見の多様化により、全ての住民の意見を

実現することは難しいでしょう。ですから、こういった行政と住民が一体となってやるよと

いうような形の支援の条例をつくって、その中で住民と積極的に話し合う。行政もできない

ものはできないと言う、住民に説明する、しかし、住民がこれはできるんではなかろうかと

いうことは行政と一緒に協力して、やれるものはすぐにでもやる。そういった形が必要なん

ではないでしょうか。 

  集落支援は多くの住民が望んでいると思います。現在作成中の総合戦略推進会議、総合計

画の中に、ぜひこの内容を取り入れて、条例の制定をしていただきたいと思いますけれども、

いかがでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（西郡栄一君） 条例は、住民の権利、義務について定めるというようなもの

が主なものだと思いますけれども、この集落支援の問題につきましては、この集落という定

義をどのように定めるか、非常に難しさがあるのではないかなというふうに考えております。

その実効性をいかに保つかが重要で、町と各地区で気軽に話ができたり、相談できたりする

ことが一番大切なことだと思っております。 

  議員さんのおっしゃるとおり、集落を取り巻く環境は、人口の減少、流出、高齢化が進み、

ますます厳しくなっているものの、生活関連道の整備、自家用車の普及などから、集落等移

転事業や集落の再編成に取り組むまでには至っておりません。地域住民や地域活動団体等、

さまざまな主体と行政が連携した取り組みを展開するための働きかけが必要だと思います。
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地域の区長さんや関係団体の皆様などにご意見を伺い、どのような形の支援が町としてでき

るか、模索していきたいと思います。 

  また、総合戦略につきましては、まち・ひと・しごと創生法に基づくもので、その施策に

より仕事をつくり、人がふえるのであれば取り入れることは可能だと思いますし、空き家対

策事業などは、まさに該当するのではないかなというふうに思っております。 

  総合計画につきましては、本町の総合的な振興、発展を目的とした、町の最上位の計画で、

地方自治、行政運営、産業、経済、生活基盤、社会環境、教育文化、健康福祉に基本目標を

定めた計画になりますので、集落のそれぞれの問題ごとに施策項目で区分するようになると

考えております。 

○議長（志関武良夫君） １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） 今、課長の答弁は、申しわけないですけれども、何回もやりますよや

りますよということで聞いているんだけれども、要は、町長も言うように、これからは協働

の時代ですよと。行政だけでは物事は運ばないというのは、これは本当に皆さんよくわかっ

ていると思うんですよ。人的にも財政的にも難しいということは、住民と協働で何かをやっ

ていくしか、大多喜町の発展はないんです。それには、やはり条例とかつくって、後戻りで

きない、必ずやるんだという姿勢がないと、今課長からは前向きな答弁をいただいたけれど

も、じゃ来年やるの、再来年やるの。進みますか、進まないんじゃないですか。非常に危惧

しています。 

  さっき言いましたように、今は何とか皆さん一生懸命やって保っているんです。５年、10

年たったら本当に大変なことになるんじゃなかろうかと。ですから、ここは思い切って条例

をつくって、条例の中で具体的に何をやれということは書く必要ないと思いますよ。要は町

民と行政が協力し合って、集落問題について取り組むんだと。取り組まなければならないと

いうことを、住民にも認識させる。行政も認識する。議会も認識する。そういった形をとっ

ていかないと、先に進まないんじゃないかということで言っています。いかがでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（西郡栄一君） いかにその実効性を持たせるか、いわば地域に入ってそうい

うことができるかということだと思います。 

  先ほど来お話のあるように、これから人口が減ってくる中で、職員数も減少してきて、な

おかつ皆さんの要望がふえてくる中で、やはり職員は非常に厳しいものがございます。これ

は現状としてはもう事実でございまして、この後、そういう地域に入っていくに当たって、
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どのように入っていったらいいのかというような問題は、やっぱり十分検討してからでない

と、例えば職員がそのまま入っていくとなると、今の仕事プラスアルファの仕事になります

ので、この辺は非常に厳しい問題もあろうかと思います。 

  今、一つ考えておりますのは、この空き家とか、やはり十分に活用していかなくちゃいけ

ないということでも考えております。これはこの前、各地区の区長会長さんにもその旨をお

願いしたところでございます。その後、総合戦略会議の中で、いろいろな案を、うちのほう

でも出させていただきました。 

  そういう中で、どういう形がいいかというのはまだあれなんですけれども、地域おこし協

力隊という制度なんかもございます。そういう制度だとか、使いながら、地域おこし協力隊、

例えば隊員が来るとした場合に、やはり空き家がないと来られない。住む場所を確保しなく

ちゃいけないというのが一つの問題になりますので、その辺が住む問題が解決できて、そし

て地域で何かができるのであれば、そういったものにも対処できるんじゃないかなというこ

とで、今回、あえて総合戦略のほうに加えさせていただいております。 

  また、ほかにも集落支援員制度というのもございますので、そういう中で一体的にできる

ような形、あるいは老川地区だとかいろいろなところもあるんですけれども、いろいろな団

体がございます。そういった団体との協議というのは比較的簡単にできるのかなというふう

にも考えておりますので、今すぐに地域に行けというと、仕事の都合でなかなか行けないこ

とも多いかと思いますけれども、そういう中で少しずつ、やはり行政が地域との連携を強め

ていくというような方向性は、これからも、どういう形かははっきりとあれですけれども、

何かしらの形で町のほうが地域に入っていく必要は十分あるんだろうなというふうに考えて

おります。 

○議長（志関武良夫君） １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） 今、空き家のことが出たので、住民の方がなかなか貸してくれないと。

そこにはいきなり行って貸してくれといってもなかなか貸してくれる人はいないんじゃなか

ろうかと。そこに、やっぱり行政と町民との信頼関係を築く、町のためにどうしても必要な

んだよと、それについていきなり町でそう説明しても何もできないので、こういったふうに

行政が地域の問題について真剣に考えているんだよと、そういったことを行うことによって、

地域との信頼関係ができれば、そこに、じゃ町のためなら空き家を貸してもいいんじゃない

の、町の活性化のためにぜひこれをほかに人に貸してもらいたいという、信頼関係がまずな

いと、いきなり行っても誰も貸してくれない。そのように思います。 
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  高速バス、この間走らせる、これも大変いいことだと思います。ぜひ町の活性化のために

必要だと思います。それにふるさと納税を使うと、それもいいと思います。しかし本来のふ

るさと納税の目的は、そういった目的で金を出しているかどうかは別にして、今まで生まれ

育った地域が、自分が巣立っちゃった後に、大変な状況になっているから、そこにふるさと

納税して、地域の活性化のために使ってくださいということで寄附してもらうというのが本

来の姿だと思うんです。 

  ですから、集落支援をすることに、そんなに多額の費用はかからないと思います。何も集

落支援のためにお金出せというような、青年館を直すから金出せとか、そういったことでは

ないんです、私が言っているのは。要は地域の活性化のために、調査、研究するために必要

なお金を、お互いに考えて出す。要はさっき言ったソフト事業、今ソフト事業とかって盛ん

にやっていますよね。そういったことで何かお金が出せないのかなと。当然青年館とかって

ほかの補助金でも出ていますしね。 

  飯綱町でも実は条例ができたきっかけは、前町長が公約のときに、各集落に、何だか50万

だか100万だか配りますよといって当選したんだそうですね。それを配ったんだけれども、

要はそれがばらまきで、皆さんそれでもって何をやったかというと、青年館の屋根を直した

とか、何かほかのものを直したということで、それはほかの補助金でも出せるものを、わざ

わざそれで使っちゃっているような状況だと。それではいけないんだということで、この集

落支援条例をつくって、明確に金の、支援をするに当たってのお金の使い道とか、その辺を

明確にして、それでお互いに協力し合っていくという形で、この集落支援条例ができたとい

うふうに聞いています。 

  先ほど、子供の数も大変少なくなってきます。子供の数を見るより、あと家庭数でまた見

ると、子供は100人いても家庭数で見ると６割から７割ぐらいなんですよね。100人いるから

って100戸のうちに子供がいるかというとそうじゃないんですよ。一つの家庭には２人とか

３人子供がいますから、そうすると戸数で見ると本当に少ないんです。ですから、今子供が

仮に１軒のうちに３人いるからといって、３人だなといって喜んでいると、何かの拍子にど

こかへ出ちゃえば、そこの集落はゼロになっちゃうわけですよ。だからそういったことがな

いように、町も支援しているんだから、なるべく地域に残ってくれよとか、そういったこと

をやっていかないと、どうなるでしょうか、非常に心配です。町長どうでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 町長。 

○町長（飯島勝美君） 条例をつくる、つくらないというよりも、どういう形でそれを運用し
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ていくかということだと思うんですね。ですから、要は実効性のあるものということですよ

ね。 

  ですから、先ほど申しましたように、総合計画の中に組み込むことも一つの要素であろう

かと思いますが、何よりもやっぱり、きょうの議会の中でも質問もありましたように、そう

いう世話人というんですかね、そういう方がやっぱり必要なんだと思います。そういう方が

どんどん調整をしながら、そこに費用ですね。調査研究費用は別にそういうものはなくたっ

て、出すことは全く問題ありませんので、その事業を進めるという上では全く問題ないと思

いますので、どうやってそういうところにたどりつけるかということの話だと思いますので、

むしろそこに介在するのは、きょうの議会を通じて見ますと、やはり人ということに、何か

キーワードがあるような気がいたします。 

○議長（志関武良夫君） １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） やらなくちゃいけないことはわかっている。だから条例をつくるとい

ったら公表するわけですから、必ず行政は集落を支援するんだよ。集落の人たちも集落の維

持のために協力するんだよと。そういうことを明確にすることによって、自覚ができてきて、

動き出すんではなかろうかと思っています。 

  ここにご出席の中にも、本当に過疎化に悩んでいる地区の課長さんたちもたくさんいると

思います。もしよければその人たちの意見を聞かせていただければ。副町長、どうですか。

副町長のところも、もう何十年も子供がいなくて、これから先大変なことになるんじゃない

ですか。 

○議長（志関武良夫君） 副町長。 

○副町長（鈴木朋美君） 私のところに回ってきましたので、この前根本さんこの資料をつく

られるときに、私のところにも来ていただいたんですけれども、確かに私のところも、もと

もとは17戸ぐらい戸数があったんですけれども、今は11戸になってしまいました。子供がも

ういないと、高校生以下誰もいません。 

  ということで、今、集落の人口が27人で、高齢者、私もあと２年後高齢者の仲間入りする

んですけれども、高齢者が14人います。率でいいますと約52パーセントぐらいの率になると

思いますけれども、本当に私どもの集落も、ですからいわゆる集落でやる作業、草刈り作業

とか、そういったものも、もう女性の方だけのうちの方もいらっしゃいますし、空き家もあ

りますので、私もできる限り空き家に誰か住んでくれないかなということで、たまに電話は

しているんですけれども、貸してくれないかということで電話するんですけれども、出てく
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れないので困っているんですけれども、根本さんが言ってる、この条例につきましては、あ

えて条例をつくったからどうこうじゃなくて、今言ったように積極的な、相互に話し合いを

しながら、こういうものから支援してくれないかとか、住民から直接行政側に話していただ

き、これは区長さんたちが情報をくれますし、それに対して町は、そのことに対して積極的

に支援していくというようなことをやっていけば、あえて条例をつくらなくてもやっていけ

るのかなと、私自身はそう思います。 

○議長（志関武良夫君） １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） まだ時間がありそうなので、加曽利課長、老川で粟又で大変だと思い

ますよ。 

○議長（志関武良夫君） 総務課長。 

○総務課長（加曽利英男君） 私も老川地区で、本当に少ないところであれなんですけれども、

私見ですけれども、うちのほうは比較的後継者というか、20代の方が比較的いるんじゃない

かと思うんですね。いるんじゃないかと思うんですが、ただそれがいずれもみんな独身です

ね。30にはならないので、そんなに年齢的に高いというわけではないんですが、20代から30

未満の方が結構いるのかなという気がします。 

  その原因といいますか、いろいろ考えてみると、今は景気も持ち直してきているようです

けれども、ちょっと景気の悪い時期がございましたよね。そういうときに逆に都会に出るの

をためらっているのかなという気がします。ただ、独居の方も、高齢者の方もふえてきてい

るのは事実です。 

  それが全く率直な意見ですが、あと、条例のほうは、副町長も今答弁がありましたが、私

も飯綱町のを見てみたんですけれども、その中に町の責務とか基本的な指針というのが書か

れておりますけれども、これは議会で言えば議会基本条例のようなものですかね。集落支援

の基本条例ですから、議会では議会の基本条例、町で言えば集落振興のための憲法になるよ

うなものなんでしょうけれども、ただ、いずれも書かれていることは町の責務、あと指針に

つきましても、先ほど副町長の答弁であったように、これがなければできないということで

はなくて、運用の中でといいますか、その中でやっていけるのかなという気もいたします。 

  ただ、それを憲法として定めるんだということであれば、また別ですけれども、ただこれ

がなくても支援はしていける。要は当たり前のことを書かれているのかなという気はいたし

ます。 

  以上です。 
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○議長（志関武良夫君） １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） 今、条例については非常に否定的な意見だったんですけれども、先ほ

ど言ったように、これやるやるといって、恐らくできるんでしょうか。課長さんたちもかわ

る、申しわけないが町長も選挙でかわる、議員もかわる、じゃ継続性がないじゃないですか。

町長がかわったら、議員がかわったら、執行部の皆さんがかわったら、行政の支援は行えな

いんだよということになりかねませんよね。１年、２年で集落が活性化するとはとても思え

ません。10年、20年、30年、継続的にやっていかないと。ちょっと気を緩めればすぐまたも

とに戻ってしまう。これは、思い切って条例化して、お互いに行政と議会が責任を持って、

集落の支援に当たるという覚悟が必要なんじゃないでしょうか。 

  本当にこのままいくと、大多喜町、さっき人口の予測がありましたけれども、10年後

8,000人と出ていますけれども、これよりはるかに速いスピードで来ていますよね。10年間

で2,000人減る。毎年200人減るんだけれども、調べてみましたら、26年４月１日のこれ、１

万124人だと思います、ここに書かれている資料。現在幾らかというと9,800人ですよ。とい

うことは、約300人減っているんですよ。ということは、単純計算して10年後7,000人ですよ。

毎年200人減るというスピードで想定しているけれども、今300人。じゃ来年もっとどんどん

加速していきますよ。6,000人ぐらいになっちゃうかもわからない。どうするんですか。 

  今すぐ条例をつくって、みんなで一緒に支援するという決意を固めて、住民とともにやっ

ていく。難しい問題だから何とかならないかもわからない。しかし努力することが大切なん

じゃないでしょうか。努力すれば、必ずいい町になると思って確信しています。 

  以上で終わります。 

○議長（志関武良夫君） 根本年生君の一般質問を終わります。 

  ここで10分間の休憩をとります。45分の開会といたします。 

（午後 ５時３２分） 

───────────────────────────────────────────────── 

○議長（志関武良夫君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ５時４２分） 

───────────────────────────────────────────────── 

◇ 吉 野 僖 一 君 

○議長（志関武良夫君） 一般質問を続けます。 

  ９番吉野僖一君。 
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○９番（吉野僖一君） 議長さんのお許しをいただきましたので、きょうの一般質問、最後を

やりますので、よろしくお願いします。 

  通告どおり、１番目、大多喜町地域公共交通活性化協議会進捗経過について質問します。 

  第１回が、この会議は平成27年３月25日に行われました。その後の会議については公開さ

れていない理由は何か。初めのときは、議員さん３名、メンバーでほかの人は傍聴はオーケ

ーということで、第１回目傍聴に行きましたけれども、その後の経過が全然わからないんで、

６月11日にやったようなあれもちょっとあるんだけれども。 

  また、地域公共交通活性化計画の町の基本姿勢についての考えはどうか、伺いたい。さき

に東京直通の高速バスのあれを聞いておりますけれども、ほかにもいろいろとあると思いま

すが、よろしくお願いします。 

○議長（志関武良夫君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（西郡栄一君） ただいまの吉野議員の一般質問にお答えさせていただきます。 

  大多喜町地域公共交通活性化協議会は、第１回の会議を平成27年３月25日に開催し、地域

公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づく協議会が設立されました。この協議会は、

住民、公共交通機関の事業者、道路管理者、港湾委員会等の関係者により構成されるもので、

法定協議会と呼ばれております。 

  この法定協議会は、地方自治法上の町の附属機関でありませんので、この協議会において、

規約、財務規定、事務局規定、会議運営規定、事業計画、予算を定め、その規定の中で会議

の傍聴について定められたものでございます。このため、次の６月11日に開催されました、

平成27年度に入って第１回の会議から多くの皆さんに傍聴していただいたところでございま

す。 

  その後の経緯につきましては、７月10日にプロポーザルを実施し、地域公共交通網形成計

画策定業務の事業者としてランドブレイン株式会社に決定し、これから町民アンケートを実

施しようとしているところでございます。なお、協議会の次回の会議については未定でござ

いますが、日時等決定しましたら、町のホームページ等により周知させていただく予定でお

ります。 

  なお、この協議会では、今年度中に大多喜町の地域公共交通網形成計画の策定を実施する

予定でおります。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） ９番吉野僖一君。 
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○９番（吉野僖一君） ありがとうございます。 

  これは初めの説明を聞きますと、来年の３月25日まででこれは解散ということですか。そ

の間何回会議を開く予定でおりますか。 

○議長（志関武良夫君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（西郡栄一君） この会議は、今年度については交通網形成計画というものを

定めるということでやっておりますけれども、また来年度になれば来年度で再編実施計画と

いうものをつくっていかなければならないということになります。その後、検証もこの協議

会の中で検証していくような形になろうかと思いますので、今年度いっぱいで終わりになる

とかという協議会ではないということでご理解いただければと思います。 

○議長（志関武良夫君） ９番吉野僖一君。 

○９番（吉野僖一君） 一応、議会から３人、たしか議長さん初め各委員長さん３名がメンバ

ーだと思うんですけれども、一般議員も資料をできるだけ、一応傍聴できるようなあれにし

てくれば、またいいかと思いますので、その辺はよろしくお願いしたいと思います。いいで

すか。 

○議長（志関武良夫君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（西郡栄一君） ことしになってからの会議については傍聴はできるというこ

とになっておりますので、その辺はまたご連絡はさせていただくというか、ホームページで

も当然のように公表しておりますし、もしお時間の都合があるんであれば、皆さんにも傍聴

していただきたいなというふうに考えております。 

○議長（志関武良夫君） ９番吉野僖一君。 

○９番（吉野僖一君） できましたら資料も、ほかの議員さんもまちづくりで関心を持ってい

るんで、一応資料も配付していただければ一番いいかなと思います。よろしく。この件につ

いてはこれで終わりにします。 

  続きまして、２番目の大多喜町総合戦略推進会議の進捗経過と目的についてお伺いします。 

○議長（志関武良夫君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（西郡栄一君） 大多喜町総合戦略推進会議につきましては、７月23日に第１

回の会議を開催させていただきました。総合戦略は行政だけの計画ではなく、広く産官学金

労言との連携が求められておりますので、総合戦略推進会議には各団体からの代表者に加え、

議会からも議長と両委員長に委員としてご協力をいただいております。 

  また、予算につきましては、平成27年第１回議会３月会議において、町の地方創生先行型
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交付金事業として11事業、3,670万2,000円と、土地利用計画図策定事業として5,360万円を

合わせ、地方創生総合戦略関連事業として9,030万2,000円の歳出補正予算案を上程させてい

ただき可決いただきました。 

  町の地方創生先行型交付金事業の概要、予算につきましては、町のホームページ等で公表

している実施計画書のとおりでございますので、ご了承いただければと思います。なお、こ

の地方創生につきましては、多くの町民の皆様に知っていただきたいことから、第１回会議

において、委員の皆様にご了解をいただき、会議の傍聴が認められているものでございます。

この会議につきましては、今後も会議の傍聴が可能となりますので、また会議が決まりまし

たら、ホームページ等で周知していきたいというふうに考えております。 

○議長（志関武良夫君） ９番吉野僖一君。 

○９番（吉野僖一君） 今、課長さんからるる説明がございました。これが７月23日に第１回

ですか、ありまして、２回目が８月28日、これは傍聴オーケーということで、私も傍聴させ

ていただきました。なかなか議員さん全部が傍聴できなかったので、できましたら大分資料

が残っておりましたら、各議員さんにその資料、すごいプランニングなので、これはやはり

議員の皆さんも知っておかなくちゃいけないと思うので、できましたらその資料の配付もお

願いしたい。 

○議長（志関武良夫君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（西郡栄一君） 資料のほうは、多分お渡ししているとは思うんですけれども、

もしないようでしたら、企画課のほうから皆様のほうにお配りしたいと思っております。 

○議長（志関武良夫君） ９番吉野僖一君。 

○９番（吉野僖一君） よろしくお願いします。 

  全てこれ、皆さんのまちづくりというか、町長の言う協働のまちづくりということで、皆

さんでともども話を進めなくちゃいけないと思いますので、よろしく今後ともお願いしたい

と思います。 

  ３つ目に入ります。いすみ鉄道の今後についてお伺いします。 

  昨年の秋に県の知事の依頼によりまして、台湾の旅博覧会での大多喜甲冑会の人気にあや

かって、いすみ鉄道と集集線との姉妹鉄道締結にいたりました。また、ことしの７月に飯島

町長を先頭に台湾の集集鎮友好親善訪問に行ってこられました。成果と両町と両線の今後の

政策対応についてお伺いいたします。 

○議長（志関武良夫君） 企画財政課長。 
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○企画財政課長（西郡栄一君） いすみ鉄道と集集線との姉妹鉄道につきましては、昨年10月

に台北駅の台湾鉄路管理局において締結式が行われ、町からは鈴木副町長と国際交流協会の

高梨会長が出席しております。日程が千葉県知事のトップセールスと同じで、県からの依頼

により手づくり甲冑隊の皆様にも参加ご協力をいただいたところでございます。そして、締

結式終了後、いすみ鉄道関係者と町関係者により、集集線に乗車し、集集駅の集集鎮で交流

会が開催され、相互に交流を図ることができたと伺っております。 

  いすみ鉄道と集集線の姉妹鉄道の締結は、話題性はありますが、共通で使用できる乗車券

だけなので、この締結だけで両鉄道に十分な経済的効果があるとは思われません。このため、

本社のある大多喜町として、昨年の姉妹鉄道の締結時に歓迎を受けました集集鎮とさらに交

流を深めることにより、また、大多喜町の情報発信を行うため、飯島町長の表敬訪問につな

がったものでございます。 

  この表敬訪問では、町の情報を発信するとともに、お城まつり、もみじまつり等へ来町さ

れることの依頼と、大多喜町国際交流協会で訪問する予定などをお伝えしております。この

成果は、お城まつりに鎮長等の来町が予定されていることなどがありますが、今回の訪問は

町の日台関係のスタートとして、今後も交流を深められるようにすることが望ましいと考え

ております。 

  今後の政策につきましては、受け入れ体制の充実を図るということと、夷隅郡市での広域

連携を推進することが非常に大切なんではないかなというふうに思っております。この連携

の中で、いすみ鉄道の利用者が少しでも増加できればよいのではないかなというふうに考え

ております。 

○議長（志関武良夫君） ９番吉野僖一君。 

○９番（吉野僖一君） ありがとうございました。 

  大いに期待したいと思います。 

  なかなか少子高齢化でいすみ鉄道の運営も定期券の購入も少ないし、役場の職員さんもマ

イカーで今通勤している。一時は存続ということで、いすみ鉄道で通勤ということを職員に

もお願いした経緯があるので、本当に少子高齢化で経営も大変だと思いますので、そういう

観光面で今頑張っていることと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

  続きまして、２の少子高齢化と車社会の時代で、通勤・通学の定期券の売り上げが少なく

なってきて、営業的には厳しい時代に、現社長みずから陣頭指揮で観光列車の数々のイベン

ト列車で頑張っておりますが、今後の先の対応と対策についてお伺いします。 
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○議長（志関武良夫君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（西郡栄一君） いすみ鉄道につきましては、通勤・通学者が減少している厳

しい状況の中、観光鉄道として多くの観光客を誘致したり、マスコミに報道されたり、地域

に対する貢献度は非常に高いものと評価しております。しかしながら、経営状況は非常に厳

しく、平成25年度には上部損益で2,766万7,000円の赤字となり、長期収支見込みの見直しを

実施しましたが、平成26年度決算ではさらに上部損益の赤字は増加し、4,535万円の赤字と

なったものでございます。 

  いすみ鉄道の運行は、いすみ鉄道再生委員会の長期収支見込みに基づき、平成31年度まで

は運行することとなっておりますが、このまま上部損益の赤字が解消しない場合は、最大の

出資者である千葉県とは存廃を前提とした協議をせざるを得ない状況だと、危機感を持って

おります。県が事務局のいすみ鉄道活性化委員会で見直しを現在実施しておりますが、町と

しても存続に向けて赤字の原因は何か、各種イベントの収支はどうなっているのか、ほかの

支出の削減はできないのかを、しっかりと確認する予定でおります。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） ９番吉野僖一君。 

○９番（吉野僖一君） 一般質問に書いてありませんけれども、ちょっとよろしいでしょうか、

関連があるので。 

  実は、鳥塚さん今頑張ってやっていますけれども、そういう赤字、数字的なことで町長さ

んも頭が痛いところだと思うんですが、仮に、大多喜高校の生徒も激減していますし、いす

み鉄道ともども今後の対応というか、ちょっと先のことを言って申しわけないんだけれども、

鳥塚さんの後のことを町長さんはどのように思っておるか、ちょっとお聞きできればと思う

んですが。 

○議長（志関武良夫君） 町長。 

○町長（飯島勝美君） まだ、現社長は任期が３月までなんですね。要するに２年任期ですか

ら。ことしがちょうど６年目ということになります。しかしながら、そういう役職につきま

しては、取締役会で決定することになるわけでございます。ただ、どちらにいたしましても、

取締役会におきましても、現状の赤字が続けていくときに最終的には県、２市２町の負担を

強いられることは間違いないわけでございます。 

  そういうことで、今後の推移を見守りながら、まず赤字をどうやって、課長の答弁にもあ

りましたけれども、どうやって減らしていくか、その原因は何か。そういったことを今慎重
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に調べているところでございまして、これからその対策についてやるところでございますが、

この先につきましては、まだまだ調査の段階でございます。進んでいるところもございます

けれども、調査中のものでございますので、先行きについてはまだ申し述べられませんけれ

ども、何らかの手を打たなければならないなというところだけは確かでございます。 

○議長（志関武良夫君） ９番吉野僖一君。 

○９番（吉野僖一君） 本当に誰がやってもこれは大変なことだと思うんですよね。私も上総

中野、始発駅、小湊線も始発、木原線はいまいすみ鉄道ですけれども、始発駅で地元中野で

育ってきました。昔は貨車便とかあって、駅員もいっぱいいて、中野の商店街とか青年団と

か局とか、いろんな野球チームがいっぱいあったぐらいの活気があったんですけれども、や

はりこの人口減というのが一番のあれでもって、えらい厳しい現況ですよね。 

  今、私も前回の副議長でいすみ鉄道友の会の会長ということで、いろいろいろんな人の意

見を聞いていたんですけれども、中には、たまたま小湊鉄道の助役さんかな、夢の房総横断

鉄道ということで、大分動いているんですよね。小湊さんもＳＬをちょっと模して、オープ

ンカーというかトロッコ列車ということで、それもやるということで、観光でやはりやらな

くちゃいけないし、菜の花ラインということも、それでいすみ鉄道も有名になったし、向こ

うもすごい規模でやっているんですよね。 

  その辺の、将来的には町長さんもどういうふうに考えているかわからないけれども、その

辺小湊さんが受けてくれれば一番いいかなと思うんですけれども、その辺、今脱線しちゃっ

て申しわけないんだけれども、いすみ鉄道の赤字も、せんだっての脱線事故で、その復旧で

結構お金がかかったということで、その辺もあるし、一生懸命やっているのは事実、職員も

一生懸命やっているんだけれども、やっぱり乗る人がいないんだからどうしようもないとい

うか、観光、そういう鉄道ファンが結構いっぱい来ているので、その辺で小湊さんといすみ

鉄道、町長さんの考えだと思うんですけれども、その辺は町長さん、どういうふうにお考え

でしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 町長。 

○町長（飯島勝美君） 房総の横断鉄道、当然このいすみ鉄道と小湊鉄道、これは唯一の横断

鉄道になります。ですから、そういった強みを生かすということは十分考えられるわけでご

ざいます。今お話にもありましたように、小湊鉄道につきましては、今回トロッコ電車を走

らせるということで、これは当面は五井、牛久間ということになります。その先の延長線上

で牛久から養老渓谷までというようなお話でございます。 
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  しかしながら、小湊鉄道は小湊鉄道でそれなりの対策を打っているところでございますが、

今、両者で協力した形で両線にやっぱりうまく乗るような話ということで進めさせていただ

こうと思っていまして、市原市長の小出さん、また小湊鉄道の社長さん、私ども町と、それ

ぞれ観光協会も含めまして近々にその会議を開く予定になっております。そういうことでい

すみ鉄道と小湊鉄道が一体となり、また大多喜町と市原市、養老渓谷という観光地というの

が共通のものでございますので、そういう中で共同で何とか再生に向けてやろうということ

で、これからその会議もスタートするところでございます。 

○議長（志関武良夫君） ９番吉野僖一君。 

○９番（吉野僖一君） ありがとうございます。 

  すごく建設的な意見で、やはり中房総ということで大多喜町だけ、夷隅郡市だけじゃなく

て、やはり隣接の市町村と、ましてや高速バスのこともあるし、いろいろ絡みがあると思い

ますので、今後の町長さん、執行部皆さんも、議員さんの皆さんも、相互理解というか、そ

ういう協力体制でご支援をいただければと思います。 

  いすみ鉄道に関しては、これで質問を終わります。 

  続きまして、改良土の問題についてお伺いします。 

  ６月の議会でたまたま久我原地先の改良土の埋め立てで、補正で54万ということで出てき

まして、ちょっと私も憤慨しまして、県のほうに電話を入れまして、初めは県庁のフロント

のほうに問い合わせで電話を入れたんですよね。各課ぐるぐるたらい回しで、30分、40分か

かって産廃の指導係のところに行ったんですよ。ちょうど５時過ぎたので、そこまで行った

から一応その日は電話を切りました。そのときは一般県民ということで問い合わせしたんで

すよね。 

  次の日、名前を名乗って、大多喜の町議員の吉野と申しますけれどもということで、実は

６月議会で久我原の改良土の埋め立てで補正で54万というのが出てきたということで、ちょ

っと私も調べさせてもらって、町条例の1,609ページ、大多喜町小規模埋立て等による土壌

の汚染及び災害の発生の防止に関する条例、これは県条例に右へ倣えです。この中で総務課

長さんは改良土は土砂等の埋め立てとは別枠だということで言われたので、その辺は私もち

ょっと気になって、法令集のＱアンドＡで調べましたら、改良土はやはり埋設土ということ

になっていて、それを調べていったら印西市は改良土の埋め立ては禁止する、市条例でスト

ップしたんですよね。 

  そういうことでありまして、その後県から多分町のほうへ、ワカツキさんですか、指導が
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あって、それは自分で、地質調査の54万を自分でやると。これを条例で見ると、業者が自分

で地質調査して、水質調査もして、２カ月に一遍町長に報告しなくちゃいけないという。そ

れを県のほうに言いまして、そういう結果で来ています。 

  それはさておいて、問題はその板谷地先、私も地元ということで、すごく今問題になって

いるんですが、この板谷地先の改良土による埋め立ての申請受け付けの経過報告についてお

伺いします。 

○議長（志関武良夫君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（野村一夫君） 板谷地先の埋め立て申請受け付けの経過報告ですが、平成27

年２月６日に林地開発事前協議書が事業者の海老原海運株式会社から南部林業事務所に提出

されました。その複本が２月10日に町に届いております。その後、２月23日に事業者が林地

開発許可申請書を南部林業事務所に提出し、その複本が５月15日に町に届いております。 

  現在は、現地赤道の立ち会いを建設課と地元で実施しましたが、立ち会いについては終了

しているということです。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） ９番吉野僖一君。 

○９番（吉野僖一君） ありがとうございます。 

  この話は、実際に話が出てきたのはことしじゃないと思うんですよね。去年あたりから多

分あったと思うんですが、その辺は昨年の何月ぐらいから話があったんでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（野村一夫君） その辺は、ことしの２月、申請は２月なんですけれども、昨

年のいつごろというのは、ちょっと記憶がないです。 

○議長（志関武良夫君） ９番吉野僖一君。 

○９番（吉野僖一君） 実は、私がこの話を聞いたのは、２月８日に板谷区の総会があるとい

うことでありました、この件に関して。その２日前に私の先輩が来まして、地元議員さんで

この改良土の埋め立てのことを知っているかということで聞かれたんですよね。私は全然知

らなかったから、えっということで、それでいろいろ調べたんですよね。 

  だから、こういう物事、町に申請が出たり、やっぱり地元議員にある程度話をしてくれな

いと、町民から逆に議員さん、あんたたちは知っているのかいというふうに問いかけられた

んですよね。そうすると議員は何やっているんだというふうに一般町民は思っているらしく

て、それで今一般質問しているわけですけれども、今言ったように先般の地元区に対しての
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説明会の実施は、２月８日に第１回目があったんですよね。次に、町と地元の説明会は、今

課長さんが報告したとおりだと思います。 

  現在は、実際は、最近の近々の状況というのはどういう状況ですか。５番目の。 

○議長（志関武良夫君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（野村一夫君） 現在の経過状況ですが、現在は赤道の境界確定の作業を進め

ています。林地開発行為については、森林法第10条の２に適合しているものについては、県

が審査し許可することとなっており、町に権限はなく、意見書の提出のみとされています。

よって、町では今後意見書を提出するに当たり、地元板谷区と十分協議を行い、地元の意向

に沿った意見書の提出を考えております。 

○議長（志関武良夫君） ９番吉野僖一君。 

○９番（吉野僖一君） もう一つ確認しておきたいんですけれども、町の許認可が何平米以下

か、県が何平米以上かというのを、皆さん知らないと思うので教えてくれますか。 

  町長さんの許認可と。 

○議長（志関武良夫君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（野村一夫君） 町の許認可3,000平米以下になります。 

（「町が3,000平米以下ということですね」の声あり） 

○産業振興課長（野村一夫君） そうです。 

（「それ以上は県ということですね」の声あり） 

○産業振興課長（野村一夫君） はい、そうです。 

（「そういうことでございます」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） ９番吉野僖一君。 

○９番（吉野僖一君） この改良土問題で、町は今後どのような対策をとるのかお伺いしたい

と思うんですが。 

○議長（志関武良夫君） 環境水道課長。 

○環境水道課長（米本和弘君） この改良土に関する問題でございますけれども、６月の議会

でも申し上げましたが、現状の埋め立て事業等を規制している、大多喜町小規模埋立て等に

よる土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例の改正ですね、これに向けて、現在事務

処理を進めておるところです。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） ９番吉野僖一君。 
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○９番（吉野僖一君） 今後、こういう案件は、県に問い合わせしたら、今そういう改良土の

プラントが16社、県内であるそうです。まして税務署的な、私の見解は、発想から言います

と、建設課長さんに確認したら、立米平均3,500円ということで、インターネットで調べる

と3,000円から5,500円ということですね、改良土の値段が。ダンプ１台10立米としてそれに

運賃とか、最低でも五、六万とかそういう感じで。初め区に説明したのは、日に70台のダン

プが来るということなんだけれども、南部林業さんの管理事務所のほうへ、区長さんともど

もお伺いして話を聞いたら、吉野さん70台じゃなくてその倍の130台だということなんです

ね。 

  そうすると、単純計算でダンプ１台５万円として100台で１日500万ですよ。申しわけない

けれども、畜産をやっている申請者の方、片岡さんですか、その人が毎日500万を出して埋

め立てして、初めは牧草地、２回目は植林、最後は麦の栽培だと。これは誰が考えたってお

かしいよ。結局計算式というか想定でいうと、100台のうち10台危ないもの、１台50万ぐら

い逆にもらえるもの、埋めればパーなんですよね。１日プラマイゼロになるんですよ。そう

いうことをしないと、こういうあれは、普通できないですよ。それだけの資金があってやる

んならいいんだけれども、肥料は一応乾燥したりして小売りできるらしいけれども、尿に関

してはどうしようもないらしい。それをまいたりして、そういうことをやるとやはり公害の

問題なんだろうと。 

  これは仮説、私の考えだから、多分そうじゃないかと。それはやはり小髙さんもそういう

ことをやって、自分はそういう処理場をちゃんとつくって、お金がかかっている。そういう

のを聞いていますし、そういうこれを認めちゃうと、大多喜は産廃のメッカになっちゃう。

山が荒れ放題、後継者いない、埋められちゃうからね。やはりこれも歯どめをかけるには、

町条例の制定を今後、議会も町もしないと印西に右倣えというか、しないといけないと思う

ので、その辺で時間が来たので、ちょっとその辺を私が今大分言っちゃった。 

○議長（志関武良夫君） 吉野さん、コメントもらいますか。 

○９番（吉野僖一君） 今言ったように、町条例を制定したほうが、今後のためにいいと思う

んで、これを教訓にしたほうがいいと思うんで、その辺をお伺いしたい。町長さんでもいい

ですよ。 

○議長（志関武良夫君） 環境水道課長。 

○環境水道課長（米本和弘君） 条例の制定につきましては、先ほど現在の残土条例の改正に

向けて事務処理を進めておりますというような説明をしましたが、この残土条例は、先ほど
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県と同じような内容だという話がありました。今、県は3,000平米以上の場合は県の許可と

なっておりますけれども、県の現在の改良土に関する方針というのは、７月に開催されまし

た知事と市町村長との意見交換会の席上でもあるし、それから改良土、再生土の残土条例の

規制を、条例の対象にしてもらえないかというような提案がされたところですけれども、県

としては、改良土の活用もまた進めていかなければいけないというような立場もあるという

中で、今後は他県等の事例等も参考にして研究を進めていきたいというような話があったと

いうふうに聞いております。 

  そういう中で、町条例で規制するとなると、今現在は3,000平米以上は県条例ということ

になっております。3,000平米を超える、例えば今回のように１ヘクタール以上のような残

土の埋め立てとなると、県条例の対象となってきますので、今度町のほうで改正するとなる

と、今まで県がやっていた部分も、町のほうで規制をしていかなければいけないという部分

が出てきます。そういった面で、事務的にはかなり大変な部分もありますけれども、ただ、

条例のほうで規制にはなるという、そこら辺である程度の事前に残土を持ってくる歯どめと

いいますか、そういう面にはなるんではないかというような形で、今現在本当に事務のほう

は進めているところです。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） ９番吉野僖一君。 

○９番（吉野僖一君） ありがとうございます。 

  これはぜひ歯どめでつくったほうがいいと思います。それと、ちょっと時間がないので、

もう少しいいですか。 

  というのは、野村課長、地元の説明会のときにちょっと言っちゃったらしいんだよね。裁

判やると98パーセント負けると。町の何か弁護士さんがそういうふうに言っちゃったとみん

なの前で言っちゃったらしいんだよね。それを自分は、これはまずいなと思って、小髙さん

も19年に絶滅危惧種のシャープゲンゴロウモドキ、一般質問を19年にやっているんですよね。

議事録を見たら。それで大多喜町が筒森と小苗かな、それが指定地域があって、電気柵でも

って防犯カメラでとって、現場見てきました。それでやはりこれは裁判になってやっちゃう

と大変だなと思って、そうしたら、黄和田の七里川温泉のところの道路改良工事のときに、

亀山に行くほうと、清澄に行くほうと、そこにたまたまシャープゲンゴロウモドキが１匹い

たために、道路改修工事がストップしちゃった。 

  たまたまさっき言った、山野辺さんが今無農薬で、大広谷津というんだけれども、そこで
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今稲を無農薬でつくっているんですよね。そこにやはりすごく、自分が昔、うちの田んぼが

あったところでよく現場知っているんですよ。調べて、こういう資料はいっぱい出たんだけ

れども、県の環境生活部の自然保護課自然環境企画室の生物多様性センターの副主幹の小野

さんという方に電話しまして、自分でよそから持ってきて放しちゃうと懲役１年で、罰金10

万円かな、ということなので、先生申しわけないけれども現場を見に来てくれると。そうし

たら、気持ちよく先生と、中央大学の理工学部の人間総合理工学科保全生態学研究室の西原

先生が一緒に見えまして、現場を見に来てくれたんですよ。 

  確かに水は常に流れているし、やっぱりプロですよね。網を持ってきてさささとやったら

いろんなのが出てきましたよ。ただシャープゲンゴロウモドキはちょっといなかったんだけ

れども、その辺を、トンボもいっぱい飛んでいるし、環境的にはすばらしいところだという

ことで、ただそれで向こうから飛んできてそこにすめば、その上流は開発できないというこ

とで、裁判もやらなくて済むからと思って、ちょっと出しゃばって申しわけないけれども、

そこまでやっちゃいました。 

  水道課の担当者も一応立ち会ってくれて、現場を確認して、先生もすばらしいところだと

いうことで、こういうふうな県のやつも全部資料を出して、資料がいっぱいになっちゃった

んだけれどもね。 

○議長（志関武良夫君） 吉野僖一君に申し上げます。 

  ちょっと路線が外れちゃっているので修正してください。 

○９番（吉野僖一君） すみません。そういうことで、裁判にならないように、これがいれば

一番いいし、そういうことで、以上でもって私の質問を終わらせていただきます。どうもあ

りがとうございました。 

○議長（志関武良夫君） 以上で一般質問が全て終わりました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第４８号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（志関武良夫君） 日程第４、議案第48号 大多喜町公告式条例の一部を改正する条例

の制定についてを議題とします。 

  本案について、提案理由の説明を求めます。 

  総務課長。 

○総務課長（加曽利英男君） それでは、議案第48号の説明をさせていただきます。 

  ３ページをお開きください。 
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  それでは、本文に入る前に提案理由の説明をさせていただきます。 

  条例改正の内容は、この条例で定めてある町内の５つの掲示場のうち、旧大多喜町立上瀑

保育園前駐車場を上瀑ふれあいセンター前掲示場に改めるものでございます。 

  この理由としては、後ほど補正予算の中にも出てまいりますけれども、旧上瀑保育園跡地

を、このほど住宅用地として造成することを計画しておりまして、これに伴い旧上瀑保育園

跡地に設置してある掲示場が支障になることから、掲示場を上瀑ふれあいセンター前に移転

しようとするものです。 

  それでは、本文でございますが、大多喜町公告式条例の一部を改正する条例を次のように

制定する。 

  大多喜町公告式条例（昭和29年条例第１号）の一部を次のように改正する。 

  別表第５号を次のように改める。 

  第５号、上瀑ふれあいセンター前掲示場。 

  この改正は、掲示場の場所を定めた別表中、旧大多喜町立上瀑保育園前掲示場を上瀑ふれ

あいセンター前掲示場に改めるものです。 

  附則として、この条例は、公布の日から施行する。 

  以上でございます。 

○議長（志関武良夫君） 説明が終わりました。 

  これから質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  本案については討論を省略し、これから採決したいと思います。 

  異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） 異議なしと認めます。 

  これから、議案第48号を採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手全員） 
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○議長（志関武良夫君） 挙手全員です。 

  したがって議案第48号は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第４９号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（志関武良夫君） 日程第５、議案第49号 大多喜町個人情報保護条例の一部を改正す

る条例の制定についてを議題とします。 

  本案について、提案理由の説明を求めます。 

  総務課長。 

○総務課長（加曽利英男君） それでは、議案第49号について説明させていただきたいと思い

ます。 

  ５ページをお開きください。 

  本文の説明に入る前に、提案理由及び改正の概要について説明させていただきます。 

  行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律が、一部の規定

を除きまして、平成27年10月５日から施行されます。以後、この法律を番号法というふうに

略して呼ばせていただきますけれども、この番号法では、その内容に個人番号を含む個人情

報、以後、説明の中で特定個人情報というふうに呼ばせていただきたいと思いますが、この

特定個人情報の取り扱いについて直接規定している部分と、行政機関個人情報保護法など、

３つの法律の規定を読みかえて適用している部分があります。また、番号法では地方公共団

体に対して、地方公共団体が保有する特定個人情報に関して、必要な措置を講じなければな

らないことが規定されています。 

  このため、町の個人情報保護条例についても、改正が必要になることから、この条例の一

部を改正しようとするものでございます。 

  改正の概要でございますが、まず、個人情報の範囲が町条例と番号法で異なるため、特定

個人情報を条例の規定から漏れることのないよう、条例の定義に加えました。 

  次に、番号法の規定に合わせて、新たに用語の定義を定めました。 

  次に、法律の規定に基づき、町が保有する特定個人情報の利用に関して制限する規定を設

けました。そのほか、番号法の規定に合わせまして、条文の一部改正や新たな規定を設ける

などの改正を行いました。 

  なお、改正の内容の説明に当たりましては、改正文が長いものにつきましては、改正文の

朗読は省略させていただき、概要のみを説明させていただきたいと思いますけれども、少し
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時間がかかりますので、ご了承をいただきたいと思います。 

  それでは、本文でございますが、大多喜町個人情報保護条例（平成16年条例第17号）の一

部を次のように改正する。 

  目次中、第12条を第12条の４に改める。これは、この改正は第12条の４を新設したことに

よる目次の改正でございます。 

  次に、第１条中、保有する個人情報の次に、（個人情報に該当しない特定個人情報を含む。

以下この条において同じ。）を加える。この改正は、個人情報の範囲が条例と番号法とで異

なるため、番号法で定義づけされた特定個人情報について、この条例の適用から漏れること

がないように加えるものでございます。なお、特定個人情報とは、先ほども申し上げました

が、個人番号をその内容に含む個人情報と番号法で定義をされております。 

  次に、第２条第６号を第10号とし、第５号を第９号とし、同条第４号中、個人情報の次に、

（個人情報に該当しない特定個人情報を含む。）を加え、同号を同条第８号とし、同条第３

号の次に、次の４号を加える。この改正でございますが、以下、４号から次のページにかけ

て第７号までございますが、主に番号法の定義に倣って、条例上の用語について新たに規定

するものです。 

  また、これに伴って条例の号にずれが生じますので、これを改めるものです。定義は幾つ

か書いてございますけれども、例えば特定個人情報とは先ほども申し上げましたが、個人番

号をその内容に含む個人情報のことで、第６号の保有特定個人情報とは、町の職員が職務上

作成したり収集を行って組織的に利用するものとして保有しているものでございます。 

  次に、６ページの上から４行目、第３条第１項中、個人情報の次に、（個人情報に該当し

ない特定個人情報を含む。以下この条において同じ。）を加える。 

  第５条中、事業者は、個人情報の次に、（個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以

下この条において同じ。）を加える。 

  第７条第１項中、保有個人情報の次に、（保有個人情報に該当しない保有特定個人情報を

含む。次項において同じ。）を加える。 

  この改正は、内容がほぼ同じで、第１条の改正と同様に、番号法で定義づけされた特定個

人情報がこの条例の適用から漏れることがないように加えるものです。 

  次に、第８条の見出し中、利用を、保有特定個人情報以外の保有個人情報の利用に改め、

同条第１項中、保有個人情報の次に、（保有特定個人情報を除く。以下この条において同

じ。）を加える。 
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○議長（志関武良夫君） 課長、座って。 

○総務課長（加曽利英男君） 申しわけありません。じゃ座って。 

  この改正は、第８条の２を新たに追加することによる見出しの改正と、保有特定個人情報

を除いた保有個人情報をこの条の対象とするものです。 

  次に、第８条の次に次の１条を加える。これは、新たに条を設けるもので、第１項から次

のページにかけて第４項までございますけれども、主な内容としては、番号法の規定により

読みかえて適用される行政機関個人情報保護法の規定に合わせて、保有特定個人情報の利用

制限について規定するもので、人の生命、身体、財産の保護のために必要な場合などを除き、

保有特定個人情報を本来の目的以外に使用してはならないことなどを定めています。 

  次に７ページに移りまして、上から２行目。 

  第２章中、第12条の次に、次の３条を加える。特定個人情報保護評価、第12条の２、実施

機関は、特定個人情報保護評価に関する規則（平成26年特定個人情報保護委員会規則第１

号）第７条第４項に規定する場合においては、同項の規定により、審査会の意見を聞くもの

とする。ということで、規則を引用しておりますので、内容としては読んだだけではわかり

ませんが、この内容としましては、町が特定個人情報を集めるに当たり、それをどこからど

のように入手し、どこに提供し、そしてどのように管理するかなどを、町が定める際は、そ

れが妥当かどうか、大多喜町情報公開個人情報保護審査会の意見を聞くことを定めたもので

す。 

  なお、大多喜町情報公開個人情報保護審査会は、現在弁護士２名、大学教授１名、有識者

１名で構成されています。 

  次に、第12条の３ですが、第１号から次のページにかけて、第10号までございますが、こ

れは新たに条文を設けるもので、町において特定個人情報ファイル、これは個人番号をその

内容に含む情報のファイルのことですが、これを保有するときは、あらかじめ大多喜町情報

公開個人情報保護審査会に特定個人情報ファイルの名称、利用目的、記録の範囲などの内容

を通知することを定めたものでございます。 

  条文のほうは飛ばせていただきまして、次に８ページの上から４行目の第２項でございま

すけれども、これも第１号から次のページにかけて第10号までございますが、これは、第１

項の規定を適用しない場合を定めたもので、例えば、事件の捜査、職員の人事給与などの情

報については、第１項で定めた審査会への通知を必要としないことを定めたものでございま

す。 
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  条文の説明は省略をさせていただきまして、次に９ページ、上から４行目、第３項ですが、

これは特定個人情報ファイルの保有をやめるときや、特定個人情報により識別される個人の

数が、町で定める人数以下になった場合は、審査会に通知することを定めたものでございま

す。 

  次に、特定個人情報ファイル簿の作成及び公表ということで、第12条の４でございますけ

れども、実施機関は、実施機関が定めるところにより、当該実施機関が保有している特定個

人情報ファイルについて、それぞれ前条第１項第１号から第６号まで、第８号及び第９号に

掲げる事項その他実施機関が定める事項を記載した帳簿（第３項において「特定個人情報フ

ァイル簿」という。）を作成し、公表しなければならない。ということで、この改正は新た

に条文を設けるもので、前の条の第12条の３の規定によりまして、審査会へ通知した事項に

ついて記載した帳簿を作成し、公表することを規定したものです。 

  次に、第２項と第３項ですが、これは第１項で帳簿を作成し、公表することを規定しまし

たが、この例外について定めるもので、例えば、犯罪の捜査、法律に基づく調査、帳簿に掲

載することにより事務の適正な執行に著しい支障を及ぼすおそれなどがある場合は、帳簿に

記載しないことができることを定めたものでございます。 

  条文の朗読は省略させていただきまして、次に９ページの一番下になりますけれども、第

13条の改正です。これは、次のページにわたり、第１項、第２項、第３項及び第５項を改正

するもので、これは第１項は、条例で定義する個人情報に特定個人情報も含むこととするも

のです。第２項は、開示することができる死者の個人情報のうち、個人番号については番号

法の規定に合わせて開示できないこととするものです。 

  第３項と第５項については、番号法に合わせた改正で、個人情報と特定個人情報では、情

報を開示できる代理人の範囲が異なるため、第３項では、特定個人情報を除き、新たに第５

項で特定個人情報の開示請求について規定をするものです。 

  条文の朗読は省略をさせていただきまして、次に、10ページの真ん中からやや上の行にな

りますけれども、第14条第１項第４号中、保有個人情報の次に、（保有個人情報に該当しな

い、保有特定個人情報を含む。次項において同じ。）を加える。これは何回か出てまいりま

すが、町条例で定義する保有個人情報に該当しない保有特定個人情報についても、本条例の

対象として加えるものです。 

  次に、第15条各号列記以外の部分中、保有個人情報の次に、（保有個人情報に該当しない

保有特定個人情報を含む。以下この条から第19条までにおいて同じ。）を加える。これは町
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条例で定義する保有個人情報に該当しない保有特定個人情報についても本条例の対象として

加えるものです。 

  次に、第20条第１項中、14日以内の次に、保有特定個人情報に係る開示決定等にあっては、

開示請求があった日から30日以内を加え、同条第２項中、60日以内の次に、保有特定個人情

報に係る開示決定等にあっては、30日以内を加える。これは、行政機関個人情報保護法に合

わせて、保有特定個人情報の開示決定期限及び開示決定期限の延長を、開示請求があった日

から30日以内とするものです。 

  次に、第21条第１項中、保有個人情報の次に、（保有個人情報に該当しない保有特定個人

情報を含む。以下この条及び次条において同じ。）を加える。これは、第三者に対する意見

書提出の機会の付与を定めた規定に関して、町条例で定義する保有個人情報に該当しない保

有特定個人情報についても、本条例の対象として加えるものです。 

  次に、第24条第１項中、保有個人情報の次に、（保有個人情報に該当しない保有特定個人

情報を含む。以下この条から第28条までにおいて同じ。）を加え、同条第３項中、経済的困

難により手数料を納付する資力がないと認めるときを、経済的困難その他特別の理由がある

と認めるときに改める。 

  これは手数料の負担を定めた規定に関して、町条例で定義する保有個人情報に該当しない

保有特定個人情報についても、本条例の対象として加えるものです。また、手数料の減免に

関して、経済的困難の場合以外にその他特別な理由がある場合を加えるものです。 

  次に、下から２行目、第25条第２項中、第13条第２項、第３項及び第４項を、第13条第２

項から第５項までに改める。これは、第13条に新たに第５項を加えたことに伴い、第25条で

規定する個人情報の訂正の請求についても、第13条の規定を準用することを定めたものです。 

  次に11ページに移りまして、第28条の改正ですが、これは、第１項と第４項を改正するも

ので、第１項の改正は、個人情報と特定個人情報では、開示できる代理人の範囲が異なり、

保有特定個人情報については、本人の委任による代理人も含まれることから、法定代理人を

代理人に改めるものです。 

  第４項は、情報提供等記録、これは特定個人情報の提供の求め、あるいは提供した情報、

これをコンピューターに記録したもののことですけれども、これを訂正した場合の通知先に

ついては、総務大臣、情報照会者、情報提供者とすることを新たに定めるものです。条文の

朗読は省略させていただきます。 

  次に、11ページの真ん中よりやや上の行になりますけれども、第29条第１項というところ
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でよろしいでしょうか。 

  第29条第１項中、30日以内の次に、保有特定個人情報に係る訂正決定等にあっては、訂正

請求のあった日から30日以内を加える。これは、保有特定個人情報の訂正の決定等の期限に

関して、保有特定個人情報については、訂正請求のあった日から30日以内とすることを定め

たものです。 

  次に、第30条ですが、11ページの真ん中、中ほどから次のページの上から２行目までにな

りますけれども、これは、保有個人情報の利用停止を定めた規定に関するもので、まず、第

１項は、保有特定個人情報については、第１項の規定を適用せず、新たに設ける第２項にお

いて規定することとするものです。 

  第２項は、新たに設けるもので、この２項の第１号は、保有特定個人情報は適法に取得さ

れたものでないときや、目的の達成に必要な範囲を超えて保有されている場合などには、保

有特定個人情報の利用の停止または消去の請求をすることができる場合を規定するものです。 

  第２号は、番号法の規定に反して提供されているきは、保有特定個人情報の提供の停止を

請求することができる場合を規定するものです。 

  第３項は、第13条に新たに第５項を加えたことなどに伴う改正で、ただいま説明した利用

停止や提供の停止についても、第13条の規定を準用することを規定したものです。 

  条文の朗読は省略させていただきまして、次に、12ページの上から３行目ですけれども、

第34条第１項中、30日以内の次に、（保有特定個人情報情報提供等記録を除く。）に係る利

用停止決定等にあっては、利用停止請求になった日から30日以内を加える。これは、保有特

定個人情報に係る利用停止の決定は、請求のあった日から30日以内とするものです。 

  次に、第35条第２号中、開示請求に係る保有個人情報の次に、（保有個人情報に該当しな

い保有特定個人情報を含む。以下この号及び第37条において同じ。）を加える。これは、審

査会への諮問を定めた規定に関して、町条例で定義する保有個人情報に該当しない保有特定

個人情報についても、本条例の対象として加えるものです。 

  次に、第38条第１項第１号中、保有個人情報の次に、（保有特定個人情報を除く。）を加

える。これは、この号で定める保有個人情報には、保有特定個人情報を除くことを規定した

ものです。 

  次に、第39条及び第42条中、個人情報の次に、（個人情報に該当しない特定個人情報を含

む。）を加える。これは、苦情処理及び出資法人等の個人情報の保護に関して定めた規定に

関して、保有個人情報に該当しない、保有特定個人情報についても、それぞれの規定の対象
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として加えるものです。 

  次に、第45条中、個人の秘密に属する個人情報の次に、（個人情報に該当しない特定個人

情報を含む。以下この条及び第47条において同じ。）を加える。これは罰則を定めた規定に

関して、保有個人情報に該当しない保有特定個人情報についても対象として加えるものです。 

  次に、第46条中、保有個人情報の次に、（保有個人情報に該当しない保有特定個人情報を

含む。第48条において同じ。）を加える。これにつきましても、罰則を定めた規定に関して、

保有個人情報に該当しない保有特定個人情報についても対象として加えるものです。 

  附則として、この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律（平成25年法律第27号。以下「番号法」という。）附則第１項第１条第４号に掲

げる規定の施行の日（平成28年１月１日）から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。 

  第１号、第12条の次に３条を加える改正規定（第12条の２、及び第12条の３に係る部分に

限る。）。これは、公布の日でございます。 

  第２号、第28条第４項に次の各号に掲げる改定規定（第２号に係る部分に限る。）。番号

法附則第１条第５号に掲げる規定の施行の日ですが、これは平成29年１月１日でございます。 

  この条例の改正でございますけれども、全員協議会の中でも説明させていただきましたけ

れども、番号法の一部が間もなく施行されますけれども、番号法では地方公共団体に対して

も、地方公共団体が保有する個人番号をその内容に含む個人情報に関して、適正な取り扱い

が確保されるよう、必要な措置を講じることが求められております。 

  個人情報の保護に関しまして、町では、これまで町が保有する個人情報の開示、訂正、利

用停止を請求する個人の権利を明らかにするとともに、個人情報の適切な取り扱いに関する

基本的な事項を定め、個人の権利利益を保護するため、平成16年に個人情報保護条例を制定

して、これまで運用してまいりましたが、今般の番号法の施行に伴い、個人番号を含む個人

情報についても、個人情報保護条例に明確に位置づけ、個人の権利、利益の保護等を図ろう

とするものでございます。 

  なお、今回の改正につきましては、８月４日に開催しました、個人情報情報公開審査会で

協議をしていただいておりまして、原案のとおり了承をしていただいております。 

  以上でございます。 

○議長（志関武良夫君） 議案第49号の説明が終わりました。 

  これから質疑を行います。 
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  質疑ありませんか。 

  １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） たびたび審査会という文言が出てきます。その説明の中で、弁護士２

名、大学教授１名、有識者１名の４人ということで、その方の氏名と報酬とはどうなってい

るのか。公表できるんでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 総務課長。 

○総務課長（加曽利英男君） 氏名は、今ちょっと正確には手元に資料がありませんのでわか

りませんが、弁護士が一宮の弁護士と千葉市の弁護士がそれぞれ１名。あと三育学院大学の

黒須教授。あと、今は千葉県の商工会連合会の事務局長をされております大多喜町の渡邉善

男さん。４名でございます。 

  報酬は7,600円です。 

○議長（志関武良夫君） １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） 7,600円というのは１回7,600円ということと、あと審査会はそのたび

に、何か事あるごとに何回でも開くということでいいんですか。 

○議長（志関武良夫君） 総務課長。 

○総務課長（加曽利英男君） まず報酬のほうは、これは１回というふうに考えていただいて

よろしいかと思います。あと、審査会ですけれども、情報公開あるいは個人情報の基本的な

事項について協議するためということですので、回数としてはそんなに多くはございません。 

○議長（志関武良夫君） よろしいですか。 

  １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） じゃ、何回開くかということは決まっているということでいいですか。

もし何月とわかれば教えてください。 

○議長（志関武良夫君） 総務課長。 

○総務課長（加曽利英男君） それは定期的な開くものではございませんで、例えば町のほう

から、実施機関から諮問する場合ですとか、あるいは情報公開の請求があって、判断に迷う

場合とかですね。そういう場合にはお集まりいただいて協議したいと思っているんですけれ

ども、なかなかそういう機会は現在のところ余りございませんでした。 

○議長（志関武良夫君） ほかに質疑ありますか。 

  10番山田久子君。 

○１０番（山田久子君） すみません、細かいことで申しわけないんですけれども、１点伺わ
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せていただきます。 

  第24条の第３項、番号法で読みかえられる行政機関個人情報保護法に合わせて、手数料の

減免理由として、経済的困難な場合以外にその他特別な理由があるときを加えるものである。

というふうにあるんですが、このその他特別な理由というのはどういう場合が想定されるん

でしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 総務課長。 

○総務課長（加曽利英男君） これは、おっしゃるとおり、行政機関個人情報保護法の規定を

番号法で読みかえるので、それを規定しておりますけれども、ですから、考え方としては経

済的困難な場合、それをさらに拡大したというふうに考えてよろしいと思いますけれども、

それが具体的にどういう場合というと非常に答弁が苦しくなりますけれども、例えば、今現

にそうではないけれども、それに準じた方とか、例えば手数料はコピーの手数料20円をいた

だくんですけれども、そういう場合、例えば本人が申請して間違ったものを渡してしまった

とか、そういう場合も想定されるのかなというふうには考えております。 

○議長（志関武良夫君） よろしいですか。 

  ほかにございますか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  本案については、討論を省略し、これから採決したいと思います。 

（「異議あり」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） 異議ありということでございますので、これから討論を行います。 

  初めに本案に反対者の発言を許します。 

  11番野中眞弓君。 

○１１番（野中眞弓君） 私は、議案第49号 大多喜町個人情報保護条例の一部を改正する条

例の制定について反対の立場で討論させていただきます。 

  簡単に言うのは非常に大変なんです。というのは、これは個人情報、マイナンバー制度を

施行するという前提で行われているのに、マイナンバーのことについては、次の議案がそれ

なんですよね。ですから、ちょっとしんどいのですけれども、マイナンバー導入に伴う個人

情報の保護ということで、今までの個人情報条例にマイナンバーにかかわる条項がつけ加わ

ったというふうに理解しております。 
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  じゃそのマイナンバーなんだけれども、本当に便利になるものなのか、費用対効果にかな

うものなのかというと、必ずしも先進国の例によればそうではない。この個人情報保護条例

に書かれたからといって、共通番号や個人情報が守られるということではない。今既に行わ

れているアメリカや韓国では、共通番号と個人情報がセットで大量流出し、プライバシーの

侵害、犯罪利用、成り済まし被害が横行して社会問題になっている。そして、アメリカでは、

国防関係の職員には異なる識別番号を導入するとか、州法をつくって州ごとに利用規制が始

まっている。韓国でも利用範囲を限定する法規制が行われ、共通番号の利用を見直す動きが

強まっている。 

  共通していることは何かと言われると、ＩＴ先進国と言われる国の政府機関や大企業でも

情報漏えいが防げていない。２つ目として共通番号の官民利用の推進は、情報を取り扱う人、

場所がふえ、不正利用や情報漏えいの危険が高まる。そして３つ目として、民間で普及した

制度は、問題が生じてもすぐに中止したり見直すことが困難という、そういうことが明らか

になっている。そういう中で日本が取り入れようとするのは、全く本当に国民にとっては非

常に迷惑な話だ。 

  10月５日から番号が書留で届くということなんだけれども、実施は見送るべきではないか。

そういう要請を町当局にはしていただきたい。本当に大きな問題を抱えているこの個人情報、

このままやっぱりもろ手を挙げて賛成するわけにはいきません。町の責任ではないけれども、

本当に私たちの個人情報を守るものではないと思います。 

  以上をもちまして、一部改正に反対する討論といたします。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） 反対討論が終わりました。 

  次に、本案に賛成者の発言を許します。 

  ７番小髙芳一君。 

○７番（小髙芳一君） 私は、この議案第49号について、賛成の立場から討論をしたいと思い

ます。 

  今、反対の理由、野中議員のほうからありました。懸念はあるだろうと思います。しかし

既にマイナンバー法が施行された段階で、町がこの個人情報と番号法に整合性を持たせると

いうことであります。もしこれを通せなかったら、やっぱり非常にこれから不都合が出てく

る話でありまして、既に施行される番号法に今回整合性を持たせるということで、妥当な措

置であるというふうに認め、賛成するものであります。 
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○議長（志関武良夫君） ほかに討論はありますか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから、議案第49号を採決します。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手多数） 

○議長（志関武良夫君） 挙手多数です。 

  したがって、議案第49号は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第５０号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（志関武良夫君） 日程第６、議案第50号 大多喜町行政手続における特定の個人を識

別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の制定につい

てを議題とします。 

  本案について、提案理由の説明を求めます。 

  総務課長。 

○総務課長（加曽利英男君） それでは、議案第50号の説明をさせていただきます。 

  13ページをお開きください。 

  本文の説明に入る前に、提案理由の説明をさせていただきます。 

  行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、省略しまして

番号法あるいはマイナンバー法というふうに呼ばれておりますけれども、説明の中では、以

下番号法というふうに省略をさせていただきます。 

  この番号法第９条第１項では、個人番号の利用範囲を法律で定めた範囲内として、限定的

に規定をしております。同条の第２項では、そのほかに地方公共団体が条例で定める事務、

ただし、福祉、保健もしくは医療その他、社会保障、地方税、または防災分野に限りますけ

れども、この事務において町が利用することができることを規定しております。また、番号

法で利用できることが規定されている事務を処理するために、町の複数の部署で特定個人情

報を連携して使用する場合も条例で定めることが必要です。 

  このことから、個人番号の独自利用と町の機関の内部での連携を行い、事務の効率化や町

民の行政手続における利便性の向上を図るため、新たに条例を制定しようとするものでござ
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います。 

  それでは、本文でございますが、大多喜町行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例を次のように制定する。 

  趣旨。 

  第１条、この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律（平成25年法律第27号。以下「法」という。）第９条第２項に基づく個人番号の利用

に関し、必要な事項を定めるものとする。ということで、これはこの条例の趣旨を定めたも

のです。 

  次に、定義。 

  第２条、この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによ

る。第１号、個人情報法、これは番号法のことですが、第２条第３項に規定する個人情報を

いう。 

  第２号、個人番号、これは法第２条第５項には規定する個人番号をいう。 

  第３号、特定個人情報、法第２条第８項に規定する特定個人情報をいう。ということで、

これは、個人番号をその内容に含む個人情報のことでございます。 

  次に、第４号、個人番号利用事務実施者、法第２条第12項に規定する個人番号利用事務実

施者をいう。ということで、これは、個人番号の関係する事務を処理する者等でございます。 

  第５号、情報提供ネットワークシステム、法第２条第14項に規定する情報提供ネットワー

クシステムをいう。ということで、これは、番号利用者をネットワークで接続しているシス

テムというようなことでございます。 

  いずれもこれは、この条例で使用する用語の意義を定めるものということで、番号法で定

義しているものと同様の定義を使っております。 

  次に、町の責務。 

  第３条、町は個人番号の利用に関し、その適正な取り扱いを確保するために必要な措置を

講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に地域の特性に応じた視察を

実施するものとする。ということで、これは番号法の中で、番号制度導入に伴う市町村の責

務を定めていますけれども、本条例の制定に当たりまして、改めてその責務を条例の中で明

示するものでございます。 

  次に、個人番号の利用範囲。 

  第４条、法第９条第２項の条例で定める事務は、別表第１の左欄に掲げる機関が行う同表
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の右欄に掲げる事務、別表第２の左欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務、及び町

長または教育委員会が行う法別表第２の第２欄に掲げる事務とする。 

  ということで、これは、個人番号の町独自の利用について定めるもので、内容としまして

は、町で個人番号の独自利用ができるのは、別表があると思うんですが、別表の第１、15ペ

ージの上の表ですね。それに掲げる事務と別表第２、15ページの下の表に掲げる事務とする

もので、別表第１、別表第２とも、この条例の中ではたまたま利用できる事務は同じでござ

いまして、具体的には、町独自の利用ができるのはこの表のとおりということで、例えば子

ども医療費の助成金支給事務、ひとり親家庭等医療費等の助成事務、重度心身障害者医療費

助成事務とするものでございます。 

  そのほか、町の機関の中で複数の事務の間で特定個人情報を連携して使用する事務、いわ

ゆる庁内連携と言っていますけれども、それができる事務は、これはこの条例には出ており

ません。番号法の別表第２というのがありまして、それはもとが法律ですので、この中には

出ておりませんが、番号法の別表第２に掲げる事務。この中で、例えば健康保険法による保

険給付や児童手当の支給、地方税の賦課徴収などの事務とするものでございます。 

  次に、別表第２の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために、必要

な限度で同表の右欄に掲げる特定個人情報であって、当該機関が保有するものを利用するこ

とができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して、他の個

人番号利用事務実施者から、当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限

りではない。ということで、これは、別表第２の15ページの下の表の左の欄に掲げる機関、

この場合は町長になりますけれども、町長がこの表の中央の欄に掲げる独自利用の事務にお

いて、表の右の欄に規定する、みずから保有する特定個人情報を利用することができますと

いうことを定めたものです。 

  ただし書きが、番号法の規定によりまして、国の情報提供ネットワークシステムを使用し

て、ほかの団体からその特定個人情報の提供を受けられる場合、これは利用はできませんよ

というようなことを定めたものでございます。 

  次に、町長または教育委員会は、法別表第２の第２欄に掲げる事務を処理するために必要

な限度で、同表の第４欄に掲げる特定個人情報であって、みずからが保有するものを利用す

ることができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して、他

の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この

限りではない。ということで、これは町の機関、例えば町長部局ですとか、教育委員会部局
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が番号法の別表第２の２欄というのがあるんですけれども、これは法律ですからこの条例に

は出てまいりませんが、番号法の別表の第２の２欄、これは先ほど申し上げましたが、具体

的に言いますと、例えば健康保険法による保険給付ですとか、児童手当の支給、地方税の賦

課徴収などの事務ですけれども、この事務を処理するに当たりまして、みずから保有する特

定個人情報を利用することができることを規定したものです。 

  ただし書きは前の項と同じで、みずから保有する特定個人情報を利用することができるの

ですけれども、番号法の規定により、国の情報提供ネットワークシステムを使用して、ほか

の団体から特定個人情報の提供が受けられる場合は利用はできないというようなことを定め

たものです。 

  次に、第４項ですが、前２項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他

の条例、規則その他の規定により、当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出

が義務づけられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。ということで、これ

は番号法の制度では、行政手続において個人番号を利用し、各種申請の際の添付書類の削減

を行って、事務の効率化と国民の利便性を向上させることを目的の一つとしておりますので、

第２項及び第３項で、特定個人情報を利用する場合において、この特定個人情報と同一の内

容の情報を含む書面の提出を、重ねて求めることは、この制度の趣旨にそぐわないというこ

とから、書面の提出があったこととみなすというものでございます。 

  次に、委任ということで、第５条、この条例の施行について必要な事項は、別に規則で定

める。ということで、これは条例の施行について、必要な細かい部分につきましては、規則

に委任することを定めたものでございます。 

  次に、附則として、この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律（平成25年法律第27号。以下「番号法」という。）附則第１条第４号に掲

げる規定の施行の日、平成28年１月１日から施行するものでございます。 

  次に、別表第１につきましては、左の欄に個人番号を利用する機関、右の欄に個人番号を

利用する事務を記載してあります。内容につきましては割愛させていただきたいと思います

が、町で独自利用ができる事務は、子ども医療費の助成金支給事務、ひとり親家庭等医療費

等の助成事務、重度心身障害者医療費助成事務の３つとしております。 

  次に、別表第２は、特定個人情報の庁舎内で連携して使用できる事務や、特定個人情報の

内容を記載してあります。内容につきましては、説明は割愛させていただきたいと思います

が、個人番号を利用する機関と利用事務は、別表第１と同じで、庁内で連携できる事務は右
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の欄に記載されていますけれども、主なものとしては、住民基本台帳や地方税に関する情報

でございます。 

  条例の内容は以上でございますけれども、この条例がなぜ必要かということを簡単に説明

させていただきたいと思いますけれども、提案理由の中でも触れさせていただきましたが、

番号法では個人番号を利用できる事務の範囲が定められており、そのほかに自治体が社会保

障、地方税または防災の分野の事務であって、条例で定めるものについては、個人番号を利

用することが法律の中で定められております。そのほかに条例で定めることにより、自治体

の中で連携して、自治体が保有する特定個人情報を利用することができることと、法律でそ

のようになっております。 

  このことから、個人番号を利用する事務について検討した結果、先ほど説明させていただ

いたとおり、別表第１に掲載した３つの事務で町が独自利用することとし、そのほかこの事

務のほかに番号法の別表第２で定められた事務、何回か申し上げますけれども、例えば健康

保険法による保険給付や児童手当の支給、地方税の賦課徴収などの事務に、町が保有する特

定個人情報を連携して使用し、このことにより、事務の効率化や町民の皆様の行政手続にお

ける添付書類の省略などができることになりまして、利便性の向上につながるものでござい

ます。 

  以上で、説明を終わらせていただきます。 

○議長（志関武良夫君） 議案第50号の説明が終わりました。 

  これから質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

  １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） 第３条の文言の中で、適正な取り扱いとあります。適正な取り扱いと

はどのようなことを考えているのか。 

  あと、必要な措置を講ずるとあります。必要な措置とはどのようなことを考えているのか。 

  あと、地域の特性に応じた施策を実施するものとするとある。これはいつからどのような

ことを実施するのか。 

○議長（志関武良夫君） 総務課長。 

○総務課長（加曽利英男君） まず適正な取り扱いということでよろしかったですね。適正な

取り扱いといいますのは、例えば一般質問の中でありましたけれども、使用する回線につい

ては独自回線を使用して、例えばインターネットを使わないとか、そういう適正な措置、国
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のマニュアルどおりの指示が考えられます。 

  そのほか必要な措置を講じる。例えば職員の研修ですとか、そういうものが考えられるか

と思います。 

  そして、地域の特性に応じた施策ということですが、これは独自利用ですから、たまたま

大多喜町は今回この３つの事務ですが、例えばもっといろいろ事務をふやしているところも

あると思います。ですから、それぞれの地域に応じて、こういうものが番号法に使える事務

であれば、そういうものを、地域の特性を生かして事務をふやしていく。そして効率化を図

っていくというようなことを考えております。 

○議長（志関武良夫君） １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） この番号利用によって、行政の事務が簡略化されて、行政の事務負担

が少なくなるということを聞いています。しかし、この適正な取り扱いを万が一誤って、個

人に対して多大な被害を及ぼすということがありますと、原子力でも同じだと思いますけれ

ども、安全なうちはいいんですが、万が一あったときには、町にかなりの負担がかかってく

ると思われます。万が一、個人に対して被害を与えた場合には、町としてはどのようなこと

を考えているのか。 

○議長（志関武良夫君） 総務課長。 

○総務課長（加曽利英男君） なかなか万が一という場合は答えづらいと思いますけれども、

それが例えばそういう責任があるということであれば、例えば国家賠償法による賠償だとか

ということも考えられないわけではないと思いますけれども、ただ、これが一つの社会基盤

として確立していくには、間もなく施行されますけれども、これから何回かそういう変遷を

経ていかなければならないと考えておりますので、町としては、国のマニュアルあるいは基

準、そういうものを参考にして、そういうことのないように取り扱っていきたいというふう

に考えております。 

○議長（志関武良夫君） １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） じゃ万が一にも個人に対して被害を及ぼすような漏えい事件とか、そ

ういったことは、今の町の体制で絶対に起こさないということでよろしいですか。 

○議長（志関武良夫君） 総務課長。 

○総務課長（加曽利英男君） 取り扱いについては、職員は非常に注意して、そういうふうに

もちろんやっていくんですけれども、ただこれが絶対ないかといいますと、システムという

ことですから、例えば国の機関でも入るし、例えばアメリカの国防総省にもそういうことが
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あるわけですから、全くないとは言えないと思いますけれども、うちのほうとしましては、

本当に定められたとおり、それに従って、ないようにやっていくというふうに考えておりま

す。 

○議長（志関武良夫君） ほかに質疑ありますか。 

  11番野中眞弓君。 

○１１番（野中眞弓君） 確認になりますけれども、年金情報漏れが発覚した後、国は、情報

保全措置ができているかどうかという調査をしたそうなんです。比較的多くの自治体が不十

分だというようなことがわかったと。本町では、その辺は大丈夫なんですね。 

○議長（志関武良夫君） 総務課長。 

○総務課長（加曽利英男君） それは年金に関してでしょうか。その他システム全般に関して

でしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 11番野中眞弓君。 

○１１番（野中眞弓君） システム全体ではないかなというふうに、私はとったんですけれど

も、年金だけでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 総務課長。 

○総務課長（加曽利英男君） そういう調査というのは、どういうあれかちょっと今わかりま

せんけれども、うちのほうでは承知しておりません。 

○議長（志関武良夫君） よろしいですか。 

  11番野中眞弓君。 

○１１番（野中眞弓君） 午前中の麻生議員の一般質問の中で、入院なさっている方、あるい

は入所してる方のところには、カードが申請されれば届けることはできるけれどというよう

な内容でした。申請しない人、カードが届かない人というのは、どういう不利益があります

か。カードが届かない場合の不利益。 

（「番号」の声あり） 

○１１番（野中眞弓君） 番号、番号。 

○議長（志関武良夫君） 総務課長。 

○総務課長（加曽利英男君） 午前中の質問の中で、例えばＤＶですとか入院とかで、本来住

民登録された場所から離れている方については、申請をすればそこに届けますという通知カ

ードですね、通知カードを届けるということなんですけれども、それがもらわないというこ

とになると、例えば間もなく税の中でも必要になってくるし、そういうところで書けなくな
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ってしまうということが生じてくるというふうに考えております。 

○議長（志関武良夫君） ほかに。 

  11番野中眞弓君。 

○１１番（野中眞弓君） そうなるとどういう不都合が、カードが届かなかった人に対してあ

るんですか。例えば認知症で単独の身寄りがいないお年寄りが、認知症で入所しているとし

ます。自分で申請するとか、そういうのってできないと思うんです。第一この制度があると

いうことを知らないと思うんです。そういう人に対しては、何らかの不利益が生じるおそれ

はないんですか。 

○議長（志関武良夫君） 総務課長。 

○総務課長（加曽利英男君） 番号を記載した通知カードというのは、それは申請は要らない

んですね。届けることは、本人が受領していただければ受領できる。ですからそれを本人が

番号を受領しないというか、何かそうなっちゃいますと、法的にはそれを強制して、例えば

自分の勤め先にそれを教えなくちゃいけないというのは、強制はなかなかできないようです

けれども、そういうふうにマニュアル等を見ますと、できるだけ書いてくださいというふう

にお願いをするようになっているようです。ですから、番号が伝わらないとなりますと、そ

の本人もお困りになるでしょうし、行政としては、これは本当に非常に困ってしまう。 

  例えば、今言ったような書類の簡素化ですとか、本人がいろいろ添付書類とか、今まで要

ると思いますけれども、そういうものが今回要らなくなるわけですけれども、そうなってく

ると本人がそれがないということになると、また、そういう面倒な手続もしなくてはいけな

いんじゃないかなというふうに思います。 

○議長（志関武良夫君） 11番野中眞弓君。 

○１１番（野中眞弓君） そうではなくて、私の質問の仕方が悪かったんだと思います。 

  例えば、認知症とか、そういう老人ホームに入ったりして、本人に申請能力がないような

人が、自宅にはいない能力のない人については、どんな不利益があるんですか。カードが手

元に、自分で私は自宅にいなくてカードもらえなかったので、カードをこちらに送ってくだ

さいというようなことを申請すればそちらに届けますと、午前中の答弁であったと思うんで

す。その申請ができない、しないんじゃなくて、できない。能力がなくてできない、そうい

う人はどういう不利益をこうむるのか。あるいはそういう人に対してはどういう手当てをす

るのか。 

○議長（志関武良夫君） 総務課長。 
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○総務課長（加曽利英男君） そういう方で、例えば保佐人ですとか、法律上の代理人とかを

置いてある方があれば、それは例えばかわりにできるんじゃないかなというふうに考えてお

りますけれども、それがもし全然番号が伝わらないということになると、例えばそういう人

に当てはまるかどうかわかりませんが、例えば児童手当をいすみ市に住んでいた方が、今度

大多喜町に住んで児童手当を請求しますと、その場合に本来であればいすみ市から所得証明

書をとりにいって、また大多喜町に来てという手間がかかるんですが、番号があればそれは

大多喜町からいすみ市に照会をして、そういう書類は要りませんよと、そういう利便性が図

られるわけですね。 

  ですから、認知症の方と、今のは話が違うかもしれませんが、例えばそういうことが受け

られなくなる。例えば今まで住民票を添付していたものが、今回は不要になるものも出てく

ると思うんですね。そういうサービスが受けられなくなってしまうという不利益があると思

います。 

○議長（志関武良夫君） 11番野中眞弓君。 

○１１番（野中眞弓君） カード、個人番号がなければ、今までどおりの行政手続でいいとい

うことですね。 

○議長（志関武良夫君） 総務課長。 

○総務課長（加曽利英男君） それがだから、どうしても番号がなければ、そういうようなこ

とになろうかと思います。 

○議長（志関武良夫君） ほかにございますか。 

  ９番吉野僖一君。 

○９番（吉野僖一君） けさほど出がけにテレビでやっていましたけれども、はがきぐらいの

大きさを３つに切って、自分のＩＤカードを持って、申請の３つになるんですよね。すごく

字も細かいみたいだし、年寄りの対応がすごく大変だと思うんですよね。 

  そういう見本みたいなのは町のほうへ来ていないですか。きょうたまたま出がけにテレビ

で、はがきぐらいしかないですよね。それを３つに切っちゃう。自分の持っているやつは本

当にちっちゃい、なくしちゃったら本当に困っちゃうような感じ。そういう見本は来ていま

せんか、手続の。 

○議長（志関武良夫君） 税務住民課長。 

○税務住民課長（市原和男君） 個人番号カードの見本というふうなことでございますけれど

も、今のところ町のほうにも来てございません。うちのほうとしても、総務省とかそういう
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ところのホームページを見ながら、こういうイメージだというふうなことで、事務のほうを

進めております。 

○議長（志関武良夫君） ほかにございますか。 

  10番山田久子君。 

○１０番（山田久子君） 今の野中議員さんのご質問とちょっとダブってしまうかもしれない

んですが、個人番号通知は各世帯別というか住所地に、簡易書留で送っていただけるという

ふうに伺っていると思うんですが、例えばそれは留守だとか何かの場合に、受け取れなかっ

た場合、本来はいるんだけれども、留守とかをしていて受け取れなかったような場合という

のは、それは例えば役所に戻されるのか。そういった場合には再度、もう一度送っていただ

くとか、そういう手続をしていただくことができるのかどうか。 

  これは、通常であれば、家に普通であればいて受け取れる状態が、たまたま受け取れなか

ったような場合ということの対応ということでお伺いしたいんですけれども。 

○議長（志関武良夫君） 税務住民課長。 

○税務住民課長（市原和男君） 簡易書留で送られますので、当然郵便局の方が配達に行った

ときに、どなたかいないと郵便局のほうで、また持ち帰ってしまいます。それを何回かそこ

のお宅にお邪魔して、いない場合には不在票というふうな形で、お邪魔しましたけれども、

局で預かっていますというふうな手紙を置いてくるかと思います。さらにまた、その期間が

長ければ、一旦その簡易書留については町のほうでお預かりするというふうな形になります。 

○議長（志関武良夫君） ほかに質疑ありますか。 

  ４番麻生勇君。 

○４番（麻生 勇君） ちょっと間違っているのかどうかわかりませんけれども、このネット

ワークを使って、個人が何かを利用すると、要するに謄本とるとか、そういうことがある場

合があると思うんですよ、ネットワークだから。そんなことはないんですか。 

○議長（志関武良夫君） 総務課長。 

○総務課長（加曽利英男君） この情報関係のネットワークは、これは個人は入れません。利

用する機関同士のものですので。 

○議長（志関武良夫君） ４番麻生勇君。 

○４番（麻生 勇君） そうすると、利用するのは必ず本庁に来なくちゃ利用できないという

ことですか、このカードを。 

○議長（志関武良夫君） 総務課長。 
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○総務課長（加曽利英男君） それはですから役場に限らず、いろいろな場所といいますか、

利用する機関で利用できるということになりますけれども。あとは、例えばですけれども、

条例等で規定すれば、例えば図書館のカードですとか印鑑証明のカードとか、それは条例で

規定すればということですけれども、利用はできるというようなことになります。 

○議長（志関武良夫君） ９番吉野僖一君。 

○９番（吉野僖一君） 茂原市とか勝浦市とか、ホームページの中に内閣官房のということで

検索をマイナンバーのことでやると、だから一般の人も内閣官房で検索でやるとマイナンバ

ーのやつが、動画で15分、個人、法人が20分ぐらいかな、動画で出てくるので、やはりみん

な勉強したほうがいいと思いますね。それが一番簡単にわかる。 

○議長（志関武良夫君） 総務課長。 

○総務課長（加曽利英男君） 町のほうも総務省のほうにつながるようになって、動画を見ら

れるようになっておりますけれども、ただそれがちょっと探しにくいかどうかわかりません

けれども、町のほうもそういうふうにはなっております。 

○議長（志関武良夫君） ほかに質疑ありますか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  本案については討論を省略し、これから採決したいと思います。 

  ご異議ありませんか。 

（「異議なし」「異議あり」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） 異議ありということでございますので、これから討論を行います。 

  初めに、本案に反対者の発言を許します。 

  11番野中眞弓君。 

○１１番（野中眞弓君） 私は、議案第50号 大多喜町行政手続における特定の番号を識別す

るための番号の利用に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の制定について反対

の立場で討論いたします。 

  マイナンバーは、日本国内に住民票を持つ赤ちゃんからお年寄りまで、全員に12桁の番号

をつけ、年金や税金、金融、医療などの情報を、一本に結びつけて国が管理し、税や社会保

障の手続などで利用する仕組みです。午前中に麻生議員がわかりやすいように質問してくだ

さったと思います。 
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  行政側からすれば、国民の所得、社会保障給付の状況を効率よく把握できる反面、国民に

とっては分散していた個人情報の収集を容易にするマイナンバーが一たび外部に漏れ出せば、

悪用され、個人のプライバシーが侵害される危険は飛躍的に大きくなります。先進国のアメ

リカでは、2006年から2008年の３年間の間に、これを悪用した成り済ましの事件が1,170万

件起き、被害額は約２兆円。それから韓国では、大量の情報流出、国民の数よりも多い大量

流出があったり、あるいは民間の会社の社員がお金欲しさに自分の会社の持っている個人情

報を、やはり１億人などという単位で売ると。日本でもことしベネッセとか、そういうとこ

ろでそういう似たような事件が起きましたけれども、これは官がやるだけではなくて、民間

も参入してくるわけですから、セキュリティーはかなり甘くなっていくのではないかと思わ

れます。 

  10月５日から番号を国民に知らせる通知カードの郵送が始まります。しかし多くの国民は

制度を詳しく知りません。そして、私もそうですが、情報漏れへの不安を広げています。企

業の対応もおくれています。従業員や家族のマイナンバーを集め、罰則つきで厳格に管理す

ることが求められている民間企業、特に中小企業は業務の煩雑さや出費の重さなどに、頭を

抱えている状況です。こんな状況で、厳重な保管が必要な番号の通知を始めることは、個人

情報を危険にいっそうさらすことになります。実施に突き進むのは無謀です。 

  内閣府の最近の世論調査では、先ほども出ましたが、マイナンバーの内容を知らない人が

半数以上です。国民の支持や理解が広がらない制度を急ぐ必要はなく、延期しても国民に何

の不利益はありません。先ほどもカードが届かない人は今までどおりの手続をすれば済むと

いうことでした。 

  町は、マイナンバー実施中止を、国に申し入れることを提案して、私の反対討論といたし

ます。 

○議長（志関武良夫君） 反対討論が終わりました。 

  次に、本案について賛成者の発言を許します。 

  ７番小髙芳一君。 

○７番（小髙芳一君） 議案第50号 大多喜町行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の制定について賛成の立場

から討論をしたいと思います。 

  ただいま、反対者の意見がありましたけれども、番号法は既に制定をされ、10月から運用

が開始される。こういう状況にあるわけでありまして、今議案については、この個人番号の
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利用に関する条例ということでありまして、番号法においては、個人番号の利用範囲を限定

的に指定しておりますけれども、地方公共団体が条例で定める事務、福祉、保健、医療、社

会保障、地方税、防災分野についても、独自に利用することができると規定されております。 

  総務課長からも説明がありましたけれども、本町では個人番号を独自に利用する事務とし

て、子ども医療費の助成に関する条例による助成金の支給事務、そしてひとり親家庭等医療

費助成に関する条例による助成の支給に関する事務、重度心身障害者の医療費助成に関する

条例による助成金の支給、この３点について番号法で規定する個人番号を使用するための、

この条例を制定するものであるというふうに思います。 

  妥当な制定であるというふうに判断をし、賛成するものであります。 

○議長（志関武良夫君） ほかに討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから、議案第50号を採決します。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手多数） 

○議長（志関武良夫君） 挙手多数です。 

  したがって、議案第50号は原案のとおり可決されました。 

  皆さんにお諮りします。 

  休憩をとりますか。 

（「要らないよ」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） 大丈夫ですか。執行部の皆さんどうですか。大丈夫ですか。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第５１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（志関武良夫君） 日程第７、議案第51号 特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用

弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 

  本案について、提案理由の説明を求めます。 

  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（永嶋耕一君） それでは、17ページをお開きください。 

  特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定
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について。 

  本文入る前に、提案理由の説明をさせていただきます。 

  本条例は、非常勤職員の報酬の額及び費用弁償の額並びにその支払い方法を定めておりま

すが、平成27年４月に施行された大多喜町地域包括支援センター設置条例に伴い、地域包括

支援センター運営協議会委員の報酬を規定する必要があります。このため、現行の条例の一

部を改正するものでございます。 

  それでは、本文に入らせていただきます。 

  議案第51号 特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和31年条例

第95号）の一部を次のように改正する。 

  別表。 

  介護保険運営協議会委員の項の次に、次のように加える。地域包括支援センター運営協議

会委員、3,500円。 

  附則。 

  この条例は、平成27年10月１日から施行する。 

  報酬額につきましては、介護保険運営協議会委員報酬と同額であります。半日額となりま

す。 

  以上で説明を終わります。 

○議長（志関武良夫君） 説明が終わりました。 

  これから質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  本案については討論を省略し、これから採決したいと思います。 

  ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） 異議なしと認めます。 

  これから、議案第51号を採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 
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（挙手全員） 

○議長（志関武良夫君） 挙手全員です。 

  したがって、議案第51号は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第５２号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（志関武良夫君） 日程第８、議案第52号 大多喜町手数料条例の一部を改正する条例

の制定についてを議題とします。 

  本案について、提案理由の説明を求めます。 

  税務住民課長。 

○税務住民課長（市原和男君） それでは、議案つづり19ページをお願いいたします。 

  議案第52号 大多喜町手数料条例の一部を改正する条例の制定について。 

  本文に入ります前に、提案理由のご説明を申し上げます。 

  行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号

法の施行により、平成27年10月から住民一人一人に個人番号が記載された通知カードが送付

され、平成28年１月からは、希望者に個人番号カードが交付されます。本案は、通知カード

及び個人番号カードの紛失や損傷等により、再交付が必要となった場合の手数料について、

大多喜町手数料条例に加えるものでございます。 

  それでは、本文に入らせていただきます。 

  大多喜町手数料条例（平成12年条例第15号）の一部を次のように改正する。 

  別表、住民基本台帳の部、住民基本台帳カード交付手数料の項を削る改正規定につきまし

ては、平成28年１月から個人番号カードが交付されることに伴い、従来の住民基本台帳カー

ドの交付が、平成28年１月から廃止になることにより、削除するものです。 

  次の、改正条項につきましては、別表、税務等の部の次に、個人番号の通知カード再交付

手数料１枚につき500円。個人番号カード再交付手数料１枚につき800円を加える規定でござ

います。通知カード及び個人番号カードとも、初回の交付につきましては無料とされており

ますが、紛失や損傷等により再交付の場合の手数料を、それぞれ定めるものでございます。

再交付の手数料の額につきましては、通知カードの原資あるいは個人番号カードのＩＣカー

ド購入原価等を考慮し、総務省から示された額と同額でございます。 

  なお、それぞれのカードとも住所変更等による追記欄の余白がなくなった場合や、発行主

体町等の過失による場合などは、やむを得ないものとして町長が認めることとなり無料とな
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ります。 

  附則といたしまして、この改正条例につきましては、平成28年１月１日から、また、通知

カードの再交付手数料の規定につきましては、平成27年10月５日から施行するものでござい

ます。 

  以上で、提案理由及び改正内容の説明を終わらせていただきます。 

  ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（志関武良夫君） 議案第52号の説明が終わりました。 

  これから質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

  １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） 再交付を受けられる条件というか、そういったものは、先ほど紛失と

か損傷とかあったと思います。それ以外にあるのか。それと、再交付を受けてなくしたとい

う場合に、単純になくしたというだけで再交付は受けられるものなのか。再交付を受けた後

なくしたといって万が一またカードが出てきた場合、１人で同じカードを３枚も４枚も、極

端に言うと持つようなこともあり得るのではないかと、そういった場合の措置はどのように

考えるのか。 

○議長（志関武良夫君） 税務住民課長。 

○税務住民課長（市原和男君） 再交付の要件といたしましては、先ほど申し上げました紛失

であるとか焼失、破損、カードの機能がなくなってしまった場合というふうなことでござい

ます。当然再交付の場合、例えば破損等であれば引きかえというふうな形もできるかと思い

ますけれども、焼失あるいは紛失等であれば、そういうものは提示できないと思われますの

で、申請書を出していただくというふうな形です。 

  そして、やはりこのカードそのものは、お一人１枚持つのが原則。ただ、通知カードある

いは個人番号カードいずれかを１枚持つというふうな形です。ですから、仮に再交付した後

に、なくしたつもりが出てきたというふうな場合は、古いカードは返していただくというふ

うな形で考えております。 

○議長（志関武良夫君） ほかに質疑ありますか。 

  １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） それともう一つ、カードをちょっと不正に使われた疑いがあるとかと

いう場合、もし万が一ですね。本人が思って。その場合にすぐ窓口に、多分届けるんじゃな
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いか。何か不正に使われたということが判明したときには、住民課の窓口に行くと思うんで

すけれども、その場合にどのような措置、再交付というような、番号が変えられるのかどう

かわからないけれども、そのような場合には再交付、番号というか、そのような形になるん

ですか。どのような形なんですか。 

○議長（志関武良夫君） 税務住民課長。 

○税務住民課長（市原和男君） ご本人の知らないうちに番号が不正に使われたとか、あるい

は漏れてしまったというふうな。基本的にこの個人番号というのは、普通であれば一生変わ

らないものでございます。ただ、今言われたように漏えいしてしまったとか、そういう場合

には、新たな番号をいただく形になるかと思います。その場合は当然通知カードなり個人番

号カードの再交付を受けるというふうなことで、対応する形でございます。 

○議長（志関武良夫君） ほかに質疑ありますか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） これで質疑を終わります。 

  本案については討論を省略し、これから採決したいと思います。 

  ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） 異議なしと認めます。 

  これから、議案第52号を採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手多数） 

○議長（志関武良夫君） 挙手多数です。 

  したがって、議案第52号は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第５３号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（志関武良夫君） 日程第９、議案第53号 大多喜町介護予防・生活支援事業等利用者

負担金徴収条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 

  本案について、提案理由の説明を求めます。 

  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（永嶋耕一君） それでは、21ページをお開きください。 
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  大多喜町介護予防・生活支援事業等利用者負担金徴収条例の一部を改正する条例の制定に

ついて。 

  本文に入る前に、提案理由の説明をさせていただきます。 

  本条例は、介護予防・生活支援事業の利用者から負担金を徴収することに関して定めてお

りますが、今回、緊急通報システム業務委託契約の委託業者が新規事業者となり、委託金の

金額が現行より安価となることから、利用者負担につきまして現行の条例について、一部の

改正の必要があり、ご提案するものであります。 

  それでは、本文に入らせていただきます。 

  議案第53号 大多喜町介護予防・生活支援事業等利用者負担金徴収条例（平成12年条例第

18号）の一部を次のように改正する。 

  別表中、緊急通報体制等整備事業、緊急通報装置のレンタル料、１月当たり360円。ただ

し、緊急通報装置を撤去した月は徴収しない。を、緊急通報体制等整備事業、緊急通報装置

のレンタル料、１月当たり緊急通報システム業務の月額委託料の10分の１の額、10円未満切

り捨て、ただし緊急通報装置を設置した月は徴収しない。に改める。 

  附則。 

  この条例は、平成27年10月１日から施行する。 

  現行の本条例別表中の緊急通報体制整備事業の負担金は、360円と金額を明記しておりま

すが、今後の契約業者の変更等の対応と、事務の効率化を図るため、緊急通報システム業務

の月額委託料の10分の１の額、10円未満切り捨てと明記をさせていただきました。 

  以上で説明を終わります。 

  よろしくご審議くださるようお願いいたします。 

○議長（志関武良夫君） 議案第53号の説明が終わりました。 

  これから質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

  11番野中眞弓君。 

○１１番（野中眞弓君） 緊急通報装置は、業者とともにシステムも変わったんでしょうか。 

  それから、具体的に10分の１の額は幾らになりますか。 

○議長（志関武良夫君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（永嶋耕一君） ただいまの質問ですけれども、まずシステムが変わって機械

も変わります。ただ、操作自体は簡単なもので、前の機械もそうですが、緊急と相談という
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その２つのボタンしかありません。今回も機械は変わるんですが、緊急と相談というそのボ

タンの２つで対応しておりますので、利用者としてはそんなに戸惑いはないと考えておりま

す。 

  それと、今回安価になったということで、360円が270円になったところでございます。 

○議長（志関武良夫君） ほかに質疑ありますか。 

  11番野中眞弓君。 

○１１番（野中眞弓君） 私１年か２年くらい前に、緊急通報装置、ピーッとやったら警備員

さんが直接来るような、いすみ市や御宿町で採用しているような、そういうシステム、採用

できませんかというようなことを一般質問したんですけれども、それとは違うんですね。 

○議長（志関武良夫君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（永嶋耕一君） そのシステムとは違います。一応、緊急の場合、誰かが来る

ということじゃなくて、センターのほうに連絡が入りまして、それでその情報提供というか、

役場のほうに来たり、そういう形になりますので、誰かがそこに行くということではありま

せん。 

○議長（志関武良夫君） ほかに質疑ありますか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  本案については討論を省略し、これから採決したいと思います。 

  ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） 異議なしと認めます。 

  これから、議案第53号を採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手全員） 

○議長（志関武良夫君） 挙手全員です。 

  したがって、議案第53号は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第５４号の上程、説明、質疑 
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○議長（志関武良夫君） 日程第10、議案第54号 大多喜町介護保険条例の一部を改正する条

例の制定についてを議題とします。 

  本案について、提案理由の説明を求めます。 

  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（永嶋耕一君） それでは、23ページをお願いいたします。 

  大多喜町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について。 

  本文に入る前に、提案理由の説明をさせていただきます。 

  行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、以下、番号法

といいますが、一部の規定を除き、平成27年10月５日から施行されます。番号法では、個人

番号を利用することができる事務といたしまして、介護保険法による保険給付の支給、地域

支援事業の実施または保険料の徴収に関する事務について、個人番号を利用することができ

ると規定されております。 

  このことから、本町におきましても、介護保険事務のうち、保険料の徴収、猶予及び減免

申請の確認事務について、事務をより効率的かつ正確に行うための改正と、あと延滞金の割

合の特例について、大多喜町税条例と同じ扱いをするものでございます。 

  それでは、本文に入らせていただきます。 

  議案第54号 大多喜町介護保険条例（平成12年条例第17号）の一部を次のように改正する。 

  第８条第２項第１号中、氏名及び住所を、氏名、住所及び個人番号（行政手続における特

定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27号）第２条第５項

に規定する個人番号をいう。以下同じ。）に改める。 

  第９条第２項第１号中、氏名及び住所を氏名、住所及び個人番号に改める。この改正につ

きましては、保険料の徴収猶予及び減免の申請時に申請書類に被保険者及び主たる生計維持

者の氏名及び住所を記載することになっておりますが、これに個人番号を新たに記載する項

目として加えるものでございます。 

  附則第６条を次のように改める。 

  延滞金の割合の特例。 

  第６条、当分の間、第７条第１項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3

パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合（当該の前年に租税特

別措置法（昭和32年法律第26号）第93条第２項の規定により告示された割合に年１パーセン

トの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。）が、年7.3パーセントの割合
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に満たない場合には、その年（以下この条において「特例基準割合適用年」という。）中に

おいては、年14.6パーセントの割合にあっては、当該特例基準割合適用年における特例基準

割合に、次のページをお願いいたします、年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年

7.3パーセントにあっては当該特例基準割合に年１パーセントの割合を合算した割合（当該

加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合）とする。 

  この延滞金の割合の特例につきましては、本来国税における延滞税等の見直しが行われた

際に、改正をすべきところでありましたが、改正に漏れがあったため、今回改正し、大多喜

町税条例と取り扱いを同じくするものでございます。 

  改正内容につきましては、当分の間、延滞金の年14.6パーセントについては、特例基準割

合に、年7.3パーセントの割合を加算した率とするものの規定でございます。また、年7.3パ

ーセントについては、特例基準割合に年１パーセントの割合を加算した率とするというもの

でございます。ただし、この場合、加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合に

は年7.3パーセントとするというものでございます。 

  この特例基準割合とは、銀行の新規の短期貸付約定平均金利を基準に、各年の前年の12月

15日までに、財務大臣が告示する割合に１パーセントを加算した割合が特例基準割合となり

ます。 

  例えば、本年、平成27年の場合は、特例基準割合は1.8パーセントとなります。このこと

から、平成27年の延滞金の割合は、14.6パーセントではなく、特例基準割合1.8パーセント

に年7.3パーセントの割合を加算した年9.1パーセントの割合となります。また、年7.3パー

セントの割合は、1.8パーセントに年１パーセントの割合を加算した年2.7パーセントの割合

となるものでございます。 

  附則。 

  施行期日。 

  第１条、この条例は行政手続における特定の個人を識別するための個人の番号等に関する

法律（平成25年法律第27号）附則第１条第４号に掲げる規定の施行の日、平成28年１月１日

から施行する。ただし、附則第６条の改正規定及び次項の規定は、平成27年10月１日から施

行する。これにつきましては、施行期日についてそれぞれ規定したものでございます。 

  経過措置。 

  第２条、改正後の大多喜町介護保険条例、附則第６条の規定は、延滞金のうち平成27年10

月１日以降の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、
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なお従前の例による。経過措置について規定したものでございます。 

  以上で説明を終わります。 

  よろしくご審議くださいますよう、お願いいたします。 

○議長（志関武良夫君） 議案第54号の説明が終わりました。 

  これから質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

  １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） 第９条第２項第１号中、氏名及び今まで住所でよかったのに、プラス

して個人番号を記載すると。個人番号というのはそもそも個人を特定する番号であるものと

思います。普通であれば、個人番号だけを書けば、住所、氏名まで書類に書く必要はないん

じゃないかと思うけれども、そうすると個人の名前とあれして下に番号書いちゃえば、この

人の番号はこの番号だとすぐにわかっちゃうわけだよね。 

  一般的に個人番号の取り扱いというのは、大体、住所と氏名と番号を書くんですか、役所

に届ける場合には。そうすると、一目瞭然、誰が見ても自分の番号が知れちゃうというよう

な気がするんだけれども、その辺はどうなんですか。 

○議長（志関武良夫君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（永嶋耕一君） ただいまの質問なんですが、その番号を一応利用するものは、

先ほど言いましたが、保険料の徴収猶予とか、減免の申請に関して番号を用いるものであっ

て、その辺の税条例とか、そういう関係に使うための番号をいただいておるもので、これ氏

名、住所、確かに個人番号だけでわかるじゃないかと言われればそれまでなんですけれども、

申請なんかにやはり個人の氏名、住所は必要になってくると考えております。 

○議長（志関武良夫君） １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） そうすると、役所に提出する書類に個人番号を書くというのは、ほか

にもあると思いますけれども、その際も住所、氏名と個人番号を必ず記載するんですか。そ

れともこの条例に定めたこの介護保険条例のときだけなんですか。 

○議長（志関武良夫君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（永嶋耕一君） 介護保険は、こちらで使うものもあると思います。ただ、ほ

かに使うものとしては、うちのほうは把握しておりませんので、介護保険の場合はこの番号、

氏名、住所を使う、申請段階で明記してもらうような形になっております。 

○議長（志関武良夫君） １番根本年生君。 
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○１番（根本年生君） じゃ総務課長、役所に個人番号を書く場合あると思うんですけれども、

その上、やっぱり住所、氏名プラス個人番号、全て書くんですか。 

○議長（志関武良夫君） 総務課長。 

○総務課長（加曽利英男君） ほとんどの申請書は、たまたま総務課はそういうものはほとん

どないと思いますけれども、住所、氏名と個人番号を書くというふうに考えております。 

○議長（志関武良夫君） ほかにございますか。 

  ５番野村賢一君。 

○５番（野村賢一君） 私、延滞金の特例が全然わからないんですよ、さっきからパーセント

ばっかりで。何か事例出せる方法はないんですか。 

○議長（志関武良夫君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（永嶋耕一君） 事例でいいますと、じゃ平成27年、先ほども言いましたけれ

ども、それを少し詳しく説明させていただきたいと思います。 

  本来ですと、今までの条例でいきますと、本来14.6パーセントの年延滞金を取らなくちゃ

いけないのを、この特例で、特例基準割合、これは財務大臣のほうから通知があるものなん

ですけれども、これが平成27年度は1.8パーセントになります。1.8パーセントで今回の改正

でいくと、14.6パーセントの場合は、その特例基準割合に年7.3パーセント、率を足しなさ

いよということですので、その1.8パーセントに7.3パーセントを足した9.1パーセントが、

平成27年の延滞金の率となります。 

○議長（志関武良夫君） 代表監査委員。 

○代表監査委員（滝口延康君） 監査委員の立場からちょっと言わせてもらいますけれども、

これはもうろうとした頭じゃわからないよ。だから、明日でもいいから算式をきちんと出し

て提示したほうがいいと思います。ちょっとこれ、言葉だけで説明してもわからないと思い

ます。 

  私はそれを提案したいと思います。ちょっと切っちゃって申しわけありませんけれども、

以上です。 

○議長（志関武良夫君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（永嶋耕一君） それでは、ちょっと例を挙げさせていただきます。 

  まず、保険料が2,000円の場合を想定していきます。保険料が2,000円の場合、前条例でい

きますと、ごめんなさい、2,000円だと無料になっちゃいますね。ごめんなさい。3,000円で

いきます。 
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○議長（志関武良夫君） 健康福祉課長、今野村議員が質問したんですが、なかなか口頭だと

ちょっとわかりにくいということですので、わかりやすく書いたものを本人に手渡していた

だくようなことでどうですか。後で、今じゃなくて。 

（「みんなに配ってよ」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） だから、あしたにでもちょっとわかりやすい説明のあれで。 

  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（永嶋耕一君） それでは、あしたに延滞金の計算例ということでお示しをさ

せていただきたいと思います。すみません。 

○議長（志関武良夫君） ５番野村賢一君。 

○５番（野村賢一君） この議案はあしたやるということですね。 

○議長（志関武良夫君） そうですね。今ちょっと、これ採決するというわけにもいかないか

なと。 

（「すぐわかるよ」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） すぐるわかる、そうですか。 

  じゃすぐわかるそうですから、ちょっと。コピーしてきて。 

  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（永嶋耕一君） すみません。資料が旧割合の資料しかありませんでしたので、

あした改めて提出させていただきます。 

○議長（志関武良夫君） 今、健康福祉課長のほうから説明がありましたから、あしたという

ことでございます。ご理解いただけますか。 

（「了解」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） それでは、これをもちまして、本日の会議は全て終了となりました。 

  なお、この後９月会議の議事案件の審議要領について、議会事務局から説明を予定してい

ましたが、時間が大分遅くなりましたので、印刷物の配付とします。あしたの議案審議にも

関係しますので、お読みくださるようお願い申し上げます。 

  以上です。 

  今資料を配ってもらっていますが、54号の関係ですが、あしたの議事日程に組み入れたい

と思いますので、ご理解いただきたいと思います。よろしくお願いします。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎散会の宣告 
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○議長（志関武良夫君） それでは、これで全て終了といたしたいと思います。 

  以上で解散します。 

  長時間にわたりましてご審議、どうもありがとうございます。ご協力いただきましてあり

がとうございます。 

（午後 ８時１１分） 
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議事日程（第２号の１） 

 日程第 １ 議案第５４号 大多喜町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第 ２ 議案第５５号 平成２７年度大多喜町一般会計補正予算（第５号） 

 日程第 ３ 議案第５６号 平成２７年度大多喜町国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

 日程第 ４ 議案第５７号 平成２７年度大多喜町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

 日程第 ５ 議案第５８号 平成２７年度大多喜町水道事業会計補正予算（第１号） 

 日程第 ６ 議案第５９号 平成２７年度大多喜町特別養護老人ホーム事業会計補正予算 

              （第１号） 

 日程第 ７ 議案第６０号 平成２６年度大多喜町一般会計歳入歳出決算認定について 

              （提案説明） 

 日程第 ８ 議案第６１号 平成２６年度大多喜町鉄道経営対策事業基金特別会計歳入歳出 

              決算認定について（提案説明） 

 日程第 ９ 議案第６２号 平成２６年度大多喜町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定 

              について（提案説明） 

 日程第１０ 議案第６３号 平成２６年度大多喜町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認 

              定について（提案説明） 

 日程第１１ 議案第６４号 平成２６年度大多喜町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につ 

              いて（提案説明） 

 日程第１２ 議案第６５号 平成２６年度大多喜町水道事業会計利益の処分及び決算認定に 

              ついて（提案説明） 

 日程第１３ 議案第６６号 平成２６年度大多喜町特別養護老人ホーム事業会計決算認定に 

              ついて（提案説明） 

 日程第１４ 報告第 ６号 平成２６年度決算に基づく健全化判断比率の報告について 

 日程第１５ 報告第 ７号 平成２６年度大多喜町水道事業会計決算に基づく資金不足比率 

              の報告について 

 日程第１６ 報告第 ８号 平成２６年度大多喜町特別養護老人ホーム事業会計決算に基づ 

              く資金不足比率の報告について 
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───────────────────────────────────────────────── 

◎開議の宣告 

○議長（志関武良夫君） おはようございます。 

  昨日の本会議に続き、ご苦労さまです。 

  ただいまの出席議員は11名です。したがって、会議は成立しました。 

（午前１０時００分） 

───────────────────────────────────────────────── 

◎町長の報告 

○議長（志関武良夫君） これから、本会議に入るわけでございますが、その前に、町長から

現在の大雨の状況の説明がございますのでお聞き願いたいと思います。 

  町長どうぞ。 

○町長（飯島勝美君） おはようございます。 

  きのうから大変雨が降りまして、各地で被害が出ているわけでございますが、本町の状況

を報告させていただきたいと思います。 

  きのう９日の午前２時９分に、本町に大雨警報の発令、また、本日10日の午前２時46分に

洪水警報の発令がありました。よりまして、町といたしましては、土砂災害警戒警報の発令

が予想されるため、本日の午前４時に各課長を招集しまして災害対策本部を設置し、土砂災

害警戒警報が発令された場合は、避難所を直ちに開設できる体制をとっているところでござ

います。 

  現在のところ、被害の報告はないということでございます。そういうことで、きょうの本

会議につきましては、職員も夕べ、というのかな、きょうの朝早くから来ておりましたので、

きょうの会議につきましては、作業衣で出席させていただきますことをご了解いただきたい

と思います。 

  よろしくお願いいたします。 

○議長（志関武良夫君） ご苦労さまでした。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎諸般の報告 

○議長（志関武良夫君） 本日の議事日程につきましては、ただいま配付してございます議事

日程第２号の１より進めてまいりますので、ご承知願いたいと思います。 

  なお、本日の会議終了後、視察研修につきまして打ち合わせを行いますので、この会場に
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お集まりいただきたいと思います。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第５４号の質疑、討論、採決 

○議長（志関武良夫君） 日程第１、議案第54号 大多喜町介護保険条例の一部を改正する条

例の制定についてを議題とします。 

  なお、本件につきましては、昨日の会議において説明が中途で終わっておりますので、引

き続き説明を求めます。 

  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（永嶋耕一君） それでは、きのうの途中ということでしたので、延滞金の関

係からご説明させていただきたいと思います。 

  お手元に、延滞金についてということと、あと、計算例１、裏に２枚目に、計算例２とい

うことで資料をお配りしましたので、それをもとに説明させていただきます。 

  まず、１枚目の延滞金についてでございますけれども、比較表をごらんになっていただき

たいと思うんですが、まず、延滞金の率につきましては、１カ月以内と１カ月以上で率が違

っております。 

（「6,000円」の声あり） 

○健康福祉課長（永嶋耕一君） よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○健康福祉課長（永嶋耕一君） 延滞金の率につきましては、納期限が１カ月以内と１カ月以

上で率が変わります。まずこの表でいきますと、納期が１カ月経過したものにつきましては、

本則では14.6パーセントで、その下に納期が１カ月以内の場合、7.3パーセントがこれ本則

でございます。 

  今回、その改正の関係なんですけれども、その本則に改正前の特例、その場合、１カ月を

経過した場合はなしということで、その隣に改正の割合ということで14.6パーセントがその

まま生きることになります。 

  納期限１カ月以内の場合は、特例基準ということで、改正前は4.3パーセントが基準にな

ります。これというのも、その下に、特例基準割合ということで、改正前の基準につきまし

ては、日本銀行が定める前年の11月30日の基準割引率に年４パーセントを加算する割合。で

すから、0.3パーセントがその基準割引率ですか、になりますので、4.3パーセントが該当に

なります。 
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  改正後の特例としまして、１カ月以上経過した場合は、特例割合に7.3パーセントを加え

たもので、平成27年度の率につきましては9.1パーセントが該当になります。ですから、率

は下がるということでございます。１カ月以内につきましては、やはり特例基準割合に１パ

ーセントを足した2.8パーセント、これが基準になります。 

  改正後の関係につきましては、前日申し上げたとおりでございます。 

  ２枚目の計算例１をごらんになっていただきたいと思うんですが、その比較表を見ながら

聞いていただきたいと思うんですが、まず、計算例の１でございますけれども、改正前、税

額が20万、納期が平成23年２月28日、納付日が平成23年４月27日の場合、これ、日にちとか

そういうのは、一応、約２カ月弱で参考にさせていただきました。日数の関係ですけれども、

納期が翌日から１カ月を経過する日までの期間の日数ということで２月28日があれになりま

す、３月１日が基準になりますので、１カ月以内ということで31日が計算になります。１カ

月以上ということで４月１日から27日までということで、27日が該当になります。 

  その下に計算式があるんですが、まず、20万円掛ける31日、これは１カ月以内の場合です

ね。31日掛ける１カ月未満ですので4.3パーセントを掛けます。それを365日で割るものでご

ざいます。それが右のほうに730円となります。 

  次に、20万円掛ける27日、これは１カ月以上の日数ですので27日掛ける14.6パーセント、

改正前の率は14.6パーセントでその14.6パーセントを掛けるものでございます。それを365

日で割ります。そうすると2,160円となります。その合計が2,890円で、延滞金の場合、100

円未満は切り捨てとなっておりますので延滞金は2,800円となります。 

  次に、改正後ですけれども、やはり税額が20万円、納期が平成27年２月28日から、納付日

が平成27年４月27日、やはり日数は同じにしてあります。それで、計算式なんですけれども、

20万円掛ける31日掛ける2.8パーセント、１カ月以内は今度は2.8パーセントですので、2.8

パーセントを掛けます。それ割る365日で475円となります。 

  次に、20万円掛ける今度は１カ月以上27日ですので、27日掛ける今度は改正後は9.1パー

セントですので、9.1パーセントを掛けます。それを365日で割るものでございます。それが

1,346円、合計といたしまして1,821円、延滞金は1,800円となります。 

  これ、税の関係で、税額でちょっと申し上げましたけれども、２枚目に、介護保険の保険

料でちょっと計算をさせていただきました。 

  介護保険料が6,000円の場合、納期とか納付日は全部同じでございます。そうしますと、

改正前ですけれども6,000円掛ける31日掛ける4.3パーセントの365で割りますと21円、それ
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プラス6,000円掛ける27日かける14.6パーセント、それを365日で割りますと64円で、合計い

たしますと85円ですけれども、延滞金の場合、1,000円未満の場合は切り捨てでゼロになり

ます。よって延滞金はゼロということになります。 

  改正後は、やはり6,000円掛ける31掛ける2.8パーセントですので、それを365日で割ると

14円になります。それプラス１カ月以上ですので、１カ月以上が27日ですので、6,000円掛

ける27日掛ける9.1パーセントでございますので、それを365日で割りまして40円となります。

合計としまして54円、1,000円未満切り捨てということで延滞金はゼロということになりま

す。 

  以上で説明を終わりにしたいと思います。 

○議長（志関武良夫君） 説明が終わりました。 

  これから質疑を行いたいと思います。 

  質疑ありますか。 

  ５番野村賢一君。 

○５番（野村賢一君） すみません、きのう、私が質問をして資料をつくってもらってありが

とうございます。 

  延滞金についての資料の平成27年度中の割合9.1パーセントと2.8パーセントと、この数字

はどこから出て、どういうふうに出したんですか。 

○議長（志関武良夫君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（永嶋耕一君） この数字でございますけれども、特定基準割合ということで、

財務大臣が告示する国内銀行の新規貸出約定の平均金利を当該年の前々年の10月から前年の

９月までの平均に１パーセントを足したものでございます。 

  ですから、ことしは0.8パーセントですか、それに１パーセントを足しますので1.8パーセ

ントが特例基準割合となります。 

○議長（志関武良夫君） ５番野村賢一君。 

○５番（野村賢一君） 毎年毎年、変わるということで、この延滞金のこれ、前回ので計算す

るんですか、これは。変わるということは、非常にわかりにくいよね、今、どこから数字が

出てきたかわからないんだけれども。 

○議長（志関武良夫君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（永嶋耕一君） ただいまの質問ですけれども、これは毎年変わります。 

  去年が0.9パーセントで1.9パーセントになります。ですから0.1パーセント下がっており
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ます。ですから、毎年毎年、この率は変わっていくと思われます。 

○議長（志関武良夫君） よろしいですか。 

  ほかにございますか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） ないようですので質疑なしとします。 

  これで質疑を終わります。 

  本案については、討論を省略し、これから採決したいと思います。 

  ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） 異議なしと認めます。 

  これから、議案第54号を採決します。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手多数） 

○議長（志関武良夫君） 挙手多数です。 

  したがって、議案第54号は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第５５号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（志関武良夫君） 日程第２、議案第55号 平成27年度大多喜町一般会計補正予算（第

５号）を議題とします。 

  本案について、提案理由の説明を求めます。 

  企画財政課長。 

○企画財政課長（西郡栄一君） 議案第55号の説明をさせていただきます。 

  25ページをお開きください。 

  平成27年度大多喜町一般会計補正予算（第５号）は、次に定めるところによる。 

  歳入歳出予算の補正。第１条第１項は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ6,107万

9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ47億7,996万4,000円とするもの

です。 

  第２項は、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」によることを定めるものでございます。 

  第２条は、地方債の補正で、地方債の変更は、「第２表 地方債補正」によることを定め
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るものです。 

  初めに、地方債の補正を説明させていただきますので、29ページをお開きください。 

  第２表地方債補正、起債の目的、上水道出資債は南房総広域水道事業団への出資債で補正

前の限度額2,580万円を220万円増額し、2,800万円とするものでございます。 

  次の道路整備事業債は、過疎対策事業債を充当する橋梁長寿命化事業の事業費の減額を見

込み、補正前の限度額7,700万円を590万円減額し7,110万円に補正するものでございます。 

  それでは次に、事項別明細書により歳入予算の説明をさせていただきます。 

  32ページ、33ページをお開きください。 

  ２、歳入。 

  款13使用料及び手数料、項２手数料、目１総務手数料１万円の増額補正は、個人番号の通

知カードと個人番号カードの再交付手数料でございます。 

  款14国庫支出金、項１国庫負担金、目１民生費国庫負担金505万4,000円の増額補正は、障

害者自立支援給付費等の増額に伴う国の負担額２分の１でございます。 

  次の項２国庫補助金、目１総務費国庫補助金521万8,000円の増額補正は、地方創生先行型

交付金３事業分に対するものと、個人番号カード交付事務費補助金でございます。 

  目４土木費国庫補助金360万円の減額補正は、橋梁長寿命化事業費の減額に伴うものでご

ざいます。 

  次の款15県支出金、項１県負担金、目２民生費県負担金252万7,000円の増額補正は、障害

者自立支援給付費の増額に伴う県の負担額４分の１でございます。 

  項２県補助金、目４農林水産業費県補助金12万2,000円の増額補正は、対象事業の増加に

伴うものでございます。 

  目５商工費県補助金81万6,000円の増額補正は、商い資料館のトイレの改修工事に伴うも

のでございます。 

  次の項３県委託金、目１総務費委託金の17万2,000円の増額補正は、各種統計調査委託金

の交付決定等に伴うものでございます。 

  次の款17寄附金、項１寄附金、目１指定寄附金１万円の増額補正は、図書書籍代の寄附１

件分でございます。 

  次の款18繰入金、項１基金繰入金、目６ふるさと基金繰入金256万8,000円の増額補正は、

西小学校の滑り台の購入へ107万4,000円、町道船子東前線、船子城見ケ丘側の補修工事へ

149万4,000円、それぞれ充当するものでございます。 
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  次のページをお開きください。 

  款19繰越金、項１繰越金、目１繰越金5,701万3,000円の増額補正は、収支の均衡を図るた

め計上させていただきました。 

  款20諸収入、項４雑入、目３雑入の513万1,000円の減額補正は、面白峡発電所の管理方法

の変更によるものでございます。 

  款21町債、項１町債、目２衛生債220万円の減額補正と、次の目３土木債590万円の減額補

正は、第２表で説明させていただきました地方債の補正分でございます。 

  次に、今回の補正予算では、職員の人事異動に伴う増減がございますので、初めに、給与

費明細書でご説明させていただきます。 

  56、57ページをお開きください。 

  給与費明細書の１、特別職の表の区分の欄の比較の項、一番下のところですが、長等の共

済費13万6,000円の増額は、年金制度が厚生年金の標準報酬制へ移行する改正に伴う増額で

ございます。なお、この改正は一般職員も同様でございます。その他特別職の報酬17万

9,000円の増額は、総合開発審議会委員の報酬の増額と地域包括支援センター運営協議会委

員の報酬の増額でございます。 

  次のページをお開きください。 

  ２、一般職の１号、総括の表の区分の欄の比較、一番下の行の職員数でございますが、一

般職が１人減員し、括弧内の１人の増員は任期つき採用職員でございます。 

  次に、給料2,174万6,000円の減額、職員手当399万9,000円の減額、共済費1,194万9,000円

の減額で、合計3,769万4,000円の減額でございます。 

  職員手当は、次の職員手当の内訳の表のとおりで、時間外勤務手当の増額はございますが、

これは、企画財政関係職員人件費、林業関係職員人件費、商工関係職員人件費、町道改良事

業、保健体育職員人件費でそれぞれ増額となっております。 

  その他の手当につきましては、対象職員の増減等によるものでございます。 

  以下の表につきましては、説明を割愛させていただきます。 

  次に、事項別明細書の歳出を説明させていただきますので36、37ページをお開きください。 

  なお、人件費の各事業につきましては、給与費明細書で説明させていただきましたので、

割愛をさせていただきます。 

  ３、歳出、款１議会費、項１議会費、目１議会費169万6,000円の減額補正は、人件費の減

額と議会議員視察時の事務局職員の旅費でございます。 
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  次の款２総務費、項１総務管理費、目１一般管理費253万4,000円の減額補正は、人件費の

増減のほかに、一般事務費の共済費は追加費用等負担金の減額で、備品購入費は紙折り機の

購入、職員研修事業は参加職員の増によるものでございます。 

  次の目２文書広報費２万7,000円の増額補正は、上瀑地区の掲示場の変更に係るものでご

ざいます。 

  次の目３財政管理費665万3,000円の増額補正は、地方公会計の整備を推進するため町の固

定資産台帳のデータ整備を行うものでございます。 

  次の目５財産管理費19万9,000円の増額補正は、庁舎空調用エアフィルターの交換に係る

ものでございます。 

  次の目６企画費113万1,000円の増額補正の主な内容は、コピーの借り上げ料と、次のペー

ジの町国際交流協会補助金で、台湾の集集鎮の鎮長の来町に伴う経費に係る補助でございま

す。地域公共交通対策事業は、高速バス運行開始時に周知するチラシを作成する経費や、運

行開始式典時の横断幕、看板等の作成、会場の設営委託料でございます。 

  目８諸費520万円の増額補正は、地方創生先行型事業として実施するもので、大多喜の冊

子発行事業は町を紹介するＡ５判の冊子を5,000部作成するものでございます。愛着心育成

事業は教育委員会で副読本として使用されている「わたしたちの郷土 大多喜町の歴史」を

各世帯、転入される方などに配布して、町への愛着心を深めていただこうとするものでござ

います。旧上瀑小学校活用事業は、現在、学童保育で一部の教室を使用していますが、使用

していない空き教室や調理室をサテライトオフィスやスモールキッチンなどで活用しようと

するものでございます。 

  次の項２徴税費、目１税務総務費117万5,000円の減額補正は人件費の減額で、次の目に賦

課徴収費60万円の増額補正は、法人関係の申請届け出の電子受け付けサービスと税制改正に

伴う町の軽自動車税システムの改修でございます。 

  次の項３戸籍住民基本台帳費、目１戸籍住民基本台帳費177万9,000円の増額補正は、人件

費の減額と戸籍事務費は印鑑登録証明書の印刷製本費と、住民基本台帳ネットワークシステ

ム事業は個人番号の通知カードが10月から発送され、１月からカードの交付が始まりますの

で、この事業に対応するため、次のページの41ページですが、臨時職員の雇用やカードの裏

書き、臨時用機器とタッチパネルの整備に係る経費及び再交付に係る交付金でございます。 

  次の項５統計調査費の目１統計調査総務費8,000円の増額補正は、人件費の増額で、次の

目２各種統計調査費17万3,000円の増額補正は、学校基本調査と国勢調査の交付決定等に伴
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う変更でございます。 

  次の款３民生費、項１社会福祉費、目１社会福祉総務費823万5,000円の増額補正は、人件

費の減額と障害者福祉事業は対象児の増及び生活保護受給者の医療給付費の増額、国民健康

保険特別会計繰出金の減額でございます。 

  次の目２国民年金費51万3,000円の増額補正は、人件費の増額で、次のページをお開きく

ださい。 

  目５介護保険事業費の377万4,000円の増額補正は、日常生活支援総合対策事業の実施に伴

うパソコン用ソフトの修正と介護保険特別会計への繰出金などでございます。 

  次の項２児童福祉費の目１児童福祉総務費425万2,000円の減額補正は、人件費の減額と目

４児童福祉施設費1,546万3,000円の減額補正は、人件費の減額と非常用照明器具蓄電池の交

換などでございます。 

  次の款４衛生費、項１保健衛生費、目１保健衛生総務費17万4,000円の減額補正は、人件

費の減額でございます。 

  次のページをお開きください。 

  目２予防費の90万9,000円の増額補正は、健診対象者の増加分でございます。 

  目３環境衛生費530万1,000円の減額補正は、人件費の減額と不法投棄禁止の看板の作成及

び小水力発電所管理運営事業は、管理方法の変更に伴うものでございます。 

  項２清掃費、目１清掃総務費１万2,000円の増額補正は、人件費の減額と除草作業の賃金

が含まれております。 

  目２塵芥処理費13万8,000円の増額補正は、９月の連休時に可燃ごみの特別収集を実施す

る経費でございます。 

  項３上水道費、目１上水道運営費213万4,000円の増額補正は、南房総広域水道企業団への

出資金の増額でございます。 

  款５農林水産業費、項１農業費、目１農業委員会費50万円の減額補正は、人件費の減額で、

目２農業総務費141万1,000円の増額補正は、人件費の増額と、次の47ページに続きますが、

臨時職員１人分の賃金でございます。 

  次の目３農業振興費18万1,000円の増額補正は、環境保全型農業直接支払対象事業の対象

面積の増加に伴うものと、道の駅連絡会の会費の増額によるものでございます。 

  次の目５農地費33万5,000円の増額補正は、平沢ダム管理用ボートの修繕料とダム管理技

士の登録更新に係る経費で、基幹農道整備事業は冬季凍結防止用の塩化カルシウムの購入で
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ございます。 

  目６農業施設費2,349万9,000円の増額補正の主なものは、味の研修館の備品購入費として

フードミキサーを購入するものと、農村コミュニティーセンターの多目的ホール天井非構造

部材の耐震化工事と施工管理委託料でございます。 

  次の項２林業費、目１林業総務費８万4,000円の増額補正は、人件費の増額で、目３大多

喜県民の森運営費119万円の増額補正は、人件費の増額と汚泥の収集委託料でございます。 

  次の48ページ、49ページをお開きください。 

  款６商工費、項１商工費、目１商工総務費213万4,000円の増額補正は、人件費の増額で、

目２商工業振興費15万1,000円の増額補正は、エアコンの故障に伴う新規分の購入でござい

ます。 

  次の目３観光費329万1,000円の増額補正は、小沢又駐車場予定地の用地測量委託料と観光

地魅力アップ事業として行う商い資料館のトイレ改修工事、観光センターのガスヒートポン

プの修繕料、観光振興事業の旅費は徳川家康公顕彰四百年記念事業参加時の旅費、それと大

多喜情報マップの作成、原材料費は大塚山万葉ロードの万葉集の立て札100本と、お城まつ

り実行委員会補助金は台湾の集集鎮の鎮長が参加する際の甲冑の衣装等に係るものと、町観

光協会補助金は、10月の連休時に大多喜駅周辺の観光地を巡回するバスを試験的に運行する

ものでございます。 

  款７土木費、項１土木管理費、目１土木総務費256万4,000円の増額補正は、人件費の減額

と道路台帳の電子データ化に伴い現況等のかい離箇所分の整備に係るものでございます。 

  目２登記費102万5,000円の減額補正は、人件費の減額でございます。 

  次のページをお開きください。 

  項２道路橋梁費、目１道路維持費236万3,000円の増額補正は、公用車のタイヤの交換と、

三又地先の道路のり面修繕計画の業務委託及び船子東前線の城見ケ丘側の補修工事として車

両運搬手数料、車両借り上げ料、区画線工事、道路補修用材料などでございます。 

  目２道路新設改良費1,583万9,000円の増額補正は、人件費の減額と宇野辺当月川線の土質

調査業務、川畑下線の路線用地測量業務、新坂泉水線の路線測量業務、船子東前線の国道

465号線側の土質調査業務や、増田小土呂線、弓木西下線の用地取得費、増田小土呂線と船

子東前線の補償費でございます。 

  目３橋梁維持費の100万円の減額補正は、48橋分の橋梁点検委託業務の増額と、塩渕橋橋

梁補修工事の減額でございます。 



－173－ 

  目４交通安全対策費25万円の増額補正は、道路照明やカーブミラー、ガードレールの購入

でございます。 

  次の項４住宅費、目１住宅管理費88万4,000円の増額補正は、新丁住宅の汚水配管の修繕

と田丁団地の駐車場の区画線工事でございます。 

  目２宅地造成費577万6,000円の増額補正は、旧上瀑保育園の跡地を宅地として分譲するた

めの分筆測量や、次のページの給水設備工事及び工事材料などでございます。 

  款９教育費、項１教育総務費、目２事務局費140万4,000円の減額補正の主なものは、人件

費の減額でございます。 

  次の項２小学校費の目１学校管理費252万円の増額補正の主なものは、西小学校の滑り台

の設置にふるさと基金を充当するものと、大多喜小学校の正門の塗装と高圧受電ＰＡＳの交

換工事で、大多喜小の修繕は照明器具の基盤等でございます。 

  次の項３中学校費、目１学校管理費13万6,000円の増額補正は、大多喜中学校の倉庫のシ

ャッターの修繕料でございます。 

  目２教育振興費132万3,000円の増額補正は、大多喜中学校の備品として楽器を購入するも

のでございます。 

  次の項４社会教育費、目１社会教育総務費307万2,000円の増額補正は、人件費の増額でご

ざいます。 

  次のページをお開きください。 

  目２公民館費23万3,000円の増額補正は、空調設備の修繕などでございます。 

  目３図書館費６万7,000円の増額補正は、寄附を受領した分の書籍の購入や書庫の除湿器

の購入等でございます。 

  目４文化財保護費は、小土呂区の中野屋と役場中庁舎が国登録有形文化財に認定されまし

たので、認定板を設置する工事でございます。 

  項５保健体育費、目１保健体育総務費450万8,000円の減額補正は、人件費の減額で、目２

学校給食費97万2,000円の増額補正は、人件費の増額と調理用備品の修繕、排水処理施設機

械室ドアの改修工事などでございます。 

  目３体育施設費27万3,000円の増額補正は、トラクターのバッテリーの修繕とテニスコー

トの部分補修、野球場用の砂の購入、海洋センター管理運営事業は窓ガラスの修繕とバレー

ボールのポールのカバーを購入するものでございます。 

  以上で平成27年度大多喜町一般会計補正予算（第５号）の提案説明とさせていただきます。 
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  よろしくご審議くださるようお願いいたします。 

○議長（志関武良夫君） 説明が終わりました。 

  これから質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

  １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） すみません、あれ、これ全体でいいんでしたっけ。 

○議長（志関武良夫君） はい。 

○１番（根本年生君） ページ39ページの総合開発審議会委員報酬、これ恐らく、当初の予算

から会議の回数によって、その委員の報酬がふえたということだとは思うんですけれども、

今後、協働のまちづくりということで、盛んに町のほうも言っています。 

  すると、町民の意見を聞く機会というのが、総合開発審議会を含めてこれからどんどんふ

えていくんじゃなかろうかと。そうすると、そのたびにこういった予算をとっていくと、予

算もなかなか厳しい中、本当はもっと町民の意見を聞きたいんだけれども、予算の足かせが

あるんでなかなか会議を開けないとか、そういった足かせになっているんじゃなかろうかと

いう気がしてなりません。もし、こういった予算がなければ、もっと意見を聞く場を設けら

れるんではなかろうかと。 

  それと、一般質問でも、ほかの方も、私も含めて言っていると思うんですけれども、これ

は町が要請して委員になれば費用が出るけれども、自分たちが自主的にボランティア活動を、

よく言われているのは大塚山とかあとほかの面でも、自主的にボランティアの活動をしてい

る方について、多少実費とかですね、そういった補助をできないかということが再三言われ

ているじゃなかろうかと思いますけれども、それは、答弁の中では、お金がないとか、勝手

に、こんなこと言っちゃ申しわけないけれども、自由に勝手にやっているからなかなか難し

いよということを言われるんだけれども、もし、このこういった委員の報酬とか各種あると

思いますけれども、こういったのを少し減らすとかして、そういったほうに回すとか、あと、

最初言ったように、こういったことがあると、町民の意見を聞く場が限られてきちゃうんじ

ゃなかろうかという気がしてなりませんけれども、その辺はどのようにお考えでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（西郡栄一君） この総合開発審議会の関係でございますけれども、これはあ

くまでも町長の諮問機関ということで、町長がその諮問したものに対して適正な答申を出し

ていただくということでございます。 
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  それで、条例で決定しているものでございますし、それに関しては適正な金額ではないか

なというふうに考えております。 

  またこの見直しについては、最近、日当を減額するとか、そういう対応もしておりますの

で、その辺でご理解いただければと思います。 

○議長（志関武良夫君） １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） 住民の方がこれ参加するのに、多分お金が払われるから参加しないと

か、そういったことで思っている方は、ほとんどいらっしゃらないのじゃないかと思ってい

ます。できるだけ町民の聞く機会を設けていただくということを前提に、こういったものは

もう少し見直していただければよろしいのかと思います。 

  よろしくお願いします。 

○議長（志関武良夫君） 回答要りますか。 

○１番（根本年生君） いいです。 

○議長（志関武良夫君） いいですか。 

  ほかにございますか。 

  ３番吉野一男君。 

○３番（吉野一男君） 51ページ、橋梁維持費の関係で工事請負費、橋梁の補修工事で1,300

万減額になっていますけれども、まず、塩渕橋の関係で減額になっていると思うんですけれ

ども、この場合、塩渕橋、今、工事やってもらっていたんですけれども、全体的にやって、

橋脚の分も全部やっているんですが、足の分ですよね。何か全部は補修、剝離、何かしてい

るところあるから、実際的に一部剝離しているところも残したまま完成という形になるかと

思うんですけれども、その点、どういう形に、あれでよろしいんですか。 

○議長（志関武良夫君） 建設課長。 

○建設課長（末吉昭男君） 塩渕橋につきましては、本年、継続してやっております。この減

額の分の中には、入っておりません。 

（「ああそう」の声あり） 

○建設課長（末吉昭男君） はい。今、残っているとおっしゃいました分については、継続し

て本年やります。それで、橋脚１本やって完成となります。 

○議長（志関武良夫君） よろしいですか。 

  ほかにございますか。 

  10番山田久子君。 
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○１０番（山田久子君） すみません、47ページ、農村コミュニティーセンターの管理運営事

業についてお伺いさせていただきます。 

  こちらの耐震による非構造部材のつり天井の撤去ということで、ご説明をいただきました。

ここは、つり天井とともに上に空調がついていると思うんですけれども、こちらも取り外す

ことになるのかどうか、また、取り外すような場合は、その後の空調設備についてはどのよ

うにお考えになっていらっしゃるのか伺いたいと思います。 

○議長（志関武良夫君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（野村一夫君） 農村コミュニティーセンターの管理運営事業の工事請負費に

ついては、平成26年４月１日に建築基準法施行令の改正に伴い、特設天井高さ６メートル以

上、水平面積200平方メートル以上について国の認定を受けたものとしなければならないと

いう規定がなされました。これに伴い町では、農村コミュニティーセンターの体育館につい

ては、平成26年度実施設計し、平成27年度改修工事を行うという計画を立てました。 

  また、天井が一部腐りかけている、また、20年以上経過している重厚な冷暖房機が天井裏

に６機取りつけてあるということから、耐震診断は行わず、撤去するという一番安全な方法

を選択し設計いたしました。 

  工事内容は多目的ホールの天井及び冷暖房機の撤去、照明器具のＬＥＤ化、また、事務室

屋上上の防水工事になります。それで、冷暖房についての撤去については、平成26年度使用

日数について35日、平成25年度が73日という使用日数が少ないため、費用対効果を考えると

設置しにくいという判断に至りました。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） 10番山田久子君。 

○１０番（山田久子君） 確かに、今おっしゃっていただいたとおりだと思うんですけれども、

コミュニティーセンターを見ていただくとわかると思うんですが、こちらは、上部に排煙窓

がついているという状況で、建物自体が冷暖房設備を想定してのつくりになっているのでは

ないかなと、このように私、見た感じ、感じさせていただきました。 

  使用日数が非常に少ないということだったんですが、避難場所にもなっております、最近

では、踊りの練習とかにも使っていただいております。また、地域の人たちがバレーボール

をやったり、いろんな形で使っているという中で、この35日前後ということでございました

けれども、この機器の使用が可能なのかどうか、支障がないのかどうかということについて

お伺いしたいと思うんですけれども。 
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○議長（志関武良夫君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（野村一夫君） 使用日数については35日と、73日と非常に少ないんですけれ

ども、確かに、あのつくりは冷暖房、窓が少ないというつくりになっていますけれども、避

難所ということで、体育館にもほかの施設、ほかの体育館には冷暖房も備えていないという

ことで、今回は設置はしないということにいたしました。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） 10番山田久子君。 

○１０番（山田久子君） 例えば、屋根、今、天井についているものを屋根じゃなくて、別の

ところにつけるとかいう考え方はしなかったのかどうか。また、今後、もし必要になった場

合には、この空調ということを再度予算的な部分で検討していただくことができるのかどう

か。また、この工事はいつごろ始められるのか、それまでの期間に対するこのコミュニティ

ーセンターの使用というのはどうするのか、こちらをちょっと伺いたいんですが。 

○議長（志関武良夫君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（野村一夫君） 体育館ということで、冷暖房は使用日数も少ないということ

で必要ないんじゃないかということで、もし、つけるんであれば天井につけるのは考えにく

いということで、当然、床につけるようになります。そうした場合に、出っ張ってくるので、

体育館としての使用は不可能になるんじゃないかと考えます。 

  それから、使用の期限ですけれども、これについては、既存の不適格建築物ということで、

法が改正になっても特例があって違法建築物には当たらないということで速やかに改修しな

さいということになっていますんで、一応、これが議会通れば、速やかに入札の手続をやっ

て、それまでは使えるというふうに考えています。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） ほかにございますか。 

  ９番吉野僖一君。 

○９番（吉野僖一君） 築20年ということで、使用頻度は少ないということで、今、エアコン

がついておりますけれども、現況のエアコンをそのまま使うということはできないですか。 

○議長（志関武良夫君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（野村一夫君） 現況のエアコンは、１メートル50cm角くらいのかなり重厚な

ものが６機ついている、また、それに付随して配管がされている、もう20年使って古いとい

うことで、メンテナンスもきかないということで、そのまま取りつけておくことは可能なん
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ですが、またすぐ修繕とか撤去がかかってくるんで、これであれば、今、撤去しちゃったほ

うがいいという判断です。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） ほかにございますか。 

  ５番野村賢一君。 

○５番（野村賢一君） 議長、１問ずつですか。まとめて２つ、３つやっちゃって。 

○議長（志関武良夫君） やってもらって、どうぞ。 

○５番（野村賢一君） いいですか。 

  49ページの目の観光費、19の負担金及び交付金、先ほどの説明で、町観光協会補助金20万

とありますけれども、これ町内一周バスの借り上げ料という話ですけれども、これは、全額

ということですか。観光協会からの要求の20万というのは全額ということですか。 

  それと、51ページ、目の宅地造成費、これは上瀑保育園の跡地の造成ということでよろし

いですか。はい。であれば、予算がでてきた以上は、販売するときの単価というのは、出て

いますか。はい、じゃそれを聞かせてください。 

  それと、ページの55ページ、目の文化財保護費、節の15の工事請負費、文化財保護活動費、

先ほど、何か小土呂の中野屋って話を聞いたんですけれども、私は住んでいてよくわからな

いですけれども、この中野屋の場所、文化財保護活動費この中野屋についてどういうふうに

この活動費出たか、そこら辺を、詳細に教えてくれればと思います。 

  まず、観光協会への補助金ですけれども、節目節目で観光協会にはそれなりに全額のいつ

も補助金が行っているような気がします、私の感じでは。観光協会を社団法人にしてから、

やっぱりそのようないろんな面で利益が出ているようなのはあるわけでしょうから、受益者

負担金という観点から、いろんな面で今、町はそういうふうに一般町民でも何でもそういう

方向に、労力でも何でも奉仕しろと、そのような方向でいろいろやっているような気がしま

す。 

  何でこれ聞くかというのは、たまたま産業振興課長に、いろいろ私もお願いに上がると、

金がないからだめだよって必ず言われるんです。だから、これが全額要求どおりいくという

のは、非常に納得できないんです。そこら辺を説明してください。 

○議長（志関武良夫君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（野村一夫君） この観光協会補助金については、町内観光循環バス走行に伴

うバスの借り上げ料になります。これについては、観光事業者からの要望もあり、例えば、
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本陣からハーブガーデン、オリブを経由して、たけゆらの里に行くようにして、各施設にマ

イクロバスを循環させ、町内の人や観光客がどのくらい利用するかデータを集めることを目

的として実施するものでありまして、事業主体は観光協会で、補助金については、バスの借

り上げ料になります。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） ５番野村賢一君。 

○５番（野村賢一君） 今、私が聞いているのは中身ではないんです。 

  この補助金、全額、満額出すということは、いいか悪いかということを聞いているわけで

す。いろいろ観光協会にしては至れり尽くせりじゃないですか、正直言いまして。人件費か

らみんな出しているわけでしょう。少し、観光協会に半分でも持ってもらったらどうですか。 

○議長（志関武良夫君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（野村一夫君） これについては、バスの借り上げ料で、人件費とかそういう

ものではありませんので、それに、観光協会の補助金は出していますけれども、観光協会の

賃金というものはすごく安いんですね。それで、ボランティア的な、それだけやってもらっ

ていますので、ということでご理解願います。 

○議長（志関武良夫君） ５番野村賢一君。 

○５番（野村賢一君） 今、人件費どうの云々とか、バスの云々、借り上げ料どうのとか、そ

ういう意味じゃなくて、非常に手厚く保護されているなというイメージですよ、私の言って

いることは。 

  我々は、揚水でも何でも雪害でお願いに行くと、金がないからだめだよという課長の答弁、

それと片方では、こうやって満額出している、これは非常に不信に思うわけです。それで、

私、質問したんです。 

○議長（志関武良夫君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（西郡栄一君） それでは、企画財政課のほうから、ちょっとお答えさせてい

ただきたいと思います。 

  この町の観光協会に対する補助金ということでございます。議員さんのおっしゃることも

十分理解しているところでございますが、今回のものにつきましては、観光客のみならず、

町民の方も利用していただこうというふうに考えております。 

  それと、これは観光協会のほうで、これからいろいろな事業所、個人というか法人で、観

光地ということでやった場合に、そういうところから少しずつ負担金をいただいて、将来的
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には可能であればこういう観光のやつは、そういう事業者からの負担で、ある程度賄えるよ

うな方向を出していきたいというふうには考えております。 

○議長（志関武良夫君） ほかにございますか。 

（「いや、まだ２つ」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） ありますか。 

（「終わっていない」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） じゃ、どなた。建設課長。 

○建設課長（末吉昭男君） 宅地造成事業で、旧上瀑保育園跡地の分譲に関しましてですけれ

ども、販売単価については、今後庁内で検討していくということで、４区画では、今、検討

をしているところでございます。４つ、４区画で。当初、３でいたんですが、１区画を３に

しますと、かなり広くなってしまうので、であれば、４区画で販売していったほうがいいん

じゃないかということで、４区画で、今、進めているところでございます。 

○議長（志関武良夫君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（関 晴夫君） 登録文化財のプレートの設置ということで中野屋さんでござ

いますけれども、小土呂の中野台に入っていっていただいて、塩田さんというお宅が…… 

（「中野屋ね」の声あり） 

○生涯学習課長（関 晴夫君） はい。そこのお宅が、この２月、国の文化財審議会のほうか

ら国の登録、有形文化財ということで答申がされましたので、この９月にプレートを、銅板

のプレートが町内、登録文化財各所にございますけれども、それと同じものがいただけると

いうことで、同じように看板を設置しようということで予算を計上させていただきました。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） よろしいですか。 

  ほかにございますか。 

  ８番渡邉泰宣君。 

○８番（渡邉泰宣君） ページ数で51ページの、目２の道路。 

○議長（志関武良夫君） 新設改良。 

○８番（渡邉泰宣君） ええ。弓木線かな、ちょっと聞いたんですが、これ、弓木の何線だっ

たかな、今度始めるやつだと思うんですが、入り口が、何かあの端のところの入り口が変更

になって、入りやすいような工事をするということでしたんですが、それがおくれていたと

いうことであったんですが、その辺の状況をちょっと伺いたいと思いますが。 
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  それともう一つは、宇野辺線のほうについては、やっぱり同じような工事でやるのかどう

か、何か、ちょっとよくわからないんで、その辺を伺いたいと思います。 

○議長（志関武良夫君） 建設課長。 

○建設課長（末吉昭男君） 宇野辺線について、入り口のほう、粟又側につきましては、現状

のままということで、中のほうへ入りまして、集会所があるんですけれども、集会所からト

ンネルのほうに向かって、一番細いところですね、あそこの住宅の間を拡幅していく予定で

ございます。 

○議長（志関武良夫君） よろしいですか。 

（「弓木」の声あり） 

○建設課長（末吉昭男君） はい、すみません。 

  弓木西下線でございますね。弓木につきましては、現在、入り口を、現状の入り口からち

ょっと奥側に寄ったところに新しく橋梁を新設して、県道と直角にする方向で区の方と調整

をしておったところなんですけれども、当初、用地が可能ということで話は進めておったん

ですけれども、今になりまして、用地がちょっと難しいというような話が出ていまして、ま

だちょっとはっきりした決定ではございません。まだ、またもとの計画に戻る可能性も、現

在、含んできております。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） よろしいですか。 

  ほかにございますか。 

  ６番江澤勝美君。 

○６番（江澤勝美君） ちょっと伺いますけれども、51ページの町道維持管理、これ、町道も

１級から９級まであると思うんですよ、等級が。それで、今、国のほうから全部移管された

と思うんだけれども、それで、町としては、その後、赤道の全部維持管理するのかどうか、

何級まで町が維持管理するのか、それちょっと伺いたいんだけれども。 

○議長（志関武良夫君） 建設課長。 

○建設課長（末吉昭男君） まず、赤道のほうの関係ですけれども、これは、赤道、青道につ

きましては、各受益者の皆様に管理をお願いしているところでございます。 

  町道は、１級から４級ございます。それぞれ、各地区で草刈りとか、何級にかかわらずや

っていただいているところもあるんですけれども、あくまでも町道ということでやっており

ますので、１級から４級まではやっておりますけれども、主力的にという表現がいいかどう
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かわかりませんけれども、１、２級については、交通量がある程度ありますので、そういう

ところを優先的にはやっております。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） ６番江澤勝美君。 

○６番（江澤勝美君） 確かにあの赤道は、受益者でやれっていうんだけれども、何かあった

らこれ、全てこれは赤道だからって行政がタッチするよね、境界とか。そういうことであれ

ば、じゃ、管理なんか全部地元に任せておいて、それで何かあったら、これは赤道だから行

政が全部あれするよって、その点もちょっと常識的に考えにくいんだけれども、そういうこ

とであれば、赤道もやっぱり町がちゃんと管理すべきじゃないかと思うんだけれども、経費

はかかるけれども、維持管理ね。 

  ということは、宅地があって、それでそこの後ろに赤道があるんだけれども、その赤道に、

例えば草がいっぱい生えていて、宅地が邪魔になっているね、じゃ、これは赤道だから誰が

管理するっていったら、その地元で全部管理するのか。それで何かあれば、じゃ、管理は地

元がしているからこれ地元で使っちゃうぞと言ったら、いやこれ赤道だから行政のやっぱり

管理下にあるよ、言われるんだけれども、そういうところはどういうふうに。 

○議長（志関武良夫君） 建設課長。 

○建設課長（末吉昭男君） 確かに、今おっしゃいますように、管理、境界に関しましては、

町のほうで公衆用道路ということでやっておりますけれども、赤道、青道まで町が全部管理

するということになりますと、今でさえも町道１級から４級までありますけれども、それす

ら約250キロあるわけでございます。それを管理するのにも、四苦八苦の状態です。草刈り

もままならないというような状況の中で、その上さらに、青道、赤道までも100パーセント

管理しなさいということになりますと、これはほぼ不可能に近い、財政さえ許すことであれ

ば、委託とか工事請負とか、そういう形でやれるということであれば、これ可能かと思いま

すけれども、現状では、それは不可能ではないかなというふうに考えます。そういうことを

ご理解いただきまして、ある程度、地元の受益者の方で管理していただくということでお願

いしたいと思います。 

  ただ、その材料費、例えば、ここに赤道の脇とか、青道とかに、Ｕ字溝を入れたいとか、

そういうご要望がございましたら、それに関しましては、材料費８割は町のほうで補助をい

たしますので、その辺も含めて管理いただければと思います。 

  よろしくお願いいたしたいと思います。 
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○議長（志関武良夫君） ほかにございますか。 

  ３番吉野一男君。 

○３番（吉野一男君） 引き続いて建設課長申しわけないんですけれども、一応51ページ、道

路維持関係なんですけれども、ちょっと私、聞いた話で、維持関係で、町道、草刈りやって

いますよね。臨時職員でやっていると思うんですけれども、その場合に、同じ場所を、路線

の同じ場所を普通であれば、町道広いから、１回やれば次の町道でやるとか、そういう形で

やっているみたいですけれども、ある人に聞いたら、そういうことで、聞いたわけでなくて

向こうが言ってきたんだけれども、どうなっているんだということで言われたんですけれど

も、１回やったところをまた２回刈っているという話なんだよ、場所をね。どこの場所かそ

れは聞けなかったんだけれども。 

  形としては、町道広いから、１回やって、あとほかの町道をやるべきだと思うんですよ。

同じ場所を２回、繁茂しているからとか、交通量が多いからでやるのかもわかりませんけれ

ども、形として全体的な形でやるということになると、１回やって、やればいいと思うんで

すよ。そんなに予算があるわけじゃないから。だから１回やって、１回やったところは後回

しにして、やらないところをやるとか、そういう形が一番いいと思うんですけれども、その

点どうなんですかね。 

  そういうことを聞いたんですよ。実際どうかは知らないけれども、今、実際やっている臨

時職員に話があったわけだから、そういうことでちょっと聞いたからね、やっぱり確かにそ

れはおかしいと思うから、その点どうかなと思ってお聞きしているんです。 

  それと同時に、町のほうのこの関係かな、この町の庁舎内、総務課に関係すると思うんで

すけれども、庁舎内の草刈りというのは、どういう形でやっているんですか。 

（「総務だよ」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） ちょっとこの問題については、この問題についてはちょっと修正し

てもらわないと、この案件についてだけの質疑にしていただきたいというふうに思いますの

で。 

○３番（吉野一男君） この町道の関係だけちょっとお願いします。 

○議長（志関武良夫君） 建設課長。 

○建設課長（末吉昭男君） 町道の草刈りを何か２回というような話なんですけれども、吉野

議員さんおっしゃるように、その非常に草が繁茂している、非常に交通量が多いとかですね、

危険な箇所を重点的にやっているということで、結局、草も１回刈りましても、ご承知のこ
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とと思いますけれども、どうしても最低でも年２回刈らないと支障が出てくるという状態で

すので、１回刈ったところをそのままに放置していますと、今度は逆に、あそこ１回刈った

んで、何だよ、また同じように伸びたのに何で刈らないんだというようなお叱りの言葉も受

ける可能性もございます。 

  どうしても、必要最小限で一応２回ということで、それもある程度、２回目になりますと、

もうこれ以上伸びないだろうという、ある程度先送りした中で、２回目をやっているんです

けれども、そういうことでご理解いただければと思います。 

  よろしくお願いします。 

○議長（志関武良夫君） ちょっと待って。 

  議員の皆さんに申し上げますけれども、この議題にのっているものに関しての質疑にして

いただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。 

  ３番吉野一男君。 

○３番（吉野一男君） 引き続いてなんですけれども、実際に、確かに予算があるから、予算

で補正するってなかなか難しいと思うんですけれども、金がない、その言ったとおり、金が

ないということであるんですけれども、金がないということを言われても、実際的にやるこ

とはやらなくちゃいけないと思うんですけれども、その点でやっぱり、ある程度、確かに、

課長言ったとおり、今、草最低２回、年２回はね、刈る、私も経験上あるんですけれども、

２回は刈らないと、実際伸びていると思うんですよ。確かに形状もありますし、それと同時

に、やっぱりある程度、住民が通るとか、車のよく通るとか、そういうところには、特に重

点的に、２回とかって刈るような形で、なるべくそういう形で、普通余り通らないところと

いうのは、そういう点で刈っていないと思うんですけれども、できれば、そういうなるべく

通るところをそういう形でやって、そういう条件でやるような形で臨時職員にも話して、や

っぱりあるんですよ、やたらに刈ってくれって話すんじゃなくて、こういうわけでこういう

形だからこういうところを刈るんだという話を、職員にもちょっと話してもらいたいんです

よ。そういうことでちょっとクレームが来るあれがありますので、その点ちょっとお願いし

たいと思います。 

  よろしくお願いします。 

○議長（志関武良夫君） ちょっと待ってね。 

  議案のページをきちんと示して、自分の頭の中で整理していただいて、それできちんとし

た形で質問をしていただきたいというふうに思います。 
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（「はい」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） はい、お願いします。 

  10番山田久子君。 

○１０番（山田久子君） すみません、47ページをお願いします。 

  味の研修館の管理運営事業で、フードミキサーの備品購入費が上げられております。これ

は、過日、事故があったということでの中での買いかえかと思うんですけれども、そういっ

た意味では、おけがをされた方にはお見舞いを申し上げたいと思いますが、そういった中で、

条例上の確認ということで伺わせていただきたいと思います。 

  大多喜町味の研修館の設置及び管理に関する条例の９条には、損害の賠償がうたわれてお

ります。「使用者は、味の研修館又は設備、器具、備品等を破損したときは、直ちにその旨

を届け出し、その修理及び補充に関する費用を賠償しなければならない。」と、このように

うたっているわけなんですけれども、今回のこの件に関しましては、町はどのような対応と

いうか、判断をされて、どのような結果を持ったのかということをちょっとお伺いしたいと

思うんですけれども。 

○議長（志関武良夫君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（野村一夫君） 今回の事故は、ここを内側をけがしたということで、もうけ

がした方は、もう何とかこう動かせる状態ということであったんですけれども、この本来は、

そういう賠償とかあるんですが、今回については、うちのほうもその管理について完璧では

なかったということで、その負担というものはありません。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） 10番山田久子君。 

○１０番（山田久子君） はい、わかりました。 

  今の農村コミュニティーセンターについては、ちゃんとスイッチをつけていただけました。

今回購入するものもそういった部分では、ぴちっとその安全装置というんでしょうか、それ

がついたものを購入していただけるということなんでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（野村一夫君） 安全装置つきのものを購入する予定です。 

○議長（志関武良夫君） よろしいですか。 

  ほかにございますか。 

  １番根本年生君。 
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○１番（根本年生君） すみません。 

  先ほどの野村議員の続きの質疑で、ページ49ページの町観光協会補助金20万円、いろいろ

な多分、疑問が出てきているような気がするんですけれども、観光協会の、そもそも観光協

会の仕事と、観光行政の仕事がごちゃごちゃになっている、すみ分けができていない、そこ

から来るいろいろな疑問が提示されているんじゃなかろうかと思うんです。 

  そもそも行政が町の観光を発展させて、町を活性化させようとする行事は、本来は行政が

補助金とかつけずに独自にやるべきなんです。観光協会に何か下請じゃないけれども、下請

といえば多少お金になるんでしょうけれども、これバス運行で20万円もらっても、観光協会

には一銭も得になっていないはずです。今まで煩雑に一生懸命やっている中に、突然またこ

ういった事業が出てきて、観光協会に、今、職員の方は、これでまた余計な仕事がふえてき

ちゃうんですよ。いろんな面で。 

  ですから、本来であれば、こういったのは行政が、観光行政の一環ですから行政がやって、

観光協会にはやらせない。ですから、その辺のすみ分けができていないから、観光協会に補

助金がたくさん行って、あそこに、やってくれるだろうからということで補助金が行くんだ

けれども、それについて観光協会の職員、観光協会自体は一銭ももうかっていないはずです

よ。かえって職員が余計な仕事が来て、そこでまた余計な仕事をやるようになるわけですか

ら、かえって赤字になる。 

  その辺を、ですから、観光行政と観光協会のすみ分けをはっきりさせて、行政がいろいろ

仕事をしっかり行政でやって、観光協会に負担をかけないような形でやっていただいて、い

ろんな誤解が出てくると思いますので、どうでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（野村一夫君） 今回の、この観光協会にやってもらうというのは、観光事業

者からの要望もあったので、観光協会のほうに頼んだということでございます。 

○議長（志関武良夫君） １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） ですから、この補助金20万円だと、観光協会に利益が出るんじゃなか

ろうかという、いろんなそういった疑問が出るのは当然だと思いますけれども、一切この辺

については、観光協会は、利益は出ない、逆に赤字なんです。逆に職員、今、観光協会の職

員がこれについていろんなまた事務的なこととか、いろんな外に出て何かやらなくちゃいけ

ないとか、いろいろ出てくるわけですね。 

  ですから、できるだけ、こういったものは、今度は、行政のほうで、手伝ってもらうのは、
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観光協会に手伝ってもらってもいいでしょうけれども、予算的には、産業振興課の予算で執

行してもらいたい、そう思いますけれどもどうでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（野村一夫君） 先ほども申しましたように、観光事業者からの要望だという

ことで、観光協会に頼んだんですけれども、実際は、10月にやるんで、もうあしたからでも

仕事を始めなくちゃいけないということで、全部観光協会に投げるわけじゃなくて、我々と

一緒に、商工観光と一緒にやるような形になります。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） ですから、この観光協会補助金という名目ではなくて、要は、何とい

うんですか、これバスを運行させるというんですかね、観光協会の補助金という項目ではな

くて、ほかの項目で上げていただいて、やっていただきたいと思うんですけれども。 

○議長（志関武良夫君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（野村一夫君） ですから、観光事業者からの要望もあるということで、観光

協会に補助金を出して。確かに、観光協会は、補助金でバスの借り上げ料だけなんですけれ

ども、そういう観光事業者からの要望もあるということで観光協会に頼んだということです。 

○議長（志関武良夫君） 何か、よくわからないけどいいの。 

  企画財政課長。 

○企画財政課長（西郡栄一君） これは先ほど、野村議員さんのときにもお答えさせていただ

いたんですが、ハーブ園とか、たけゆらとか、そういう民間のところが入ってくるというこ

とで、そういうところには、本来であれば、やはりそういうところからもお金をいただいて

いいんじゃないかなというふうに考えております。 

  ですから、観光協会が仮にこのお金でやるとしても、プラスアルファでそういうものでな

るべく安いものでおさめてもらいたいと、しかも、通常であれば、やはりその事務に従事し

た分ぐらいは、最低でも、やはり観光協会のほうに還元しないと、それは非常に大変な話に

なってくると思いますので、経営上ですね。ですからその辺については、これからも、この

辺を詰めていって、お互いに納得できるような形が一番いいんじゃないかなというふうに思

います。 

○議長（志関武良夫君） １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） じゃ、すみません、４回目になります。 
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  ですから、観光行政と観光協会の仕事をはっきりすみ分けしてもらいたいと思います。本

来、観光協会の仕事でないものも観光協会が請け負って、補助金という名目で請け負ってや

っている状況があると思いますので、それのすみ分けをすっきりさせて、何かというと観光

協会に仕事が来るというような形になっているんじゃなかろうかと思いますので、よろしく

お願いします。 

○議長（志関武良夫君） 根本君の言っていることについて、執行部のほうでも十分検討して

みてください。 

  ほかにございますか。 

  ７番小髙芳一君。 

○７番（小髙芳一君） ４点ほどお願いします。 

  ページ33ページです。国庫支出金の地方創生の先行型の交付金の関係です。490万という

ことですけれども、３事業の内訳をお願いします。金額です。この先行型は、これで全て終

わりということでしょうか。 

  それから、次に39ページです。一番上になるかと思いますけれども、国際交流の補助金の

関係ですけれども、集集鎮が来るということの補助金でありましたけれども、その内容につ

いて、どういう形でやられるのか説明をお願いします。 

  そして、次に45ページです。衛生費の上水道費の南房の出資金であります。213万4,000円

増額の理由、そして、算定基礎、それから、今わかっている時点で、これからもさらにいろ

いろな事業があって出資金等が出る可能性がどのくらいあるのか、わかればその辺の金額も

提示をしていただきたいと思います。 

  そしてもう１点でありますけれども、51ページ、土木費の住宅費の先ほどお話がありまし

たけれども、宅地造成事業、上瀑の保育園跡の分譲の件でありますけれども、基本的な考え

方をお聞きしたいと思いますけれども、土地開発基金が現在２億5,000万ほどあると思いま

すけれども、宅地の販売については、この中から全て回していくようにというようなことで

話をした覚えもありますし、そういうことでやっていくというようなこともあったと思いま

すけれども、つまり、その住宅の、土地開発基金の中でそういうものを回していくというこ

と。 

  ここに造成費を別枠で、一般予算から常にやるということは、販売をして売れたら基金に

入れて、経費はいつも一般会計から持つということで、基金がどんどん土地を買うためにた

まっていくというのはいいかもしれませんけれども、基金そのものはたまっていって、出す
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ものは一般会計ではおかしいではないかというふうに思うんですけれども、ここで一般会計

からこの造成費を出すという基本的な考え方、そして、じゃ、そういうことであれば、基金

はどういうふうな考え方で積んでいるのか、その辺のところを説明をいただきたいと思いま

す。 

○議長（志関武良夫君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（西郡栄一君） それでは、お答えをさせていただきます。 

  まず、地方創生先行型の交付金でございます。上乗せ交付分の内訳ということでございま

すが、今回３事業ということで、大多喜の冊子で90万、それと愛着心の育成事業で100万、

それと旧上瀑小学校の活用事業で300万円でございます。 

  これで、先行型のほうがこれで終わりかというご質問でございますが、今回のこの上乗せ

交付分ということで、今年度分のものについては、先行型は終了する予定でおります。 

  次に、町の国際交流協会の補助金でございます。これは、台湾の集集鎮からの来町に伴う

歓迎会の開催や、あるいは、通訳者への謝礼ですね。あるいは、記念品等に係る補助を予定

しております。来町される方の人数が、当初20名ということで情報がございました。それに

基づいて計上させていただいたものでございます。まだ未確定な部分も多々ございますので、

執行する段階では、人数や必要性に応じた補助とさせていただく予定でおります。 

  次、３点目でございます。上水道の出資につきましては、今回の出資につきましては、繰

出金の誤算定ということで南房総広域水道企業団のほうから、当初の段階で、本来はこの金

額だったのを誤りがあったので上げていただきたいということでの依頼でございます。これ

は、中身といたしましては、房総導水路の施設の緊急改築事業というものに基づくものでご

ざいます。 

  あと、これからの見込みについては、現在、資料を持っていない状況ですので、必要であ

れば、後でご回答するような形をとらせていただければというふうに思います。 

  それと、最後の土地開発基金の関係でございます。 

  土地開発基金につきましては、条例上どうしても土地の取得ということに限定されており

ます。したがいまして、その２億5,000万、今現金でございますが、それにつきましてはあ

くまでも土地の取得しかできないということで、造成については一般財源で対応していると

いうことでございます。 

  議員さんが先ほどおっしゃったことについては、今、町長と内部のほうで検討しておりま

すので、その結果が出たら、また皆様のほうにはお話をさせていただきたいというふうに考
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えております。 

○議長（志関武良夫君） ７番小髙芳一君。 

○７番（小髙芳一君） 国際交流の関係で、歓迎、式典というか、そういうことをやられるん

だというふうに思っていましたけれども、そのどういう事業というか、どういう形でやられ

るのかを、説明をもう一度お願いしたいと思います。 

  ついでに、１人で、４人で答えていますんで、南房のやつの緊急改築事業のどういう事業

かを、もう少し説明していただければというふうに思います。 

  それから、宅地造成の件ですけれども、どういうことを検討しているのか、もう少しお願

いしたいと思いますけれども、現時点では、購入するだけの目的基金ということは、現時点

では、宅地が今まで販売されて売れましたけれども、その金額は、過去に入れたことがある

と思いますけれども、それは、全然別枠でと、収入があったからただ入れたということの理

解でよろしいんでしょうかね。 

○議長（志関武良夫君） ちょっとここで、時間が大分経過しましたので、トイレのほうも皆

さんあれですから、ちょっと10分間休憩。 

  10分間休憩します。35分からの開会にします。 

（午前１１時２７分） 

───────────────────────────────────────────────── 

○議長（志関武良夫君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１１時３６分） 

───────────────────────────────────────────────── 

○議長（志関武良夫君） 小髙芳一君の質問に対しての執行部の答弁をお願いしたいと思いま

す。はい、よろしくどうぞ。 

  企画財政課長。 

○企画財政課長（西郡栄一君） 集集鎮からの来町に伴う、町国際交流協会の補助金ですけれ

ども、歓迎会の関係とか実施する予定でおりますけれども、まだ行程とかがはっきり決定し

ていないという状況ですので、また決まり次第、どういう形でやるかというものは、議長さ

んとかを通じてお話をさせていただきたいというふうに思います。 

  それと、房総導水路の関係でございます。これにつきましては、今、出資金として実施し

ております事業、これが水管橋の耐震補強と房総導水路施設緊急改築、それと非常用発電機

の整備ということで、出資債の対象となっております。 
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  これにつきましては、これから先の見込みといたしまして、大多喜町のほうですが、一応、

平成36年まで予定が出ておりまして、26年から平成36年までの間に出資金として１億5,722

万4,000円ということで計画がされているところでございます。 

（「もう一回、出資金」の声あり） 

○企画財政課長（西郡栄一君） １億5,722万4,000円でございます。これは、あくまでも町か

らの出資金ということで、ご理解していただきたいと思います。 

  それと、先ほどの最後の関係でございますが、土地開発基金の関係になろうかと思います

けれども、これについては、土地開発基金というのは、目減りしない基金ということで、土

地を取得して、何か事業を行うときには一般会計で、本来、買い戻しをして事業を行うとい

うことになっておりますので、土地開発基金のその２億5,000万円をそのまま造成に使うと

いうことは、今では難しいということでございますので、これから町の内部で十分に検討し

まして、皆さんに、また案ができましたら、お話をさせていただきたいというふうに思いま

す。 

○議長（志関武良夫君） よろしいですか。 

  ほかにございますか。 

  11番野中眞弓君。 

○１１番（野中眞弓君） 何点かあります。１点ずつ質問したいと思います。 

  39ページの旧上瀑小学校活用事業で、スモールキッチン整備をするということです。全員

協議会のときに、スモールキッチンの趣旨伺ったと記憶しております。簡単に言うと、誰も

が売れる農産加工品をつくれるところだというふうに私は理解しているんです。そのときの

説明では、今、そこを使いたいというところが１グループいるんだけれども、という話ぐら

いで終わりました。 

  そこで不安に思うんですけれども、趣旨の、誰もが利用できる売れるもののつくれる加工

所って味研や農村コミュニティーを使っている人たちは、かなり望んでいるんですね。です

けれども、もしも、ここのところ初めのときに、何かいろんな要綱なしで、その今いるグル

ープを入れてしまうと、誰もがというふうな趣旨が全うできない可能性があると思うんです。

初めから、これはこういうふうに使うという要綱のようなものをきちんとつくる、運営とそ

れから管理をきちんとつくって、それに見合うような応募をしないと、私物化されてしまう

可能性も考えられます。その辺の手だてというか、取り組みはどうなっているか伺いたいと

思います。 
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○議長（志関武良夫君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（西郡栄一君） 上瀑小学校の調理室を利用するスモールキッチン、これにつ

きましては、食品加工をしますので、食品衛生上の問題や品質管理を徹底することが求めら

れます。また、スペースの問題などもございます。このため、不特定多数の方の参加という

のは困難だと考えております。多くの方に参加していただけるように、参加者の組合化や法

人化などが適切ではないかなというふうに考えております。 

  運営とあと管理の関係ですか、しっかりしたものをということでございますが、これはあ

くまでも、事業所を公募する予定でおります。その内容に基づいて、その場所を貸すという

ような形での対応を考えておりますので、そこまで私のほうで、町で運営するんではなくて、

そこは貸しますよという形でのものを考えております。 

○議長（志関武良夫君） よろしいですか。 

  11番野中眞弓君。 

○１１番（野中眞弓君） その中の条件で、使いたいという人は、その法人にいつでも受け入

れると、あるいは組合に受け入れるという、そういうところをきちんとやっぱり募集時まで

には、その会社が必ず守ってもらわなければならない要綱みたいなのは、やっぱりつくって

おいていただきたいなと。それに合ったものでなければ、幾ら来ても、応募があっても、や

っぱりはねのけないと、女の世界は厳しいものがありまして、すぐにやっぱりグループで、

仲のいいグループで、そうでない人は、こう入れないというか、そういう傾向ってあるよう

な気がします。ですから、そこのところをきちんと押さえていただきたいと思いますけれど

も、よろしくお願いいたします。上瀑小の活用事業については、これで結構です。 

  それから、37ページ、何か企画事務費の中の国際交流の件ですが、ここで補助金が20万、

それからもう一つ、集集鎮ですか、集集鎮歓迎の関係の事業として、お城まつりのときに、

何ページでしたっけ、お城まつりで三十何万、35万、49ページです。35万1,000円が集集鎮

の方々に甲冑をどうのとかっていうふうに説明されたと思います。そうすると、集集鎮から

の人たちの歓迎行事として55万円計上されるというふうに考えたのですが、55万円って小さ

いお金ではありません。 

  私、国際交流はいいと思うんですけれども、お城まつりのときに、毎年メキシコ大使館ご

一行様を招待しています。飲み食いするだけで何かこれって国際交流かなという、大使館に

勤務している人のお友達が来ていたり、それでただ飲んだり食ったりするだけで、その後の

交流というものがあるか、大多喜町の何というか、国際感覚の向上に貢献しているか、ある
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いは、大多喜町の観光産業なり何なりに貢献しているかというと、全然そうではないような

気がします。 

  先日、御宿にメキシコの大使が新任でいらっしゃったということで、御宿を表敬訪問して

います。だけれども、大多喜、全然、目をくれてもらえなかったみたいなね、何か国際交流

って、行事があるときに呼べばいいというものではなくて、もっと町民の生活視野が広がる、

そういうような取り組みを日常的にしなければならないんじゃないか。例えば、メキシコと

のおつき合いだったら、公民館の事業でメキシコ語を、メキシコ語で挨拶ができる、簡単な

会話ができるような講座を開いていくとか、そういうことをやってもいいんじゃないか。そ

れでメキシコの大使館に面倒を見てもらうとか。少し日常会話ができたら、じゃ、メキシコ

に行ってみようよ、マヤ文明実際見てみようよみたいな取り組みをしてもいいんじゃないか。 

  今度の集集鎮の人たちが来るに当たって、台湾語で迎えられるんだろうか、普通の町民が、

もしかしたら大多喜町にも植民地だったころの台湾で育った人がいるかもしれない。そうい

うところでもっと町民との結びつきが必要だと思うんだけれども、またこれ、楽しませてあ

げただけでそれまでよということになったら、税金の無駄遣いではないか。そういう、これ

をきっかけに、本当の国際交流というのをどういうふうに考えているのか伺いたい。そして、

集集鎮の人たちをどんなふうな形で歓迎するのか。先ほど、少し記念品とか何とかという説

明がありましたけれども、もっと、見えない、ソフトの面での取り組みはどうなっているの

か伺います。大分長くなりましたけれども。 

○議長（志関武良夫君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（西郡栄一君） それでは、最初のお城まつり実行委員会の補助金のほうでご

ざいますけれども、こちらについては、集集鎮の鎮長ほか７名の方が、最初のうちは20人ぐ

らいって話だったんですが、現在、多分３人ぐらいになるんじゃないかなと思っていますけ

れども、その方が見えたときに、一応、武者の格好をする方と、あと、馬に乗りたいという

ことで、その馬に乗る経費と武者になるその負担分を、今のお城まつり実行委員会にそのま

ま負担していただくわけにいきませんので、これについては町から補助金を出していこうと

いうことでございます。 

  通訳者の関係のお話が出ましたけれども、これについては、町で話せる方を、今、探して

おります。何とか目安がついて、２人程度、何とかなるんじゃないかということで、これは

国際交流協会のほうにお願いして通訳というものを頼む予定でおります。 

  それと、国際交流とこの台湾の関係もあるんですけれども、台湾の場合は、あくまでも海



－194－ 

外旅行者というような形での、最初はまだ取り扱いかなというふうには考えております。国

際交流協会には、いろいろとご協力をいただいているところなんですけれども、台湾の方と

いうのは、非常に多く日本に訪れております。これは、距離が近い関係もございますし、年

間約12パーセントぐらいの方が日本に見えているという実績もございます。そういう中で、

台湾の方になるべく多く来ていただくのに、お城やそういう武者の格好ができるということ

で、そういう情報を、これを利用して発信していただこうというふうに考えているところで

ございます。 

  この人たちだけではなくて、できれば、大学に留学して来ている方、そういう方にも来て

いただいて、若い方がいろいろな情報機器を使って、情報を発信していただくというような

ことも効果としては考えているところでございます。 

  よろしいでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 11番野中眞弓君。 

○１１番（野中眞弓君） 国内に留学している大学生などにもっておっしゃる、これはこのお

城まつりにですか、それともこれからのことですか。 

○議長（志関武良夫君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（西郡栄一君） これについては、お城まつりに合わせて来ていただこうとい

うふうに、今、考えております。 

○議長（志関武良夫君） 11番野中眞弓君。 

○１１番（野中眞弓君） じゃ、この件についての最後の質問に。 

  この後の取り組みはどんなふうに考えられますか。 

（「台湾の」の声あり） 

○１１番（野中眞弓君） はい、そうです。 

○議長（志関武良夫君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（西郡栄一君） この後の、集集鎮との関係でございますけれども、町の手づ

くり甲冑隊で11月に訪問していただけるということでございます。これについては、いすみ

鉄道と集集線が締結後１周年たちますので、それに合わせて台湾の鉄道管理局とその集集鎮

に行きたいということで11月に行く予定でおります。 

  それと、町の国際交流協会としましては、１月の下旬ぐらいを目安に、ことし集集鎮のほ

うに行こうというような計画をしているところでございます。 

○議長（志関武良夫君） よろしいですか。 
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  ほかにございますか。 

（「まだあります」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） 11番野中眞弓君。 

○１１番（野中眞弓君） 51ページ、町道改良事業、私、メモとっていて聞きそびれちゃった

んです。もう一度、ちょっとそこの、どこを改良するのか、教えていただきたいと思います。 

○議長（志関武良夫君） 建設課長。 

○建設課長（末吉昭男君） 町道改良事業の関係でございますけれども、まず、路線名でよろ

しいんですかね。 

  宇野辺当月川線につきましては、盛り土、土質調査を行います。 

  川畑下線、これは用地測量を行います。 

（「川畑下線」の声あり） 

○建設課長（末吉昭男君） はい。 

  川畑下線というのは、基幹農道から入っていきまして、橋を渡ってから左に入っていきま

して、さらにもう一回、今度、左に入る道があるんですけれども、上にお寺のほうに、とい

うか右に上がっていかないで、その手前を左に入っていく道路があるんですけれども、その

道路ですね。これ、何年か前からご要望いただいている路線でございます。 

  それと、新坂泉水線、これは路線測量を予定しております。 

  そのほかに、船子…… 

（「路線名だけ言われてもわからないので、大体どの辺か」の声あり） 

○建設課長（末吉昭男君） わかりました、はい。 

  続きまして、じゃ、川畑下線まではよろしいでしょうかね。 

（「はい」の声あり） 

○建設課長（末吉昭男君） 増田小土呂線で、下大多喜台の、台の堰ですかね、台と小土呂の

境ぐらいになりますけれども、今、何年かもう継続して工事をやっているところの測量が１

点。 

  それと、新坂泉水線でございますが、これにつきましては、これは場所で言いますと、も

との大多喜ドライブインの手前ですね、手前から泉水のほうへ左に入る道があるんですけれ

ども、昔、ヤワラというラーメン屋さんがあった先ですね。その先から左に入っていきまし

て、泉水の環状線のところにぶつかるまで、約400メートルぐらいですかね、その路線にな

ります。 
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  続きまして、船子東前線でございますが、これにつきましては、もとの女子高の下からオ

リブのほうへ向かう路線でございますけれども、これの路線の土質調査と同じく路線の用地

測量でございます。 

  それに関係するものですね、全て、公有財産購入費及び補償に関しましての費用でござい

ます。 

○議長（志関武良夫君） 11番野中眞弓君。 

○１１番（野中眞弓君） 町道の改良工事事業って短いところだったら、単年度で終わるんで

すけれども、何年度か、数年次にかけて行われるものがありますよね、例えば、今回の小土

呂増田線もそうですし、それから大高のところなんかもそうです。大高のところは、私なん

か踏切の形状を変えるだけでこれで終わりかなと思ったら、また次々にこう延びていって、

この工事どうなるのだろうって思っていたんです。それで、地元の方に伺っておおよそわか

ったんですけれども、大きい工事、数年次にわたる工事のようなものについては、全員協議

会とかで、ぜひ、計画の全容を提示していただけたらと思うのですけれどもいかがでしょう

か。 

○議長（志関武良夫君） 建設課長。 

○建設課長（末吉昭男君） はい、まことに申しわけございません。 

  確かに、大きい工事は、何年か、５年、６年もかかっているような状況でございますけれ

ども、ただいま大多喜高校の前ということで、ただいまお話出ましたけれども、あそこにつ

きましては、あと２年ほどですね、29年度ぐらいまでは、一応かかる予定でございます。概

要につきましては、あそこのＴ字路、大多喜高校線と中野大多喜線のもとの三の丸食堂の前

のＴ字路を、今、やっておりますけれども、あそこの改良を行いまして、一応、終了する予

定でございます。 

  以上です。 

  今後ですね、今後、そういう大きい工事につきまして、ご説明させていただきたいと思い

ます。 

○議長（志関武良夫君） ほかにございますか。 

（「はい、もう１点」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） 11番野中眞弓君。 

○１１番（野中眞弓君） 51ページの宅地造成があります。 

  町の宅地造成をしたところ、今までの販売状況、町外の方と町内の方の数を教えてくださ
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い。 

  ああ、ごめんね、今ないかな。 

○議長（志関武良夫君） 建設課長。 

○建設課長（末吉昭男君） まことに申しわけございません。 

  きのうは持っておったんですけれども、午後お持ちします。後ほど、お答えさせていただ

きたいと思います。 

○議長（志関武良夫君） ほかにございますか。 

  11番野中眞弓君。 

○１１番（野中眞弓君） というのは、私は、川畑、西畑方面で暮らしています。本当に若い

人たちがいないんです。こう、お年寄りだけのところに、前にも話したことがあるんですけ

れども、行くと、子供がこっちに出てきちゃっている。町内での人口流動があるわけですね。

よそから来た人に買ってもらいたいんだけれども、実は、親と一緒に住んでほしいところの

若い人たちが、町内でも便利のいいこちらのほうに流動して、向こうが、よりがらがらにな

って、若い人たちがいなくなる、子供もいなくなるという状況が生まれているような気がし

ます。実際住んでみて。 

  それで伺ったんですが、痛しかゆしなんですね。便利なところでなければ人は買わないだ

ろうけれども、だけれども、つくってしまうと人口流動が入ってますます過疎化になってし

まう。これから先、町は、宅地造成をする、これ以上に土地を求めてまで宅地造成をする考

えがあるのかどうか伺いたいと思います。 

○議長（志関武良夫君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（西郡栄一君） 若い人の要望、今回、アンケートをいろいろなところでとっ

ております。その中でやはり、住む場所がないというのも非常に大きなウエートを占めてい

るところなんです。 

  やはり、近隣の市町村でもそうですけれども、つくったことによって、やはりそこに人が

ふえるという事実もございます。ですから、このまま宅地造成をしないでいるというわけに

もいかないんじゃないかなというふうに考えております。ですから、大規模な船子のような、

城見ケ丘のような開発はするつもりはございませんけれども、少しずつ、例えば、今回の旧

上瀑保育園のような形で、少しずつでも進めていければというふうには考えておりますけれ

ども。 

○議長（志関武良夫君） はい、ほかに。 
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  １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） すみません、ページ39ページの地域公共交通対策事業で、説明の中で

もチラシをつくるというご説明があったと思っています。そのチラシの内容と、どういった

ものを記載したチラシをつくるのか、あと、配布する範囲ですね、あと、配布する場合にど

のような形で配布する方法とか。 

  あとこれ、住民への周知と、あと、この周辺自治体というんですかね、大多喜町だけじゃ

なくていろんなところで使ってもらいたいということがあると思いますんで、その辺をどの

ように、どの範囲まで考えているのか。 

○議長（志関武良夫君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（西郡栄一君） このチラシにつきましては、式典を行うときまでには、周知

したいなと思っております。これは、当然のように運行時間、そういったものが入っていな

ければならないということで考えております。詳細については、まだ、これから詰めていく

話だと思います。 

  それと、配布の方法ですが、間に合えば、町内の方には、もちろん広報なんかにも載せた

いんですけれども、期限がもし間に合わない場合もあろうかと思います。その場合には、新

聞折り込みを使って周知をさせていただきたいというふうに思います。 

  この場合、大多喜だけではなくて、近隣の旧夷隅町とか、勝浦とか、近隣の市町村にも配

布できるぐらいのことを、今、考えております。 

○議長（志関武良夫君） よろしいですか。 

  １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） 新聞の折り込み入れるということですけれども、せっかく町も結構な

額を負担して出すわけですから、チラシと言わず、パンフレットと言ってはおかしいけれど

も、大多喜町の紹介も兼ねてとか、大多喜町でこういったことをやるんで、ぜひ、いいとこ

ろだからというようなことも含めた形の、何かそういったものができないのか。 

  ただ運行時間とかだけ入れるだけで、何か随分、そうするとよく、いすみ鉄道とか、いろ

んなバス会社の運行時間とか入ってくる、ああいったイメージなのか、それとも大多喜町の

ＰＲも兼ねて、要はいろんな宣伝も兼ねてつくるのか、その辺はどのようにお考えですか。 

○議長（志関武良夫君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（西郡栄一君） まず、この目的は、あくまでもこの高速バスということに一

つ限られますので、それはどのぐらいの紙面を占めるかという問題があろうかと思います。
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もし、可能であれば、やはり大多喜のいろいろなものも加えていくことをこれから検討して

みたいとは思います。 

○議長（志関武良夫君） １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） なかなか高速バスを走らせるということは、恐らく、これから先もあ

るかないか、本当、一大事業だと思っています。せっかくですから、こういった時期であれ

ば、高速バスを走らせるというのは、皆さん、手にとって見てくれる方もかなり多いんじゃ

ないかと。要は、ネームバリューというかな、宣伝効果も結構あるんじゃなかろうかと思い

ますので、できるだけ大多喜町のＰＲも兼ねた形でつくっていただければと思いますけれど

も。 

○議長（志関武良夫君） ほかにはございますか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  本案については、討論を省略し、これから採決したいと思います。 

  ご異議ありませんか。 

（「異議あり」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） 異議ありということですので、討論を行います。 

  先に、反対者の討論を許します。 

  11番野中眞弓君。 

○１１番（野中眞弓君） おおむね賛成なんですけれども、私は、どうしても、マイナンバー

のことが認めがたくて、ここのところで今回の補正予算177万5,000円が計上されています。

国の主人公であるべき国民に、まるでウ飼いのウのようにひもをつけるのが、私は共通項な

番号制度だと思うんです。こういう、何という、主権者に対するやり方に対して、民主主義

の侵害だという気持ちが払拭できません。それが予算化されているこの補正予算に反対とい

たします。 

○議長（志関武良夫君） 次に、本案に賛成者の発言を許します。 

  ６番江澤勝美君。 

○６番（江澤勝美君） 私は、賛成の立場から発言します。 

  いろいろな考えもありますけれども、この補正予算は必要な部分がやはり多くあります。

私も１つぐらいは、ちょっとどうかなということはあるんですけれども、100パーセントと
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いうわけにいかないと思いますんで、だから私は、賛成いたします。 

○議長（志関武良夫君） ほかには討論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから、議案第55号を採決します。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手多数） 

○議長（志関武良夫君） 挙手多数です。 

  したがって、議案第55号は原案のとおり可決されました。 

  会議の途中ですが、ここでしばらく休憩します。 

  この間に昼食をお願いしたいと思います。次は、１時から開会します。 

（午後 零時０９分） 

───────────────────────────────────────────────── 

○議長（志関武良夫君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 １時００分） 

───────────────────────────────────────────────── 

○議長（志関武良夫君） その前に、午前の部で野中議員の議案第55号の議案審議について、

建設課のほうから答弁をしたいということでございますので、お願いしたいと思います。 

  建設課長。 

○建設課長（末吉昭男君） それでは午前中の関係でございますけれども、こちらのほうの分

譲地の販売状況でございますが、町内及び町外がどのくらいあるかということでございまし

たけれども、まず城見ケ丘団地につきまして、これにつきましては町内が30、町外が26でご

ざいます。町内率が54パーセントです。下大多喜につきましては、町内が４で町外がゼロ、

町内率が100パーセントです。大戸につきましては町内が２、町外が１で67パーセントが一

応町内と、そういう状況でございます。 

  以上です。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第５６号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（志関武良夫君） 日程第３、議案第56号 平成27年度大多喜町国民健康保険特別会計



－201－ 

補正予算（第２号）を議題とします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。 

  税務住民課長。 

○税務住民課長（市原和男君） 議案第56号 平成27年度大多喜町国民健康保険特別会計補正

予算（第２号）のご説明をさせていただきます。 

  67ページをお願いいたします。 

  平成27年度大多喜町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）は次に定めるところによる。 

  歳入歳出予算の補正。第１条、第１項、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ72万

9,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ15億6,579万3,000円とする。 

  第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。なお、詳細につきましては事項別

明細書によりご説明いたしますので、72、73ページをお開きください。 

  それでは歳入からご説明申し上げます。 

  款９繰入金、項１他会計繰入金、目１一般会計繰入金、補正額128万8,000円の減額補正は、

人事異動等による職員給与費等の繰入金の減額でございます。 

  款10繰越金、項１繰越金、目２その他繰越金、補正額55万9,000円の増額補正は、償還金

の補正財源として前年度繰越金を充てたものでございます。 

  続きまして、次のページをお願いいたします。 

  歳出でございますけれども、款１総務費、項１総務管理費、目１一般管理費、補正額128

万8,000円の減額補正でございますが、説明欄記載のとおり人事異動等に伴います人件費、

給料、職員手当等及び共済費161万2,000円の減額及び事務費としてパソコン用ソフト修正委

託料は、重度心身障害者等医療の現物給付化に伴う高額療養費支給システムの修正経費とし

て32万4,000円を増額補正するものです。 

  款９諸支出金、項１償還及び還付加算金、目３償還金、55万9,000円の増額補正でござい

ますが、平成26年度療養給付費交付金の確定に伴い返還金が生じたことによるものでござい

ます。 

  以上で、国民健康保険特別会計補正予算（第２号）の説明を終了させていただきます。ご

審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（志関武良夫君） 説明が終わりました。 

  これから質疑を行います。 
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  質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  本案については討論を省略し、これから採決したいと思います。 

  ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） 異議なしと認めます。 

  これから議案第56号を採決します。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手全員） 

○議長（志関武良夫君） 全員です。 

  したがって、議案第56号は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第５７号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（志関武良夫君） 日程第４、議案第57号 平成27年度大多喜町介護保険特別会計補正

予算（第１号）を議題とします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。 

  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（永嶋耕一君） それでは議案第57号 平成27年度大多喜町介護保険特別会計

補正予算（第１号）について説明いたします。 

  85ページをお願いいたします。 

  平成27年度大多喜町介護保険特別会計補正予算（第１号）は次に定めるところによる。 

  歳入歳出予算の補正。第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,353万3,000円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ10億8,319万1,000円とするものでございま

す。 

  第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  それでは事項別明細書により説明させていただきます。 

  90ページ、91ページをお願いいたします。 
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  初めに歳入のほうから説明させていただきます。 

  款４国庫支出金、項２国庫補助金、目２地域支援事業交付金（介護予防事業）、補正額１

万3,000円の増額、目３地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）、補正額18万円

の増額、これはそれぞれ地域支援事業費の増に伴う国の法定負担金の増でございます。 

  目５介護保険事業費補助金、補正額30万円の増額、これは介護保険制度改正に伴うシステ

ム改修事業費の補助金でございます。 

  款５支払基金交付金、項１支払基金交付金、目１介護給付費交付金、補正額81万2,000円

の増額、これにつきましては平成26年度精査に伴う追加交付でございます。 

  目２地域支援事業支援交付金、補正額１万4,000円の増額、地域支援事業費の増に伴う法

定交付金の増でございます。 

  款６県支出金、項２県補助金、目１地域支援事業交付金（介護予防事業）、補正額6,000

円の増額、目２地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）、補正額９万円の増額、

これにつきましても、それぞれ地域支援事業費の増に伴う県の法定負担金の増でございます。 

  款７繰入金、項１他会計繰入金、目１一般会計繰入金、節２地域支援事業繰入金（介護予

防事業）、補正額6,000円、節３地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）、補正

額９万円の増額、それぞれ地域支援事業費の増に伴う町の法定負担分でございます。節４職

員給与費等繰入金、補正額279万1,000円の増額、これは人事異動に伴う増でございます。節

５事務費繰入金、補正額12万7,000円の減額、これにつきましてはシステム改修事業費補助

金の増による一般会計繰入金の減でございます。 

  款８繰越金、項１繰越金、目１繰越金、補正額934万6,000円の増額、款９諸収入、項２雑

入、目１雑入、補正額１万2,000円の増額、これにつきましては運動教室参加者増による増

でございます。 

  歳入は以上となります。 

  次に歳出について説明させていただきます。 

  92ページをお願いいたします。 

  款１総務費、項１総務管理費、目１一般管理費、節２給料222万5,000円、節３職員手当等

１万6,000円、節４共済費55万円は、人事異動に伴う増額でございます。 

  項２徴収金、目１賦課徴収費、補正額17万3,000円、介護保険制度改正に伴う基幹系シス

テムの改修委託料でございます。 

  款４地域支援事業費、項１介護予防事業費、目２一次予防事業費、補正額６万6,000円、
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介護予防事業参加者増に伴う消耗品費等の増額でございます。 

  項２包括的支援事業・任意事業費、目２包括的支援事業、補正額45万5,000円、これにつ

きましては人事異動に伴います増額及び職員の研修負担金でございます。 

  款５諸支出金、項１償還金及び還付金、目１償還金及び還付金、補正額1,004万8,000円は、

国・県に対する平成26年度精算に伴う返還金及び保険料の過年度分の還付金でございます。 

  以上で、平成27年度大多喜町介護保険特別会計補正予算（第１号）の説明を終わらせてい

ただきます。よろしくご審議くださいますようお願いたします。 

○議長（志関武良夫君） 説明が終わりました。 

  これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  11番野中眞弓君。 

○１１番（野中眞弓君） 93ページ、単純な質問ですが、一次予防事業について説明ください。 

○議長（志関武良夫君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（永嶋耕一君） 一次予防事業、この補正の内容でしょうか、それともその一

次事業の全体の。 

（「一次事業そのものです」の声あり） 

○健康福祉課長（永嶋耕一君） 一次事業予防につきましては、地域において介護予防に向け

た取り組みが主体的に実施されるような地域社会の構築を目指して健康教育や健康相談等の

取り組みを通じて、介護予防活動を行うものでございます。例えば介護予防普及啓発事業に

おかれましては、ひまわり会とかぬくもり給食会に職員を派遣して健康相談を行っているも

のでございます。それと、介護予防教室の開催では、健康づくり教室、からだいきいき塾、

認知症予防教室等を行っております。あと、地域介護予防活動支援事業では、ボランティア

の人材の育成事業とか、介護予防に資する地域活動組織の育成とか支援を行っております。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） ほかにございますか。 

  １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） 88ページの諸収入、これが１万2,000円ということで、内訳というん

ですか、多分健康福祉課さんでいろいろことをやられている教室の個人の負担金かなと思う

んですけれども、この１万2,000円の内訳がわかりましたら。 

○議長（志関武良夫君） 健康福祉課長。 
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○健康福祉課長（永嶋耕一君） この内訳でございますけれども、運動教室参加者ということ

でことしから初めている健康クラブの参加者が、35名から37名にふえた、その関係で１万

2,000円の増額とさせていただいております。 

○議長（志関武良夫君） よろしいですか。 

  ほかにございますか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  本案については討論を省略しこれから採決したいと思います。 

  ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） 異議なしと認めます。 

  これから議案第57号を採決します。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手全員） 

○議長（志関武良夫君） 挙手全員です。 

  したがって、議案第57号は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第５８号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（志関武良夫君） 日程第５、議案第58号 平成27年度大多喜町水道事業会計補正予算

（第１号）を議題とします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。 

  環境水道課長。 

○環境水道課長（米本和弘君） 議案第58号 平成27年度大多喜町水道事業会計補正予算（第

１号）についてご説明させていただきます。 

  103ページをごらんください。 

  総則。第１条、平成27年度大多喜町水道事業会計の補正予算（第１号）は次に定めるとこ

ろによる。 

  収益的収入及び支出。第２条、予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のと

おり補正する。 
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  収入。第１款水道事業収益、既決予定額５億７万9,000円、補正予定額108万8,000円、計

５億116万7,000円。 

  第１項営業収益、既決予定額３億1,664万円、補正予定額160万円、計３億1,824万円。 

  第２項営業外収益、既決予定額１億8,343万9,000円、補正予定額マイナス51万2,000円、

計１億8,292万7,000円。 

  支出。第１款水道事業費用、既決予定額４億9,208万8,000円、補正予定額318万1,000円、

計４億9,526万9,000円。 

  第１項営業費用、既決予定額４億5,327万1,000円、補正予定額318万1,000円、計４億

5,645万2,000円。 

  資本的収入及び支出。第３条、予算第４条本文括弧書き中１億3,131万8,000円を１億

3,352万円に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。この本文括弧書き

中の金額につきましては、資本的収入が資本的支出額に対して不足する額の変更となります。 

  収入。第１款資本的収入、既決予定額8,817万円、補正予定額60万円、計8,877万円。 

  第１項負担金、既決予定額216万円、補正予定額60万円、計276万円。 

  支出。第１款資本的支出、既決予定額２億1,948万8,000円、補正予定額280万2,000円、計

２億2,229万円。 

  第１項建設改良費、既決予定額１億3,721万5,000円、補正予定額280万2,000円、計１億

4,001万7,000円。 

  議会の議決を経なければ流用することができない経費。第４条、予算第７条中6,021万円

を6,226万7,000円に改める。この変更は職員給与費の合計額の変更となります。 

  一般会計からの補助金。第５条、予算第８条中7,364万3,000円を7,300万円に改める。こ

れは一般会計から受ける補助金額の変更となります。詳細につきましては106ページ、107ペ

ージの水道事業会計補正予算積算基礎資料により説明をさせていただきます。 

  初めに収益的収入及び支出の収入ですが、項１営業収益、目２その他営業収益、節４雑収

益160万円の増額は、消火栓ボックス交換工事負担金２カ所分です。 

  項２営業外収益、目１受取利息及び配当金、節１預金利息13万1,000円の増額は、定期預

金１件分の利息となります。 

  目２他会計補助金、節１一般会計補助金64万3,000円の減額は、面白浄水場汚泥乾燥床借

入利息が発生しませんでしたので減額するものです。 

  次に支出ですが、目１原水及び浄水費の主な補正額は、節２手当の中に臨時職員の通勤手
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当が含まれておりましたので、これを賃金への組み替え分、36万円の減額。節４賃金193万

7,000円の増額は、臨時職員賃金155万3,000円と臨時職員通勤手当の組み替え及び増額分と

して38万4,000円となります。節10備消耗品費35万2,000円の増額は、浄水場用の水中ポンプ、

水質試験試薬等の消耗品となります。節23材料費30万3,000円の増額は、浄水場内流量調整

弁設置に伴う材料代となります。節32保険料27万7,000円の増額は、臨時職員２名分の雇用

保険料、保険、健康保険料、厚生年金保険料となります。 

  目２配水及び給水費の節23材料費49万6,000円の増額は消火栓及び空気弁ボックス交換の

ための材料購入費となります。 

  次に110ページ、111ページをごらんください。 

  資本的収入及び支出の収入ですが、目２工事負担金、節１工事負担金60万円の増額は消火

栓設置工事負担金１カ所分となります。 

  次に支出ですが、目１取水施設費、節34工事請負費102万6,000円の増額は、八声配水場塩

素注入機設置工事となります。 

  目４固定資産取得費147万3,000円の増額は、節２機械購入費で浄水場用発電機及び酸素濃

度系購入費として39万3,000円。節３車両購入費で、事務連絡用車両購入108万円となります。 

  以上で水道事業会計補正予算の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 

○議長（志関武良夫君） 説明が終わりました。 

  これから質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

  11番野中眞弓君。 

○１１番（野中眞弓君） 消火栓１基分の予算が計上されていますけれどもそれはどこでしょ

うか、それからどんな形の消火栓になるのか伺いたいと思います。それと消火栓への変換と

いうかそういう計画はあるのでしょうか。 

  以上。 

○議長（志関武良夫君） 環境水道課長。 

○環境水道課長（米本和弘君） ただいま、消火栓の設置負担金ですが、これは今年度工事を

やっております泉水岡保台線の配水管布設替え工事に伴う消火栓の設置分でございます。そ

れから、更新の計画という……。 

（「消火栓てどんな形のもの。中に入っている」の声あり） 
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○環境水道課長（米本和弘君） そうです、地下式の消火栓となります。 

（「地上じゃないんですか」の声あり） 

○環境水道課長（米本和弘君） はい。それから計画ということでしたが、本年度は収益的収

入支出のほうで雑収益で上げてありましたが、160万円、消火栓ボックスの交換工事という

ことで、こちら２カ所を予定しております。来年度以降については今のところまだ予定はあ

りません。道路改良工事とかその他本当に古くなったというような場合ですね、それ以外に

は消火栓のボックスの交換とかというのは予定しておりません、今のところは。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） ほかに質疑ありますか。 

  ３番吉野一男君。 

○３番（吉野一男君） 111ページの工事請負費で、100トンで２万6,000円で、八声配水場塩

素注入機設置工事なんですけれども、場所とこれどういう内容かちょっと、内容的に教えて

いただきたいと思います。 

○議長（志関武良夫君） 環境水道課長。 

○環境水道課長（米本和弘君） これは、八声の配水場というのが、マツダ製作所があると思

いますが、あの手前の右側の山の上に広域のほうから受水する配水場があります。そちらの

配水場に設置する塩素注入機ということになります。よろしいですか。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） ３番吉野一男君。 

○３番（吉野一男君） わかりました、すいませんどうも。 

○議長（志関武良夫君） ほかにございますか。 

  １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） 111ページの車両購入費、事務連絡用車両購入。これ事務連絡用とい

うとほかに工事車両とかといろいろな名目で車両を分けているということでよろしいのかと

いうことと、あと今何台ぐらいこの環境水道で専門に使うということかな、一般的には総務、

財産で車一括して管理しているというようなあれですから、これは特別会計ですから環境水

道課のほうで車なんかについても全て管理しているということで。 

  それで普通車両購入費というとある程度計画的にことしは何台買う、来年は何台というこ

とで、普通は当初予算で組んで計画的に買っていくべきものではないのかなと。突然補正で

出てくるということは本来使っていたものがだめになったのか、何か特別な理由がなければ
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補正で出てくるということはちょっと考えにくいんですけれども、それの説明をお願いしま

す。 

○議長（志関武良夫君） 環境水道課長。 

○環境水道課長（米本和弘君） まず、環境水道課の水道のほうの事業として使っている車は

今現在４台あります。そのうち２台は浄水場のほうの管理で２台です。それからあとダンプ

が１台あります。それからトラックですね、これは材料とかを常時漏水修理とかのために使

うトラックが１台あります。それから、あとは巡回用の車が２台あります。それで６台にな

っています。 

  それで今回取りかえる車両なんですけれども、今まで使っていた車が今年度車検だったん

ですけれども、その車検の前にオイル漏れがありまして修理屋さんのほうに見ていただいた

んですけれども、エンジン乗せかえないともう無理だというような修理ということでしたの

で、その車は廃車するような形にして、新しく車両を買いかえるということで今回計上させ

ていただきました。 

○議長（志関武良夫君） よろしいですか。 

  １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） ちょっとこれ事務連絡用というのは、要はちょっとよく事務連絡用だ

けに使って、意味合いがよくわからないんですけれども、そのほかに。何か事務連絡用とい

うと浄水、ちょっとよく、事務連絡用という言葉の意味がよく理解できないところがあるん

ですけれども。 

○議長（志関武良夫君） 環境水道課長。 

○環境水道課長（米本和弘君） 今回だめになったその車両が、現場へ向かったり浄水場、配

水場とかへいったりする、そういう車両でして、現場用車両の専門でもないし、結局職員が

使う車両だということで事務連絡用の車両という名前で上げさせていただきました。 

○議長（志関武良夫君） ほかにございますか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  本案については討論を省略し、これから採決したいと思います。 

  ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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○議長（志関武良夫君） 異議なしと認めます。 

  これから議案第58号を採決します。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手全員） 

○議長（志関武良夫君） 挙手全員です。 

  したがって、議案第58号は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第５９号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（志関武良夫君） 日程第６、議案第59号 平成27年度大多喜町特別養護老人ホーム事

業会計補正予算（第１号）を議題とします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。 

  特別養護老人ホーム所長。 

○特別養護老人ホーム所長（君塚道朋君） 議案第59号 平成27年度大多喜町特別養護老人ホ

ーム事業会計補正予算（第１号）につきましてご説明をいたします。 

  121ページをお開きいただきたいと思います。 

  本文に入らせていただきます。 

  総則。第１条、平成27年度大多喜町特別養護老人ホーム事業会計の補正予算（第１号）は、

次に定めるところによる。 

  収益的収入及び支出。第２条、予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を、次の

とおり補正する。 

  支出、科目、第１款特別養護老人ホーム事業費用、補正予定額852万2,000円の減、計２億

9,106万3,000円。 

  科目、第１項営業費用、補正予定額852万2,000円の減、計２億9,006万2,000円。 

  議会の議決を経なければ流用することができない経費。第３条、予算７条中２億1,829万

8,000円を２億283万4,000円に改める。 

  続きまして、詳細につきましては積算資料によりご説明をいたします。 

  124ページ、125ページをお開きいただきたいと思います。 

  第１款第１項第１目総務管理費、補正予定額1,546万4,000円の減額。第２節給料980万

5,000円の減。第３節手当261万1,000円の減。第４節法定福利費304万8,000円の減です。４

月の人事異動に伴う減額補正で、退職者４名、転出者２名、新規採用３名、転入者１名、差
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し引きしまして２名の減の異動によるものでございます。 

  続きまして、第４目施設介護事業費、補正予定額694万2,000円の増額。第14節委託料694

万2,000円の増です。当施設の看護部門は常勤職員２名と臨時職員１名で運営をしておりま

したが、このたび常勤職員２名が退職をすることとなりました。施設の運営には看護師が不

可欠ですので、現在派遣会社より１日当たり２名の看護師の派遣を依頼しております。計上

いたしましたのは、11月末までの委託料を計上させていただきました。 

  126ページから133ページまでの給与費明細書は記載のとおりですので、省略をさせていた

だきます。 

  以上で、大多喜町特別養護老人ホーム事業会計補正予算の説明を終わらせていただきます。

ご承認くださいますようよろしくお願いいたします。 

○議長（志関武良夫君） 説明が終わりました。 

  これから質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

  10番山田久子君。 

○１０番（山田久子君） すみません、今課長さんのほうからご説明いただきまして、看護師

さん通常ですと２名、あと臨時１名でやるところが、ただいま委託というかそういう形でや

っていらっしゃるということだったんですけれども、看護師さんが通常一度に２名途中でや

めるということはちょっと考えられない状況だと思うんですけれども、どのような理由でこ

ういうことが発生しているのかお伺いしたいと思うんですけれども。 

○議長（志関武良夫君） 特別養護老人ホーム所長。 

○特別養護老人ホーム所長（君塚道朋君） 昨年入りました看護師がことしで１年４カ月ぐら

い経過しまして、介護士との折り合いが悪くなりまして退職ということになりました。それ

でもう１名の方はことしの４月に採用された職員になりますので、４月からということでま

だ仕事がまるでわからなくて責任を負いかねるということで退職という運びになりました。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） 10番山田久子君。 

○１０番（山田久子君） そうしますと、同じように委託ということですと、全く今まで老人

ホームに携わっていない方が看護師さんとして来ていただいていると思いますが、仕事的に

は問題なくできているのかどうか。また、今後募集もかけていくと思うんですけれども、今

のお話の中には何かちょっと問題点があるのかなと思ってしまったんですが、こういった問
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題点というのはどのように受けとめていらっしゃるのかというところも伺ってみたいんです

が。 

○議長（志関武良夫君） 特別養護老人ホーム所長。 

○特別養護老人ホーム所長（君塚道朋君） まず仕事につきましてはうちのほうでマニュアル

をつくりまして、あとは相談員という職種の人がおりまして、その方が毎日指導して業務の

ほうは何とか進めているところでございます。 

  あと、看護師が退職した理由というんですけれども、やめた看護師が正看護師でございま

して、なかなか正看護師の方の思っている、入所者に対する処置が、なかなか介護士とかみ

合わないようなところがありまして、結局退職ということになりました。 

  簡単に説明すると以上になります。 

○議長（志関武良夫君） 10番山田久子君。 

○１０番（山田久子君） 今、正看護師さんということで、正看護師という職的な問題なのか

人間関係という、人の性格的な問題なのかわからないんですけれども、もし仕事的な問題で

の兼ね合いが悪くてということであるのであれば、何らかのこちらの指導も今後していかな

ければ、新たに入った看護師さんともまた折り合いが悪くなってしまうのではないかなと、

こんなふうにも考えてしまうんですけれどもいかがでしょうか。 

  私も特養のほうへ行って直接見させていただいたわけではございませんけれども、かなり

看護師に対する負担が大きくなっているというような、そんな、うわさ程度のものでござい

ますけれども伺っております。仕事的なものも介護度の大きい方が入ってくるという中で増

してまいります。そして介護度が大きくなりますと入所された方が病気になって病院とのや

りとりの問題とかもあるということで、非常にそういった精神的な負担も多いというような

ことも伺っております。 

  今回のことだけではなくて看護師さんもかなり、やはり大変であるというようなことも伺

っておりますので、こういったところの指導といいますか管理といいますか、こういったも

のも大変これから重要になってくるのではないかと思っているんですけれども、課長、この

辺をいかがお取り組みしていく予定でいらっしゃいますでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 特別養護老人ホーム所長。 

○特別養護老人ホーム所長（君塚道朋君） 今までの経緯を見ますと、看護師と介護士の話し

合いが十分されていなかったんじゃないかというような感じがしますので、これからは事あ

るごとに機会を設けてお互いの意思の疎通が十分できるようにして仕事を進めていきたいと
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考えております。 

○議長（志関武良夫君） よろしいですか。 

  ほかにございますか。 

  ５番野村賢一君。 

○５番（野村賢一君） 特別養護老人ホームの所長はまだ行ったばかりで、それなのに今まで

の過去のことよくわからない、そんな中で正看護師さんがやめていくということで大変戸惑

ったと思います。しかし総務課長、町の公務員の看護師さんと今民間の看護師さんの処遇を

考えたらかなり差があるということです。だから民間のほうにどんどん給料が流れていっち

ゃう。 

  だから、そこら辺も鑑みて、これ所長ばかりの責任じゃないと思うんで、町全体として捉

えて改善していかなきゃいけないと思います。ぜひそこら辺も含めて特養のほうの改善を。

特に今派遣の２人ばかり使ってやっているということですから、そこの辺も含めて理解して

やっていただければと思いますけれどもいかがでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 総務課長。 

○総務課長（加曽利英男君） それでは、企業会計の補正予算ですけれども総務課のほうでと

いうことですので。 

  賃金形態、これはなかなか民間のほうでも幾らというのはなかなか教えてくれないところ

もあるようなのではっきりとはわかりませんけれども、一般的に公務員ですから、年功と言

いますか年を重ねるほど高くなっていく傾向があるということは最初の勤め始めた給料は低

いと、公務員のほうが低いと、民間のほうが高いということが言えるんではないかなと思い

ます。 

  ただ、それをある程度務めますと公務員も昇級をいたしますので追いついていくというか

そういう形になるかなということもありますけれども、そういう面も考えてある程度その看

護師さんの場合やはり職歴がある方が公務員になる場合が多いので、その職歴を決められた

範囲で加算していく、そういうようなことも考えたいと思います。 

  そして、今回また老人ホームの関係ですが、たまたま１人応募がございましたので、そう

いう方とも面接をしてよろしければまた採用できるんではないかなというふうに考えており

ます。 

○議長（志関武良夫君） ５番野村賢一君。 

○５番（野村賢一君） 最近入居者のほうも改善されてそれなりに入ってきているそうです。
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それなりに、やっぱり迎えるほうの看護師とか介護士とかいろいろな体制を整えないといけ

ないと思いますので、ぜひ町長ここら辺はひとつよろしくお願いしたいと思いますけれども。 

○議長（志関武良夫君） 町長。 

○町長（飯島勝美君） 特別養護老人ホームにつきましては２年前からこういう、一つ潜在的

な要素がございました。そして実はこの３月から経営者会議という、経営会議という形を今

持っております。今私もその経営会議に参加しているところでございます。 

  その経過の中で私が感じているところは、給料といいますか、ある意味人間関係というの

が非常に重要な要素があるように思います。特に今特別養護老人ホームにつきましては平均

年齢が88歳を超えております。そういうことで、非常に手がかかってくるということがあり

まして、介護士さんと看護師さんの、また相談員さんの、この辺の連携がしっくりいかない

のかなと。その辺を今改善の方向でどうするかということで経営会議の中で進めているとこ

ろでございますけれども、いずれにいたしましても、これはなかなか根がちょっと深そうな

気がいたしますので、これからしっかりと改善を進めていきたいと思います。 

○議長（志関武良夫君） ほかにございますか。 

  ９番吉野僖一君。 

○９番（吉野僖一君） 大多喜町の特別養護老人ホームというのはすごい人気があって、なか

なか入りたくても入れないというのが今までの実績だったのがここへ来て、やはりそういう

人材育成というか人的な問題で今聞いたところでありますけれども、できるだけこれから高

齢化社会でどんどんふえるし利用者も期待していると思う。民間との対比もあると思います

けれども、町長以下これは真剣に、やはり何かうわさがすごく悪いほうへいっちゃっている

んで、ホームページも人材募集しているの見ましたけれども、もう少し、やめた人を臨時採

用でもいいですからうまく活用してもとに戻るような、大多喜町の特老はすごいと昔からそ

ういう人気できていたんでその辺よろしくお願いしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） 回答いいですか、いただきますか。 

○９番（吉野僖一君） いいです。 

○議長（志関武良夫君） いいそうですから。 

  １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） すみません、特別老人ホームいろいろな問題があるというのは何年か

前から出てきていたと思います。 
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  総合計画とか基本構想を今策定中だと思います。この問題は来年度からの総合計画という

か、その中に特老の件について今後どうするのかという抜本的な改革となるのかわかりませ

んけれども、今後このような計画でいくよというのを盛り込まれて発表になると考えていい

んですか。 

○議長（志関武良夫君） 町長。 

○町長（飯島勝美君） これは企業会計のほうでございますので、これは総合計画とはまた別

のところになると思います。ただ、先ほどお答えしましたようにこれはまず根本的なところ

から解決していかなければなりませんので、今経営者会議２カ月に一遍やっております。そ

ういう中で一つ一つ改善点を。１回の会議で問題点がやっぱり１つ見つかってくる、またそ

れを改善する、また次の会議で次の問題点が出てくる。そういうことで一つ一つ改善はして

いかなければなりませんけれども、ただ一時期のように今老人ホームは入れないという状況

ではなくて、今まさに老人の奪い合いに近いところに来ております。 

  ですから実際に、例えば先般の会議でもそうなんですけれども、５人の方が申し込んでく

る、そうしますと、大体88歳とか90歳になりますと既往歴というのは５つ、６つみんなある

んです。何か大変なところがありまして、そうしますとそれを受け入れるかどうかというと

ころで結局そのところで難しいとかという話の判断になるので。本来ならば５人来たら５人

全部受けたいところなんですけれども、それは受けられないという状況であります。民間が

それは大体それを受けてしまうということらしいんで、今のところのほうが空床率が非常に

高くなっている、そこに今の経営悪化という問題があります。 

  そういったことをどうやって解決するかということを、今これからの会議の中でいろいろ

と詰めていくところで、特にまずは人間関係を立て直すと、そういうところから入りたいと

思っております。 

○議長（志関武良夫君） １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） すみません、勉強不足で申しわけないと思うんだけれども、特別会計

あると思うんですけれども、それは今回の総合計画の中では反映されてこない、それは総合

計画の対象外だということでいいんでしょうか、それともそこも含めて総合計画が立てられ

るということでしょうか。 

（「そういう意味ではちょっと違う」の声あり） 

○１番（根本年生君） だから、要は経営が危機的な状況に陥って、今大変じゃないかという

思いで言っているんで、それは違うと言われればいいですけれども、抜本的な見直しとか何
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とかをやっていかないとこの問題は大変なことになるんじゃないかという思いで。すみませ

ん、じゃあ違うということであればいいです、すみません。 

○議長（志関武良夫君） ほかにございますか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） なしということでございますので、質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  本案については討論を省略し、これから採決したいと思います。 

  ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） 異議なしと認めます。 

  これから議案第59号を採決します。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手全員） 

○議長（志関武良夫君） 全員です。 

  したがって、議案第59号は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第６０号から議案第６６号、報告第６号から報告第８号の一括上

程、説明 

○議長（志関武良夫君） 日程第７、議案第60号 平成26年度大多喜町一般会計歳入歳出決算

認定についてから日程第13、議案第66号 平成26年度大多喜町特別養護老人ホーム事業会計

決算認定について及び日程第14、報告第６号から日程16、報告第８号までの各会計の決算認

定並びに財政健全化に関する報告までを一括議題とします。 

  なお、本決算認定については日程にお示ししたとおり、本日は提案説明及び決算審査、財

政健全化審査の報告までとします。 

  これより順次説明並びに報告を求めます。 

  最初に議案第60号 平成26年度大多喜町一般会計歳入歳出決算認定についてを説明願いま

す。 

  企画財政課長。 

○企画財政課長（西郡栄一君） 議案第60号の一般会計歳入歳出決算についてご説明させてい

ただきます。 
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  初めに平成26年度、主要施策の成果説明書からご説明させていただきますので、主要施策

の成果説明の２ページをお開きいただけますか。 

  普通会計の歳入歳出総括表で、大多喜町の普通会計は一般会計と鉄道経営対策事業基金特

別会計を合わせた会計になりますので、普通会計を性質別に前年度決算額と比較し分析をし

たもので、次の３ページは一般会計を性質別に前年度決算額との比較分析をしたものでござ

います。財政的な数値は普通会計の数値を使用しますが、一般会計の決算説明のため３ペー

ジの一般会計の表で説明をさせていただきます。 

  まず歳入状況でございますが、平成26年度は前年度と比較すると、主な減少の区分として

８自動車取得税交付金、10地方交付税、14、15の国、県支出金、19繰越金、21町債が大きく

減少しております。 

  また、増額した主なものは６地方消費税交付金、16財産収入、この増額は城見ケ丘団地や

大戸分譲地の売り払い収入の増額、17寄附金の増額はふるさと納税の増額、18繰入金は大多

喜小学校校舎の増築改修工事、上瀑小学校及び総元小学校の屋内運動場の非構造部材耐震化

工事、役場中庁舎の屋上防水工事等の実施に伴う基金からの繰入金の増額でございます。 

  歳入合計は49億558万円で、前年度より8,037万4,000円の減額となり対前年度比で1.6パー

セント減少しております。 

  次に、右の表の歳出状況ですが、歳出合計は45億1,974万2,000円で前年度と比較すると１

億6,892万2,000円の減額で、対前年度比3.6パーセントの減少となっております。このため

区分の欄では前年度と比較すると多くの区分で減額となっておりますが、増額している主な

ものにつきましては２扶助費で、この増額は介護給付費、自立支援医療給付費、臨時福祉給

付金事業、子育て世帯臨時特例給付金事業による増額でございます。 

  次の４ページをお開きください。 

  本表は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき地方公共団体の財政の健全性

に関する比率を算出したもので、町の財政の健全化判断比率はいずれも基準の範囲内でござ

います。このことに関しましては別途報告議案としてご説明させていただきたいと思います。 

  次の５ページからは各会計での予算科目ごとの主要施策の成果説明となり、決算書の説明

と重複しますので説明は割愛させていただきます。 

  次に、財産に関する調書についてご説明させていただきますので決算書の264、265ページ

のほうをお開きください。 

  財産に関する調書は、決算年度中に増減のあったものを説明させていただきます。 
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  １項公有財産の１号土地及び建物の表の土地の増減高は、区分の欄の公共用財産のその他

の施設が4,968平方メートル増加し、区分のその他が5,823平方メートル減少し、増減高の合

計は855平方メートルの減少となっております。 

  養老渓谷観光センターの土地2,994平方メートルと桜台町営駐車場用地1,505平方メートル

の4,499平方メートルを、その他の区分からその他の施設の区分に変更したもの及びその他

の施設の区分には養老渓谷観光センターに係る土地の交換469平方メートルの増を合わせ、

4,968平方メートルの増となっております。その他の区分は葛藤テニスコート2,822平方メー

トルの減少、養老渓谷観光センターに係る土地の交換165平方メートルの減少に、面白橋遊

歩道用地として取得した1,663平方メートルの増減分を合わせたものでございます。 

  次に、建物の木造の欄につきましては、公共用財産の学校の区分122平方メートルの増加

は大多喜小学校の増築をした図工室分で、その他の区分の55平方メートルの減少は小倉野集

会所を地元に譲渡したもので、決算年度中の増減高の合計は67平方メートルの増加でござい

ます。 

  次の２号の山林は決算年度中に面積の増減はなく立木の推定蓄積量といたしまして決算年

度中の移動が968立方メートル、決算年度末現在高で５万1,925立方メートルとなります。 

  次のページをお開きください。 

  ３号の無体財産権は商標登録しているおたっきーを新たに加えたものでございます。４号

の有価証券は、いすみ鉄道たけゆらの里、みずほフィナンシャルグループなど６社の株券で

決算年度中の増減はありませんでした。次の５号の出資による権利は南房総広域水道企業団

への出資金が1,532万7,000円増額しております。 

  次のページの２物品の表の自動車の区分中、消防のポンプ車１台の減は、３分団３部３班

の車両がポンプ車から小型動力ポンプ積載車電源照明つきに移動しましたので、１台減少し

ました。小型動力ポンプ積載車につきましては、ポンプ車から移動した１台の増加がござい

ますが、消防庁から新規に貸与されたものが別に１台配備され、貸与された車両を本表から

除きましたので、結果的に配備台数の増減はなく、電源照明つき積載車が内訳として１台増

加したものでございます。ほかに庁用車両１台を買いかえていますが決算年度中の増減はご

ざいません。 

  次のページをお開きください。 

  上から７行目の自動反転機、これは給食センターの調理用の機械ですがそれを１台更新し

ております。 
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  次のページの３基金につきましては予算額に基づき増減しておりますが、ふるさと基金に

つきましては寄附金の26年度決算額は5,055万4,000円でございますが、出納整理期間の関係

で基金への積み立ては4,480万4,000円の決算額のため、4,480万4,000円から繰入金1,342万

7,000円を差し引いた3,137万7,000円が決算年度中の増減高でございます。その他の基金の

説明については説明を省略させていただきます。 

  基金の決算年度中の増減高の合計は1,310万6,000円の減少で、年度末現在高は25億1,798

万4,000円でございます。 

  次に一般会計の歳入歳出決算について事項別明細書によりご説明させていただきますので、

18、19ページをお開きください。 

  歳入につきましては右側のページの収入済額、不納欠損額及び収入未済額について…… 

○議長（志関武良夫君） 座って。 

○企画財政課長（西郡栄一君） それでは座って説明をさせていただきます。 

  款１町税の収入済額は11億3,550万5,588円、不納欠損額は721万1,561円、収入未済額は１

億1,312万7,934円、収納率は90.4パーセントでございます。各項別には項１町民税の収入済

額は４億3,478万8,400円、不納欠損額は328万661円、収入未済額は2,852万1,062円、収納率

は93.2パーセントでございます。 

  次の項２固定資産税の収入済額は５億7,680万9,400円、不納欠損額は366万7,300円、収入

未済額は8,013万172円、収納率は87.3パーセントでございます。 

  次の項３軽自動車税の収入済額は2,622万4,900円、不納欠損額は26万3,600円、収入未済

額は206万5,900円、収納率は91.8パーセントでございます。 

  次の項４たばこ税の収入済額は8,875万3,038円でございます。 

  項５鉱産税の収入済額は250万7,600円でございます。 

  次の項６特別土地保有税の収入済額はなく、調定額241万800円の全額が収入未済額となっ

ております。 

  次の項７入湯税の収入済額は642万2,250円でございます。 

  款２地方譲与税の収入済額は5,833万円で、項１地方揮発油譲与税の収入済額は1,746万

6,000円。 

  項２自動車重量譲与税の収入済額は4,086万4,000円でございます。 

  次の款３利子割交付金の収入済額は165万3,000円でございます。 

  次のページをお開きください。 
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  款４配当割交付金の収入済額は727万1,000円でございます。 

  款５株式等譲渡所得割交付金の収入済額は509万2,000円でございます。 

  款６地方消費税交付金の収入済額は１億2,710万8,000円でございます。 

  款７ゴルフ場利用税交付金の収入済額は１億654万5,674円でございます。 

  款８自動車取得税交付金の収入済額は1,156万2,000円でございます。 

  款９地方特例交付金の収入済額は230万9,000円で、減収補塡特例交付金として交付された

ものでございます。 

  次の款10地方交付税の収入済額は16億5,618万2,000円で普通交付税、特別交付税の内訳は

備考欄記載のとおりでございます。 

  款11交通安全対策特別交付金の収入済額は178万9,000円でございます。 

  次のページをお開きください。 

  款12分担金及び負担金の項１負担金は、収入済額１億6,835万1,679円、収入未済額516万

393円、収納率は97パーセントで、内容につきましては目１の民生費負担金から次の24ペー

ジの目６災害復旧事業費負担金まで、それぞれの事務事業実施に伴う受益者負担、あるいは

関係団体の負担金でございます。 

  24ページをお開きください。 

  款13使用料及び手数料の収入済額は9,087万3,384円、収入未済額168万250円、収納率は

98.2パーセントで、項１使用料の収入済額は6,379万8,104円、収入未済額は166万5,070円で、

目１衛生使用料から目６の教育使用料までの施設等の使用料でございます。 

  次のページをお開きください。 

  項２手数料の収入済額は2,707万5,280円、収入未済額は１万5,180円、収納率99.9パーセ

ントで、目１総務手数料から目５土木手数料までの各種手数料でございます。 

  次の款14国庫支出金の収入済額は３億1,405万8,253円、項１国庫負担金の収入済額は１億

7,953万5,252円で目１民生費国庫負担金から次の28ページの目３教育費国庫負担金までのそ

れぞれの事業に係る国の負担金でございます。 

  28ページの項２国庫補助金の収入済額は１億3,115万4,000円で、目１民生費国庫補助金か

ら次のページの目６総務費国庫補助金までの各種事務事業に対する国の補助金でございます。

また、前年度からの繰り越し事業に充当する補助金が9,265万4,000円と補助金全体の70.6パ

ーセントを占めております。 

  次の30ページでございますが、項３国庫委託金の収入済額は336万9,001円で、目１総務費
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委託金と目２民生費委託金はそれぞれ国の事務に関する委託金でございます。 

  次に款15県支出金の収入済額は３億744万8,426円でございます。 

  項１県負担金の収入済額は１億3,143万5,793円でございます。県負担金の内容は目１総務

費県負担金から次のページの目５教育費県負担金まで、事務事業に対する県からの負担金で

ございます。 

  32ページの項２県補助金の収入済額は１億1,466万3,614円で、目１総務費県補助金から38、

39ページの目10消防費県補助金までの各事務事業に係る県からの補助金でございます。 

  38、39ページをお開きください。 

  項３県委託金の収入済額は6,134万9,019円で、目１総務費委託金から次のページの目６教

育費委託金までの各事務事業に係る県からの委託金でございます。 

  次の40ページの款16財産収入の収入済額は7,628万261円でございます。 

  項１財産運用収入の収入済額は1,926万5,044円で、目１財産貸付収入は次のページにわた

りますが、自動車学校用地と土地建物の貸付収入及び町が設置した光ファイバーをＮＴＴに

貸し付けた収入で、目２利子及び配当金は所有している株の配当金でございます。 

  次の項２財産売払収入は養老渓谷テニスコートの売却、城見ケ丘団地と大戸分譲地の売り

払い収入で収入済額は5,701万5,217円でございます。 

  次に款17寄附金の収入済額は5,234万606円で、指定寄附金はふるさと納税が1,838件、教

育費寄附金が３件で、一般寄附金は千葉夷隅ゴルフほか２件でございます。 

  次の款18繰入金の収入済額は１億566万5,963円で、項１基金繰入金は各基金から事業に充

当するために取り崩したもので、収入済額は１億539万3,000円でございます。 

  次のページをお開きください。 

  項２の特別会計繰入金の収入済額は27万2,963円で、国民健康保険特別会計からの繰入金

でございます。 

  次の款19繰越金の収入済額は２億9,729万394円でございます。 

  次の款20諸収入の収入済額は6,942万3,842円、収入未済額は252万2,555円、収納率は96.5

パーセントでございます。 

  項１延滞金加算金及び過料の収入済額は27万5,068円でございます。 

  次の項２受託事業収入の収入済額は226万5,784円で、後期高齢者医療広域連合受託事業収

入でございます。 

  項３雑入の収入済額は6,678万7,217円、収入未済額は252万2,555円で、収納率は96.4パー
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セントでございます。 

  目３雑入の内容は次のページから51ページまでの備考欄に記載のとおりでございます。 

  50ページ、51ページのほうをお開きください。 

  項４町預金利子の収入済額は９万5,073円でございます。 

  款21町債、項１町債の収入済額は３億1,050万円で、目１総務債から目５臨時財政対策債

まで各種事業の財源に充当するため記載したものでございます。 

  以上、歳入合計は予算現額49億1,199万8,000円、調定額50億3,528万2,763円、収入済額49

億558万70円、不納欠損額721万1,561円、収入未済額１億2,249万1,132円でございます。 

  続きまして、一般会計の歳出決算の説明をさせていただきます。 

  次のページをお開きください。 

  各款または項の支出済額及び各目の事務事業の概要についてご説明させていただきます。 

  初めに款１議会費、項１議会費の支出済額は8,069万3,654円で…… 

○議長（志関武良夫君） 企画財政課長、ちょっと時間が経過しましたので、休憩とってから

にしたいと思いますので、ここで10分間休憩とります。25分の開会とします。 

（午後 ２時１５分） 

───────────────────────────────────────────────── 

○議長（志関武良夫君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ２時２５分） 

───────────────────────────────────────────────── 

○議長（志関武良夫君） 企画財政課長の説明を求めます。 

  企画財政課長。 

○企画財政課長（西郡栄一君） それでは歳出からご説明させていただきます。 

  各款または項の支出済額、及び各目の事務事業の概要についてご説明させていただきます。 

  初めに、款１議会費、項１議会費の支出済額は8,069万3,654円で、町議会議員と事務局職

員の人件費、議会活動に要する事務的経費、会議録作成委託料、町村議会議長会負担金、政

務調査費等補助金等でございます。 

  次の、款２総務費の支出済額は８億753万7,486円で、翌年度繰越額は9,403万9,000円でご

ざいます。 

  項１総務管理費の支出済額は６億6,275万9,863円で、目１一般管理費は特別職人件費、次

のページの一般職の人件費、行政連絡員の報酬、職員健康診断委託料、次の57ページになり
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ますが、各種団体への負担金補助金や一般事務費として電話料あるいは職員研修事業で、そ

のほかには電子調達管理事業などでございます。 

  58、59ページのほうをお開きください。 

  目２文書広報費の主な事務事業は、個人情報保護制度再構築支援業務として195件の対象

事務の洗い出しや、例規集のデータ更新や、法制ソフト支援業務の委託料等で、広報おおた

きの発行事業は年12回の発行と町長への手紙を年２回発行しております。またホームページ

へのアクセスユーザー数は14万7,755人、アクセス件数は23万5,085件でございます。 

  次の目３財政管理費は、予算書、決算書の印刷製本費、財務会計システム用のパソコンソ

フト保守委託料や、ソフトの借り上げ料が主な経費でございます。 

  次のページをお開きください。 

  目４会計管理費は会計室における出納事務管理経費でございます。 

  目５財産管理費の主なものは、公有財産管理事業の町有建物及び公用車の保険料、小沢又

貯水池改修工事で、庁舎管理費は庁舎管理のための光熱水費が、次のページになりますが、

役場中庁舎の屋上防水工事、町有林の維持管理経費、庁舎関係事業は25年度から繰り越した

庁舎修復再生工事報告書と看板設置工事、財政調整基金積立金が主な事業でございます。 

  目６企画費の主な事業は、次のページになりますが、夷隅郡市広域市町村圏事務組合負担

金、空き家改修事業補助金２件、地域情報通信基盤維持管理事業は光ファイバー網の保守経

費、大多喜ダム対策事業は大多喜ダム跡地の管理事業補助金、結婚活動支援事業、次のペー

ジのふるさと納税を基金への積み立て、大多喜高校への支援事業助成金、総合計画策定業務

委託料、町内４路線及び一宮線の補助をしている地方バス路線対策補助金、いすみ鉄道の下

部を補助する基盤維持費補助金、鉄道輸送対策事業費補助金、ふるさと納税事業は返礼品等

に関する経費でございます。 

  68ページの目７電子計算費は、町のコンピューター業務に係る経費で、電子計算機の保守

委託やサーバー15台、パソコン172台の賃借料が主なものでございます。 

  次の目８諸費の主な内容といたしましては、町に管理責任がある事故が発生した場合の総

合賠償保険事業、交通安全対策事務費は、次のページの防犯灯ＬＥＤ化調査事業、防犯灯の

電気料金補助金などで、合併60周年の記念式典とユネスコアジア太平洋遺産賞授賞式典の経

費が主なものでございます。 

  項２徴税費の支出済額は9,014万9,590円で、目１税務総務費の主な内容は、職員人件費や、

次のページの関係団体への補助金等でございます。 
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  目２賦課徴収費の主な内容は、基幹系システム大量一括処理委託料、家屋評価システムの

設定変更委託料、住民税電子申告サービス利用料や、次のページの地図情報データの修正委

託料が主な内容でございます。 

  次の項３戸籍住民基本台帳費の支出済額は3,528万2,589円でございます。戸籍関係職員の

人件費や、出張所の臨時職員の賃金、戸籍システムの借り上げ料と保守管理委託料、本庁及

び老川、西畑出張所の窓口業務の運営に係る経費や、住民基本台帳ネットワークシステム事

業などでございます。 

  次のページをお開きください。 

  項４選挙費の支出済額は842万5,178円で、目１選挙管理委員会費は、選挙管理委員会の委

員報酬や事務的管理経費及び団体の負担金でございます。 

  目２千葉県議会議員選挙費は、平成27年４月12日執行に係る平成26年度分の選挙経費でご

ざいます。 

  目３大多喜町農業委員会委員選挙費は、平成27年３月１日執行の選挙経費でございます。 

  次のページをお開きください。 

  目４衆議院議員選挙費は、平成26年12月12日執行の選挙経費でございます。 

  項５統計調査費の支出済額は1,055万1,286円で、職員の人件費のほか、次のページの各種

団体等への負担金、各統計調査に係る統計調査員への報償や事務的経費でございます。 

  項６監査委員費の支出済額は36万8,980円で、次の83ページの監査委員の報酬や事務経費

等でございます。 

  次の款３民生費の支出済額は12億3,673万8,502円でございます。 

  項１社会福祉費の支出済額は、８億323万6,735円でございます。 

  目１社会福祉総務費の主なものは、職員の人件費、事務費のほか、次のページの町社会福

祉協議会への補助金、障害者福祉事業の委託料の障害者計画等策定業務委託料、地域生活支

援事業委託料15施設分、扶助費は介護給付費1,125件、１億5,321万4,000円、重度心身障害

者医療費補助1,039名、2,768万4,000円、自立支援医療給付費７名、1,228万円などで、次の

民生委員活動事業は報償費が主なもので、次の87ページのほうになりますが、国民健康保険

特別会計への繰出金、少子化対策事業として45件分の出産祝い金及び臨時福祉金1,743名分

でございます。 

  次の目２国民年金費は、職員の人件費と国民年金事務に係る経費でございます。 

  次の88、89ページをお開きください。 
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  目３老人福祉費の主な内容は、緊急通報システム業務は50人が利用し、517件、外出支援

サービスは255人が利用し、6,840件、敬老祝事業費の報償費は、147人分の敬老祝い金や208

人分の祝い品です。その他老人クラブ活動に対する補助金や地域ボランティア事業補助金で

ございます。 

  次の目４青少年女性対策費は、青少年相談員の報酬及び活動に係る経費で、次のページの

目５介護保険事業費は、介護保険事業の推進に係る経費で、主なものは地域包括支援センタ

ーの運営経費、介護保険特別会計への繰出金、次期介護保険事業計画策定業務委託料などで

ございます。 

  次のページをお開きください。 

  目６後期高齢者医療費の主なものは、後期高齢者医療広域連合負担金、療養給付費及び後

期高齢者医療特別会計繰出金でございます。 

  次の項２児童福祉費の支出済額は４億3,350万1,767円でございます。 

  目１児童福祉総務費は、職員の人件費のほか、子ども医療対策事業の扶助費は乳幼児医療

費5,232件、児童医療費小学生分3,947件、児童医療費中学生入院１件の助成で、次の子ど

も・子育て支援事業は次のページになりますが、計画策定委託料と例規整備委託料、子育て

世帯臨時特例給付金事業は867人分の給付金支給に係る経費で、前年度から繰り越された子

ども・子育て支援事業は、保育システムの改修委託料でございます。 

  目２児童措置費の主な内容は、扶助費の児童手当及びその支給事務に要した経費でござい

ます。 

  目３母子福祉費は、ひとり親家庭等医療費等、入院延べ日数68日、通院延べ日数234件、

調剤延べ件数92件の助成でございます。 

  次の目４児童福祉施設費は、職員の人件費、保育園管理運営事業は、次のページの保育園

嘱託医の報酬、臨時保育士15人、臨時調理員２人分の賃金のほか、保育園児223人の保育に

係る消耗品、光熱水費及び給食用賄い材料費並びに保育園の管理運営に係る施設警備や保守

点検、英語教室業務や送迎バス、つぐみの森保育園の借地料等で、児童クラブの運営経費や、

次のページのみつば保育園内に設置してある地域子育て支援センターの運営経費として、職

員の人件費と臨時保育士の賃金等でございます。 

  次の款４衛生費の支出済額は４億9,229万8,188円で、項１保健衛生費の支出済額は２億

3,637万4,119円でございます。 

  目１保健衛生総務費の主なものは、職員の人件費と国保国吉病院の負担金、養育医療給付
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金２件分でございます。 

  目２予防費は、次のページにわたりますが、5,486人が受診した各種健診業務、3,742人が

接種を受けた各種予防接種、健康相談、健康教育、健康づくり教室、高齢者肺炎球菌ワクチ

ンの助成等に関するものが主な内容でございます。 

  102、103ページのほうをお開きください。 

  目３環境衛生費は、職員の人件費と環境対策審議員の報酬及び不法投棄監視員10名分の報

償費、夷隅環境衛生組合負担金、次のページになりますが、合併処理浄化槽13基分の補助金、

小水力発電所の管理運営経費等が主な内容でございます。 

  目４母子保健事業は、次のページにわたりますが、母子保健事業の運営に係る協力医の報

酬や健康診査に当たり必要な消耗品や健康診査の委託料でございます。 

  106、107ページのほうをお開きください。 

  目５火葬場費は、運営委員会の委員報酬のほか、火葬場の燃料費、施設修繕料、管理経費、

設備の点検管理、火葬炉運転業務などの委託料や、火葬炉改修工事が主なものでございます。 

  目６地域し尿処理施設管理費は、船子城見ケ丘団地内のコミュニティプラントの維持管理

費でございます。 

  次の項２清掃費の支出済額は１億6,203万4,069円でございます。 

  次のページをお開きください。 

  目１清掃総務費は、職員の人件費、臨時職員の賃金、夷隅郡市広域市町村圏事務組合負担

金が主な内容でございます。 

  目２塵芥処理費は、環境センターの管理運営に係る経費で、ごみ収集委託料や粗大ごみ処

理委託料、ごみ袋の作成や販売委託料、一般廃棄物処分業務委託料、次のページのいすみク

リーンセンター塵芥処理負担金等でございます。 

  項３上水道費の支出済額は9,389万円でございます。水道事業会計に対する上水道高料金

対策補助金と南房総広域水道企業団に対する補助金と出資金でございます。 

  款５農林水産業費の支出済額は２億3,966万8,636円で、項１農業費の支出済額は１億

7,484万6,338円でございます。 

  目１農業委員会費は、職員の人件費及び農業委員会委員の報酬、事務経費のほか、関係機

関への負担金が主な内容でございます。 

  次のページをお開きください。 

  目２農業総務費は、職員の人件費及び農家組合長の報酬が主な内容でございます。 
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  次の目３農業振興費は、農業再生協議会補助金、青年就農者確保育成給付事業補助金５件、

次のページの被災農業者向け経営体育成支援補助金19件、中山間地域等直接支払交付金５件

や、都市農村交流推進委託料等でございます。 

  次の目４畜産業費は、関係する各種団体に対する補助金、負担金でございます。 

  次の目５農地費の主なものは、平沢ダムの管理委託料や、次のページの多面的機能支払交

付金事業、繰り越し事業の農業基盤整備促進事業の暗渠排水工事55.6ヘクタールや、揚水ポ

ンプの更新工事２カ所でございます。 

  目６農業施設費は、次のページの養老渓谷観光センターを初め、農業関係の各施設の維持

管理経費を計上したものでございます。 

  次のページをお開きください。 

  120ページの項２林業費の支出済額は6,482万2,298円で、目１林業総務費は、職員の人件

費や事務経費、関係機関の負担金、有害鳥獣、猿87頭、猪858頭、鹿444頭、小動物284頭の

捕獲報償金、有害鳥獣の駆除委託料や、次のページの有害獣被害防止の物理柵、電気柵等に

係る補助金が主な内容でございます。 

  目２林業振興費は、森林の機能を保持していくための間伐や下刈り、枝打ち等を行う森林

整備事業委託料でございます。 

  目３大多喜県民の森運営費は、職員の人件費、臨時職員及び臨時作業員の賃金、竹細工や

各種講座等の講師謝礼、光熱水費などの施設管理運営経費でございます。 

  款６商工費と、次のページの項１商工費の支出済額は同額の7,664万5,849円でございます。 

  目１商工総務費は、職員の人件費のほか、商工関係の事務及び管理経費でございます。 

  目２商工業振興費は、商工会による補助金、中小企業経営改善資金等利子補給金、次のペ

ージになりますが、商い資料館の管理経費で施設管理業務委託料などでございます。 

  目３観光費は、公衆トイレや公園の維持管理、町営駐車場の管理業務委託料や、大多喜駅

前の観光センターの維持管理経費でございます。 

  次の129ページの観光振興事業の備品購入費は、公用車の購入でお城まつり実行委員会、

町観光協会や関係団体への補助金、負担金が主なものでございます。遊歩道整備事業の公有

財産購入費は面白峡遊歩道用地として取得したものでございます。 

  次のページをお開きください。 

  次の款７土木費の支出済額は３億1,413万2,907円で、項１土木管理費の支出済額は１億75

万4,417円でございます。 
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  目１土木総務費の主なものは、職員の人件費と臨時職員賃金、道路照明32カ所分の電気使

用料、道路台帳更新業務委託料、パソコン用ソフト保守委託料や借り上げ料、各種団体への

負担金や補助金でございます。 

  次のページをお開きください。 

  目２登記費は、職員の人件費のほか、用地測量委託料、測量機器の保守委託料や使用料が

主なもので、登記実績は所有権移転登記や地目変更登記など54件でございます。 

  次の目３国土調査費は、地籍調査に係る臨時職員の賃金のほか、事務経費や、次のページ

の地籍調査委託料が主な内容でございます。 

  目４道の駅管理費は、石神地先の道の駅の維持管理等で、トイレの水道使用料や清掃管理

委託料が主なものでございます。 

  項２道路橋梁費の支出済額は１億6,131万9,749円で、目１道路維持費は、町道の補修員４

人と草刈り等の際雇用する臨時作業員に係る経費及び公用車の燃料費、調査設計業務委託料

は、トンネル24カ所の点検調査と20路線の道路ストック調査でございます。 

  次のページをお開きください。 

  中野大多喜線の舗装の打ちかえ工事、道路補修用材料などでございます。 

  目２道路新設改良費は、職員の人件費と、測量、設計委託料は、中野大多喜線、増田小土

呂線、弓木西下線、新坂泉水線、宇野辺当月川線の５路線で、工事請負費は、増田小土呂線

の歩道整備工事、中野大多喜線の道路改良工事、排水整備工事でございます。 

  目３橋梁維持費は、橋梁長寿命化のための塩渕橋、補修工事でございます。 

  目４交通安全対策費の区画線工事は、町道中野大多喜線のほか、交通安全対策用材料は、

カーブミラー等の購入費が主なものでございます。 

  次のページをお開きください。 

  項３都市計画費の支出済額は655万7,960円で、目１街路事業費は街なみ整備助成事業補助

金でございます。 

  項４住宅費の支出済額は4,550万781円でございます。 

  目１住宅管理費は、町営住宅９団地111戸の管理に関する経費で、黒原団地の改修に係る

工事請負費等が主な経費でございます。 

  目２宅地造成費は、次のページの大戸分譲地の埋設管空隙充填工事と、城見ケ丘団地の定

住化補助金１件が主なものでございます。 

  目３住宅助成費は、住宅取得奨励金15件、住宅リフォーム補助金24件、住宅用太陽光発電
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設備導入促進補助金20件でございます。 

  款８消防費、項１消防費の支出済額は２億8,124万6,332円でございます。 

  目１常備消防費は、夷隅郡市広域常備消防負担金で、目２非常備消防費は、消防団員345

名の報酬、消防団員の健康診査、退職報奨金支給事務負担金等でございます。 

  次のページをお開きください。 

  目３消防施設費の消防用施設維持管理事業は、消防機庫の設計業務委託料、黒原、八声の

防火水槽等改修工事、消火栓改修工事等でございます。消防機械整備事業は、各分団におけ

る消防車の燃料、車両の検査や、整備費用、小型動力ポンプつき積載車の購入が主な内容で

ございます。 

  目４災害対策費の地域防災対策事業は、災害の発生が懸念される場合の職員の時間外手当

や、次の145ページの排水機場管理委託料と防災行政無線の修繕料と保守委託料が主な内容

でございます。 

  次の款９教育費の支出済額は５億439万6,588円で、項１教育総務費の支出済額は、7,026

万6,632円でございます。 

  目１教育委員会費は、教育委員の報酬や教育委員会活動に要する事務費、関係団体への負

担金等でございます。 

  目２事務局費は、教育長人件費や、次の147ページの職員の人件費、教育委員会事務事業

は、特別支援教育支援員の賃金、法令改正に伴う例規整備委託料、関係団体への負担金や補

助金、奨学基金積立金が主な経費でございます。 

  次の148、149ページをお開きください。 

  項２小学校費の支出済額は１億5,280万8,492円でございます。 

  目１学校管理費の小学校管理事務事業は、学校医、薬剤師の報酬のほか、西小学校の送迎

バス委託料等が主な経費で、小学校施設管理事業は光熱水費、施工管理委託料と次の151ペ

ージの設計業務委託料、施設改修工事は西小学校防火シャッターの改修工事で、施設改築工

事は総元、上瀑小学校屋内運動場の非構造部材耐震化工事でございます。次の学校管理事業

は町内４小学校の管理事務経費や学校施設管理経費でございます。 

  次のページをお開きください。 

  目２教育振興費は、４小学校の教材備品等の購入費、クラブ活動助成補助金や遠距離通学

費補助金が主な内容でございます。 

  155ページの一番下の、小学校教育振興事業は、英語教室と低学年の外国語活動委託料で、
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次の157ページになりますが、総元小学校と、上瀑小学校の閉校行事実行委員会補助金と合

併60周年記念の音楽鑑賞教室の負担金、扶助費は、準要保護児童20人分の学用品等の就学支

援、６人分の特別支援教育就学奨励費でございます。 

  目３学校建設費は、大多喜小学校校舎増築改修工事に係るものでございます。 

  次の項３中学校費の支出済額は3,155万5,552円でございます。 

  目１学校管理費の中学校管理事務事業は、学校医、薬剤師の報酬のほか、中学校施設管理

事業の光熱水費や、次のページのパソコン借り上げ料、２中学校の管理事務経費や学校施設

管理経費でございます。 

  目２教育振興費は次のページにわたりますが、２中学校の教材備品等購入費、クラブ活動

や各種大会等への生徒派遣補助金、あるいは遠距離通学生徒の通学費補助金等が主な内容で

ございます。 

  161ページをお開きください。 

  中学校教育振興事業の扶助費は、準要保護生徒８人分の学用品等の就学支援や、４人分の

特別支援教育就学奨励費でございます。 

  次の項４社会教育費の支出済額は5,769万1,118円でございます。 

  目１社会教育総務費は、職員の人件費のほか、社会教育委員の報酬、生涯学習の推進事業

は次のページにわたりますが、町民カレッジやおいでよ子ども土よう塾等の開催経費、旧田

代分校の管理費、社会教育関係団体への負担金や補助金でございます。 

  次の目２公民館費は、公民館運営審議会委員報酬のほか、公民館運営のための維持管理経

費でございます。中でも、決算額の大きなものは、光熱水費、施設や設備の管理委託料、次

のページの公民館バスの管理経費でございます。 

  次の目３図書館費は、年間１万1,487人が入館する図書館（天賞文庫）の管理運営経費及

び図書の購入費、各種活動に要した経費でございます。 

  次の目４文化財保護費は、次の167ページの文化財審議会委員報酬や負担金補助及び交付

金が主なものでございます。 

  次の目５視聴覚教育費は、夷隅郡視聴覚教材センターの負担金でございます。 

  項５保健体育費の支出済額は１億9,207万4,794円でございます。 

  目１保健体育総務費は、職員の人件費、スポーツ推進委員の報酬やキンボール教室などの

主要事業に係る経費と、合併60周年記念のラジオ体操に係る経費、次の169ページの町体育

協会補助金が主な内容でございます。 
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  目２学校給食費は、職員の人件費のほか、臨時調理員の共済費や賃金、給食センター施設

管理用消耗品、光熱水費、賄い材料費、次のページの給食配送委託料、調理場の床防塵塗装

改修工事や機械室配管改修工事、自動反転機の購入が主なものでございます。 

  次の目３体育施設費は、海洋センターや野球場、テニスコート、総合運動場の管理運営経

費でございます。海洋センター屋外施設管理事業は、野球場バックスクリーンや、放送設備

の修繕、芝の管理や、シルバー人材センターへの委託料などが主な内容でございます。海洋

センター管理運営事業は、次の173ページのプール監視業務委託料、シルバー人材センター

委託料などでございます。 

  款10災害復旧費の支出済額は1,248万8,646円でございます。 

  項１公共土木施設災害復旧費の支出額はありませんでした。 

  次のページをお開きください。 

  項２農林水産施設、災害復旧費の支出済額は1,248万8,646円で、前年度からの繰り越し事

業で、目１農地災害復旧費は８カ所分の復旧工事、目２農業施設災害復旧費は４カ所分の復

旧工事費でございます。 

  款11公債費の支出済額は４億7,389万5,115円でございます。今まで借り入れた起債134件

分の元金及び利子でございます。 

  款12予備費の当初予算額は500万円で、予備費を充当した額は247万4,000円でございます。 

  次のページをお開きください。 

  歳出合計の支出済額は45億1,974万1,903円、翌年度繰越額の繰越明許費は２億1,902万

4,000円、事故繰越額は134万4,000円、不用額は１億7,188万8,097円でございます。 

  以上が一般会計歳出決算の事項別明細書の状況でございます。 

  次のページをお開きください。 

  実質収支に関する調書でございます。この表は、会計年度の実質的な収入支出の額を示し

たものでございます。１、歳入総額49億558万円、２、歳出総額45億1,974万2,000円、３、

歳入歳出差引額３億8,583万8,000円、４、翌年度へ繰り越すべき財源は、繰越明許費繰越額

１億590万4,000円、事故繰越額134万4,000円、５、実質収支額は、繰越額を差し引いた２億

7,859万円となりました。 

  以上で、平成26年度の大多喜町一般会計歳入歳出決算の説明を終わらせていただきます。

ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（志関武良夫君） ご苦労さまでした。 



－232－ 

  次に、議案第61号 平成26年度大多喜町鉄道経営対策事業基金特別会計歳入歳出決算認定

について説明願います。 

  企画財政課長。 

○企画財政課長（西郡栄一君） 議案第61号 平成26年度大多喜町鉄道経営対策事業基金特別

会計歳入歳出決算についてご説明させていただきます。 

  この特別会計につきましては、合併前の１市５町からの拠出金をもとに設けられた基金を

運用するための会計で、必要に応じて取り崩した基金を当会計で受け入れ、いすみ鉄道に助

成費として支出し、鉄道経営の安定を図ることが目的でございます。 

  基金の主な運用につきましては、平成22年度までは、いすみ鉄道への赤字助成でしたが、

平成23年度以降は、老朽化した車両の更新に対する助成となっております。平成26年度も計

画に基づき車両を１台更新する予定でありましたが、国からの内示額が補助基本額の３分の

１を下回り、この補助額の減少分を県及び２市２町で負担することが困難なことから減額さ

せていただいたところです。 

  それでは、事項別明細書により決算内容をご説明させていただきますので、決算書の186、

187ページをお開きください。 

  款１財産収入、項１財産運用収入、目１利子及び配当金の収入済額は34万5,000円で、鉄

道経営対策事業基金を運用した利子でございます。 

  款２繰入金、項１繰入金、目１繰越金は減額補正させていただき、予算現額及び収入済額

もございませんので歳入合計額の収入済額は34万5,000円でございます。 

  次のページをお開きください。 

  歳出、款１鉄道経営対策事業費、項１鉄道経営対策事業費、目１事業費、節25積立金の支

出済額34万5,000円は、鉄道対策事業基金の利子を基金へ積み立てたものでございます。 

  次の目２助成費、節19負担金補助及び交付金は、予算現額及び支出額はございませんので、

歳出合計額は36万5,000円でございます。 

  次のページをごらんください。 

  実質収支に関する調書は、歳入総額と歳出総額が同額のため歳入歳出差引額以降はゼロ円

でございます。 

  以上で、簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。よろしくご審議くださ

るようお願いいたします。 

○議長（志関武良夫君） ご苦労さまでした。 
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  次に、議案第62号 平成26年度大多喜町国民健康保険特別会計歳入歳出決算についての説

明を願います。 

  税務住民課長。 

○税務住民課長（市原和男君） それでは議案第62号 平成26年度大多喜町国民健康保険特別

会計歳入歳出決算についてご説明申し上げます。 

  初めに、国民健康保険の加入状況でございますけれども、加入者数は、対前年度比3.3パ

ーセント減の3,213人、世帯数は2.7パーセント減の1,829世帯、被保険者は被保険者の年齢

構成を見ますと、65歳以上75歳未満の割合が被保険者全体の35パーセント、60歳以上では約

51パーセントを占めており、加入者の高齢化が進んでおります。 

  決算収支につきましては、歳入総額15億239万3,531円、歳出総額14億2,371万2,065円。前

年度と比較しますと、歳入では3.2パーセント、歳出では3.0パーセントそれぞれ増加してお

ります。 

  また、保険給付を見ますと被保険者数が減少している一方、医療費の高度化や被保険者の

高齢化等に伴い、前年度と比較し3.9パーセント、3,474万3,000円の増加となります。 

  それでは、決算につきまして、事項別明細書によりご説明させていただきます。 

  決算書202、203ページをお願いいたします。 

  初めに、歳入でございます。 

  款１国民健康保険税、予算現額３億2,299万7,000円、調定額４億4,463万9,887円、収入済

額３億2,636万6,255円、不納欠損額795万6,140円、収入未済額１億1,031万7,492円、収納率

は現年度分92.7パーセント、滞納繰越分12.4パーセント、合計で73.4パーセントでございま

す。 

  また、不納欠損につきましては、地方税法の規定による時効成立によるもので、件数が

129件。不納欠損の事由といたしまして、生活困窮、生活保護受給、あるいは出国等による

ものでございます。平成25年度と比較しますと、件数で９件、金額で55万9,360円それぞれ

減少しております。 

  国民健康保険税の内訳といたしまして、目１一般被保険者国民健康保険税、調定額４億

2,607万8,386円、収入済額３億1,005万2,311円、不納欠損額783万6,832円。 

  目２といたしまして、退職被保険者等国民健康保険税、調定額1,856万1,501円、収入済額

1,631万3,944円、不納欠損額11万9,308円でございます。 

  次に、款２一部負担金につきましては、収入はございません。 
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  次に、款３使用料及び手数料、項１手数料、目１督促手数料、調定額、収入額とも11万

7,100円でございます。 

  款４国庫支出金、調定額、収入済額とも３億7,193万5,252円でございます。 

  内訳といたしまして、次のページをお願いいたします。 

  目１療養給付費等負担金、調定額、収入済額とも２億8,734万3,493円、療養給付費に要す

る費用及び後期高齢者支援金、介護納付金等に対する国庫負担金でございます。 

  目２高額医療費共同事業負担金、調定額、収入済額とも838万5,759円、高額療養費共同事

業拠出金の４分の１を県が負担するものでございます。また、同額が県からも交付されます。 

  目３特定健康診査負担金、調定額、収入済額とも140万円、特定健康診査の国庫負担金と

なり、補助率は国基準額の３分の１でございます。 

  項２国庫補助金、目１財政調整交付金、調定額、収入済額とも7,480万6,000円、市町村間

の財政の均衡を図るため交付されるものでございます。 

  款５項１療養給付費交付金、目１療養給付費交付金、調定額、収入済額とも5,274万2,000

円、退職被保険者分の医療費に係る交付金でございます。 

  款６項１前期高齢者交付金、目１前期高齢者交付金……すみません、座って失礼させてい

ただきます。 

  款６項１前期高齢者交付金、目１前期高齢者交付金、調定額、収入済額とも２億628万

4,439円、65歳から75歳未満の医療費の負担を軽減するため交付されるものでございます。 

  款７県支出金、調定額、収入済額とも8,917万5,759円でございます。 

  内訳といたしまして、項１県負担金、目１高額医療費共同事業負担金、調定額、収入済額

ともに838万5,759円、高額療養費共同事業拠出金の４分の１を県が負担するものでございま

す。 

  目２特定健康診査負担金、調定額、収入済額とも140万円、特定健康診査の県負担分でご

ざいます。 

  項２県補助金、目１財政調整交付金、調定額、収入済額ともに793万9,000円、国保財政の

平準化を図るための県補助金でございます。 

  款８項１共同事業交付金、目１共同事業交付金、調定額、収入済額とも２億428万5,089円、

内訳といたしまして、節１になりますけれども、高額医療費共同事業交付金はレセプト１件

当たり80万円を超えるもの、次のページをお願いいたします、節２保険財政共同安定化事業

交付金は、レセプト１件当たり30万円以上80万円未満の高額療養費に対しての交付金でござ
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います。 

  款９繰入金、項１他会計繰入金、目１一般会計繰入金、調定額、収入済額とも１億3,417

万3,620円でございます。内訳といたしまして、節１保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）

でございますが、収入済額4,567万4,540円、経験実績に応じての県及び町からの法定負担分

でございます。節２保険基盤安定繰入金（保険者支援分）、収入済額925万4,885円、軽減世

帯の平均保険税等に応じての国・県及び町からの法定負担分でございます。節３職員給与費

等繰入金、収入済額3,501万7,195円、人件費及び事務費に対する繰入金となります。節４助

産費等繰入金、収入済額332万円、出産育児一時金の３分の２相当の繰入金でございます。

節５財政安定化支援事業繰入金、収入済額519万7,000円、国保財政の健全化及び保険税の負

担の平準化に対する繰入金でございます。節６財政調整繰入金、収入済額3,500万、一般会

計からの法定外繰入金でございます。節７特定健康診査等事業費繰入金、収入済額71万円。

特定健康診査の追加項目等に対する繰入金でございます。 

  項２基金繰入金、目１財政調整基金繰入金につきましては、収入はございません。 

  款10繰越金、調定額、収入済額とも１億1,525万8,957円、前年度繰越金でございます。 

  款11諸収入、調定額、収入済額とも205万5,060円でございます。 

  内訳といたしまして、項１延滞金及び過料、目１一般保険者延滞金、調定額、収入済額と

もに13万1,175円でございます。 

  目２退職被保険者等延滞金は収入はございません。 

  項２雑入、調定額、収入済額とも192万3,885円、次のページをお願いいたします、内訳と

いたしまして、目１延滞処分費から目５退職被保険者等返納金につきましては収入はござい

ません。 

  目６雑入、収入済額192万3,885円の内訳といたしまして、節１特定健康診査徴収金32万

3,500円、40歳以上70歳未満の受診者１人当たり500円をいただくものでございます。節５保

険者支援金146万4,385円、国民健康保険中央会からの臨時的に交付されました支援金でござ

います。節６特定健康診査負担金精算金13万6,000円、平成25年度特定健康診査負担金の確

定に伴う、国及び県の追加交付分でございます。 

  歳入合計、予算現額14億7,799万3,000円、調定額16億2,066万7,163円、収入済額15億239

万3,531円、不納欠損額795万6,140円、収入未済額１億1,031万7,492円でございます。 

  続きまして、歳出のご説明を申し上げます。 

  210、211ページをお願いいたします。 
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  款１総務費、項１総務管理費、目１一般管理費、支出済額3,586万1,195円、備考欄記載の

とおり、職員４名分の人件費及び事務費並びに千葉県国保連合会への負担金でございます。

事務費の主な支出は、13節委託料として基幹系システム大量一括処理委託料、レセプト電算

処理委託料、レセプト電算業務委託料、さらに14節使用料及び賃借料としてパソコンソフト

使用料等でございます。 

  項２運営協議会費、目１運営協議会費、支出済額８万4,000円、国民健康保険運営協議会、

３回分の委員報酬でございます。 

  款２保険給付費、項１療養諸費、支出済額８億662万1,561円、前年度と比較いたしまして

3.7パーセントの増となっております。 

  内訳といたしまして、目１一般被保険者療養給付費、支出済額７億5,806万1,600円で医療

費の現物給付分でございます。 

  次のページをお願いいたします。 

  目２退職被保険者等療養給付費、支出済額3,844万2,291円、厚生年金、共済年金など年金

受給者で65歳未満の方の現物給付の医療費分でございます。 

  目３一般被保険者療養費、支出済額817万1,254円、補装具等の療養費で償還払い分でござ

います。 

  目４退職被保険者等療養費、支出済額38万5,562円、退職者被保険者の償還払い分の医療

費でございます。 

  目５審査及び支払手数料、支出済額156万854円、レセプトの審査手数料等でございます。 

  項２高額療養費、支出済額１億1,272万2,399円、前年度と比較いたしまして5.1パーセン

トの増でございます。 

  内訳といたしまして、目１一般被保険者高額療養費、支出済額１億813万4,294円。 

  目２退職被保険者等高額療養費、支出済額458万8,105円でございます。 

  目３一般被保険者高額介護合算療養費及び次のページの目４退職被保険者等高額介護合算

療養費については支出はございません。 

  項３移送費、目１一般被保険者移送費及び目２退職被保険者等移送費につきましても、支

出はございません。 

  項４目１出産育児一時金、支出済額498万1,890円、１件当たり限度額42万円の支給で、支

給件数は12件でございます。 

  項５目１葬祭費、支出済額115万円、１件当たり５万円を支給するもので支給件数23件で
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ございます。 

  款３目１後期高齢者支援金、支出済額１億7,527万9,520円、後期高齢者医療制度を支える

ため各保険者、これはゼロ歳から74歳が負担する支援金でございます。 

  次のページをお願いいたします。 

  目２後期高齢者関係事務費拠出金、支出済額１万2,665円でございます。 

  款４目１前期高齢者関係事務費拠出金、支出済額13万5,523円、65歳から75歳未満の国保

加入者数に応じて納付するものでございます。 

  款５項１老人保健拠出金、目１老人保健事務費拠出金、支出済額7,441円、老人保健制度

の清算事務費でございます。 

  款６項１介護納付金、目１介護納付金、支出済額8,469万4,347円、40歳から65歳未満の国

保加入者が負担する納付金でございます。 

  款７項１共同事業拠出金、目１高額療養費共同事業拠出金、支出済額3,354万3,036円、レ

セプト１件当たり80万円を超える医療に係る拠出金でございます。 

  次のページをお願いいたします。 

  目２保険財政共同安定化事業拠出金、支出済額１億3,068万4,596円、レセプト１件当たり

30万円以上80万未満の高額医療費に係る拠出金でございます。 

  目３その他共同事業拠出金、支出済額368円でございます。 

  款８保健事業費、支出済額1,356万1,076円。 

  内訳といたしまして、項１目１保健事業費、支出済額308万8,282円、備考欄記載のとおり、

国保総合健康づくり支援事業として、人間ドック受診者61名分の経費補助金、285万682円が

主な支出でございます。 

  項２目１特定健康診査等事業費、支出済額1,047万2,794円、備考欄記載のとおり、13節委

託料、特定健康診査委託料820万1,302円、及び特定健康指導委託料138万242円が主な支出で

ございます。なお、特定健康診査の受診者数は853名、受診率は35.1パーセントでございま

す。 

  款９諸支出金、項１償還及び還付加算金、支出済額2,438万5,113円。 

  内訳といたしまして、目１一般被保険者保険税還付金、支出済額128万3,100円。 

  次のページをお願いいたします。 

  目２退職被保険者等保険税還付金は、支出がございません。 

  目３償還金、支出済額2,310万2,013円、平成25年度国保負担金等の確定に伴います返還金
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でございます。 

  款10予備費につきましては、備考欄記載のとおり、１款総務費のほうに、これは国民健康

保険事務費委託料に２万2,000円、２款これは出産育児一時金になりますけれども78万円、

合計で80万2,000円を充当いたしました。 

  歳出合計、予算現額14億7,799万3,000円、支出済額14億2,371万2,065円、不用額5,428万

935円でございます。 

  次のページをお願いいたします。 

  実質収支に関する調書、単位は千円でございます。 

  １、歳入合計15億239万4,000円、２、歳出総額14億2,371万2,000円、３、歳入歳出差引額

7,868万2,000円でございます。４、翌年度へ繰り越すべき財源はございません。５、実質収

支額7,868万2,000円でございます。 

  以上で、平成26年度大多喜町国民健康保険特別会計の決算の説明を終わりにさせていただ

きます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（志関武良夫君） ご苦労さまでした。 

  途中ですが、ここで10分間の休憩をとります。35分の開会にします。 

（午後 ３時２５分） 

───────────────────────────────────────────────── 

○議長（志関武良夫君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ３時３７分） 

───────────────────────────────────────────────── 

○議長（志関武良夫君） 次に、議案第63号 平成26年度大多喜町後期高齢者医療特別会計歳

入歳出決算認定について説明を願います。 

  税務住民課長。 

○税務住民課長（市原和男君） それでは、議案第63号 平成26年度大多喜町後期高齢者医療

特別会計歳入歳出決算についてご説明を申し上げます。 

  事項別明細書によりご説明させていただきますので、決算書230、231ページをお願いいた

します。 

  初めに歳入でございます。 

  款１後期高齢者医療保険料、予算額7,193万5,000円、調定額7,334万5,000円、収入済額

7,273万7,600円、不納欠損額36万600円、収入未済額24万6,800円でございます。 
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  収納率につきましては、現年度分99.7パーセント、滞納繰越分42.8パーセント、合計で

99.2パーセントでございます。 

  不納欠損につきましては、２名分でお一人は施設に入所していた方でお亡くなりになった

方、また、もう一方は生活困窮によるものでございます。 

  また、27年３月末の被保険者数が75歳以上の被保険者で2,018人、障害認定を受けられて

おる65歳以上で75歳未満の方が39人、合計で2,057人でございます。 

  保険料の内訳といたしまして、目１特別徴収保険料、調定額、収入済額とも5,160万3,700

円、収納率は100パーセントでございます。年金からの特別徴収分でございます。 

  目２普通徴収保険料、現年度分と滞納繰越分を合わせまして、調定額2,174万1,300円、収

入済額2,113万3,900円、収納率は97.2パーセントで、現金納付や口座振替納付によりもので

ございます。 

  款２使用料及び手数料、項１手数料、目１督促手数料、調定額、収入済額とも２万3,100

円でございます。 

  款３繰入金、項１一般会計繰入金、調定額、収入済額とも3,553万3,228円。 

  内訳といたしまして、目１事務費繰入金、調定額、収入済額とも78万4,838円で、事務費

相当を一般会計から繰り入れるものでございます。 

  目２保険基盤安定繰入金、調定額、収入済額とも3,474万8,390円、保険料の軽減対象者分

の繰入金で、県が４分の３、町が４分の１を負担しております。 

  款４繰越金、項１繰越金、目１繰越金、調定額、収入済額とも３万9,200円、前年度から

の繰越金でございます。 

  款５諸収入、項１償還金及び還付加算金、調定額、収入済額ともに21万8,900円でござい

ます。 

  内訳といたしまして、目１保険料還付金21万8,900円、目２還付加算金はございません。 

  歳入合計でございますけれども、予算現額１億819万5,000円、調定額１億915万9,428円、

収入済額１億855万2,028円、不納欠損額36万600円、収入済額24万6,800円でございます。 

  次に、歳出のご説明を申し上げます。 

  次のページをお願いいたします。 

  款１総務費、項１総務管理費、支出済額60万6,809円、備考欄記載のとおり需用費、役務

費、委託料等事務的経費で13節の委託料、基幹系システム大量一括処理委託料が主な支出で

ございます。 
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  項２目１徴収費、支出済額20万1,129円、備考欄記載のとおり保険料の徴収経費で、需用

費、役務費でございます。 

  款２後期高齢者医療広域連合納付金、項１後期高齢者医療広域連合納付金、支出済額１億

678万2,000円、被保険者から納付されました保険料及び基盤安定繰入金を保険者であります

後期広域連合へ納付するものでございます。 

  款３諸支出金、項１償還金及び還付加算金、支出済額21万8,900円、保険料の還付金でご

ざいます。 

  項２繰出金につきましては、支出がございません。 

  次のページをお願いいたします。 

  歳出合計、予算現額１億819万5,000円、支出済額１億780万8,838円、不要額38万6,162円

でございます。 

  次のページ、実質収支に関する調書でございますけれども、１の歳入総額で１億855万

2,000円、２、歳出総額１億780万9,000円、３、歳入歳出差引額74万3,000円、４、翌年度に

繰り越すべき財源はございません。５といたしましては、実質収支額74万3,000円でござい

ます。 

  以上で、平成26年度大多喜町後期高齢者医療特別会計歳入歳出の決算を終わらせていただ

きます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（志関武良夫君） ご苦労さまでした。 

  次に、議案第64号 平成26年度大多喜町介護保険特別会計歳入歳出決算認定についての説

明を願います。 

  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（永嶋耕一君） それでは、議案第64号 平成26年度大多喜町介護保険特別会

計歳入歳出決算についてご説明いたします。 

  決算内容につきましては、決算書によりご説明申し上げます。 

  決算書の238ページ、239ページをお願いいたします。 

  歳入の合計ですが、予算現額10億8,130万5,000円、調定額10億8,847万960円、収入済額10

億8,411万3,960円、不納欠損額57万6,600円、収入未済額378万400円でございます。 

  次に、支出の合計ですが、240ページ、241ページをお願いいたします。お開きください。 

  予算現額10億8,130万5,000円、支出済額10億1,982万7,001円となっています。歳入歳出差

引額ですが、6,428万6,959円でございます。 
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  次に、決算明細につきましては、事項別明細書で説明をいたしますので、244ページ、245

ページをお開きください。 

  ではまず、歳入でございますけれども、款１保険料、調定額１億8,568万4,600円、収入額

１億8,132万7,600円、収納率は97.65パーセントでございます。内容につきましては、65歳

以上の第１号被保険者3,636名分の保険料でございます。対前年度と比較いたしまして44名

の増となっております。不納欠損額57万6,600円は、法的時効成立による22名分の処理でご

ざいます。 

  以下につきましては、収入済額を主に説明させていただきます。 

  款２分担金及び負担金、項１負担金、目１介護予防教室事業参加者負担金18万9,000円、

これにつきましては、各教室の参加者の負担金でございます。 

  款３使用料及び手数料、収入済額８万8,540円。 

  目１督促手数料４万2,900円、目２事務手数料４万5,640円、これは認定情報の情報公開に

伴う手数料でございます。 

  款４国庫支出金、収入済額２億5,409万6,329円。 

  項１国庫負担金、目１介護給付費負担金１億7,060万円、介護給付に係る国の法定負担分

でございます。 

  項２国庫補助金、収入済額8,349万6,329円、目１調整交付金、収入済額7,936万4,000円、

介護保険の財政調整を図るため、第１号被保険者の年齢別、階層別分布状況、所得の分布状

況を考慮して市町村に交付されるものでございます。 

  目２地域支援事業交付金（介護予防事業）、収入済額104万9,750円につきましては、介護

予防事業に係る国の法定負担分でございます。 

  目３地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）、収入済額298万5,579円、包括的

支援事業・任意事業に係る国の法定負担分及び平成25年度精査に伴う追加交付でございます。 

  次のページをお願いいたします。 

  目５介護保険事業費補助金、収入済額９万7,000円、介護保険制度改正に伴うシステム改

修の補助金でございます。 

  款５支払基金交付金、収入済額２億7,733万7,681円。 

  項１支払基金交付金、目１介護給付費交付金、収入済額２億7,611万1,000円、これは介護

給付費に係る第２号被保険者分の法定交付金でございます。 

  目２地域支援事業交付金、収入済額122万6,681円、地域支援事業に係る第２号被保険者分
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のやはり法定交付金と平成25年度精査に伴う追加交付金でございます。 

  款６県支出金、収入済額１億5,125万6,440円。 

  項１県負担金、目１介護給付費県負担金、収入済額１億4,923万8,776円、介護給付に係る

県の法定負担分でございます。 

  項２県補助金、目１地域支援事業交付金のうち介護予防事業補助金、収入済額52万4,875

円、目２地域支援事業交付金のうち包括的支援事業・任意事業補助金、収入済額149万2,789

円、これにつきましては、それぞれ地域支援事業に係る県の法定負担分及び平成25年度精査

に伴う追加交付金でございます。 

  款７繰入金、項１他会計繰入金、目１一般会計繰入金、収入済額１億6,585万775円です。

一般会計が負担すべき介護給付費、地域支援事業費に係る法定負担金及び職員の人件費、事

務費の繰入金でございます。 

  次のページをお願いいたします。 

  款８繰越金、項１繰越金、目１繰越金、収入済額5,291万5,195円、これは前年度の繰越金

でございます。 

  款９諸収入、項１延滞金、加算金及び過料につきましては、実績がございません。 

  項２目１雑入、収入済額105万2,400円、生活保護者の認定調査等の手数料、あと、予防給

付介護負担金、運動教室等の参加負担金でございます。 

  以上、歳入の明細でございます。 

  次に、歳出の明細の説明をさせていただきます。 

  250ページ、251ページをお願いいたします。 

  歳出につきましても支出済額を主に説明させていただきます。なお、支出のない科目は割

愛させていただきたいと思います。 

  款１総務費、支出済額3,721万721円。 

  項１総務管理費、目１一般管理費、支出済額2,876万450円、これは、職員の人件費及び介

護保険事業の事務的経費でございます。 

  項２徴収費、目１賦課徴収費、支出済額111万65円、第１号被保険者に対します保険料の

徴収事務費、基幹系システムの業務委託料及び法改正に伴うシステム改修等でございます。 

  項３介護認定審査会費、目１介護認定調査等費、支出済額383万8,600円、認定調査に従事

する臨時保健師、看護師の賃金、あと主治医意見書作成手数料及び遠隔地の入居者等の認定

調査委託料でございます。 
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  次のページをお願いいたします。 

  目２介護認定調査会共同設置負担金、支出済額338万9,596円、２市２町による審査会共同

設置に係る負担金でございます。 

  項４目１運営協議会費、支出済額11万2,000円、介護保険運営協議会委員の報酬でござい

ます。 

  款２介護保険給付費、支出済額９億5,490万6,906円。 

  項１介護サービス等諸費、目１居宅介護サービス給付費、支出済額２億7,309万1,238円、

訪問系及び通所系サービス及び短期入所等に係る給付費でございます。 

  目２地域密着型介護サービス給付費、支出済額3,922万2,702円、これは認知症対応型の共

同生活介護、いわゆるグループホームの給付費でございます。 

  目３施設介護サービス給付費、支出済額５億863万3,585円、これは介護老人福祉施設、介

護老人保健施設、介護療養型医療施設等の入所費の給付費でございます。 

  目４居宅介護福祉用具購入費、支出済額88万1,053円、入浴あるいは排せつ等に使用する

補助用具の購入といたしまして、対象額10万円を限度に支給するものでございます。 

  254ページ、255ページをお願いいたします。 

  目５居宅介護住宅改修費、支出済額309万7,613円、これにつきましては、手すりの取りつ

けや段差解消などの改修をした際、対象額の20万円を上限に費用を支給しているものでござ

います。 

  目６居宅介護サービス計画給付費、支出済額3,702万9,250円、これは介護支援専門員によ

ります居宅介護サービス計画作成費でございます。 

  項２介護予防サービス等諸費、目１介護予防サービス給付費、支出済額2,113万7,129円、

これにつきましては、要支援１、２の方に対する予防サービスに係る経費でございます。 

  目３介護予防福祉用具購入費、支出済額19万7,469円、やはり要支援１、２の方に対する

福祉用具の購入経費でございます。 

  目４介護予防住宅改修費、支出済額83万2,815円、これにつきましても、要支援１、２の

方の住宅改修に係る経費の支給でございます。 

  目５介護予防サービス計画給付費、支出済額276万7,900円、これは介護予防ケアプランの

作成費でございます。 

  次のページをお願いいたします。 

  項３その他諸費、目１審査支払手数料、支出済額64万2,408円、国保連合会への介護給付
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費の審査支払手数料でございます。 

  項４高額介護サービス等諸費、目１高額介護サービス費、支出済額1,934万6,916円、月額

の利用者負担が一定額を超えた場合に支給するものでございます。 

  項５高額医療合算介護サービス等費、目１高額医療合算介護サービス費、支出済額176万

5,798円、介護保険と医療保険を利用したときの合算した自己負担が、年額の限度額を超え

た分を支給するものでございます。 

  項６特定入所者介護サービス等費、目１特定入所者介護サービス費、支出済額4,616万

9,980円、低所得者の施設利用が困難とならないよう、食事、居住費について、所得に応じ

た負担限度額と基準費用額との差額を給付するものでございます。 

  次に、258ページ、259ページをお願いいたします。 

  目２特定入所者介護予防サービス費、支出済額９万50円、これは要支援１及び要支援２の

方が対象となっております。 

  款４地域支援事業費、支出済額1,898万3,979円。 

  項１介護予防事業費、目１二次予防事業費124万661円、介護が必要となるおそれのある人

に対し介護予防を図る事業で、運動機能向上、栄養改善、口腔機能向上等の内容で実施して

おります。 

  目２一次予防事業費、支出済額344万3,201円、一般高齢者等を対象とした介護予防普及啓

発事業等の経費でございます。 

  次のページをお願いいたします。 

  項２包括的支援事業・任意事業費、目１任意事業費、支出済額108万2,584円、介護保険事

業の安定的な運営及び地域の実情に応じた必要な支援を行う事業で、介護給付費通知、家族

介護支援等の事業経費でございます。 

  目２包括的支援事業、支出済額1,321万2,533円、これは地域包括支援センター関係職員の

人件費でございます。 

  款５諸支出金、収入済額872万5,405円、これにつきましては、過年度分の精算に伴う国・

県への返還及び過年度分保険料の還付金でございます。 

  次のページですが、実質収支に関する調書につきましては、１の歳入総額10億8,411万

4,000円、２、支出総額10億1,982万7,000円、３、歳入歳出差引額6,428万7,000円、４の翌

年度への繰り越すべき財源はゼロでございます。５、実質収支額6,428万7,000円。 

  以上で、平成26年度大多喜町介護保険特別会計の決算の説明を終わります。 
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  よろしくご審議くださいますよう、お願いいたします。 

○議長（志関武良夫君） ご苦労さまでした。 

  次に、議案第65号 平成26年度大多喜町水道事業会計利益の処分及び決算認定についての

説明を願います。 

  環境水道課長。 

○環境水道課長（米本和弘君） それでは、議案第65号 平成26年度大多喜町水道事業会計利

益の処分及び決算の認定について、説明いたします。 

  別冊の水道事業会計決算書をごらんください。 

  １ページになります。 

  平成26年度大多喜町水道事業決算報告書。 

  （１）収益的収入及び支出。 

  収入。第１款水道事業収益の決算額は５億1,334万1,398円、第１項営業収益３億1,919万

7,840円、第２項営業外収益１億9,414万3,558円。 

  支出。第１款水道事業費用の決算額は５億637万5,538円、第１項営業費用４億5,991万

8,981円、第２項営業外費用4,182万697円、第３項特別損失463万5,860円、第４項予備費に

ついてはありません。 

  次に２ページの（２）資本的収入及び支出。 

  収入。第１款資本的収入の決算額は1,086万8,868円、第１項負担金286万2,000円、第２項

企業債800万円、第３項固定資産売却代金6,868円。 

  次に支出。第１款資本的支出の決算額は１億3,543万9,584円、第１項建設改良費4,330万

2,202円、第２項企業債償還金、9,213万7,382円。 

  資本的収入及び支出において資本的収入額が資本的支出額に不足する額１億2,457万716円

は、過年度分損益勘定留保資金５万3,785円及び当年度分損益勘定留保資金１億2,451万

6,931円で補塡をいたしました。 

  また、棚卸資産の購入執行額は、357万1,572円で、うち仮払い消費税は、26万4,554円で

した。 

  次に３ページをごらんください。 

  平成26年度大多喜町水道事業損益計算書。 

  １、営業収益。（１）給水収益、２億9,622万6,746円、（２）その他営業収益71万4,760

円。営業収益合計は２億9,694万1,506円です。 
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  ２、営業費用は、（１）原水及び浄水費から（６）その他営業費用までの合計額は４億

4,177万1,289円です。この結果、営業損失として１億4,482万9,783円となりました。 

  ３、営業外収益。（１）受取利息及び配当金から（５）雑収益までの合計は１億9,414万

2,518円です。 

  ４、営業外費用。（１）支払利息3,488万7,433円、（２）雑支出277万7,864円。営業外費

用合計3,766万5,297円です。この結果、営業外利益として１億5,647万7,221円となりました。

このため、水道事業としての経常利益が1,164万7,438円となりました。 

  ５、特別損失。（１）過年度損益修正損463万5,860円。この内容といたしましては、会計

基準の見直しに伴う賞与引当金293万242円と水道料金の不納欠損金170万5,618円です。 

  当年度純利益は、701万1,578円となりました。 

  前年度繰り越し欠損金が1,033万9,847円、会計基準の見直しに伴うその他未処分利益剰余

金変動額として４億6,175万1,422円が発生し、最終的に当年度未処分利益剰余金として４億

5,842万3,153円となりました。 

  次、４ページをごらんください。 

  平成26年度大多喜町水道事業剰余金計算書です。 

  平成26年度から会計基準の見直しが行われましたので、剰余金のうち利益剰余金、未処理

欠損金以外の当年度変動額の行の増減額については、全て会計基準の見直しに伴う変動額と

なっております。内容につきましては、計算書記載のとおりとなっております。 

  続いて５ページをごらんください。 

  上段部分の平成26年度大多喜町水道事業会計剰余金処分計算書（案）について、説明いた

します。 

  先ほど説明いたしました損益計算書において、当年度未処分利益剰余金としました４億

5,842万3,153円の処分方法について、全額を資本金へ組み入れる処分とするものです。 

  資本金へ組み入れる理由といたしましては、この未処分利益剰余金が発生した理由としま

して、会計基準の見直しによるものであることや現金の発生を伴わないものであることなど

によりまして、資本金に組み入れることが最も適していると判断いたしました。 

  続きまして、平成26年度大多喜町水道事業会貸借対照表について説明いたします。 

  資産の部。１、固定資産、１、有形固定資産の合計は32億8,227万2,421円で、前年度比６

億3,556万5,186円の減となります。この減額要因は、会計基準の見直しに伴う減価償却累計

額の増加によるものです。 
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  ２、無形固定資産合計額が506万2,503円で、前年度と同額です。 

  ３、投資合計額は8,087万3,800円で、前年度と同額です。 

  固定資産の合計額は33億6,820万8,724円となります。 

  ２、流動資産、１、現金預金の合計額は２億7,804万2,358円で、前年度比1,104万6,355円

の減となっています。 

  ２、未収金の合計額は2,948万2,033円で、前年度比178万6,082円の増です。 

  ３、貸倒引当金、138万3,000円は、今年度より新たに引当金として計上をいたしました。 

  ４、貯蔵品の合計額は907万4,207円で、前年度比120万2,204円の増です。 

  流動資産の合計額は３億1,521万5,598円で、前年度比944万1,069円の減となります。 

  資産合計額は36億8,342万4,322円となり、前年度比６億4,500万6,255円の減です。 

  ６ページになります。 

  負債の部。３、固定負債、１、企業債13億9,968万9,663円は、会計基準の見直しに伴い前

年度の資本金の企業債から科目が変更となり新たに計上をいたしました。 

  ２、引当金の合計は2,229万1,368円で、前年度同額です。 

  固定負債の合計は14億2,198万1,031円となります。 

  ４、流動負債、１、企業債合計8,227万2,391円で、会計基準の見直しに伴い、翌年度に支

払い予定の企業債償還金を新たに計上しています。 

  ２、未払金合計は2,774万300円で、前年度比859万2,070円の減となります。 

  ３、引当金は、賞与引当金として317万9,524円を新たに計上いたしました。 

  流動負債の合計は１億1,319万2,215円で、前年度比7,685万9,845円の増です。 

  ５、繰延収益、１、長期前受金合計は18億6,349万8,793円で、会計基準の見直しに伴い前

年度の資本剰余金から今年度より科目が変更となり新たに計上をいたしました。 

  ２、長期前受金収益化累計額９億5,939万6,308円につきまして、今年度より新たに計上い

たしました。 

  繰延収益の合計は９億401万2,485円となります。 

  負債の合計が24億3,918万5,731円で、前年度比23億8,056万1,993円の増となります。 

  資本の部。６、資本金、１、資本金合計は６億8,487万4,470円で、前年度比15億6,609万

9,436円の減となります。 

  ７、剰余金、１、利益剰余金合計は５億5,936万4,121円で、剰余金合計も同額となり前年

度比14億5,946万8,812円の減となります。 
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  資本合計額は12億4,423万8,591円となり、前年度比30億2,556万8,248円の減となります。 

  負債資本合計は36億8,342万4,322円で、前年度比６億4,500万6,255円の減となります。 

  貸借対照表の説明については、以上のとおりとなります。 

  続きまして８ページをお開きください。 

  平成26年度大多喜町水道事業報告書。 

  １、概況。（１）総括事項、ア、業務の状況。本年度の給水状況は、給水戸数3,783戸、

前年度に比べ、17戸の増加です。給水人口は8,892人で、前年度に比べ107人の減となりまし

た。 

  年間総配水量は120万6,302立方で、前年度に比べ、3,774立方の減、年間総有収水量は106

万6,012立方です。前年度に比べ１万200立方の減となり、これに伴う有収率が88.37パーセ

ントで前年度に比べ0.57パーセントの減となりましたが、過去10年間では昨年度に続き２番

目に高い有収率となりました。 

  イ、建設改良状況。工事につきましては、緊急性のあるものを優先し、老朽化した配水管

の布設がえ工事４カ所439メートル、県道整備に伴う配水管布設がえ工事１カ所200メートル、

県道橋梁のかけかえのための仮設橋梁設置に伴う配水管の橋梁添架工事１カ所150メートル

を実施いたしました。 

  ウ、経理状況。これにつきましては、決算報告及び損益計算書と重複しますので割愛をさ

せていただきます。 

  次に、９ページをごらんください。 

  （２）議会議決事項ですが、議案５件、認定１件、全て記載のとおり可決をされておりま

す。 

  次のページ、10ページの（３）の規程、規則等の改正事項ですが、大多喜町水道事業会計

規程の全部改正を実施いたしました。改正理由につきましては、会計基準の見直しに伴い制

度との整合性を図ったものでございます。 

  （４）行政官庁認可事項は、平成26年度市町村水道総合対策事業補助金交付金申請及び起

債同意申請の２件となります。 

  （５）職員に関する事項ですが、期間中の増減はなく前年度と同様でございます。また、

給料等につきましては、下表の記載のとおりとなっております。 

  次のページをごらんください。 

  ２、工事等。（１）建設改良工事の概況ですが、配水管布設がえ工事、町道鍛冶住宅１号
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線ほか６件の改良工事を実施し、内容につきましては、記載のとおりとなっております。 

  （２）の主な修繕工事では、面白浄水場取水ポンプ仕切り弁修繕工事ほか、４件を実施し、

内容につきましては、記載のとおりでございます。 

  12ページの（３）保存工事の概況では、量水器の交換工事として665戸を実施いたしまし

た。 

  次に、13ページ、14ページにつきましては、重複する部分がございますので、割愛をさせ

ていただきます。 

  15ページの４、会計。（１）契約では、建設工事請負契約４件、業務委託契約２件を実施

し内容については、記載のとおりです。 

  （２）企業債の状況ですが、前年度末残高15億6,609万9,436円、前年度借入額は、800万

円で、本年度償還額が9,213万7,382円、本年度末残高は、14億8,196万2,054円です。この借

入残高の件数は59件、内容につきましては、20ページ、21ページの企業債の明細書のとおり

となっております。 

  次に（３）その他会計経理に関する重要事項につきましては、記載のとおりとなっていま

す。 

  次に、16ページの平成26年度大多喜町水道事業キャッシュフロー計算書について説明をさ

せていただきます。 

  このキャッシュフロー計算書も会計基準の見直しにより新たに導入された計算書となって

おります。内容につきましては、平成26年度会計期間の現金の流れを事業活動別に記載した

ものとなっております。 

  計算書中段部分の業務活動によるキャッシュフロー①の行がありますが、この部分が収益

的収支に該当する現金の収支となり、１億1,108万9,884円のプラスとなっております。 

  投資活動によるキャッシュフロー②では、資本的収支に該当する現金の収支となり3,799

万8,857円のマイナスとなっております。 

  財務活動によるキャッシュフロー③では、企業債の借り入れによる収入及び企業債償還金

による支出となり8,413万7,382円のマイナスとなります。 

  平成26年度中の現金預金の増減額は、マイナス1,104万6,355円となり、現金預金の期末残

高は、２億7,804万2,358円となります。この額については、５ページの貸借対照表に流動資

産、１、現金預金の金額と一致するものとなっております。 

  次に、17ページ、18ページの収益費用明細書については割愛をさせていただきます。 
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  19ページ、固定資産明細書について説明いたします。 

  １、有形固定資産明細書中、資産の取得等に伴う当年度増加額の合計が9,967万7,116円、

資産の除却に伴う当年度減少額が２億175万8,136円となり、年度末現在高は、61億6,676万

4,343円となります。 

  減価償却累計額につきましては、当年度増加額６億5,165万5,644円、当年度減少額が１億

1,817万1,478円となり、償却額累計は28億8,449万1,922円で、有形固定資産の年度償却未済

額が32億8,227万2,421円となりました。 

  （２）無形固定資産明細書及び（３）投資明細書については、増減額がありませんでした。 

  20、21ページの企業債明細書につきましては、先ほど説明した企業債の状況の内訳、59件

分が計算をされております。 

  以上で、平成意26年度大多喜町水道事業会計決算の説明を終わらせていただきます。ご審

議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（志関武良夫君） ご苦労さまでした。 

  次に、議案第66号 平成26年度大多喜町特別養護老人ホーム事業会計決算認定についての

説明をお願いいたします。 

  特別養護老人ホーム所長。 

○特別養護老人ホーム所長（君塚道朋君） 議案第66号 平成26年度大多喜町特別養護老人ホ

ーム事業会計決算認定についてご説明いたします。 

  地方公営企業法第30条第４項の規定に基づき、平成26年度大多喜町特別養護老人ホーム事

業会計決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものでございます。 

  別添の決算書の１ページ、２ページをごらんいただきたいと思います。 

  （１）収益的収入及び支出。 

  まず、収入でございます。 

  第１款特別養護老人ホーム事業収益、予算額の合計は２億9,844万2,000円、決算額は２億

8,226万6,375円となり、決算額は予算額に比べ1,617万5,625円の減額となります。 

  次に、支出ですが、第１款特別養護老人ホーム事業費用、予算額の合計は３億573万8,000

円、決算額は２億9,270万4,940円となり、不要額は1,303万3,060円となります。 

  続きまして、２の資本的収入及び支出でございます。 

  まず、収入でございます。 

  第１款資本的収入、予算額及び決算額ともにゼロでございます。 
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  次に、支出ですが、第１款資本的支出、予算額の合計は200万円、決算額は145万407円と

なり、不要額は54万9,593円となります。 

  資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額145万407円については、過年度分損益勘

定留保資金で補塡いたしました。 

  続いて３ページをお開きください。 

  損益計算書でございます。１の営業収益合計２億7,154万230円から２の営業費用２億

8,262万1,642円を差し引きますと、1,108万1,412円の営業損失となり、３の営業外収益

1,072万6,145円を加えた事業の経常損失は35万5,267円となります。 

  ４の特別損失ですが、公営企業法の会計基準の改正により、今年度から賞与引当金を計上

することとなりました。12月から５月までの６カ月を支給対象期間として、翌年度の６月に

期末勤勉手当を支払う場合、12月から３月までの４カ月分については、当年度中に発生して

いると考えられるため、翌年度の６月に支払うことが予定されている期末勤勉手当のうち６

分の４について引き当てるものです。今年度からの引当金の適用ということで、昨年度に計

上すべき分について、過年度損益修正損として1,008万3,298円を計上するものです。経常損

失35万5,267円に1,008万3,298円を加え、当年度の純損失は1,043万8,565円となります。 

  前年度繰越利益剰余金5,997万8,712円から当年度純損失を差し引きますと、当年度未処分

利益剰余金は4,954万147円となります。 

  続いて４ページをお開きください。 

  事業剰余金計算書でございます。今年度は処分する剰余金はございません。 

  続いて、５ページ、６ページをお開きください。 

  貸借対照表でございます。これにつきましては、記載のとおりですので省略させていただ

きたいと思います。 

  続きまして、決算附属書類をごらんいただきたいと思います。 

  ７ページをお開きください。 

  １の概況、総括事項、業務です。枠の中をごらんください。 

  初めに施設入所ですが、26年度の年間利用者数は２万4,810人で、１日の平均利用者数は

68人となります。 

  続いて、短期入所ですが、26年度の年間利用者数は1,059人で、１日の平均利用者数は2.9

人となります。 

  次の設備から12ページの４、会計までは、記載のとおりですので省略させていただきたい
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と思います。 

  続いて、13ページをお開きください。 

  キャッシュフロー計算書でございます。キャッシュフロー計算書は、１年間の資金の流れ

を示したもので、今年度は資金が1,102万366円増加して資金期末残高は２億1,469万1,031円

となりました。 

  続いて、14ページをお開きください。 

  特別養護老人ホーム事業会計収益費用明細書でございます。 

  （１）事業収益。 

  第１款事業収益は２億8,226万6,375円となります。 

  第１項営業収益は２億7,154万230円でございます。 

  内訳として、第１目介護報酬収益が２億2,951万7,034円でございます。 

  第２目の介護負担金収益は4,202万3,196円となります。 

  第２項営業外収益は1,072万6,145円となります。 

  内訳としまして、第１目受取利息１万9,164円、第２目寄附金はゼロでございます。 

  第３目長期前受金戻し入れは944万9,730円となります。公営企業法の会計基準の改正によ

り固定資産の補助金を控除して減価償却を行っていた見なし償却制度が廃止され、補助金等

を長期前受金として計上し、減価償却見合い分を順次収益化するものです。 

  第４目その他営業収益は125万7,251円となります。 

  続いて、（２）事業費用でございます。 

  第１款事業費用２億9,270万4,940円。 

  第１項営業費用２億8,262万1,642円、第１目総務管理費１億7,189万2,523円。 

  内訳でございます。第１節報酬１万4,000円、運営委員さん、４名分の報酬でございます。

第２節給料8,154万7,654円、第３節手当2,971万4,362円、第４節賞与引当金繰入額1,204万

6,995円、第５節法定福利費4,281万7,141円につきましては、職員29名分の人件費でござい

ます。第６節旅費２万1,890円、第８節備消耗品費30万7,276円、第９節燃料費25万4,977円

につきましては、備考欄説明のとおりでございます。 

  続いて、15ページをお開きください。 

  第10節手数料24万7,107円につきましては、細菌検査手数料と口座振替手数料でございま

す。第11節印刷製本費３万円につきましては、封筒の印刷費でございます。第13節通信運搬

費40万2,323円、第14節委託料112万8,567円につきましては、職員の健康診断と建築物定期



－253－ 

調査の委託料でございます。第15節広告料２万736円、第16節使用料259万8,911円につきま

しては、公営企業会計のシステムリース料、福祉パソコンの借り上げ料、栄養管理システム

の借り上げ料、インターネットサービスの使用料、コピー使用料等でございます。第17節負

担金29万4,444円、第18節保険料40万2,041円、第19節公課費４万3,200円については、備考

欄説明のとおりでございます。 

  第２目施設管理費2,490万2,741円、第８節備消耗品費543万9,272円、第９節燃料費360万

8,468円、第10節手数料128万1,370円につきましては、同じく備考欄説明のとおりでござい

ます。第12節修繕料112万7,638円につきましては、ボイラーなどの修繕料でございます。第

14節委託料346万7,017円につきましては、エレベーター、電気保安業務、庁舎清掃業務など

の委託料でございます。第20節光熱水費997万8,976円につきましては、備考欄説明のとおり

でございます。 

  第３目居宅介護事業費、こちらは短期入所に関する事業でございます、265万4,547円。第

４節法定福利費32万5,320円、第６節賃金223万2,530円、臨時職員１名分の人件費と第８節

備消耗品費９万6,697円でございます。 

  第４目施設介護事業費6,437万4,065円、第１節報酬123万1,200円、定期往診の３病院分で

ございます。第４節法定福利費487万8,794円、第６節賃金3,283万3,329円、臨時職員19名分

の人件費でございます。第７節報償費２万5,000円、第８節備消耗品費65万1,150円、第10節

手数料123万4,189円につきましては、備考欄説明のとおりでございます。第14節委託料214

万800円につきましては、協力医といすみ医療センターの定期往診、そして、いすみ医療セ

ンターのリハビリ訓練士に対する委託料でございます。第16節使用料231万3,739円、第21節

賄い材料費1,906万5,864円については、備考欄説明のとおりでございます。 

  第５目減価償却費、第１節有形固定資産減価償却費1,879万7,766円。 

  第６目資産減耗費、第１節固定資産除却費はゼロ円でございます。 

  第２項特別損失、第１目過年度損益修正損1,008万3,298円でございます。 

  16ページの固定資産明細書及び17ページの注記につきましては、記載のとおりですので省

略をさせていただきます。 

  以上で説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いをいたします。 

○議長（志関武良夫君） ご苦労さまでした。 

  次に、報告第６号 平成26年度決算に基づく健全化判断比率について報告願います。 

  企画財政課長。 
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○企画財政課長（西郡栄一君） 報告第６号を説明させていただきます。 

  149ページをお開きください。 

  地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により、健全化判断比率を

報告いたします。 

  平成26年度決算に基づく健全化判断比率、表内の項目の実質赤字比率は、一般会計、鉄道

経営対策事業基金特別会計を合わせた普通会計の実質収支が赤字の場合、その額の標準財政

規模に対する割合を示すもので、平成26年度は黒字のため該当ありませんでした。 

  次に、連結実質赤字比率は、普通会計に加え、国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療

等の特別会計の収支、さらに、公営企業における資金不足額など、町のあらゆる会計の収支

の合計から判断するもので、平成26年度の連結実質収支は黒字のため該当ありませんでした。 

  次に、実質公債費比率は、地方債の元利償還金に加え、一部事務組合等への負担金や他会

計繰出金のうち、公債費に準ずる経費の標準財政規模に対する割合を示すもので、平成26年

度決算は、前年度より1.0ポイント減少し6.5パーセントとなり早期健全化基準を下回ってお

ります。 

  最後に将来負担比率は、地方債現在高が一部事務組合等の地方債の償還に対する将来の負

担見込み額、退職手当負担見込み額等から、これらに充当可能な基金現在高、基準財政需要

額、算入見込み額等を控除した額の標準財政規模等に対する割合を示したもので、平成26年

度決算は、前年度より6.0ポイント減少し64.2パーセントとなり早期健全化基準を下回って

おります。 

  以上のとおり平成26年度決算に基づく健全化判断比率は、いずれも基準の範囲内でありま

すことをご報告させていただきます。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） ご苦労さまでした。 

  次に、報告第７号 平成26年度大多喜町水道事業会計決算に基づく資金不足比率について

の報告を願います。 

  環境水道課長。 

○環境水道課長（米本和弘君） 報告第７号 平成26年度大多喜町水道事業会計決算に基づく

資金不足比率の報告について、説明をさせていただきます。 

  151ページになります。 

  地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第１項の規定による経営健全化に関する
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指標については、平成26年度に資金不足率は、マイナス68.0パーセントで資金不足はなく、

国の基準である20パーセントを下回っており、経営状況は健全の範囲となっておりますので、

報告をさせていただきます。 

  なお、この資金不足比率の算出方法につきましては、流動負債から流動資産を差し引きま

して得た数値を営業収益で除した数値となっております。 

  以上で報告とさせていただきます。 

○議長（志関武良夫君） ご苦労さまでした。 

  次に、報告第８号 平成26年度大多喜町特別養護老人ホーム事業会計決算に基づく資金不

足比率についてのご報告をお願いいたします。 

  特別養護老人ホーム所長。 

○特別養護老人ホーム所長（君塚道朋君） 報告第８号 平成26年度大多喜町特別養護老人ホ

ーム事業会計決算に基づく資金不足比率の報告について、説明いたします。 

  153ページをお願いいたします。 

  地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第１項の規定により、資金不足比率を報

告いたします。 

  平成26年度大多喜町特別養護老人ホーム事業会計決算に基づく資金不足比率はゼロパーセ

ント未満のため、経営健全化基準の20パーセント以下であることを報告いたします。 

  老人ホームでは計算しますとマイナス123.7パーセントと計算が出ております。 

  説明は以上です。 

○議長（志関武良夫君） ご苦労さまでした。 

  それでは、議案第60号から議案第64号までの決算認定について、議案第65号の利益の処分

及び決算認定について、さらに、議案第66号の決算認定についての提案理由の説明並びに報

告第６号、７号、８号の地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく健全化判断比率、

資金不足比率についての報告がなされましたので、本件に関する監査委員の決算審査意見及

び財政健全化審査意見、経営健全化審査意見の報告を求めます。 

  滝口代表監査委員。 

○代表監査委員（滝口延康君） ただいま議長からご指名いただきましたので、平成26年度大

多喜町一般会計、特別会計及び事業会計の決算、基金運用状況並びに財政健全化に係る審査

につきまして、野村監査委員とともに慎重に審査した結果についてご報告いたします。 

  少し時間がかかりますので、失礼ですけれども、かけさせていただきますのでよろしくお
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願いします。 

  それでは、事業会計につきまして、去る６月17日に、それから、一般会計、特別会計につ

きましては、８月20日にそれぞれ決算審査を実施したしました。 

  初めに、一般会計、特別会計ですが、各会計の歳入歳出決算書及びその他法令で定める附

属書類等が関係法令に準拠して作成されているか、また、予算は自治法に規定する原則、ご

承知だと思いますけれども、公共の福祉の増進のため適正に執行されたか、また、計数は正

確であるかなどに主眼を置いて、担当職員の説明を聴取しながら審査を実施しました。その

結果、一般会計及び各特別会計の歳入歳出決算書及び関係書類等は、いずれも法令に準拠し

て作成されており、また、予算の執行は適法かつ適正に執行されておりまして、計数も正確

でありました。 

  続いて、基金の運用ですが、基金は総数で22種ございますが、年度末の総額は、25億

1,798万4,000円であります。この22種の基金のうち、積極的に運用されている基金もありま

すけれども、しかしながら、全く移動のない基金も見受けられます。基金の持つ本来の目的

に従い、有効にまたタイムリーに活用されることを希望いたします。 

  次に、水道事業会計及び特別養護老人ホームの事業会計の決算について申し上げます。 

  審査に付されました大多喜町水道事業会計及び特別養護老人ホーム事業会計の決算書及び

附属書類が関係法令に準拠して作成されているか、また、経営活動が地方公営企業法に規定

する基本原則に基づき目的どおりに執行されているか、また、計数は正確であるなどに主眼

を置いて担当職員の説明を聴取しまして審査を行いました。 

  その結果は、両事業とも決算書及び附属書類はいずれも法令に準拠して作成されておりま

した。 

  しかし、先ほど来説明ありましたけれども、地方公営企業会計制度が改正されまして、そ

れに伴う会計基準の見直しの関係で前年度との対比が困難な一面もありましたが、適正な表

示の上、経営活動は基本原則に基づき、目的どおり執行され、計数も正確で決算は適正なも

のと認められました。 

  ただし、残念ながら、先ほどもお話が出ていましたけれども、特別養護老人ホームの事業

会計におきまして、平成26年度に赤字に転じてしまいました。その要因は経営実績に顕著に

あらわれておりますけれども、町の町長初め、皆さんで今後はより一層の経営努力をされる

というふうに聞いておりますので、ひとつよろしくお願いしたいと思います。 

  続きまして、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び同法第２条第１
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項の規定によります、大多喜町財政健全化審査及び大多喜町経営健全化審査を実施いたしま

したのでご報告いたします。 

  まず初めに、財政健全化審査について申し上げます。審査に付されました健全化判断比率

及びその算定となる字句を記載した書類が適正に作成されているかどうかに主眼を置いて、

これまた、担当職員の説明をヒアリングしながら審査を行いました。 

  その結果は、健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類等は、いずれ

も適正に作成されているものと認められました。 

  次に、水道事業会計及び特別養護老人ホーム事業会計の経営健全化審査について申し上げ

ます。審査に付されました資金不足比率、先ほどお話が出ていましたけれども、その算定の

基礎となる事項を記載した書類は、適正に作成されているかどうかに主眼を置いて、これも

担当職員の説明を聴取し、審査を実施しました。その結果は、先ほどもお話が出ていました

けれども、資金不足比率及びその算定となる事項を記載した書類は、いずれも適正に作成さ

れております。これは問題ありませんでした。 

  なお、各会計の決算の概要は、お手元に配付されていると思いますけれども、決算審査意

見書の中で、それから、財政健全化審査及び経営健全化審査の概要につきましては、おのお

の審査意見書の中でお示ししてございますので、これをご確認の上、ご承知くださるように

お願い申し上げます。 

  最後に所感といいますか、大げさなものではありませんけれども、ちょっと述べさせてい

ただきますが、ご承知のとおり、当大多喜町の行政に係る財源につきましては、町税等の自

主財源が約40パーセント、それから依存財源が約60パーセントとなっております。 

  前年度は自主財源の割合が、2.8パーセント増加しておりまして、これは大変好ましいこ

とだなと思います。ただ、今後の財政等の状況を考えますと、現状のまま推移していくとい

うことは考えにくいと思いますので、新たな財源の確保に、町当局もそうですが、議員の

方々も、あるいは私もそうですけれども、町民の皆様の英知を結集する時期であり、その必

要性は非常に高いと思います。 

  以上をもちまして、平成26年度大多喜町一般会計、各特別会計及び各事業会計の決算、基

金運用状況並びに財政健全化に係る審査結果について所感を交え、報告にかえさせていただ

きます。よろしくお願いいたします。 

○議長（志関武良夫君） ご苦労さまでした。 

  これをもって報告を終わります。 
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───────────────────────────────────────────────── 

◎散会の宣告 

○議長（志関武良夫君） 以上で、本日の日程は全て終了しました。 

  14日月曜日は、午前９時から福祉経済常任委員会協議会が開催されます。 

  また、16日水曜日は午前９時から総務文教常任委員会協議会が開催されます。 

  いずれの委員会、協議会も本庁舎２階の第１、第２会議室ですので、時間厳守でご参集願

いたいと思います。所属していない委員会についても傍聴ができますので、議案調査のため、

ぜひご活用されますよう、お知らせ申し上げます。 

  ９月18日は午前10時から会議を開きますので、ご参集を願います。なお、この後打ち合わ

せをしたい案件がありますので、議場にお集まりいただきたいと思います。 

  本日はこれにて散会します。 

  どうもお疲れさまでした。 

（午後 ４時５９分） 
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議事日程（第３号） 
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              定について（質疑～採決） 

 日程第 ５ 議案第６４号 平成２６年度大多喜町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につ 

              いて（質疑～採決） 

 日程第 ６ 議案第６５号 平成２６年度大多喜町水道事業会計利益の処分及び決算認定に 

              ついて（質疑～採決） 

 日程第 ７ 議案第６６号 平成２６年度大多喜町特別養護老人ホーム事業会計決算認定に 

              ついて（質疑～採決） 

 日程第 ８ 選挙第 １号 選挙管理委員及び補充員の選挙について 

 追加日程第１ 発議第６号 安全保障関連法案の慎重審議を求める意見書の提出について 
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───────────────────────────────────────────────── 

◎開議の宣告 

○議長（志関武良夫君） おはようございます。 

  会議の前に申し上げます。 

  本日の会議は平成26年度大多喜町一般会計のほか、各特別会計４会計及び２事業会計の決

算に関する質疑、討論及び採決を予定しております。議事の進行につきましては、ご協力の

ほどよろしくお願い申し上げます。 

  ただいまの出席議員は11名です。したがって、定足数に達しておりますので、会議は成立

いたします。 

  これから、本日の会議を開きます。 

（午前１０時００分） 

───────────────────────────────────────────────── 

◎行政報告 

○議長（志関武良夫君） 日程に先立ち、町長から行政報告があります。 

  町長。 

○町長（飯島勝美君） 議会定例会９月会議の最終日に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げ

ます。 

  本日は、議会定例会９月会議の最終日でございますが、議長さんを初め、議員の皆様には、

大変お忙しい中ご出席をいただきまして、まことにありがとうございます。 

  行政報告につきましては、本定例会初日以降の行事でございますので、お手元に配付をさ

せていただきました報告書によりご了承をいただきたいと思います。 

  先週、降り続いた大雨により、鬼怒川の堤防が決壊し、茨城県の常総市を中心に、大きな

被害が発生しました。現在も自宅に帰れず、避難所で過ごしている方もいらっしゃるとのこ

とでございまして、被災地の一日も早い復興をお祈り申し上げます。 

  さて、本日の定例会９月会議最終日の会議事件でございますが、平成26年度の一般会計の

ほか、４つの特別会計の決算認定並びに２つの事業会計の決算認定でございます。決算の内

容につきましては、既に本会議で提案を説明させていただき、その後、常任委員会協議会で

詳細な説明をさせていただいているところですが、いずれの会計においても経常的な経費が

増加する中で、創意工夫に努め事業を推進してまいりました。この結果、健全な財政運営に

配慮しつつ、一定の成果を上げることができたものと考えておりますので、よろしくご審議
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をいただきご承認くださるようお願い申し上げ、行政報告とさせていただきます。 

○議長（志関武良夫君） これで、行政報告を終わります。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎諸般の報告 

○議長（志関武良夫君） 次に、諸般の報告でありますが、９月10日以降の議会関係の主な事

項は、お配りした議会報告書によりご了承いただきたいと思います。 

  また、本日の傍聴の関係ですが、職員研修の一環として、役場職員補佐級の方々の傍聴が

予定されておりますので、あわせてご承知おき願いたいと思います。 

  また、皆さんに申し上げます。 

  議会報編集のため、議場内の写真撮影を許可しましたので、ご承知おき願いたいと思いま

す。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第６０号から議案第６６号の質疑、討論、採決 

○議長（志関武良夫君） これより、日程に入ります。 

  日程第１、議案第60号から、日程第７、議案第66号までの平成26年度大多喜町一般会計歳

入歳出決算、各特別会計歳入歳出決算及び各事業会計の決算については、既に一括議題とし

て提案説明が終わっておりますので、９月10日の会議に引き続き、これより各会計ごとに質

疑、討論、採決を行います。 

  なお、質疑、討論、採決の方法については、本日配付いたしました資料のとおり進めたい

と存じておりますので、よろしくご承知おき願いたいと思います。 

  次に、質疑要領についてですが、特に一般会計決算について、歳入については全般にわた

り、また、歳出につきましては款ごとに行いますのでよろしくお願いします。 

  また、質疑の際は、決算書記載のページを必ずお示しいただいて、質疑に当たっては、議

題外にわたり、またその範囲を超えることがないようお願い申し上げます。 

  さらに、数多くの項目について質疑を行う場合は、できるだけ区切って質疑されますよう

お願いいたします。 

  なお、１項目について３回までといたします。 

  それでは、日程第１、議案第60号 平成26年度大多喜町一般会計歳入歳出決算認定につい

ての質疑を行います。 

  歳入については全般です。 
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  歳出については、初め款１議会費、款２総務費の質疑から行います。 

  質疑を行います。質疑ありませんか。 

  11番野中眞弓君。 

○１１番（野中眞弓君） ページ18ページ、町民税なんですけれども、その法人税のほうで、

説明書によれば、その法人の分類が分割法人それから単独法人とあって、その中にも町内法

人、町外法人とあると。その法人なんですけれども、３つの分類、分割法人の中の町内法人、

町外法人、そして単独法人の納税状況、均等割のみの会社が幾つあるのか、それから所得割

も納められる会社が幾つあったのかということを教えていただきたいと思います。 

○議長（志関武良夫君） 税務住民課長。 

○税務住民課長（市原和男君） 法人数の関係では、主要施策の成果説明書のほうに、それぞ

れ７ページのほうに、分割法人あるいは単独法人等の法人数が合計で271法人ということで

載っております。その法人の均等割のみの法人が何社、あるいは、所得割を納めている法人

が何社というふうなご質問でございますけれども、この区分ごとの法人数がちょっと把握で

きておりませんので、とりあえず総数というふうなことでお答えをさせていただきたいと思

います。 

  まず、均等割のみを納めておる法人が175社、所得割を納めておる方が152社でございます。

なお、この数につきましては、所得割につきましては、予定納税あるいは修正申告等行って

おる法人もおります。１社で数回のカウントというふうな延べ件数というふうなことでご了

解をいただければと思います。 

  以上でございます。 

○議長（志関武良夫君） 11番野中眞弓君。 

○１１番（野中眞弓君） 私が知りたかったのは、町内法人のこの納税状況から見えてくる会

社の経営状況、好景気になっているのか、景気が停滞しているのか、例えば、均等割だけし

か納めていない会社だったら、ちょっと経営が滞りぎみだということがわかりますし、所得

割も納めている会社が多ければ、町内経済としては、よくなっているのかなというのがわか

るなという思いで伺ったわけですが、そういうことというのは、税務住民課のほうでは、キ

ャッチしているんでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 税務住民課長。 

○税務住民課長（市原和男君） 法人の町内、町外の区分ごとのちょっと納税額等までは、把

握はしていないんですけれども、ただ、全体で見ますと、法人税割のほうは、平成25年度と
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比較しますと、平均で６万8,000円ほど増加しておるというふうな状況でございます。 

  ただ、その景気が税収に即響くかというと、やはり、企業の場合には、ある程度、収入、

増収になりますと、その分、設備投資等する関係があるかと思います。必ずしも、そういう

税収が、企業の景気が税収に反映されているかというと、なかなかそこはつかみづらいとこ

ろがあるというのが現実でございます。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） ほかにございますか。 

  １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） 質問させていただきます。 

  ちょっと質問の前に、この主要施策の成果表のことについて、25年度までは、この前に、

成果説明の前に、成果の一覧表とかついていまして、本当に、成果表がご丁寧につくられて

いて、これを見ると、大体、町でやろうとしている施策がよくわかるんで、大変助かってい

るんですけれども、25年度は、主要成果の成果一覧表というのがまた１ページつくられてい

て、全体を見なくても、これで大体把握できるような状況になっていて、大変助かったんで

すけれども、26年度はない。それと、24年度までは、字がかなり大きかったんです。それで、

現在は字がちょっと、申しわけないんですが小さくて、読みにくいところもあるもんですか

ら、何か、できれば前に戻してちょっと大きくしてもらえないかなという、これは要望でご

ざいます。 

  じゃ、本題にいきます。 

  まず、ホームページの関係で、成果表のページ５です。 

  たしか平成25年に760万の費用をかけてその当時もう古くなったホームページを変えて、

いろんな面で利用者をふやそう、町民の意見も聞いていろいろな面で改善しようということ

で、費用をかけてやったんですけれども、アクセス数を見てみると、平成24年がアクセスユ

ーザー数が16.5万人、アクセス件数が26.5万件、25年がアクセスユーザー数が15.6万人のア

クセス件数が21.5万件、26年度はアクセスユーザー数が14.7万人でアクセス件数が23.5万件

と。大金をかけてやった割には、さほどアクセス数とかユーザー数がふえていません。 

  これ、760万をかけてやったということは、当然、ここで何らかの効果があらわれてこな

いといけないんではないかと思いますけれども、その辺は、どのような感覚というんですか

ね、成果が出ていないことについては、どのように考えますか。 

○議長（志関武良夫君） 総務課長。 
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○総務課長（加曽利英男君） ホームページにつきましては、ご指摘のとおり平成25年度にそ

れまでのものを、レイアウトを変えるような作業をいたしました。ただ、26年度はご指摘が

ありましたとおり、例えばアクセス数で言いますと23万5,000件ですが、25年度は21万5,000

件、それと比べましても２万件ふえておる。ただ、平成24年度は、これは26万5,000件とい

うことで、この平成24年度は突出して多いわけでございます。ただ、今年度、まだ５カ月終

わった時点、８月末で見てみますと、これは、大体月当たり２万6,600件アクセス数がござ

います。 

  これをですから12カ月しますと、31万9,000件になるわけですけれども、これは計算上の

話ということですので、ただ、ホームページにつきましては、まだレイアウトを変えたばか

りでありますので、もう少し長い目で見ていただければ、職員もできるだけ新しい情報を、

またタイムリーで皆さんが興味があるであろうものをお知らせするように努めておりますの

で、もう少し長い目で見ていただければ助かると思います。 

○議長（志関武良夫君） １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） ですから、いろいろ調べてみると、やはり情報量が、ホームページ見

ても、ふだんも余り変わっていない。毎日一つでも何か変わっていればいいんだけれども、

何かきょう見ても、次の日、きのう見ても、まるっきり内容が変わっていない、情報が一つ

も発信されていない、下手すると１週間ぐらい何ら情報が変更になっていないのではなかろ

うかと思います。 

  これは少なくとも、毎日、何か皆さん、一生懸命やっているわけですから、何らかの情報

はあるんではなかろうかと思うんです。ですから、少なくとも、きのう見て、きょう見たら

何も変わってなかったら、また見る気もしなくなるんで、少なくとも、毎日何かは変えてや

るべきだと思いますけれども、どうでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 総務課長。 

○総務課長（加曽利英男君） それではお答えしますけれども、ホームページに関しましては、

いろいろ一般質問でも議員さんご指摘ございまして、ある一面、同じものをずっとというよ

うなこともないわけではない。また、情報に関しましては、非常にそれが最初のページに出

てこない場合もあります。 

  例えば、観光なんかですと、観光のほうをクリックしないと出てこないというようなこと

で、なかなか探すのが難しいような情報も、重要な情報で、それが探すのが難しいようなも

のもある状況でございますので、できればそういうものを、例えば最初のページに持ってく
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るとか、また、できるだけ写真等も更新するように努めていきたいと思いますが、町の中に

はいろいろ情報がありますので、各課協力して、そういうふうに努めていきたいと思います。 

○議長（志関武良夫君） １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） ぜひ、大金をかけてやったことですので、随時見直しをしてホームペ

ージのアクセス数をふやしていただければと思います。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） ほかにございますか。 

  11番野中眞弓君。 

○１１番（野中眞弓君） 18ページの固定資産税なんですけれども、ことしは、とりわけ滞納

がある、収入未済額がこう多い原因は、法人の大きい滞納があるからだというのを常任委員

会協議会で説明ありましたけれども、その滞納者の数とか、法人、個人の別だとか、それか

ら町内、町外の別だとか、それから滞納額のやはり同じように個人、法人別、町内、町外別

の数字というのはわかりますか。 

○議長（志関武良夫君） 税務住民課長。 

○税務住民課長（市原和男君） それでは、お答えをさせていただきます。 

  固定資産税の滞納額、収入未済額の内訳ということでございますけれども、まず、滞納者

の数につきましては、個人の町内で181名、町外で79名、法人の町内で14法人、町外で27法

人でございます。 

  そして、その滞納額の内訳でございますけれども、まず、個人の町内の滞納額が2,888万

4,000円、個人の町外が854万1,000円、次に、法人でございますけれども、法人の町内で594

万円、法人の町外で3,637万7,000円でございます。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） ほかにございますか。 

  11番野中眞弓君。 

○１１番（野中眞弓君） 固定資産税の未納者に対する対処の仕方、徴収対処の仕方というの

は、差し押さえも含めてどういうふうにやっていらっしゃいますか。 

○議長（志関武良夫君） 税務住民課長。 

○税務住民課長（市原和男君） 徴収の方法というふうなことでございますけれども、全般的

には、督促から催促、あるいは電話連絡等行ってまいります。そして、分納できる方は、分

納誓約等いただく場合もございます。ただし、そういうものが履行されない、長期にわたっ
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て納付されないというふうなことであれば、土地等の謄本等をとりまして、その土地がどう

なっているのか確認する。あるいは、会社でありますと、会社の謄本等をとって、その状況

を確認しながら、場合によっては差し押さえというふうな形に最終的には進んでいくかと思

います。 

○議長（志関武良夫君） ほかにございますか。 

（「関連」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） 11番野中眞弓君。 

○１１番（野中眞弓君） 差し押さえなんかをした物件というのは、過去にどのくらいあって、

それがどのくらい競売等で処理されて、成果上げているでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 税務住民課長。 

○税務住民課長（市原和男君） 差し押さえ物件というふうなことでございますけれども、ち

ょっと今、手元に数字がすぐ出てこないんですけれども、あと、競売に関係しては、なかな

か本町よりも先に差し押さえしてあるとか、あるいは抵当権がついておるとか、そういうと

ころの物件が非常に多いと感じております。実際、競売にかけても、なかなか町のほうに配

当が回ってこないというケースが非常に多いというふうに感じております。 

○議長（志関武良夫君） ほかにございますか。 

  １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） 今、野中さんのあれとちょっと関連するんですけれども、やっぱり、

滞納額というのは非常にゆゆしき問題であると思います。それで、監査委員さんの意見書の

中にも、最後のほうのまとめのところに、納税につきましては、国民の義務である認識を納

税前の若い世代から教育することも納税教育であると思いますと。それで、既に実施されて

いると、それを広報紙等で紹介するとなおさら効果が上がるのではないかという記述があり

ます。 

  確かに、何か学校で、そのような授業を行っているということは聞いております。ただ、

そういったことは、表に出ていない、広報にも何か過去に載ったかどうかわかりませんけれ

ども、住民に周知されていない。滞納する方は、当然大人の方で、一番私なんかも響くのは、

小さい子供とか、まして自分の子供とかに、お父さん税金払っているのとか、そういったこ

とを言われることは、非常にやっぱりきすんとくるような気がするんですね。だから、こう

いったいわば若い世代に対する教育をもっと広めていくべきですし、広報でも紹介すべきだ

と思いますけれども、今、どのような取り組みを行っているのかもあわせてお聞かせくださ
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い。 

○議長（志関武良夫君） 税務住民課長。 

○税務住民課長（市原和男君） それではお答えをさせていただきます。 

  町では、小学生、６年生なんですけれども、対象に毎年１回租税教室というのを行ってお

ります。これは、昨年は、西小学校で27年１月14日、あと大多喜小、総元小、上瀑小は合同

で大多喜小学校で１月15日に行っております。町の職員が西小の場合には、講師となりまし

て、消費税の流れであるとか、あるいはパネルを利用しての税金の流れ、使い道、予算等の

関係、そういうものを小学生の前でお話すると、また、ＤＶＤの鑑賞をしたり、プリント等

を配付して、そういう税に対する関心を持っていただくというふうなことを行いました。ま

た、大多喜小学校で行った租税教室につきましては、茂原税務署の方が講師となられまして

行ったというふうなことでございます。 

  また、昨年、公開というふうな形で、保護者の方にも呼びかけをいたしましたけれども、

実際には、ちょっと保護者の方がお集まりにならなかったというふうなことでございます。 

  またことしも、年明け１月に、それぞれ両学校で、租税教室の開催を予定しております。 

  また、中学校につきましては、やはり２校、こちらのほうは、茂原税務署の職員が講師と

なって、やはり同じような教室を実施しておるというふうなことです。 

  ただ、おっしゃられたように、広報紙等の掲載がちょっと今までないというふうなことで

ございますので、今後は、そちらのほうをお知らせしていく機会を設けていきたいというふ

うに思っております。 

○議長（志関武良夫君） ほかにございますか。 

  １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） 確かに、いいことをやっているんで、役場のことは本当に全てそうな

んですけれども、一生懸命やっているんだけれども、ただ情報発信が少なくて、町民にそれ

が伝わっていないということがたくさんあると思いますので、特にこの税関係、本当にゆゆ

しき問題ですので、できるだけ皆さんに広報して、滞納額を減らしていただければと思いま

す。 

○議長（志関武良夫君） ほかにございますか。 

  11番野中眞弓君。 

○１１番（野中眞弓君） 59ページの広報おおたき発行事業について伺います。 

  予算案が394万2,000円に対して執行額がほぼ300万、執行率が76パーセント、特に、予算
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案と比べると、印刷費が大幅減になっておりますけれども、これは何なんでしょうか。 

  そして、私自身は、広報紙の果たす役割というのは、本当に大きいと思うんです。何を広

報紙に載せるか、どういう方針でいくかという、編集方針というのはどんなのか伺いたいと

思います。 

  そして、多分、担当は経験の、今まで経験したことのない方が担当するという場合、すご

く多いと思うんですね。研修がどうしてもこれは必要だと思うんですが、研修費というもの

がありません。その担当職員の技能を高めるためのその研修というのはどうなっているんで

しょうか。 

  この３点、お願いします。 

○議長（志関武良夫君） 総務課長。 

○総務課長（加曽利英男君） それではお答えします。 

  初めに、印刷製本費の減額の理由ですけれども、これは、当初予算編成時に、１ページ当

たり、カラーとかカラーでないとかいろいろありますけれども、２円60銭ぐらいで１ページ

見積もりをいたしました。執行に当たりましては、５者の見積もり合わせで行いまして、そ

の中で、一番最低価格を示した業者さんが約１ページ当たり１円安く見積もりをいたしまし

たので、その業者と契約を締結いたしまして、その関係で大幅な減額になったというふうな

ことでございます。 

  あと、編集方針でございますけれども、広報ですから、文章ということで、その読む人の

持っているその感性とか、例えばどういうものに興味があるとか、そういうものによって受

け取り方も違ってくるということで、数字とは違いますので、同じ広報を見てもさまざまな

反応があるかと思いますけれども、町としましては、広報の使命は、これは不変だと思いま

すので、読みやすく、わかりやすい表現で、そして町の主な施策ですとか、これから行う行

事予定、またその結果等につきましてお知らせをしていくというふうに考えております。 

  なお、今年度からですが、字を少し大きくして、また余白等も広目にとりまして、非常に

読みやすいというような意見も伺っております。 

  最後１点、職員の研修でございますけれども、ご質問にありましたとおり、これまで広報

を経験したことがない職員が、今、つくっておりますけれども、昨年度は研修のほうは実施

いたしませんでしたが、今年度、６月に３日間の研修を総合事務組合でございましたので、

そこで３日間の研修を受講してまいりました。内容につきましては、基本的な広報の事項で

すとか、企画あるいはレイアウトまた写真の撮り方、どうしてもまたこういうことは避けた
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ほうがいいとか、そういういろいろノウハウがございますので、そういうものを研修を受け

てもらって、勉強してきてもらいました。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） ほかにございますか。 

（「関連」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） 11番野中眞弓君。 

○１１番（野中眞弓君） 見てわかりやすいのは当たり前なんですけれども、何を町民に伝え

るのか、どんな町民になってほしいのか、町民にこれはわかっていただきたいということが

一番大事なんじゃないかと思うんです。 

  ずっと見てみますと、大多喜町の広報って、こういうことがありましたという事後報告が

圧倒的に多くて、町民にこんなことをやってもらいたい、こうなってもらいたい、こういう

ところに意識を持ってもらいたい、あるいは、町としてはこういう事業をこれからしますけ

れどもこれはこうですよと、わかりやすく町のやりたいことをわかってもらう、そういう記

事がない。それから、近々の行事については、インフォメーションだとか何とかとちょっと

あるんだけれども、そこのところはもうぎゅっと詰まっていて読みづらい。見てみると、こ

れＰＴＡだよりじゃないのと思うようなところが、もう何回もあるわけです。そういう面で、

広報というのは、本当に役場の顔と脳みそだと思うんです。 

  そこの広報発行の体制、組んだりなんかするのは個人でもいいんでしょうけれども、中身

とか、そういうことについては、複数で当たって三人寄れば文殊の知恵と言います。そうい

う体制をつくって町民に的確な情報を提供する。そして、行政も頑張るけれども町民にも頑

張ってもらう。町長いわく、選挙のときのキャンペーン見たって、町民との協働というよう

なことおっしゃったと思いますけれども、広報こそが町民と町政を結ぶパイプだと思うんで

す。そこの観点がないのではないかなということを常々感じております。 

  それで、400万近くとれる予算があるのだから、必要に応じてページ数もふやし、町民か

ら本当に歓迎される、広報を読めば賢くなると、大多喜町民として賢くなるような広報おお

たきにしていただきたいと思うんですがどうでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 総務課長。 

○総務課長（加曽利英男君） 何点か質問ございましたけれども、まず１点目、その行事が間

近に迫っているということですが、これは、広報がやはり１カ月に１回ということなので、

これはある程度、やむを得ないといいますか、そういう状況になってしまうのかなというふ
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うに思っております。 

  あと職員につきましては、これはずっと以前からですが、職員１人体制で実施をしており

まして、そのほかに係長、また、同じ係の職員がサポートするというような形で、中にはた

まにその誤字ということもありますけれども、できるだけそういうことがないように、チェ

ックはしております。 

  あと、内容につきましては、今年度から少し方針を変えまして、昨年度実施しました総合

計画を作成する段階での住民公聴会で、いろいろ町がいろいろな施策をしていても、なかな

か町民の方に伝わっていないというようなご意見も多かったということで、今年度から、町

が力を入れているものを紹介していこうということで、例えば、子育てですね、英語の授業

ですとか、介護教室とか、男女協働参画、またその産業にかかわるもの、例えば、猪の有害

鳥獣の対策ですとか、あと環境保全、あと学童保育ですとか、出産祝い金、赤ちゃんの計測

会とか、そういうものをシリーズを組んで、これまで４月から実施をしてまいりました。 

  今後も、こういう町の特に重要な施策、またこれから力を入れていかなければいけないも

のにつきまして、広報に掲載して、できるだけそういうものを最初のページのほうに持って

くるというようなことで、改善をしていきたいというふうに考えております。 

○議長（志関武良夫君） ほかにございますか。 

  ７番小髙芳一君。 

○７番（小髙芳一君） まず、今の質問時間は、歳入だけということでよろしいですね。 

○議長（志関武良夫君） 一般会計の歳入全般と歳出では、議会費と総務費です。 

○７番（小髙芳一君） はい、わかりました。 

  43ページです。 

  寄附金のふるさと納税についてお伺いをしたいと思います。 

  ふるさと納税の目的でありますけれども、26年と27年では寄附目的が変わっているようで

ありますけれども、これ、26年の決算でありますけれども、変わった理由、そして寄附目的

はどのように決定をされているのか、その決定の基準を説明をいただきたいと思います。 

○議長（志関武良夫君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（西郡栄一君） ふるさと納税の26年の途中で変わった理由でよろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○企画財政課長（西郡栄一君） まず１点は、返礼品を新たに加えたということでございま

す。 
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  これは、ふるさと納税の全般的な制度として返礼品を行っているというのと、それと、ご

質問は、支出する目的を変えたという、支出というか、ふるさと納税で入ってきたものをど

のように使うかということでよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○企画財政課長（西郡栄一君） わかりました。 

  その使用につきましては、今まで、多岐にわたっておりました。いろいろな「美しく快適

なおおたき」を目指すですとか、総合計画にある程度基づいたようなものになっておりまし

たけれども、非常に漠然としていると。本来であれば、一件一件で寄附をもらってもいいん

じゃないかということで、ことしになりまして、高速バスの運行と面白峡の遊歩道という

ことに力を入れて、その２点について寄附をいただきたいということで周知をしておりま

す。 

  ただ、その２件につきましても、寄附する方が選択することができますので、町にお任せ

しますというものが今現在は大多数を占めているようなところでございます。 

○議長（志関武良夫君） ７番小髙芳一君。 

○７番（小髙芳一君） その寄附の目的が、今言われたのは、27年度から２つの目的に沿って

という話でしたよね、寄附をする側が。その前は、幾つか５つぐらいの項目がありましたけ

れども、この寄附をしてもらうための目的そのものをどういうプロセスで決めたのかという

ことをお尋ねしたんですけれども。 

○議長（志関武良夫君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（西郡栄一君） この使用につきましては、規則で定めております。 

  高速バスの運行と面白峡の遊歩道も、決算上は入ってきていると、26年度の中途で改正し

てございます。 

  それで、この変え方ですけれども、これはあくまでも規則ということで、町長がこの２件

に絞るんだということで変えたものでございます。 

○議長（志関武良夫君） ほかにいかがですか。 

  ７番小髙芳一君。 

○７番（小髙芳一君） ふるさと納税という部分の本来の、この制度ができた趣旨というもの

から考えて、今現実には本当に返礼品ということで、それを目的にということで、今、進ん

でおりますけれども、本来のふるさと納税ができた経緯といいますか、市町村にそれぞれふ

るさとに寄附をして、このそれぞれのふるさと頑張ってくださいというような意味でという
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ことなんですけれども、そういうことからすると、ふるさと納税の趣旨そのものに沿った寄

附使途でなければいけないというふうに思っているんですけれども、それは、今までの26年

には、それはかなりいろいろな部分で、少しですけれども使われましたよね、学校でも、い

ろんな部分でも。 

  そういうふるさと本来の目的そのものがある中で、ここの２つに絞るという部分というの

は、どうなんでしょうかということでちょっとお尋ねをしたんですけれども。 

○議長（志関武良夫君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（西郡栄一君） 一つは、ふるさと納税と言われるように、要は、住民票をこ

こに置いていなくても納税ができるということでの一つの目的だと思います。 

  納税という本来のことを考えみますと、私たちも当然、町に納税しておりますけれども、

その使途については、ある程度、その予算の中で配分されているというようなことでござい

ます。ですから、本来、この寄附を必ず指定しなくちゃいけないのかというと、決してそん

なことはないのではないかなというふうに考えております。 

  ですから、これあくまでもこの２件で今回は、高速バスと面白峡の遊歩道ということで規

定しておりますけれども、それ以外については、町長がまちづくりに必要と認められるもの

に充てられるということでございますので、そういう形で運用をしているところでございま

す。 

○議長（志関武良夫君） ほかにございますか。 

  １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） 先ほどの野中さんの広報おおたきの発行事業の件のあれなんですけれ

ども、ページ59ページですかね、あの、広報おおたきはやっぱり野中さん言ったように、町

民とをつなぐ大変重要な情報の手段だと思います。 

  広報おおたき担当者の方がいて、毎日のように、多分取材、いろんなところに行っている

と思います。広報おおたき月１回です。ただ、一般の新聞は、毎日出ていますよね。それで、

広報おおたきで情報を知ることもあるけれども、一般紙で大多喜町がこういったことをやっ

ているんだという情報を知ることもたくさんあると思います。ですから、取材に行ったその

内容を報道機関にもこう流すことによって、この広報おおたきが果たそうとしている役割が

ますます高まるんじゃなかろうかと思いますけれども、その辺の報道機関に対する情報の発

信というのはどのようになっていますでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 総務課長。 



－274－ 

○総務課長（加曽利英男君） それではお答えしますけれども、いろいろな事業、大きな事業

ですけれども、そういう事業がありますと、例えば、大手の新聞社ですとか、地元紙とか、

それを決めてあるんですが、そこに一斉にファクスを送ります。それで、何月何日にどうい

う事業がありますというようなことを、関係する場所にお知らせします。場合によっては、

テレビ局等にも流しますけれども、それを一斉にファクスをしてお知らせをして、できれば

取材に来ていただくというようなことをいたします。 

  そしてどうしても、取材に当日来られなくて情報を提供してくれというような新聞社もご

ざいますので、そういう場合には、広報係で撮った写真を、データを送りまして、内容を簡

潔に記載して提供している。そういうこともございます。 

○議長（志関武良夫君） １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） 何日か前に、新聞記者の方とお話しさせていただきました。その際、

周辺、いすみ市さんとか勝浦市さんに比べて、大多喜町の情報量が大変少ないと、極端なこ

と言うと、いすみ市は毎日のように10通も20通も情報が流れてくるそうです。大多喜町につ

いては、情報量が少ないんで流すことができないと、新聞社としては、当然、均等に、一つ

の市町村に偏ることなく均等にやりたいんだけれども、大多喜町の情報が少ないんで何とか

ならないのかという要望をお聞きしました。 

  いかがでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 総務課長。 

○総務課長（加曽利英男君） いすみ市と比べまして、いろいろ人口とか、地域とか、そうい

う人口が少ない、また地域が広い狭いとかいろいろあるかと思うんですけれども、あと、そ

の例えばですが、我々が考えているのは、新聞に掲載するというと、かなりの大きな事業を

想定しているんですが、いるんですけれども、例えば、いすみ市が毎日のようにあるという

ことになると、本当に日常的なイベントも送っているのかなという気がしますので、その辺

は、大多喜町が少しその遠慮し過ぎというようなことであれば、また情報を聞いて、どの程

度の情報までいいのかというようなことも聞いて、発信もすることも考えてみたいというふ

うに考えております。 

○議長（志関武良夫君） １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） 新聞社の方に聞きますと、情報を発信いただいて、正直、全部これを

記事にすることはできないと、しかし、そのときの新聞のスペースのあきぐあいとか、ニュ

ースがないとき、いわば極端な話、あしたやったことでも、１週間後、10日後とか、流すこ
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とは可能ですよと。 

  ただ、情報がないと、やっぱり取材にも来られないということですので、広報おおたきの

発行事業の目的を果たすためには、いろんな面で、いろんなことを、それは今回とは違いま

すけれども、４月からの広報おおたきの何かＣＤで作成して貸し出してちょっと不自由な方

にも何か、聞いてもうらおうというんですかね、そういった取り組みもやっていると思いま

すんで、改めて、いろんなことを考えて、広報おおたきの果たす役割を高めていただければ

と思いますけれども、いかがでしょう。 

○議長（志関武良夫君） 総務課長。 

○総務課長（加曽利英男君） 広報おおたきの果たす役割を高めていくというのは、本当に重

要なことだと思いますので、そういうことは全く異存ございませんので、できるだけの努力

をしたいというふうに考えております。 

○議長（志関武良夫君） ほかにございますか。 

  ８番渡邉泰宣君。 

○８番（渡邉泰宣君） ページ30の項６ですか、総務費国庫補助金の中の区分の４の地域活性

化・効果実感臨時交付金という項目がありますが、この辺については、具体的にどのような

ものに使うのか伺いたいと思います。 

○議長（志関武良夫君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（西郡栄一君） それは、事業の使途先でよろしいですか。使った先でよろし

いでしょうか。 

（「事業の内容です」の声あり） 

○企画財政課長（西郡栄一君） 内容ですね、わかりました。 

  このものにつきましては、農業基盤整備促進事業、翌年度に、前年度から繰り越してきた

分、それと町道の維持管理事業、道路ストック調査業務にそれぞれ充当しております。 

  町道維持管理事業の道路ストック調査業務、それが対象事業費としては、3,133万7,000円

ございますけれども、そのうちの交付金として449万6,000円を充当しております。残りにつ

きましては、先ほど言いましたが、農業基盤整備促進事業に103万9,000円を充当しておりま

す。 

○議長（志関武良夫君） よろしいですか。 

  はい、ほかにございますか。 

  ８番渡邉泰宣君。 
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○８番（渡邉泰宣君） 31ページの中の、総務費の国庫補助で、農業基盤整備に使うというこ

とであったので、具体的にはどのような使い方をするのかお伺いします。 

○議長（志関武良夫君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（野村一夫君） 農業基盤整備促進事業ですが、これは、暗渠排水工事やりま

したので、これ16.2ヘクタールと、あと、平塚と黒原の揚水機場の改修工事のほうに充てて

あります。 

○議長（志関武良夫君） よろしいですか。 

  ほかにございますか。 

  １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） 決算書の49ページの雑入ですかね、雑入の中の自動販売機の手数料と

かいろいろ上がっています。それで、多分これ、大多喜町、自動販売機がいろんなところに

設置されていると思います。多分これは、各課でそれぞれに対応しているのかなと。管理と

かやっていると思いますけれども、その項目が、何か決算書に書かれている項目が設置手数

料という項目で、環境課と海洋センター、設置料ということで中央公民館、電気使用料とい

うことで本庁舎と防災倉庫ですかね、電気料という項目で海洋センターと商工観光、売り上

げ手数料という項目で商工観光、これはなぜこんなにばらばらな項目になっているんでしょ

うか。 

  それで、何が何に含まれているのか、これだけ見るとよくわからない。これ、なぜ、こん

なばらばらに各課で、設置手数料というのは、当然、みんな設置手数料あるわけでしょうか

ら、これ各課で全部設置手数料という項目で上げるべきじゃないですか、電気料についても。

なぜ、こんなばらばらな項目になって、わかりづらくしているんでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（西郡栄一君） ご指摘のとおり、自動販売機を設置してあって、その設置料

等でございます。 

  いろいろなところでそれぞれ個別になっているので、非常に見づらい決算となって、その

辺は申しわけなく思っておりますけれども、一つは、電気料相当を本来もらうというような

こともございます。それと、それらに基づいて、ほかにも、中には、どうしてもここに置き

たいからということで、電気料以外に設置の使用料条例に基づいた面積案分でもらっている

ものもございますし、例えば、屋外に置いてあるものについては、そういったものはなくて、

電気料だけでもいいですよというようなものもございます。 
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  今回、全部ばらばらにこう上げてあるので、一時、まとめて全部上げたこともあるんです

けれども、なるべく各課いろいろなところでこのぐらいありますよということで、それぞれ

別にさせていただきましたけれども、表現につきましては、もう少し検討して、来年当たり

は見やすくなるようになれば、皆さんもわかりやすいのかなというふうに思います。 

○議長（志関武良夫君） １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） ぜひ、わかりやすい表示にしていただければと思います。 

  それと、これ多分、手数料というのは、置いてあるだけで何パーセントかの手数料をもら

うのと、あと、売り上げに応じて何パーセントかの手数料を取るという二本立てだと思いま

すけれども、これだと、どこの課が、いやどこに置いてあるのが何パーセントとって、何か、

ちょっと聞くと、あるところは５パーセント、あるところは10パーセント、何か、同じ町で

置いてあるのに手数料がパーセントが違うということもちょっとお聞きしたんですけれども、

これはできるだけ同じ町で置いてあるのであれば、統一すべきではなかろうかと思いますけ

れども、その辺が、基準というか、規則というか、何に基づいてこれは、各課で勝手に決め

ているわけじゃないと思うんですよね。当然、自動販売機を置くについては、町の敷地に置

いてあるので、ある程度の基準に基づいてやるべきだと思いますけれども、その辺はどうな

っていますか。 

○議長（志関武良夫君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（西郡栄一君） 建物の中に、設置してあるものについては、本来、建物のそ

の１平米当たりの単価とか、そういうものを出して算出しますので、それは当然のようにい

ただいております。それと電気料、はっきりとしているものについては、全部、別の料金と

いうことで電気はもらっております。 

  それと、１本当たり幾らかというようなものもございます。これについては、非常にサー

ビス的なもの、利便性を図るために置いてあるんだというものもございます。それは、住民

のための利便性を図るために置いてありますよというものもございます。そうすると、値段

の関係で、値段が高くても町のものになります。あるいは、町民の方にするためにもっと安

くしても置けますよというもので、いろいろな条件によって異なってくる場合がございます。 

  それと、例えば、海洋センターなんかですと、やはり置きたがる業者さんも非常に多いと

いうようなことで、それぞれに応じて、やはりその辺のマージンといいましょうか、その辺

は設定できるんじゃないかなと、特に決まりはなくて、こちらである程度、一番高い業者さ

んというような選定ができるんではないかなというふうには思っておりますけれども。 
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○議長（志関武良夫君） １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） ちょっと少し抜けて、やっぱり規則というか、何か要綱とか、何かそ

れに基づいてやらないと、お金取るわけですから、各課で勝手に業者と話し合って、幾らに

するんだよということではないと思うんです。逆に、そうだとおかしいと思うんですよ。 

  ですから、何かの規則とか要綱とかをつくって、ある程度、統一性を持たせて、それに全

部当てはめることはできないかもわからないと思いますけれども、その辺は、何か一筆、そ

のよくあるのは、その他町長が認めればいいとか何とかって項目をつくりますよね。だから、

その辺の、要は、要綱なり規則なり、お金を手数料を取るんですから、何かしっかりしたも

のがないといけないんではないかとか、その辺はあるんでしょうか。何に基づいて決めてい

るのか、あるのかないのか。 

○議長（志関武良夫君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（西郡栄一君） 原則的には、行政財産の使用料条例に基づいていますので、

土地をその分、建物をその分、お貸ししますよというのであれば、これは基準はもちろんご

ざいます。 

  あとは、先ほど言いましたように、利便性というものをどのように考えるかだと思うんで

す。Ｗｉ－Ｆｉだとかを設置する、今回Ｗｉ－Ｆｉを設置していますけれども、そのＷｉ－

Ｆｉを使えるようにするために、そういう例えば、電気料以外は町には入れませんよとか、

そういう条件もついて、それでＷｉ－Ｆｉを設置できるとか、そういうものもございます。 

  ですから、あえて規則とか、要綱とかで定めるというよりも、その都度、その都度、比較、

決定していくことがある程度必要なんではないかなと、ですからそれについては、各課のほ

うで起案を、それぞれ比較した起案をして、それで町長が最終的に決定すると。そういう形

で処理しております。 

○議長（志関武良夫君） よろしいですか。 

  ９番吉野僖一君。 

○９番（吉野僖一君） すみません、今の件ですけれども、この備考の中で、こういっぱいい

ろんな課でもって、そういう設置してあるので、この備考の中で、自動販売機、項目１カ所

にまとめてくださいよ。これ、相当飛んでいるし、それを、今、質問していると思うんで、

もっとわかりやすいように備考の中に、その自動販売機のあれを項目、会計監査の人もこれ

大変だと思うんだよね、あちこち飛んでいて、そういうことで、わかりやすく備考の中に自

動販売機なら自動販売機の項目を割り当ててくれれば一括で見られるんで、こう飛んでいる
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から見づらいということもあるから、そういう点、よろしくお願いします。 

○議長（志関武良夫君） よろしいですか。答弁要りますか。いいですか、はい。 

  ほかにございますか。 

  11番野中眞弓君。 

○１１番（野中眞弓君） 65ページです。 

  地域情報通信基盤維持管理事業と、それからちょっとページ不確かなんですが、財産貸し

付けのところで、光ファイバーケーブル貸付収入というのがあります。 

  これは、プラス・マイナスで一体の事業として考えたいと思っています。というのは、光

ファイバーケーブルを数年前に大変なお金をかけて整備をして、町のものとして整備をしま

した。それをＮＴＴに貸し付けて、ＮＴＴが光回線の事業を展開しているわけです。加入件

数もふえて恩恵はこうむっているんですが、この光ファイバー事業というのは、しょせん民

間企業の営業なんだと、私は思っております。 

  田舎でなくて都市部の人口密集地においては、もういち早くＮＴＴは自分のお金で回線を

整備して、どんどんこう仕事をしていたわけです。田舎のほうの投資のかかる部分について

は、国に費用を出させて、自分たちはその投資なしで、この事業を、営業活動を展開してい

るわけです。 

  そういうこう前提で考えると、あの何か非常に腹立たしいというか、腹立たしい思いがあ

ります。民間の営業活動に対して、税金を、多額の税金をつぎ込むと。 

  今回、26年度事業に対して、町はこの光回線を維持するために1,380万円のお金を使いま

した。それに対して、貸付収入、使用料をＮＴＴは1,251万円払いました。そうすると、町

としてはほぼ130万円の損失をこうむっています。 

  予算レベルで考えますと、予算レベルですと、貸付収入が1,135万、維持管理費が1,065万

で74万円弱の収入があるはずでした。あるはずの収入がなくて、出ていったわけですから、

帳簿上は町としては、約200万円のお金が見込み違いであるわけです。その分、予算がない

とかっていうふうにしわ寄せが、これ一般財源だと思うんですね、この予算書なんかを見て

みると。ほかにしわ寄せが行くわけです。 

  その賃料、どうして支出がふえたのかということが１点と、賃料について、ハプニングが

あった場合でも、町としてプラスになるような、あるいは、損失を得ないような賃料設定と

いうものはできないだろうか。今、どういう賃料設定をしているのか伺いたいと思います。 

○議長（志関武良夫君） 質疑中ですが、ここでしばらく休憩をとります。15分からの開会と
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します。 

（午前１１時０５分） 

───────────────────────────────────────────────── 

○議長（志関武良夫君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１１時１４分） 

───────────────────────────────────────────────── 

○議長（志関武良夫君） 先ほどの野中眞弓君の質問に対し、答弁をお願いします。 

  企画財政課長。 

○企画財政課長（西郡栄一君） それでは、地域情報通信基盤維持管理事業、65ページでござ

いますけれども、これについて、まず初めに、賃料のほうなんですけれども、ＮＴＴに貸し

てあるものですね、これにつきましては１件18円、それに、加入日数、それと消費税を掛け

たものでございます。 

  それで、今回の決算では、ご指摘のとおり、事業費で1,380万9,528円と、それと、歳入の

ほうですね、1,251万1,389円、それと、あと雪害とかで、保険の対象になったものがござい

ますので、それが、このページでいくと47ページ、歳入のほうの47ページの下から12行目で

すかね。 

  公有建物災害共済金というのがございます。 

  この169万6,100円の中に２回入っておりまして、４万2,000円と106万9,005円ということ

で、２回その保険で対象になったものがございます。 

  それを入れても、現実的には、議員さんおっしゃったように26年度では18万7,134円がマ

イナスということになります。仮にそれを収入として見た場合ですね。歳出に対する補塡と

いうことで見ればなんですけれども、それで、今回の主にふえた理由というのが、やはりあ

の雪害と、それともう１件ございまして、ＮＴＴ柱の中に、内部入水等の影響で腐食が進み

やすい鉄筋を用いた電柱があるということで、その総点検をＮＴＴで実施して、その安全対

策を図りたいということで、その本数が、うちのほうで確認しただけで28本程度含まれてお

ります。全部で、これ82本電柱を直したんですが、それらもございまして、今年度について

は、26年度については、金額のほうが、歳出のほうが上回ってしまったというようなことで

ございます。 

  その金額につきましては、この地域情報通信基盤維持管理事業、65ページにございますけ

れども、一番最初に委託料で入っているこの481万4,640円、これがいろいろな電柱の移転と
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か、そういうところにかかった経費ということで、ここの部分が通常の管理費プラスアルフ

ァというようなことでございます。 

  それ以降のものについては、約899万5,000円、900万弱あるんですけれども、これについ

ては、定例的な管理に係る費用だということで、今回につきましては、この地域情報通信基

盤設備保守委託料、これの移転する対象の電柱が多かったということで、先ほど言ったよう

な理由でございますので、ご説明させていただきます。 

○議長（志関武良夫君） ほかにございますか。 

  11番野中眞弓君。 

○１１番（野中眞弓君） この直した電柱は、持ち物はどこですか。町の持ち物で、電柱はあ

りましたっけ。 

  それが１点と、その保険金の戻りというのは、実は、25年度のこの分ですよね。だから、

今回の26年度の決算には影響ありませんよね。26年度の決算は、そのまま130万ほどの持ち

出しだということですよね。去年、25年度分の決算の議事録を読んで、課長は、これだけ持

ち出しがあるけれども、雪害のときの保険で戻ってくるから、ほぼ25年度は損失は、持ち出

しはないことになるというようなことをおっしゃっていますよね。 

  そして、ああ、電柱か……これ町が持っていても、町独自で事業を展開できるわけではな

いので、これから先、やっぱり架線が切れるとか、そういうことって、今までよりももっと

頻繁に起き得ると思うんです。そういうときに、都市部だったら、みんなＮＴＴなり、その

会社が修繕費を出すわけですから、もうけの中からね。 

  これをもう全部、全面的に、こう修理代も含めて委託してしまうとか、あるいは、売り払

ってしまうとか、マイナスの何かしわ寄せが、こう町税に来ないような、そういうことって

これから先できないのでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（西郡栄一君） １点目のＮＴＴ柱につきましては、もちろんＮＴＴが持って

いるものでございますので、それに共架しているということになります。 

  それと、先ほどの雪害の関係ですけれども、雪害のほうで、去年、直した分ももちろんご

ざいます、25年度に発生したやつですから。それで26年度も発生した分がございます。です

から、議員さんおっしゃるように、全額ではないんですけれども、その一部分については今

年度の分もあると、決算だけの対比で先ほどお話しさせていただいたものでございます。 

  やはり、結構今回は、この支出がかかっているということでございますけれども、今後の
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ことについては、非常に難しい面もあろうかと思いますけれども、一つは、これ、国の政策

で行ったものだと思っております。国がそういう方針を出して、地方にこういう形でやって

くれというようなことだと思います。なかなか地方に行くと、生産性がとれない、採算がと

れないということで、こういう形でというのだと思いますので、その差額分について、例え

ば、特別交付税で国に見てもらうとか、要求するとか、そういう対応はしていきたいなとい

うふうには考えております。 

  ただ、全部を、それを委託してできるかどうかというのは、そういう方式が本当にあるの

かどうかというのを、いろいろなところを参考にさせていただきたいというふうに思います。 

○議長（志関武良夫君） よろしいですか。 

  ほかにございますか。 

  １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） ページ55ページの備考欄の12節の役務費の保険料、これは多分、行政

連絡員の保険料、それで、ページ69ページのまた総合賠償保険事業というのが中段以降にあ

ります。それで、皆様ご存じのように、新丁地区のほうで奉仕作業中にちょっと痛ましい事

故がありまして、それで私も今まで無知だったんですけれども、いろいろ奉仕作業をやって

いるときの保険ってどうなっているのかなってちょっと調べさせていただいたんですけれど

も、ちょっとよくわからない面が、多いんで、今、役場のほうで、火災保険とか自動車保険

とかいろんな保険あると思いますけれども、人が、要は、職務中とか奉仕作業中に事故でけ

が等を負った場合に、どのような保険に入っていて、この保険は、どのようなことに適用に

なるのか。それが26年度、どこの項目でどういった保険が落とされているのか。 

  当然、職員の方が入る保険もあるでしょうし、だからその辺の何か適用の関係が、要はこ

ういった保険に入っていて、こういった保険はこういった人が対象になるよと。あと、当然、

建設屋さんのほうでも、資材を提供して、地元で奉仕作業をするといった作業もあるでしょ

うし、そういった場合は、こういったようになるんだよと。最終的にはケース・バイ・ケー

スで、当然、そのときによって金額とか内容とかによって違う面もあろうかと思いますけれ

ども、ある程度の基準があって、漏れがないのか。当然、各区でその都度、区で保険に入れ

ばいいんでしょうけれども、なかなか区のほうも負担が、要は、人口減少とか高齢化によっ

て、なかなか区費の運営もままならないところに来ています。 

  それで、この間の議会の答弁でも草刈り等については、大きなところは行政でやるけれど

も、小さいところについては、地元で、小さい道路とか、路線、級数の低い道路については、
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区とか皆さんでやってほしいというような答弁もあったように記憶しています。その辺は、

どのようになっているのか。 

○議長（志関武良夫君） 総務課長。 

○総務課長（加曽利英男君） それでは、保険のことということでよろしいかと思いますけれ

ども、まず、56ページの保険料ですが、これは、区長さんと区長代理の方が、その町の依頼

した業務、また、その管理下等であったものに対して、入院ですとか通院また後遺障害とか、

そういうものがあった場合に対する保険でございます。保険金でございます。 

  そのほかに、臨時職員等がけがをした場合、それは、一般管理費の総務費の共済費ですが、

同じページ55ページになりますが、そこの共済費の中で、労災等で手当てをするというよう

なことでございます。 

  あと、正規の職員ですと、これは当然、公務災害の対象になりますので、そういうもので

対応いたします。 

  それとあと、ボランティア活動といいますか、草刈り等、そういうもので入院とかされた

場合、それは、26年度と27年度で若干違いますが、26年度の場合は奉仕活動災害見舞金とい

うことで、今年度も同じですけれども、名称は同じですが、若干金額違いますけれども、そ

ういうもので対応いたしますが、ただ、要件がございまして、事前にその届け出をして、町

の町長の承認を得たボランティア活動、公共的活動というようなことになりますので、例え

ば、その神社の関係ですとか、お寺の関係、そういうものはご遠慮願っております。 

  主に、届け出の内容につきましては、町道の草刈りが圧倒的に多いということで、これは、

保険ではございませんで、町の要綱ですと、見舞金、お見舞いというような形で規定をして

おりまして、その規定に基づきまして、それぞれ金額が違いますけれども、通院の場合です

と、１万円から、あと、不幸にして亡くなられた場合、200万というような範囲で、それぞ

れの通院または入院、あるいは後遺障害そういうものに応じて、お見舞いをしております。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（西郡栄一君） それでは、69ページのほうの、総合賠償保険の関係でござい

ます。 

  こちらにつきましては、まず、賠償保険ということであれば、町が賠償の義務を負うもの、

これについては保険に入っております。身体賠償で１億、財物賠償で2,000万ということで

ございます。 
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  それと、先ほど総務課長のほうからお話のありました補償保険といたしまして、同額の保

険に入っております。そのほかに、個人情報の関係の漏えいの保険に１億円入っております。 

  内容は以上でございます。 

○議長（志関武良夫君） １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） これから、町のほうでもさかんに言っています協働のまちづくりを進

めるということで、今まで、町が行ってきた事業というんですか、作業をやっぱり町民に担

ってもらわないとなかなか難しい面が、今も来ているし、今後はますます来ると思うんです

ね。ですから、万が一、そういった場合の補償については、今のままではなくて、もっと充

実させるべきだと思いますけれども、この金額で十分だとお考えですか、それとも、もっと

今後は充実させるというお考えがありますか。 

○議長（志関武良夫君） 総務課長。 

○総務課長（加曽利英男君） 奉仕活動に関するものということでよろしいでしょうか。 

（「協働事業に、協働活動に伴って」の声あり） 

○総務課長（加曽利英男君） 先ほど申し上げましたけれども、総合賠償保険のほうで補塡は

されますが、町としては、今、お見舞金というような形で支出しておりますので、それが十

分かどうかということは、なかなか判断が難しいと思いますけれども、お見舞いですが、例

えば常識の範囲ですとか、世間一般、社会通念上、それが妥当かというようなことになるか

と思いますけれども、ちなみに、近隣の状況ですと、例えば、いすみ市と勝浦市はそういう

制度はないということです。細かいボランティア保険というのがほかにあるかどうかわかり

ませんが、とりあえず聞いた段階では、いすみ市、勝浦市はそういう見舞金制度はないとい

うことで、御宿町は、例えば、死亡ですと100万というのがあるということでございます。 

  そういうことから、近隣あるいは、その常識的な範囲から考えまして、それが十分と言え

るかどうかあれですが、見舞金としては、それなりの常識を逸脱した範囲ではないんではな

いかなというふうに思います。 

○議長（志関武良夫君） １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） さっきのときも言いましたけれども、これからますます役場の職員が

できないことを町民にやってもらわなくちゃいけないんだと思うんですよ。それは、皆さん

もよくわかっていると思うんですよ。ただ町民に、もっと公共的サービスを、今まで役場が

やってきたことをやれと、やってほしいという要望をするんであれば、かけ声だけではなく

て、そういった面も充実させていかないと、それいいんでしょうかね。それで果たして、協
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働のあれが進むんだろうか。 

  ぜひ、一生懸命ボランティア、ほとんどボランティアでやっているわけですから、保険だ

けではないと思いますけれども、そういう充実した内容のものを、ぜひ、検討してもらいた

いと思いますけれどもいかがでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 総務課長。 

○総務課長（加曽利英男君） 奉仕活動、今までですと、ほとんど先ほど申し上げましたが、

町道の草刈りが大半で、町道でいいますと、それも３級、４級町道ですとか、地元の本当に

特定の方が通る道路、私たちの地元もそうですけれども、そういう草刈りを行っているとい

うことで、それは地域の皆さんに、非常に大変な苦労をしてもらってやっているというふう

に考えております。 

  また、これを充実していくということですけれども、例えば、区によりますと独自で保険

に入っているという区もいろいろ聞きます。ですから、そういうことも一つの方法ではない

かなと思いますけれども、そうしますとまた、町の補助とか、そういうような形になってこ

ようかと思いますけれども、それにつきましては、今後いろいろな町の状況、町が全ての町

道、また、いわゆる赤道ですとか、そういうものの草刈り、全部、できるわけではありませ

んので、そういう状況も見ながら、どういう方法がいいか、一番適当であるか、また考えて

みたいというふうに思います。 

○議長（志関武良夫君） ほかにございますか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） ないようですので、以上で、款１議会費、款２総務費の質疑を終わ

ります。 

  次に、款３民生費、款４衛生費の質疑を行います。 

  なお、関連する歳入についても質疑を許します。 

  質疑はありますか。 

  １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） 青少年相談員の報酬というのはここでいいんですかね。 

（「はい」の声あり） 

○１番（根本年生君） ここでいいですか。 

  成果表の10ページの、決算書にも載っているんでしょうけれども、青少年相談員が現在22

名で、昨年度、26万1,000円で、１人当たり１万2,000円だよということであります。これ、
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１年間１万2,000円だということだと思います。 

  青少年相談員はいろんなところに出かけているというんですか、町の事業に参加して、い

ろんなことをやっていると思います。青少年相談員は、どのような要請というんですかね、

町のほうからこういったのがあるんで出てくれということで、要請して出るものなのか、自

発的に出るものなのか。年間１人何日ぐらいこれに、何かもうほとんど奉仕活動だと思いま

すけれども、出ているのか。それでこの１年間何日出るかわからないけれども１万2,000円

という額が、適当なのかどうか、１回出ると幾らという形になっているのか、その辺をお聞

かせください。 

○議長（志関武良夫君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（関 晴夫君） 青少年相談員の年間どのくらい出るか、また、どのような活

動をされていらっしゃるかと申しますと、まず活動のほうですけれども、青少年のつどい大

会、キックベースの大会、町大会を夏休みに入りますと実施しております。その前に、審判

講習会とか各地区に参りまして、キックベースのルール、あるいは子供たちにそういう指導

をしております。 

  そのほかにも、夜間の見回り等をやっていただいております。１人当たり、年間、どのく

らい出るかといいますと、大体５日、６日、その程度だというふうに認識しております。 

  それで、先ほど議員さんおっしゃられたように、年額で１万2,000円ということで、報酬

のほうをお支払いしておる状況ですが、これについては、年額ということで、１回幾らとか

ということではなくて、年額ということでお支払いしております。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） 青少年相談員の方、本当に一生懸命やってくださっていると思います。

多分、これ出ると、１時間２時間とかじゃなくて、大体半日ぐらい出ているんじゃなかろう

かと思うんです。ただ、他のいろんな審議会とかいろんなことで出る方の報酬に比べると、

どうなんですかと。あの暑い炎天下の中でも一日真っ黒になりながらやっていらっしゃいま

すよね。これをもうちょっと見直したほうがいいんじゃないかと思うんだけれども、その辺

はどうですか。 

○議長（志関武良夫君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（関 晴夫君） 確かに、夏場、暑い中、キックベースの大会等がございます

と、大汗を流してやっていただいております。ただ、県のほうで、歳入として１人当たり
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5,000円ですか、補助金をいただいております。町にそれに上乗せして、お支払しているわ

けですが、現在のところは、県下、大体この金額でやっておりますので、それと歩調を合わ

せてやっておるというのが現状でございます。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） 金額の面で難しいんであれば、一生懸命やっている方々、やっぱりこ

れも情報の発信じゃなかろうかと思いますけれども、皆さんを応援する意味でも、またいわ

ば、町民にこういった方々がこういうふうに一生懸命やっているということを、常日ごろ、

何か発信するような形をとっていただいて、皆さんを応援していただけるような体制をもっ

と充実していただければと思いますけれども、いかがでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（関 晴夫君） 今、議員さんがおっしゃられたように、大変なご苦労をされ

ております。事務局が中央公民館の中にございますので、事務局の職員も一緒になってやっ

ているわけですので、まずは今まで以上にまた協力しながらやっていきたいというふうに考

えております。 

○議長（志関武良夫君） ほかにございますか。 

  ないようですので、以上で、款３民生費、款４衛生費の質疑を終わります。 

  次に、款５農林水産業費、款６商工費、款７土木費の質疑を行います。 

  質疑はありますか。 

  10番山田久子君。 

○１０番（山田久子君） すみません。まず125ページ、商い資料館管理運営事業についてお

伺いさせていただきます。 

  現在、この商い資料館運営事業の具体的な事業内容を教えていただけますでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（野村一夫君） 商い資料館につきましては、シルバー人材センターに委託し

ておりまして、毎日、資料館のほうをあけております。 

  それと、夜間についてはセコムに委託しております。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） 10番山田久子君。 

○１０番（山田久子君） すみません、内容的なものをちょっと伺いたかったんですけれども、
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町の城下の本当にメーンの場所に、この商い資料館は、今、設置されているのではないかと

思っております。 

  若干の展示品がございまして、今、課長さんお話しいただきましたように、シルバー人材

センターの方がいていただいて、管理をしていただいているという状況ではないかと思うん

ですけれども、非常に、私は、この施設の取り扱いというか、この活用の仕方が、もっとほ

かの、もっと利便性のいい形で活用することができないのかというふうに思うわけなんです

けれども、町としては、この辺は何か、お考えがございますでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（野村一夫君） 今、先ほど申したとおり、シルバー人材センターの人に毎日

あけてもらっていますけれども、あと、お城まつり等で会場として使っております。 

  今後、そういう周辺の、街なみ整備事業等もありますので、有用な活用の方法について、

また考えていきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） 10番山田久子君。 

○１０番（山田久子君） ここの施設なんですけれども、そういった事業ができるのかどうか

ということもあるんですが、商い資料館という名前がついているのに商いがされていないと

いうか、商いとしてのそういった活用がされていない、商い資料館であるのであれば、そう

いった商いとしての、そういった資料に関するものとして、観光客の方も見えていただいて

おりますので、そういった視点での考え方が一つできないかということと、あと、城下を見

学をしてくださっている、また、見に来てくださっている方たちの中から、あそこの通りの

ところに、ちょっと坂にもなっておりますし、休むところがない、腰かけるところがないと

いうことで、もうちょっと休むところがあればいいのにというお声もいただいております。 

  千葉銀行の近くにおきまして、ちょっとお休みどころみたいな形で看板をかけていただい

ている方もいらっしゃいますけれども、この商い資料館の後ろのほうのお部屋ですとか、公

園的になっているところもあると思います。今、立入禁止みたいな、立入禁止というか駐車

禁止でしょうか、そういった形になっておりまして、ちょっと入りづらい、活用しづらい状

況になっております。 

  町民の皆様の中からは、商い資料館に、そのお湯などを提供していただいて、お茶などを

飲んでいただいて活用するようなことも考えられないのかというお声もいただいております。

その際に、経費がないということであるならば、お茶っ葉などは町民の皆様から寄附をして
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いただいたらどうなのというお声もいただいております。多分、各家庭の皆様には、それな

りに眠っているお茶っ葉があるんじゃないのという、ちょっとこういったご意見もいただい

ておりますけれども、町としてお考えとしてはいかがでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（野村一夫君） 商い資料館について、座るところ、ベンチというか座るとこ

ろについては、後ろのほうにもありますし、入り口のところも何人か座れるんじゃないかと

思います。 

  それと、そのお茶の提供ですけれども、これについては、ちょっと今のところは考えてい

ないんですけれども、そういうお茶を提供してもらえるとかということであれば、お湯とか

そういうものは提供できるんじゃないかと思います。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） ほかにございますか。 

  ７番小髙芳一君。 

○７番（小髙芳一君） 115ページです。農業振興費の一番上になります。被災農業者向けの

経営体育成支援事業の補助金でありますけれども、19件ということで伺っておりますけれど

も、実際に雪害で被害を受けた件数は何件でありましょうか。 

○議長（志関武良夫君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（野村一夫君） 実際に、受けた件数が、今ちょっと資料ないんですけれども、

この事業が19件ありまして、あとほかに材料の支給、100パーセント材料支給するという、

ハウスの支給をするというのが、それについては、県の協議会のほうから使用者に直接支払

われているんで、件数はわかりませんけれども、それと合わせてかなりの件数があると思い

ます。ちょっと件数については資料がございません。 

○議長（志関武良夫君） ７番小髙芳一君。 

○７番（小髙芳一君） 前もって、お願いしておけばよかったんでしょうけれども、実際に雪

害を受けて、支援を受けられなかった人、こういう人は、何人かおられると思うんですけれ

ども、こういうやはり補助率がいいやつで、実際に、それは申請を本人がしなかった部分も

あるだろうし、なかなか面倒だからという部分もあるんだろうけれども、どうも感じるのは、

こういう書類がそろっていないとだめですよというような、そういう感じがすごい受けるん

ですね。 

  少しでも多くの、被災をした、じゃハウスを再建しようよということであれば、できるだ
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け不都合があれば、規則があれば直してやるとか、やっぱり１人でも多く救ってあげようと

いうような、そういう態度といっては何ですけれども、そういう気持ちがやっぱりなさ過ぎ

る、いろんな申請をしても、これはもう、こう決まっているからだめだよというようなこと

ではなしに、じゃ、このだめなら、どこをどうしたらいいのか、少しでも支援をしてあげた

り、事業をうまくいくようにやってあげようというようなことがちょっとなさ過ぎるんで、

一応ちょっと質問したんですけれども、まして、こういう災害については、１人でも多く救

ってあげようという気持ちを、ぜひ持っていただきたいと思いますけれどもいかがでしょう

か。 

○議長（志関武良夫君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（野村一夫君） このハウス雪害に限らず、やはり農業者の立場に立って、そ

れなりにやっているつもりですけれども、足りなかったということで、何件かの人たちが、

この被災の中にも、受けられなかった方もいらっしゃいますけれども、今後は、農業者の立

場に立って考えていきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） ほかにございますか。 

  ８番渡邉泰宣君。 

○８番（渡邉泰宣君） ページで117ページの農業基盤整備促進事業繰越明許の中の節の15の

揚水ポンプ更新工事で、先ほどちょっと触れていたと思いますが、この工事について、多分、

老朽化した揚水ポンプの工事だと思うんですが、これは基準としてはどういうような基準で

工事をやっているのか伺います。 

○議長（志関武良夫君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（野村一夫君） これは、黒原については、もう昭和30年代の後半のポンプを

使っていまして、もう老朽化で動かないということで更新ということになりました。 

  また、平塚については、中山間地域総合整備事業で整備したんですけれども、何回か故障

しまして、うまく使えないということで現在も故障していたんで、要望により事業を実施し

ました。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） ８番渡邉泰宣君。 

○８番（渡邉泰宣君） それについては、全面的に、全額支給ということなんですか。それと

も、それが基準として何年ぐらいというか、そういう基準もあるんでしょうか。 
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○議長（志関武良夫君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（野村一夫君） 特に、その何年という基準はありませんけれども、県と見て

もらって、事業に該当するかしないか見てもらって、実施したものです。 

  特に、そのポンプの基準とか、もう実際壊れているんで、特にその基準、黒原みたいに何

年たっているからということではなくて、現場を県と見てもらって実施したものです。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） ８番渡邉泰宣君。 

○８番（渡邉泰宣君） 基準もいろいろあると思うんですが、例えば、営農組合とか、あるい

は、中山間整備でやって、ポンプ、これちっちゃいものなんですが、そういうものに対して

も、対象になるのかどうか。 

○議長（志関武良夫君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（野村一夫君） 多分、平沢の中山間地域総合整備事業で整備したものだと思

いますけれども、もう故障しているんであれば、それはまた、現地見て検討できるんじゃな

いかと思います。 

○議長（志関武良夫君） ほかにございますか。 

  １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） ページ127ページの節の13の委託料の公園等管理委託料なのか、ちょ

っと、項目よくわからないんだけれども、いすみ側の親水公園の管理費として、これこの支

出して、漁業協同組合に管理を委託していると思うんだけれども、この委託の内容が、どの

ような委託の内容で86万円という支出になっているのか。 

  正直言って、あそこ、もう川のほうは、多分、川の部分、通路と護岸があって川になって

いるんだけれども、川で護岸があるんですけれども、あの部分は、県の管理になるのかどう

か、その辺はわかりませんけれども、何か、86万円でいいのかな、委託料。うん、85万円で

いいということですけれども、これもっと県のほうが、最近、全然何か、以前は土がたまる

と結構掃除とかをしていたんだけれども、最近は何か、ほとんどやっていないような気がし

てならないんです。 

  町独自であそこ、きれいにしようと思って管理委託料を払っても、何か効果があるのかな

と、もっと県のほうに働きかけて、一緒にやっていかないと、何かあそこ、効果が出ている

のかなというふうに、非常に疑問に思うんですけれども、もっと効果が上がるように県のほ

うに働きかけるなりしてやったらどうですか。 
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○議長（志関武良夫君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（野村一夫君） この公園の管理事業につきましては、フィッシングパークと

いうことで草刈り、また、三口橋の下の遊歩道ありますね、それから、行徳橋のところの遊

歩道、あの、飛び石、ああいうところの河川のごみの除去などが主な管理費内容なんですけ

れども、何で町がやっているかというのは、ちょっといきさつはわからないんですけれども、

また聞いてみたいと思います。 

○議長（志関武良夫君） １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） その辺、よく調べていただいて、あとまた、委託の内容もよく精査し

ていただいて、そして、あそこへ行っても、果たしてこれで管理しているのかな、人が来て、

あそこで何か遊んでいるというか、公園で人が何かしているということも余り見受けられな

いんですよ。それで、なかなかあそこ、多分、施設つくるのに数億円の金を県のほうでかけ

てつくってあるはずなんです。 

  なかなかああいった施設、町でつくろうと思ってもつくれないわけですから、あそこをや

っぱり、今後、町民の方が利用するとともに、観光客もあそこで遊べるというんですかね、

何かそのためにも、委託料86万を有効に使うために、もっといろんな施策を考えていくべき

だと思いますけれどもどうでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（野村一夫君） その辺は、もう一回現地見て、考えてみたいと思います。 

○議長（志関武良夫君） ほかにございますか。 

  １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） 課長、現地見て考えてみたいということで終わることが多いんで、ぜ

ひ、実効性のあるものにしていただきたいと、だから、先の続きになるけれども、あそこが

もっと整備されていれば、あの痛ましい事故が起きなかったのかなという気もしてならない

んです。あそこ、川の対岸にも大きな木が生い茂ってすごい崖にもなっているし、やはりそ

れも含めて、ちょっと考えていただければと思います。 

○議長（志関武良夫君） ほかにございますか。 

  ８番渡邉泰宣君。 

○８番（渡邉泰宣君） ページは、成果説明書の20ページなんですが、道の駅のことについて

伺いたいんですが。管理とか、建物の所有者とかということで問題あると思いますが、トイ

レの手すりとかそういうものを要望されていると思うんですよね。その辺がまだ、進捗して
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いないので、どうなんでしょうか、今後、やる予定を持っているのかどうか、和式のほうの

トイレは、お年寄りが、老人の方が利用するとちょっと不便だということを聞いております

ので、その辺、どうでしょうかね。 

○議長（志関武良夫君） 建設課長。 

○建設課長（末吉昭男君） 道の駅の手すりですけれども、来年、今年度に県のほうで改修を

予定しておりますので、その中で検討させていただきたいと、また要望していきたいと思い

ます。 

○議長（志関武良夫君） ほかにございますか。 

  ８番渡邉泰宣君。 

○８番（渡邉泰宣君） 和式とそれから、じゃ、洋式のほうにも考えていただけるのかどうか、

今、和式が大体ですよね。だからその辺、洋式のほうにも改修を取り入れてもらえるのか。 

○議長（志関武良夫君） 建設課長。 

○建設課長（末吉昭男君） 細部につきまして、また、調整させていただきたいと思います。 

  よろしくお願いします。 

○議長（志関武良夫君） ほかにございますか。 

  １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） 成果表のページ18ページの産業まつりの関係で、産業まつり、ここ何

年か道の駅でやっていると思います。それで、シャトルバスが確か大多喜駅から出ています。

公民館バスを利用しているということです。大多喜駅からその道の駅に行くシャトルバスに

ついては、何便あって、何人ぐらい利用しているのか。 

  それと、道の駅で産業まつりをやることは大いに結構だと思いますけれども、同じ、たし

か去年は同じ日に中央公民館のほうの文化祭、文化団体のあれがありまして、そこにもいろ

んな催し物の方がボランティアで出ていただいた。 

  それで、道の駅のところに出店している方々でも、あそこは大概、町民の方というより、

ほかの、他県の方とか、遠くの方が多いと思うんですね。そこで出ているイベントの中で、

記憶だと、税の関係で税を知る週間とか、税の関係とか、商工会さんとか、何かいろんな配

りものしたり、あと、自動車工業会のほうでも安全性について何かいろんな実験してみたり、

パンフレット配ったりしていると思うんですね。 

  果たして、あそこに出てやるより、町民の方に知ってもらい……大多喜町のことを他県の

方に知ってもらって産業を高めようという業種はあそこでいいかもわからないけれども、逆
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に、大多喜町の町民に知ってもらいたいというんですかね、そういった出店者の方は、ほか

の、仮にですよ、中央公民館の駐車場とかでいろいろやっていますから、そこで出てもらっ

て、町民の方にいろんなＰＲをしてもらってやるという方法が、産業まつりの効果をより高

めるんじゃなかろうかと思いますけれども、いかがでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（野村一夫君） バスについては、６便、駅前と公民館と道の駅を６便出して

います。 

  それで、ニーズについてはちょっと資料がないんでわかんないんですけれども、あと、出

店者については、一応、希望をとって取りまとめてやっているんで、出店者の希望で出して

いるということになります。 

○議長（志関武良夫君） １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） すみません。じゃ、まず、人数のほうを多分把握は、せっかく走らせ

るわけですから、把握はしていると思いますので、後でいいんで、人数は何人だということ

は教えてください。 

  それと、先ほど、出店者の希望によってということですけれども、産業まつりをやるから

そこに出店してくれということで要望している場合と、趣旨を説明して、いや、自分のとこ

ろはそこじゃなくてこっちのほうがいいよという、産業まつりに参加したいと思えばそこに

行くしかないんだけれども、何か、その辺のところの趣旨をもう少し説明して、正直申しわ

けないけれども、ちょっと出店している方に聞くと、果たして、自分たちの業種があそこで

いいのかと。ただ、町の要請があって、にぎやかし、何店も出店者がなければ産業まつり、

成り立ちませんから、そういう人たちは、無理して行っているところもあるのかなって、果

たして、私たちがここでいいのかなって思いしながら、町のためにということで行っている

方もいるんではなかろうかと思いますけれども、その辺をもう一度精査してみたらどうなん

でしょうかね。 

○議長（志関武良夫君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（野村一夫君） ことしは、もう実行委員会開いて、同じ場所でやるというこ

とですけれども、また反省会等がありますので、またそういうところで聞いてみたいと思い

ます。 

○議長（志関武良夫君） ほかにございますか。 

  ９番吉野僖一君。 
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○９番（吉野僖一君） 127ページで、観光費の中で観光施設管理事業、その中、清掃管理業

務委託料115万4,220円、これは、主な内容と、中野駅のトイレのこともこれには入っていま

すか。 

○議長（志関武良夫君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（野村一夫君） これは、町内の公衆トイレ９カ所の清掃管理で、中野駅が入

っているかどうかというのは確認しないとわかりません。すみません。 

○議長（志関武良夫君） ９番吉野僖一君。 

○９番（吉野僖一君） すぐまた連休があるんですけれども、中野駅のトイレの管理を、ほか

の地区はみんなトイレ結構やっているんですけれども、中野駅はやはり拠点でありますので、

できるだけまめに、というのは、大体詰まってトイレが使えなくなると、うちに借りに来る

んですよね。 

  大体それで役場へ連絡してということであるんですけれども、初め、自分が議員になった

ときに、トイレのドアが内側にこう開いて、中に随分入りづらいかと、それ改善してありま

すか。最近ちょっと確認していないんだけれども。普通は手前にドアがあいて中にスムーズ

に入れるんだけれども、初めできたときにドアが内側、便器の上を通って、中にちょっと入

りづらいんですよね。だからその辺、多分、昔のままだと思うんだけれども、その辺も、今

後、よく現場を見て、使いやすいようにしてもらいたいと思います。 

  それと、あと最近、その便座も座ってできるような、そういう身体障害者の対応もしてほ

しいというか、また、予算で動いていますんで、その辺、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（志関武良夫君） 答弁いいですか。 

○９番（吉野僖一君） お願いします。 

○議長（志関武良夫君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（野村一夫君） それについては、現地を確認して見ておきます。 

○議長（志関武良夫君） ほかにございますか。 

  １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） ページ135ページの町道維持管理事業の賃金のところです。 

  たしか工事関係、この賃金は、工事維持管理ですかね、維持工事のために６人、あと、草

刈りに８人、合計14名で賃金が1,065万円。これ、工事関係の方が年間大体何日ぐらい出て、

多分、工事関係の方がほとんど出ているような気がするんですけれども、草刈りの方は年間

何日ぐらい出ていて、どのような内訳になっているのか教えてください。 
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○議長（志関武良夫君） 建設課長。 

○建設課長（末吉昭男君） まず、維持で常用で来ていらっしゃる方なんですけれども、大体、

年間200日から230日ぐらいですね、１人。それで、草刈りのほうが、１人当たり大体37日ぐ

らいですか、平均しますと。１人当たり37日ぐらい出ております。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） それはそれで、それで常用の方と草刈りの方とも１日出ると、この賃

金ですよね。それで、草刈りの方は、草刈り機とか油とか、も持っていると思うんですけれ

ども、それは町の負担でやっているのか。それと、仮に草刈りを８人で大体37というと、１

人当たり、５回、５日ぐらいですかね。それで常用が200から230日で、じゃ、１人当たりの

金額と、それに伴う経費がどうなっているのか。 

○議長（志関武良夫君） 皆さんにちょっと申し上げます。 

  お昼の時間がちょっと過ぎておりますので、ここで質疑が続くようであれば、ここで休憩

をとりますけれどもいかがですか。 

  質疑があるようであれば、ここで休憩とります。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） いいですか。ありますか、ほかに。ないですか。 

  じゃ、根本君のあれだけ答えてください。 

  建設課長。 

○建設課長（末吉昭男君） まず、草刈りの、燃料とか刃は、町のほうで支給しております。

機械については、個人で提供していただいております。持ってきていただいて、燃料、刃は

町のほうで支給という形になります。ただし、機械代がちょっとはっきりしないんですけれ

ども、機械代を500円払っていたかどうかがちょっと確認ができないんですけれども、燃料

と刃については、町のほうで支給していております。その機械代は、後ほど、またお答えさ

せていただきます。 

  あと、賃金ですけれども…… 

○議長（志関武良夫君） 答弁も簡潔に。 

○建設課長（末吉昭男君） はい。 

  常用に関しましては、オペレーターが１万1,000円、あと、作業員につきましては7,300円

と7,900円でございます。それと、草刈りにつきましては、主任さんが7,200円で一般が
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6,900円になっております。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） 質疑の途中ですが、ここで休憩します。１時から質疑に入ります。 

（午後 零時０９分） 

───────────────────────────────────────────────── 

○議長（志関武良夫君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 零時５９分） 

───────────────────────────────────────────────── 

○議長（志関武良夫君） 休憩前に、根本君の質疑がありますので、継続させていただきます。 

  建設課長。 

○建設課長（末吉昭男君） 午前中、道路維持管理事業の中で、草刈りの関係で作業員のほう

に町のほうで支給しているものの中で、草刈り機のお話をちょっとさせていただいたんです

が、私のほうの勘違いで、草刈り機分については、町のほうでは支払いはしておりません。

作業員、出てくださる方の機械を使用させていただいている状態です。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） たしかシルバー人材センターに頼むときは、人件費プラス草刈り代金

を請求されますですよね。だから、それを見ると、何でそれを草刈り、自分の消耗品ですか

ら、多少補助してあげないとかわいそうじゃないかなという気がします。 

  それと、皆さん自分のトラックとかで、トラック、軽トラが多いですけれども、大多喜町

広いですから、遠くまで自分の車で行って、ガソリン代も補助してないのかということにな

ろうかと思います。その辺は見てやらないと。 

  それと、維持工事の関係で、何かちょっと聞きますと、今まで維持のほうは要請があると

Ｕ字溝を直したりとか、ちょっと舗装直したっていう工事を大多喜町一円やっているという

ことですけれども、ここのとこが何か、今もやっています造成工事、上瀑の造成工事とか、

あと今度、小沢又の駐車場の整備とか、いろいろ何かそのほかにもいろんな作業が出てきて

いると思われます。 

  ですから今後はこの人数でやっていくと、それでも町中の維持管理、町道のＵ字溝直すと

か、草刈りでも、本当にもう大変で、今聞くと、要請があっても１年後だよというみたいな

ことを言われています。この辺はもっと人数を充実させて、できるだけ町民の期待に応えら
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れるようにすべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 建設課長。 

○建設課長（末吉昭男君） 議員さんおっしゃるように、非常に要望が多くて、おくれている

ような状況があって大変申しわけないんですけれども、非常に維持管理がふえてきていると

いうことで、今いる人数で非常に手が回り切れないというのが本当に実情です。 

  もう少し、来年は、この後、もう少し充実させていければなというふうには考えてはいま

すので、できるだけ要望に応えられるような形で体制はつくりたいとは考えています。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） ほかにございますか。 

  産業振興課長。 

○産業振興課長（野村一夫君） 先ほどの根本議員の産業まつりのバスの利用者ですけれども、

全部で68人。始発が大多喜駅を９時半に出発しまして、最終便が大多喜駅を14時30分に出発

しまして、68人の方が利用しています。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） ほかにございますか。 

  ないようですので、以上で、款５農林水産業費、款６商工費、款７土木費の質疑を終わり

ます。 

  先ほど、答弁保留となっておりました税務住民課所管の滞納処理の関係ですが、説明をし

たい旨の申し出がありましたので、許可しました。説明お願いします。 

  税務住民課長。 

○税務住民課長（市原和男君） では、午前中、野中議員さんから質問のありました、まず法

人数の区分について、その数をご報告させていただきます。 

  まず分割の町内法人、本店の部、均等割のみの数、これが19法人、分割の町外本店の法人

数27法人、単独町内のみの事業所が137法人、合計で183法人でございます。 

  さらに、税割を納めておられる法人数、まず分割の町内本店の部分が６法人、分割の町外

本店の法人が50法人、町内のみのものが32法人、合計88法人。合計で271でございます。 

  それとあと、滞納関係というふうなことでご質問があった件でございますけれども、今現

在26年度末で、滞納処分をしておる件数というふうなことで、まず不動産の差し押さえが27

件、あと電話加入権が２件、合計29件でございます。 

  あと差し押さえしてある物件の換価と申しますか、競売の状態というふうなことでご説明
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をさせていただきます。 

  まず昨年度はあと２件、該当がございました。１件は配当がございませんでしたけれども、

もう１件、相続財産管理人制度を利用したもので、亡くなられましたけれども、相続人が相

続放棄等をして、固定資産税のちょっと納付者がいないというふうな方について、相続財産

の管理人制度を利用しまして、その物件について売買を行わせてもらいました。 

  売買価格が220万というふうなことで、それに伴ういろいろ手数料等が発生しております

ので、実際には町のほうに127万2,927円納入されております。これで、滞納分の本税分の税

金のほうに全て充当したというふうなことでございます。 

  過去にさかのぼりますと、平成25年につきましては、４件の滞納処分を実施しております。

これにつきましては、町のほうには配当はなかったということでございます。さらに、24年

につきましては、５件ほどの競売等の実施がありまして、その時には30万1,900円の配当が

ございました。 

  以上でございます。 

○議長（志関武良夫君） ご苦労さまでした。 

  次に、款８消防費、款９教育費、款10災害復旧費、款11公債費、款12予備費の質疑を行い

ます。 

  質疑はありませんか。 

  11番野中眞弓君。 

○１１番（野中眞弓君） 143ページ、地域防災費です。具体的な項目は、すみません、あり

ません。 

  １週間前に台風18号の影響で鬼怒川が氾濫して大変な被害が出ました。宮城県でも大きな

被害が出ています。避難勧告のことで、出さなかった、どうのということが今取り沙汰され

ています。大多喜でも最近雨が降って、大雨のやみそうなときになると大雨注意報が出てい

ますとか、洪水警報が出ていますとかと言って、聞いている方はちょっと遅いんだよねとか、

ああ、またかという感じで、真剣にこう聞かない気持ちが、私自身の中には生まれているな

というふうに自分で思います。 

  オオカミ少年ではありませんけれども、何か警報ってすごく出すの難しいと思うんですね。

だけれども、それが本当にいざというときになって効果がなくなったら、今までの頑張りが

全く水泡に帰してしまうし、重大な結果を招くしということで、避難勧告のこととか、警報

を出す基準とか、あるいは注意報が出ました、警報が出ました、指示が出ましたといっても、
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何か指示が一番軽いみたいな印象がなきにしもあらずで、住民がそういう警報の種類をきち

んと理解して動けるかとか、そういうことって、パーフェクトに、誰が担当になっても大多

喜町ではできるようになっているのかということを確認したいんです。 

  よろしくお願いします。 

○議長（志関武良夫君） 総務課長。 

○総務課長（加曽利英男君） それではお答えします。 

  まず警報に関しましては、これは町で出すということではございませんので、気象庁でい

ろいろな状況を判断して出すということだと思いますので、その辺については、私どもここ

でお答えすることはできないわけですけれども、まず避難勧告につきましては、これはこの

ほど作成しました防災計画にもその基準が出ておりますけれども、例えば、その基準の水位、

それが夷隅川ですと避難判断水位というのがありますので、そういうものに達したとき、あ

るいは昨年そういう情報が出ましたけれども、土砂災害の警戒情報、そういうものが発令さ

れた場合、これは気象庁と県で協議して出すわけですが、それが出された場合には避難勧告

をいたします。 

  その後、非常に危険が切迫しているというような状況であれば、避難指示というようなこ

とを出しますけれども、先ほど、何回もという話だったんですが、警報は、これは比較的多

く出るわけですが、町から出す避難勧告につきましては、直近では昨年の12月に台風が襲来

したときに出しております。常時出しているというか、そういうわけではございません。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） ほかにございますか。 

  ５番野村賢一君。 

○５番（野村賢一君） 款９の教育費で伺います。 

  教育費の145ページの繰越明許費と不用額3,204万2,000円と1,251万5,412円。 

  繰越明許費は、ここに説明がある中で、目の体育施設費で、工事請負費で、これは年度内

に工事ができなかったということで承知してよろしいですか。 

  それと、公民館費にしろ、もろもろの不用額が非常に多い。この辺の説明をよろしくお願

いしたいと思います。 

○議長（志関武良夫君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（関 晴夫君） 繰越明許費につきましては、26年度中に予算化いたしました

体育館の改修工事、それとプールの配管工事がございましたので、その分が繰越明許費に計
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上されております。 

  それとあと、公民館費、予算残が多いということでございますけれども、各種事業をやっ

ている上で、講師をお願いしたりなんかした場合に、学校の先生とか、警察の方とかをお願

いした場合に、講師の謝金が無料ということでやらしていただいておりますので、そういう

ものが積み重なって執行残が多くなっているという状況でございます。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） ５番野村賢一君。 

○５番（野村賢一君） ほかの課はどうなんですか。保健体育の73万9,070円とか。 

  特に需用費が非常に残っているということで、その需用費のこの中身が51万2,717円です

か、不用になっていますね。163ページ。 

○議長（志関武良夫君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（関 晴夫君） 公民館費の需用費でございますけれども、これは修繕を予定

していたものが、修繕が不要となったもので、需用費が残ったものでございます。 

○議長（志関武良夫君） ５番野村賢一君。 

○５番（野村賢一君） もう一度、修繕が何ですか。 

○議長（志関武良夫君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（関 晴夫君） 修繕を予定していたものが、修繕が不要となりましたので残

ったものでございます。 

○議長（志関武良夫君） ほかにございますか。 

  11番野中眞弓君。 

○１１番（野中眞弓君） 147ページの、ちょっと款項すみません、奨学金の積み立てがあり

ます。奨学金のこの積立額には、269ページ、一番最後の基金の一覧表のところを見ますと、

161万ではなくて二百何ぼ、三百何ぼになって、この表を見ると、奨学金の貸付金のほうか

ら返ってきて現金として管理されたんだなとこうわかるんですけれども、たまたまこの26年

度は新規の貸し付けがないからこういうお金の出入りを第三者が見てもこれでわかるのです

が、この数字が、私が見つけられなかったのは、この返還金が、借りた人が戻してくれたお

金が入っているんだけれども、その記載がされていないというところで、第三者にとっては

わかりづらい報告なんではないかと思うんです。 

  何でこれ気にするかというと、26年度はお金の管理の問題で大変残念な事件がありました。

ですから、お金の管理というのはきちんと可視化できるということが必要だと思うんです。
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部分的にはあの事件があったときに、外部団体の事務局として預かっているものについては

という改善点があったと思うんですけれども、そうではなくて、町のお金の出入りについて

は、全てわかりやすい形で記録に残しておくべきではないかと思うんですけれども、改善の

考えというのはどうでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 教育課長。 

○教育課長（野口 彰君） 奨学金の管理につきましては、決算書の269ページ、基金の上の

ほうの奨学金というところで出ておりますけれども、その返還金につきましては、決算年度

中の増減高というところで処理をさせていただいておりますけれども、あくまでも一般会計

とは別の奨学金の基金会計のほうで管理をさせていただいております。 

○議長（志関武良夫君） 11番野中眞弓君。 

○１１番（野中眞弓君） 聞いているのは現状じゃなくて、改善すべきではないかと。お金の

流れを誰が見てもわかるようにすべきではないか。私たちにとってはこの奨学金の返還の部

分というのはブラックボックスみたいな感じがするんですね。どうでしょうか。 

  検討課題でもいいんですけれども。 

○議長（志関武良夫君） 教育課長。 

○教育課長（野口 彰君） これはあくまでも一般会計とは別に基金会計、奨学金というとこ

ろで管理しておりまして、ほかの基金もそのような形でわかりやすくできれば一番いいんで

しょうけれども、その辺は、検討させていただきたいと思います。 

（「検討することならいいです」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） よろしいですか。 

  ほかにございますか。 

  ７番小髙芳一君。 

○７番（小髙芳一君） 175ページ、款の11の公債費でありますけれども、町債の元金の償還

の内訳について、その中で、小学校の廃校となりました老川、総元、上瀑の起債の、あと残

高と、償還終わるまでの期間、どのくらいか説明を願いたいと思います。 

○議長（志関武良夫君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（西郡栄一君） 旧老川小学校からお話しさせていただきます。旧老川小学校

の平成27年３月31日の残は8,011万6,020円でございます。平成32年３月31日まででございま

す。旧総元小学校でございます。これは体育館分で、26年度末で4,912万1,816円です。これ

は平成41年３月31日まででございます。旧上瀑小学校ですが、体育館分でございます。これ
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が27年３月31日現在で5,242万6,249円でございます。これは平成38年３月31日までというこ

とで、先ほどの終期なんですけれども、３月31日で全てお話しさせていただきましたが、そ

の年度までということでご理解いただければと思います。 

○議長（志関武良夫君） よろしいですか。 

  ほかにございますか。 

  １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） 163ページの公民館費の建物調査業務委託料、この間、ここで常任の

ときにも説明受けたんですけれども、ちょっとその後またいろんな疑問な点が出てきたもの

ですから。 

  これは向こうでも話しましたけれども、建築基準法の法律に基づいて行われる定期点検。

このほかにちょっと見てみると、消防の定期点検もあるやに思います。それと、大多喜町と

して、これ、ある一定の建物の規模になると、法律でこれを調査して報告しなさいというこ

とになっていると思いますけれども、大多喜町ではどのくらいの建物があるのか、全てです

ね。それで調査する内容、定期的に報告する内容、これはどのような内容を調査して報告す

るのか、それを教えてください。 

  わからなければ大体でも。はっきりした数字がわからなければ大体でも。 

  じゃ、すみません。わからなければ後でもいいんですけれども、ちょっと思っただけでも、

中央公民館があって、海洋センター、ありますよね。当然役場庁舎、これが新しいところと

多分古いところと。あとそのほかにも農村コミュニティーセンターとか、要は町が財産で維

持管理しているところは必ずやらなくちゃいけないと思います。 

  それと定期検査といいますと最近いろんな事故が起きるんで、いろんなエレベーターとか

階段とか、エスカレーターはないでしょうけれども、そういったところを定期的に点検して

報告するということ、消防は消防で別のほうになっていると思いますけれども、それはやっ

ぱり一度事故が、やっぱり何でも安全面が非常に大切だと思っていますので、これは必ず定

期的に行っていると思いますけれども、今回、26年度にやったのはこの公民館運営事業の１

件だけでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 町長。 

○町長（飯島勝美君） この消防の定期点検につきましては、もう法定で決まっておりまして、

大体公共の施設はほとんどあると思います。ただ、その施設によって消火栓設置であったり、

スプリンクラー設置であったり、また誘導灯の、そのものの程度によってありますけれども、
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それぞれみんなその基準に沿った検査は、町としては全てやっております。 

○議長（志関武良夫君） １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） 消防のほうは大体皆さん、大体わかると思うんです。消防施設という

ことであればですね。 

  私の言っているのは、もう一つの、建物、不動産、建築基準法にのっとって行われる定期

的な報告、２年に一遍だと思います。それはどのような内容を調査して報告しているのか、

それでそれを行ったのは26年度、ちょっと私が見る限り、この公民館だけのように思われる

んですけれども、たしか２年に一遍じゃなかろうかと記憶しているんですけれども、どうで

しょうか。 

○議長（志関武良夫君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（西郡栄一君） この建物の調査業務は、法律で定められておりまして、今言

われた年数も、２年のものと３年のものが確かあったように記憶しております。ちょっと資

料が手元にないんであれなんですけれども、主にやっているのは学校と社会教育施設、一定

の大きさになりますので、多分公民館と各学校がやっていたんじゃないかというふうに記憶

しております。 

○議長（志関武良夫君） ほかにございますか。 

  ９番吉野僖一君。 

○９番（吉野僖一君） 教育費でページが147ページ、メールの配信システムとありまして、

あと総務課のほうの消防団の非常時のメール配信というのがここには出ていないんだけれど

も、その辺。 

  それで、きょうの津波のあれで、全国的に、大多喜は今防災無線でやっている、全国各市

町村あると思うんですけれども、ある町は町民に対しメール配信も全部しているというとこ

ろあるんですけれども、その消防団員のメールのやつがここには出ていない。これは県のほ

うで出ているのか、その辺をちょっとお伺いします。 

○議長（志関武良夫君） 総務課長。 

○総務課長（加曽利英男君） 消防団のメール配信につきましては、夷隅広域消防ですね。消

防署から一斉に出ますので、消防署のほうでやっております。 

（「町は関係ない」の声あり） 

○総務課長（加曽利英男君） 町からは消防団には、火災等のメール発信はいたしません。 

（「消防団は広域消防の予算で」の声あり） 
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○総務課長（加曽利英男君） そういうことですね。 

○議長（志関武良夫君） ９番吉野僖一君。 

○９番（吉野僖一君） 学校のほう、これはメール配信、これ出ているけれども、これはどう

いった内容というか、年何回ぐらいやっているの。ああ、274回……はい、わかりました。 

○議長（志関武良夫君） いいですか。 

  ほかにございますか。 

  ないようですので、以上で、款８消防費、款９教育費、款10災害復旧費、款11公債費、款

12予備費の質疑を終わります。 

  これで一般会計歳入歳出決算の質疑を終了とします。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  討論がありますので、初めに反対者の発言を許します。 

  11番野中眞弓君。 

○１１番（野中眞弓君） 私は、平成26年度大多喜町一般会計決算に反対の立場から討論いた

します。 

  一般会計は、最も住民に、生活全般に密接した会計であります。一つ覚えですが、地域自

治の本旨は住民の福祉の増進にあります。ですからこの26年度という年が、住民にとってど

んな年であったか、特に経済的にどういう年であったのかまず確認したいと思います。 

  ４月から消費税が５パーセントから８パーセントに、３パーセント引き上げられました。

たかだか３パーセントといいますが、今まで５パーセントですから、６割も値上がりしたこ

とになります。そしてさらに円安がありました。食品や燃料を中心に物価全体が大幅に値上

げさせられ、どこでも生活が大変になったという声を聞きました。 

  担当省庁の数字ですと、この間、実質賃金は、25年、26年、27年の３月までにかけて、連

続20カ月で実質賃金は前年同月比を下回っておりましたし、それから、消費支出もことし４

月まで、前年度比はずっとマイナスでした。 

  こういう中で、一般会計歳入の滞納は26年度末で１億1,000万を超え、26年１年間で新規

の滞納が2,851万円もふえている。これは大変な、町民が苦境に陥っているという証明だと

思います。 

  こういう中で、町がどのくらい無駄を省き、町民の負担軽減を進め、町民に安心感を与え

たかということを考えますと、お金の出入りそのものについては間違うことはありません。 
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  私の住んでいるところでは、外出タクシーの自己負担が高い、だからなかなか乗れない、

要するに外出支援サービスの相乗り化といいますか、デマンド化を進めてほしい。この件に

ついては、私はもう10年来やっております。 

  議員になった年の、私の皆さんへの約束は巡回バスを走らせるということでした。どうな

ったかといいますと、いすみ鉄道があるから巡回バスは走らせられない、そのかわり当分の

間は外出支援だということで、十何年間外出支援のためのバスが１台、１人という対応で、

走っております。 

  ですから、私は長いことこれを相乗りにしろ、別の言葉で人はデマンドタクシーとおっし

ゃっていると思いますけれども、これが本当に進みません。そして去年、おととしぐらいか

ら、公共交通全体を見直すからといって、それでも去年26年には改善されませんでした。西

畑、老川の住民にとっては気軽に、安直に使える足というのは本当に逼迫しているのに、残

念なことです。 

  それから今、日本列島全体が人口減に陥っています。そして人口の奪い合いをしておりま

すけれども、非常に難しいと思うんです。表層的に、まるではやりのように人口対策、人口

対策と言って人口定着と称する呼び込み事業が展開されています。 

  本町でも少なくない予算が執行されているはずです。果たして本当に効果があるんだろう

か、全体が少なくなっている中で、本町に呼び込める、本当にお金をかけてできるんだろう

か。お金をかけて宅地開発をしたことによって、常任委員会協議会でも報告……町内での新

しく町が開発した宅地を買い求めた方は町内の方が圧倒的だと。それで人口の町内での移動

が起こっていて、西畑、老川方面の過疎化に拍車をかけている。そういう実態も生まれてい

る。 

  実際に列島レベルで見ると、人口問題で効果を上げた自治体に共通していることは、地域

に密着した地域資源の活性化に取り組んでいる。大多喜でいえば、本当に農林業が地域資源

の最たるものではないかと思うのですけれども、その地域ならではの産業を魅力的に掘り起

こし、そして若者を支援する、子育て支援とかそういうのですね。それが、両方ができてい

るところに人口増が実現しているという例があちらこちらに見られます。 

  ところが26年度決算書を見ますと、不用額で多額を上げたところ、数字の上だけなんです

けれども、農林課とか商業とか、まさに町の産業そのもののところで多額の不用額を出して

いる。 

  そういうことを考えると、本当に大多喜町が人口を激減させない、ずっと豊かな、心豊か
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な町であるためには、町のことをもっと掘り下げて考えていく識見というかそういうものが、

職員にも、議員もそうだと思います、求められていると思いますけれども、それを養うのは

研修だと思います。そういう研修関係に本当にお金をかけていない。人材育成が今一番求め

られていると思うんです。人口増のためにも、そういう点で、26年度決算については、もろ

手を挙げて賛成するわけにはいきません。 

  ここで明らかになったことを、来年度の予算に反映していただきたいことを切望して反対

討論といたします。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） 反対討論が終わりました。 

  次に賛成者の発言を許します。 

  ６番江澤勝美君。 

○６番（江澤勝美君） 平成26年度の大多喜町一般会計歳入歳出決算につきまして、私は賛成

の立場から討論をさせていただきます。 

  平成26年度の一般会計歳入歳出決算は、歳入歳出総額で49億558万円。歳出については、

45億1,974万2,000円で、25年度に対しては歳入では約8,000万円の減少、また歳出について

は１億7,000万円の減少となりましたけれども、財政が非常に厳しい中、町の福祉の後退を

することもなく、社会保障も充実を期するために予算支出や将来財政安定のためにやりくり

をしての財政調整基金の積立金を26年度4,500万円、国や県の補助金等最大限有効利用され

まして、事業執行などあらゆる面においてその努力が見られます。 

  自主財源が４割、そして投資的経費は10パーセントを切っている中で、行政運営は毎年増

加する多種多様な、住民ニーズを十分満たすことはできませんけれども、それにしても町執

行部の努力が随所に見られていると私は思います。 

  このようなことから私は、平成26年度一般会計決算について賛成をいたします。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） ご苦労さまです。 

  ほかに討論はありませんか。 

  ７番小髙芳一君。 

○７番（小髙芳一君） 私も賛成の立場から討論をさせていただきたいと思います。 

  ただいま江澤議員のほうから賛成のご意見ありました。私も賛同するところであります。 

  平成26年度の歳入は49億558万、歳出のほうは45億1,970万2,000円、実質収支は２億7,859
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万でありました。全体として今回職員２名減の中で、それぞれ担当されている所管の事業は

適正に予算執行されたものと私も認めます。 

  不用額が、先ほどからお話にありましたけれども、１億7,188万8,000円ということであり

ました。事業実施に当たりまして、効率よく精査をし慎重に実施した結果であろうというふ

うに思いますけれども、一部に、計画当初の予算にもう少し慎重な予算計上をするところも

あったのではないかというふうに考えます。 

  また特に評価をしたいところは、この人口減少に当たりまして、非常に財政運営の部分に

ついては慎重にやらなければいけない中で、財政健全化に関する法律の中で実質公債費比率、

平成26年度は6.5パーセントでありました。資料によりますと平成22年が9.1パーセントです

から、6.5パーセント、大変すばらしい数字であろうと思いますし、将来の負担比率につい

ても年々減ってまいりまして、平成26年が64.2パーセントということで、将来の子供たちに

も負担をなるべくかけないで、今いる人たちが応分の負担をしていくというような部分では

非常に評価できるものであるというふうに思います。そのほかにも、新たな財源としてのふ

るさと納税、5,055万4,000円計上の収入がございました。大変職員の皆さんのご努力に敬意

を表するところであります。 

  ただ、先ほど申し上げましたけれども、使途については、だんだんこの辺の収入が多くな

って経済効果もどんどんふえてくる、そうすると町にこのお金はどうやって使うんだ、必ず

出てくることであります。一部いろいろ、私たちも住民の声を聞く中では、もっとほかに使

ってほしい、これだけあるんであれば、私たちはもっと福祉の面でも少し援助してもらえな

いかというような声があります。 

  そういう意味からいえば、貴重な町の財産でありますので、住民に十分説明できるような

使途の使い方を規則の中で定めていく、こういうことはある意味大事なことであろうという

ふうに思っています。 

  また、財産収入として懸案でありました城見ケ丘の団地、大戸の分譲地、それぞれ３区画

が売れました。本当に長年売れない中で、大変創意工夫されての今回の販売だったというふ

うに思います。しかし、まだ10区画、城見ケ丘には10区画、大戸に２区画、猿稲に１区画と

いうことで、まだ残っておるということであります。今までないような工夫で売りさばいて

いくということも今回の中では十分感じられる部分がありました。 

  いろいろな議会のほうでも提案はありますし、今の補助金をつけてただ販売するというだ

けでは、全て売りさばくことはできないというふうに思いますので、さらなる工夫をお願い
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をしたいところであります。 

  そして、住宅の、先ほど野中議員のほうからも少しありましたけれども、定住化の中で住

宅の奨励金があります。今年度は15件で1,280万、リフォームで339万1,000円ということで

実績がありますけれども、本来の定住化の目的は本当に達成されているのか、費用対効果の

部分で問題ないのか、あるいは今の時代ですから、ほかの市町村ではもう土地もただで、家

もただでやるから来なさいよと、こんなような政策をぶち上げているところもありますけれ

ども、こんなことはずっと続く話ではありません。 

  この政策が持続していくのか、今年度の住民課の説明ですと、26年には200人減っている

という中であります。地方創生で幾ら頑張っても200人をカバーすることはできない。この

ままいけば10年後には8,000人、何もしなければと言いますけれども、ある程度これは現実

を帯びた中でこういう事業がそのまま継続していけるのかどうか、十分に検討していただき

たい。 

  そして、その10年後とかあるいは15年、20年後に、この町がどうなるか。こういう部分も

含めて住宅政策をどうしたらいいのか、どこに住宅を建てたらいいのか。こういうものも政

策によって誘導を今からしていく。ただ単に住宅を建てたらこれだけあげますよということ

ではなしに、将来を見据えた政策につくっていく。こういうことも必要ではないかというふ

うに思うところであります。 

  以上、いろいろありますけれども、全体として皆さんの事業そのものは適正に執行された

というふうに認められ、賛成するものであります。 

  以上であります。 

○議長（志関武良夫君） ほかに討論ありますか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第60号 平成26年度大多喜町一般会計歳入歳出決算認定についてを採決しま

す。 

  本決算は、認定することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手多数） 

○議長（志関武良夫君） 挙手多数です。 

  したがって、議案第60号 平成26年度大多喜町一般会計歳入歳出決算は認定することに決
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定しました。 

  次に、日程第２、議案第61号 平成26年度大多喜町鉄道経営対策事業基金特別会計歳入歳

出決算認定についての質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第61号 平成26年度大多喜町鉄道経営対策事業基金特別会計歳入歳出決算認

定についてを採決します。 

  本決算は、認定することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手全員） 

○議長（志関武良夫君） 挙手全員です。 

  したがって、議案第61号 平成26年度大多喜町鉄道経営対策事業基金特別会計歳入歳出決

算は認定することに決定しました。 

  次に、日程第３、議案第62号 平成26年度大多喜町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認

定についての質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。 

  討論ありませんか。 

  討論あります。初めに反対者の発言を許します。 

  11番野中眞弓君。 

○１１番（野中眞弓君） 私は、平成26年度大多喜町国民健康保険特別会計決算に、反対の立
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場から討論させていただきます。 

  国民健康保険と後期高齢者医療保険と介護保険は、住民にとってとっても保険料の重たい、

何とかしてくれという要望が一番強いのはこの３つなんですが、その中の国民健康保険の負

担が大き過ぎるというのは、やはり滞納額の大きさで証明されるのではないでしょうか。 

  平成26年度末の国民健康保険の滞納は１億1,000万を超えています。この額は、ほぼ一般

会計の滞納額に近いんです。年金の保険料を払うとお医者さんに通えなくなる、そう思って、

例えば70歳を超えると今までは医療費が１割になりました。でも、お医者さんに通ったらお

金がかかる、お金がないということで、１割負担になるにもかかわらず、それも知らないで

我慢をしているお年寄りがかなりいらっしゃいます。 

  それに対して、医療費の一部負担、お医者さんに払うお金の減免制度はあるにもかかわら

ず、あんまり知らされていない。１割になるよということもあんまり知らされていない。そ

ういう点で、いざというときに心細い人たちが、大多喜町にはかなりいらっしゃいます。そ

ういう人たちに今温かい目を向けていくということが、私は足りないのではないかと思いま

す。 

  本当に一つ覚えで言わせてください。行政、地方自治の本旨は住民福祉の増進です。住民

をいかに幸せにしていくか、そこのところに力を注いでいただきたいと思います。 

  以上、反対討論といたします。 

○議長（志関武良夫君） 反対者の発言がありました。 

  次に賛成者の発言を許します。 

  ６番江澤勝美君。 

○６番（江澤勝美君） 私は、賛成の立場で発言させてもらいます。 

  国民健康保険特別会計でありますけれども、やはり高齢者が毎年ふえている中で、実績に

伴った経費というのは大分かかってきております。そのために26年度も一般会計からやはり

たしか3,000万だと思うんですけれども、補助をしております。その中で、やはり職員の

方々もいろんな面で経費節減等しながら事業運営をしております。そういった実績を買いま

して、私は、26年度の国民健康保険特別会計決算賛成といたします。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） ご苦労さまです。 

  ほかに討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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○議長（志関武良夫君） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから、議案第62号 平成26年度大多喜町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につ

いてを採決します。 

  本決算は、認定することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手多数） 

○議長（志関武良夫君） 挙手多数です。 

  したがって、議案第62号 平成26年度大多喜町国民健康保険特別会計歳入歳出決算は認定

することに決定しました。 

  次に、日程第４、議案第63号 平成26年度大多喜町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

認定についての質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから、議案第63号 平成26年度大多喜町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定に

ついてを採決します。 

  本決算は、認定することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手多数） 

○議長（志関武良夫君） 賛成多数です。 

  したがって、議案第63号 平成26年度大多喜町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算は認

定することに決定しました。 

  質疑の途中ですが、ここで10分間の休憩をとります。２時10分からの開会とします。 

（午後 １時５９分） 

───────────────────────────────────────────────── 
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○議長（志関武良夫君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ２時０９分） 

───────────────────────────────────────────────── 

○議長（志関武良夫君） 次に、日程第５、議案第64号 平成26年度大多喜町介護保険特別会

計歳入歳出決算認定についての質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

  11番野中眞弓君。 

○１１番（野中眞弓君） 年々介護保険も規模が大きくなってきています。保険料の上昇に伴

って、不納欠損とか収入未済額も年々ふえています。解消されていません。収入未済、滞納

の傾向というのはどうなんでしょうか。教えてください。 

  それから、滞納が不納欠損で消された後、さらに滞納が続いていく方っていうのは多いん

でしょうか、少ないんでしょうか。そういうのも教えてください。 

○議長（志関武良夫君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（永嶋耕一君） 滞納の状況でございますけれども、平成26年度で言いますと、

81名の方。内容的には経済的困窮者、その辺が多いところでございます。 

  それともう１点は滞納が……。 

（「１回だけじゃなくて、こうやって継続して滞納があるのかという」

の声あり） 

○健康福祉課長（永嶋耕一君） 今申しましたように、経済的な困窮者ということで、やはり

ずっと続いて滞納は続く人が結構おります。 

○議長（志関武良夫君） 11番野中眞弓君。 

○１１番（野中眞弓君） そういう方のペナルティはあるんですか。 

○議長（志関武良夫君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（永嶋耕一君） 介護保険の場合、２年で時効が成立いたします。その関係で、

10年間はその滞納した分がペナルティとして課せられます。もし介護保険を使った場合は、

１割とか２割とかそういう形で償還払いという形になります。 

○議長（志関武良夫君） ほかに質疑ありますか。 

  関連ですか。 

  11番野中眞弓君。 

○１１番（野中眞弓君） 滞納が継続している人は、介護保険にかかったときに全額を自分で
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とりあえず払うんですか。例えば、デイサービスに通うと１日に7,000円ぐらいかかるとし

ます。そうしたら、週に一遍通っているとしたら、２万8,000円を払って、何カ月後かに９

割が戻ってくるという形になるんですか。 

  実際そういう方ってあり得るんですか。だってお金がなくて保険料が払えないのだから、

自分がかかった分、全部10割分を出して、後で９割償還してもらうなんてことはちょっと現

実的には考えられないんですけれども、実際はいらっしゃるんでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（永嶋耕一君） ただいまの質問ですけれども、今言ったとおり、一旦10割払

って、その何カ月後かに９割を払う、そういう形になります。ただ、今現在、そういう方は

おりません。大体、滞納してずっと継続している方は今のところ利用していないのが現状で

ございます。 

○議長（志関武良夫君） 10番山田久子君。 

○１０番（山田久子君） 261ページ、包括支援事業の中の事業で一つお伺いしたいんですけ

れども、この事業の中に、高齢者の実態把握事業があるかと思います。独居世帯の訪問です

とか、高齢者世帯の訪問という事業だと思うんですけれども、平成25年度は独居世帯が86件、

高齢者世帯が51件の訪問でございました。平成26年度が独居世帯が148件、高齢者世帯が21

件ということで、非常に独居世帯に関しましてはお取り組みをいただいたと思うんですけれ

ども、この取り組みをしていただいた上での結果というんでしょうか、回っていただいた状

況、そういったところはどのような感じになっているのか伺いたいと思いますが。 

○議長（志関武良夫君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（永嶋耕一君） 取り組んだ結果でよろしいんでしょうか。 

  この高齢者世帯と独居老人に関しては、交互に一応重点的にやっております。そこで、一

応うちのほうの施策といいますか、その辺の紹介とか、あと、今高齢者、そこのうちに行っ

てどういう心配事があるとかそういうのを聞いて、うちのほうの担当じゃない相談でも一応

聞いて、あとでうちのほうからその担当課のほうへ報告するような形で一応相談とかそうい

うのを聞いております。 

○議長（志関武良夫君） 10番山田久子君。 

○１０番（山田久子君） 交互にというのは、独居世帯と高齢者世帯ということだと思うんで

すけれども、ということは、下手をすると独居世帯は２年に１回という形の訪問ということ

になりますですよね。施策等のご紹介いただいているということで施策等に関しましてはそ
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んなに大きく変わるということもないかとは思うんですが、高齢者の方の置かれている状況

というのは、場合によっては本当に急変をしてしまったり、いろいろ状況があると思います。

この２年に１回は、あるいは１年に１回という中で、本当に十分に把握がし切れるのか、そ

ういった部分ちょっと疑問に思うんですけれども、いかがでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（永嶋耕一君） ただいまの質問ですけれども、確かに２年に一遍という形に

なりますが、その中でやはり高齢者にもせっぱ詰まっている方だとか、この人は１年間見な

いというか、そういう人もいるということで、問題のある高齢者世帯については１年と言わ

ず、その中で何回か回るような形で、１年という間を置くものではありません。 

○議長（志関武良夫君） 10番山田久子君。 

○１０番（山田久子君） 問題のあるご家庭においては、何回か回っていただいていると思う

んですけれども、１年前もしくは２年前に回っていただいたときに問題がなくても、例えば、

その間の１カ月後には問題があって、そこから１年なり２年なり置かれてしまうというケー

スもあるのではないかと、そのようにも考えます。 

  別の施策としまして、町としては見守りという形で、例えば業者さんとかそういった形も

使いながら気を配ってはいただいておりますけれども、やはり今後、高齢者世帯がふえてく

る中で、やはり高齢者の皆さんが発信をしているＳＯＳの信号を、どうやって受けとめてあ

げることができるのかということが非常に大事になってくるのではないかと考えております。 

  私のところにも、ご高齢者の方からそういう声を何とか聞きとってやってもらいたい、最

後一人で送らせるようなこと、またみずからそういった状況を踏まえるようなことがないよ

うなそういった形をとれないのかと、こういったお声もいただいております。 

  大多喜町におきましては、ご近所の力というものは非常に都市部よりは強いわけでござい

ますけれども、現在はなかなかそういった部分の関係性も薄くなってきているということの

中で、やはりもう一度こういった部分もお力、何というんですか、見守りというんでしょう

か、そういったものを考えていただく必要があるのではないのかなと、このように思うわけ

なんですけれども、今では車ですっと行っちゃうと隣、会わなかったりということもありま

すので、ちょっとそういった部分を踏まえまして、今後のお取り組みということで、考えて

いただきたいと思うんですが、例えば、財政的な問題も出てくると思うんですね。人が要る

わけですので、人件費の問題とかいろんなものもあると思うので、ちょっと決算書の中で質

問させていただいておりますけれども、どのように思われますでしょうか。 
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○議長（志関武良夫君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（永嶋耕一君） 平成27年度から職員をふやしまして、臨時職員なんですけれ

ども、それで今、極力高齢者世帯とか独居、それと過去に回ったところでやはり何カ月かに

１回は行かなくちゃいけないとかそういう世帯については、今努力して回っているところで

ございます。今後もそれは続けていきたいと思っております。 

  あと、先ほど言いましたように、見守り、ネットワークとかそういうのをうまく活用して

なるべく高齢者が、それこそ独居で一人で自然に亡くなるとかそういうことがないように、

うちのほうも気をつけて各事業に取り組んでいきたいと思っております。 

○議長（志関武良夫君） ほかにございますか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  11番野中眞弓君。 

○１１番（野中眞弓君） 介護保険が始まって12年になるでしょうか、26年度で。介護保険始

まるときには、保険があって介護なし、お金のないものは保険料だけ天引きで取られてサー

ビスを受けられない、こういう事態が介護保険の制度にあるんだということを、本当に言わ

れました。まさしく先ほどの滞納とサービスの関係でいうと、お金のない人がこの介護サー

ビスから排除されているのではないかということがありありとこう浮かび上がってきたよう

な気がします。 

  こういう人たちに対して、保険料の軽減措置だとか、あるいは利用料の援助だとか、そう

いうのをといっても全然実現していません。お金のないものを本当に切り捨てていくような

そういうまちづくりでは住民に申しわけない、そう思います。 

  全体が、それも国策といえば国策ですけれども、そこを歯どめになるのが自治体だと思い

ます。先ほどふるさと納税の話も出ましたけれども、ふるさと基金などを有効に使って、こ

の町の隅々から高齢者の恨み節が聞こえないような、そういうまちづくりにしていただきた

いということを切に願って、反対討論といたします。 

○議長（志関武良夫君） 反対者の討論が終わりました。 

  次に、賛成者の討論を許します。 
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  ７番小髙芳一君。 

○７番（小髙芳一君） 私は、賛成の立場から介護保険特別会計の討論をさせていただきたい

と思います。 

  介護保険、ふえ続けるニーズにどういうふうに対応していくか、非常に大変な問題であろ

うと思います。介護保険の算定については３年に一遍見直すということになっており、この

ふえ続けるニーズ、そして負担をどう解消していくかということで、軽減措置はもちろん含

まれておるということでありますし、介護予防として少しでも介護にならないように、予防

措置そのものも地域の包括支援センターを初め、あるいはボランティア等を使いながら少し

でも負担のないように、また予防ができるようにということで取り組んでおるところであり

ますし、ある程度負担ができる人については、それ相応の負担をしていただくと、そういう

ことで持続可能な介護保険制度というものを、これからもそういう目線の中でやっていって

いると私は理解しております。 

  したがいまして、本介護保険特別会計については賛成をするものであります。 

○議長（志関武良夫君） ほかに討論ありますか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから、議案第64号 平成26年度大多喜町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について

を採決します。 

  本決算は、認定することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手多数） 

○議長（志関武良夫君） 挙手多数です。 

  したがって、議案第64号 平成26年度大多喜町介護保険特別会計歳入歳出決算は認定する

ことに決定しました。 

  日程第６、議案第65号 平成26年度大多喜町水道事業会計利益の処分及び決算認定につい

ての議事を続けます。 

  これから質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

  １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） 水道には預金があると思うんですけれども、決算の監査委員のほうか
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らも意見の中で書き加えている、財源確保のために預金の預け方法等を見直すなどの資金運

用面について検討したほうがいいよというようなご意見がありますけれども、これはぜひや

っていただきたいと思っていますけれども、26年度は多分やっていないんでしょうけれども、

今後はこれはどのようにやっていくつもりでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 環境水道課長。 

○環境水道課長（米本和弘君） ただいまの資金運用の関係のご質問ですけれども、平成26年

年度末現在で現金預金約２億7,800万ほどございます。この資金管理につきましては、現在

は決済用の普通預貯金及び別段の貯金で利息のつかない預金で管理をしています。これは平

成14年度から制度ができました預金保護制度、ペイオフですね、それ以降利息のつかない預

金で保護されるものということで利息がつかないような状況でありましたけれども、今年度

から、具体的に言いますと７月から定期預金のほうに預けがえをいたしまして、水道会計の

資金約１億5,000万ですけれども、定期に預けいたしまして、９月の補正予算におきまして

13万1,000円の利息を計上したところです。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） できるだけ利益が出るような、少しでも収入になるような形でやって

いただきたいと思いますけれども、そのほかにも考えていると、こういったことをやると収

益が上がるんじゃなかろうかと思われることを検討していることがあれば、教えてください。 

○議長（志関武良夫君） 環境水道課長。 

○環境水道課長（米本和弘君） 水道事業の場合は、料金収入がほとんどでございまして、そ

のほかの営業外の収入とかもございますけれども、今現在の水道料金の未収金対策が一番の

収益を上げる部分ではないかというふうに考えておりまして、今年度も未収金対策に向けた

取り組みを行っていきたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） よろしいですか。 

  11番野中眞弓君。 

○１１番（野中眞弓君） ただいま未収金対策ということが出ましたけれども、26年度、何件

で幾らの未収金があるのか教えてください。 

○議長（志関武良夫君） 環境水道課長。 

○環境水道課長（米本和弘君） 平成26年度末で総額で2,911万1,361円という未収金になって



－319－ 

おります。件数で言いますと、2,046件になります。これ、件数ですので、要するに一つの

メーターごとの件数となっておりますので、人数とかではない、件数というようなことにな

ります。よろしいでしょうか。 

（「その「けん」というのは事件の件、それとも１軒２軒の軒。「１け

ん」というのはどういう単位ですか」の声あり） 

○環境水道課長（米本和弘君） メーター１つという意味です。１つのメーターです。そのメ

ーターを通過している料金ということです。 

○議長（志関武良夫君） 11番野中眞弓君。 

○１１番（野中眞弓君） 2,046のメーターで滞納があるということですか。 

○議長（志関武良夫君） 環境水道課長。 

○環境水道課長（米本和弘君） はい、そうです。これ当然ダブっている方もいらっしゃいま

すので、人数での把握というのはちょっとしておりませんで、申しわけないんですけれども

その１件ごとの滞納が何件あるかというような管理になっております。 

○議長（志関武良夫君） ほかにございますか。 

  10番山田久子君。 

○１０番（山田久子君） すみません、有形固定資産のほうでお伺いしたいんですけれども、

年度末残高の中に建物あるいは構築物で、実際にあるんだけれども本当はもう使い物になら

ないんだよ、使うことできないんだよというようなものが含まれているのかどうか。いると

したらどういう建物、どういう施設があって、幾らぐらいの金額に、この中に含まれている

のかを教えていただきたいんですが。 

○議長（志関武良夫君） 環境水道課長。 

○環境水道課長（米本和弘君） ただいまの質問なんですけれども、具体的な金額はちょっと

今わからないんですけれども、ちょっと例を挙げますと、紙敷の浄水場というのは昔動いて

いたんですけれども、今現在動いておりません。あそこにある資産は、本来でしたらもう使

っていない資産ですので、除却で処分してこの資産台帳から取り除くというようなことが本

来なんですけれども、除却をするのにやはり水道事業の経費として上げなければいけないと

いう部分もありますので、この除却については今後水道事業の中の営業経費等を見ながら除

却のほう進めていきたいというふうに考えています。 

○議長（志関武良夫君） 10番山田久子君。 

○１０番（山田久子君） 営業の経費を見ながらということは、例えば何年度にこうするとか
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そういう形ではなくて、経費を見て場当たり的に対応していくというような形という考え方

なんでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 環境水道課長。 

○環境水道課長（米本和弘君） 場当たり的と言うと余りいい表現ではないと思うんですけれ

ども、あとで計画的な中で当然給水の収入支出のほうを見た中で、できれば計画的に進めて

いきたいというふうに考えています。 

○議長（志関武良夫君） ほかにございますか。 

  11番野中眞弓君。 

○１１番（野中眞弓君） 先ほどは未収金そのものについて伺ったのですが、課長は未収金の

回収ということを対策として、収益を上げる対策としておっしゃいました。今、未収金につ

いては、税務課の収税課何かが一括して引き受けるというような制度になっているのではな

いかと思うんですけれども、２点そこで質問があるのですが、未収金者の経済的な傾向とい

うのはどういうことでしょうか。それから、徴収の担当として、果たしてその滞納の解消の

徴収というのは、簡単な仕事なんでしょうか。伺いたいと思います。 

○議長（志関武良夫君） 税務住民課長。 

○税務住民課長（市原和男君） 税務課のほうで、水道料金で未納の方の債権の移管というよ

うなことで受けております。 

  26年度につきましては移管件数が６件、金額で106万1,536円。そのうち収納となったもの

が４件で23万9,602円でございます。 

  ある程度、全て税務のほうで受けることできませんので、その中でも環境水道課のほうか

ら依頼があったものだけ税務のほうで収納対策を行っておるというふうな状態でございます。 

○議長（志関武良夫君） よろしいですか。 

  環境水道課長。 

○環境水道課長（米本和弘君） 未収金、滞納されている方の経済的な状況がどうかというよ

うなことなんですが、これも一概にはちょっと言えないんですけれども、本来水道料金とい

うのは、その方が使用された部分について料金を納めていただくような形にしております。

それの生活というか、その大変な生活をされている方は、それなりに切り詰めた中でも水道

料等の、水道の使用等も控えられていると思いますので、今現在の滞納の中で、ほとんど人

は同じような方が毎年なっているのは現実です。 

  そういった中で私のほうで滞納を減らしていきたいとお話ししたのは、水道の場合は給水
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停止というような措置もとらなければいけないようになっておりますので、すぐに給水停止

じゃないんですけれども、それなりの手続を踏んだ中で給水停止もやむを得ないんではない

かというふうに考えておりまして、そういった徴収のやり方といいますか、そこら辺をある

程度マニュアル化した中でなるべく未収金を減らしていくような形を進めていきたいという

ふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） 11番野中眞弓君。 

○１１番（野中眞弓君） 先ほど、滞納件数が2,046あって、その中で、多分１軒のうちなら

１年間のうち６回徴収がありますよね。とりに行くときにはこれをまとめるわけでしょう。

そのまとめた件数が、まとめて税務課に渡したのが６件なんですね。残りについては、どん

なふうに水道課では、さっきマニュアルがあるとおっしゃっていましたけれども。 

○議長（志関武良夫君） 環境水道課長。 

○環境水道課長（米本和弘君） 先ほど、税務住民課のほうに依頼している方については、恐

らく水道だけではなくていろんな部分で滞納されている方についてはお願いをしているとこ

ろなんですけれども、それ以外の方については、マニュアル化は、今できていないので、こ

れからしていこうという形で進めていきたいという考え方で今考えております。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） 11番野中眞弓君。 

○１１番（野中眞弓君） 今年度、純利益が701万でしょうか、700万を超えて出ました。昨年

度の300万円台、400万円台に比べれば随分出ているなと思うんですけれども、この一部を水

道料金体系の引き下げとか、そういうのに使う考えというのは26年度中に出ませんでしたか。 

  というのは、私、２年くらい前でしょうか、水道料金の引き下げということで、基本料金

が使わなくても８立米分払わなきゃいけないので、そこの基本料金の基本水量を引き下げる

ことによって、水道料金の引き下げを図れないかというようなことをお願いしたんですが、

ならぬと。この利益は、町からの繰り入れの減少に使うんだという答弁があったかに思いま

す。 

  でもそうじゃなくて、お水って本当に大変で、先ほど課長がおっしゃったみたいに、経済

的に困っている人たちは全てにつましく生活しているので、使わない分の水道料金も払って

いるわけです、基本料金として。ですから、そこのところを下げることによって、助かる人

たちって少なくないと思うんです。町からの繰り入れを減らすという、全部それを使いなさ
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いとは言いません。でも、そういうのも対策をとりながら、担当課が情深く滞納の料金を徴

収すれば、お金も3,000万近い滞納が解消されれば、できると思うんですが、28年度に向け

て担当課としてはそういう考えありませんか。 

○議長（志関武良夫君） 町長。 

○町長（飯島勝美君） 料金を下げるということは、我々も最終的にはそれが一番いいとは思

っております。 

  しかしながら、先ほど山田議員のご質問にもありましたように、本来除却しなければいけ

ない資産がまだたくさんございます。今回700万の利益を出したというのは、ちょっと操作

の失敗でありまして、本当はそれに見合う、除却に見合うだけの、ちょうど見合いのものが

なかったんですよ。本来除却に見合うものがあれば、それはもう除却に回したいんです。 

  本来、健全な水道の経営ということになりますと、本来、以前からずっとこれは除却して

いなければいけないものがまだいっぱい残っているんです。ですから、先ほど課長が言った

ようなことが、そういう施設がまだ一つありますけれども、皆さんもご存じのようにもう既

に二の丸の浄水場ようやく利益の中で除却をしてきたんです。ですから、それは今度はいわ

ゆる紙敷とか、まだそのほかに山の上にも水槽があるんですね。こういったものはもうすぐ

に除却をしなければいけない資産であります。 

  そういったことをやることと、もう一つはやはり公料金で１億5,000万近くのものを受け

入れていただいております。もらっています。ですから、そういったことをもう少し健全化

をした中で最終的には料金のほうにいきたいと思いますが、まだまだ有収率の問題等も含め

まして、もう少し利益を上げながらそういった健全財政にした中で、最終的には料金という

ところに入りたいと思っております。 

○議長（志関武良夫君） 11番野中眞弓君。 

○１１番（野中眞弓君） 動いていない施設を除却処分するといっても、それはお金の出入り

が実際あるわけではないですよね。帳簿上のことですよね。 

  ただ、今水道料金て、今生きている人の問題で、財政が健全になってから、水道料金に手

をつけるというのは、そのときには今生きている人たちがいないかもしれないじゃないです

か。今いる人たちに手当てをしながら並行して進めていくという作業が求められているんじ

ゃないかと思うんですけれども。 

○議長（志関武良夫君） 町長。 

○町長（飯島勝美君） 今現在、使われていない施設を除却するということは、正直取り壊す
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ということなんです。ですから野中さんが全部ただでやってくれれば一番いいんですけれど

も、そうはいかないと思いますんで、やはりこれは業者にお願いしてお金をかけて壊さなけ

ればいけない。そういう事業でございますので、ただではできないということなんで、よろ

しくその辺をご理解いただきたいと思います。 

○議長（志関武良夫君） ほかにございますか。 

  ９番吉野僖一君。 

○９番（吉野僖一君） ちなみに、勉強不足で申しわけない。基本料金は、すみません、お幾

らですか。 

○議長（志関武良夫君） 何、基本料金。環境水道課長。 

○環境水道課長（米本和弘君） 今、基本料金は月８立方になっておりまして、８立方で

1,650円だと思います。１カ月です。これが８立方までですので、８立方以上になってくる

とあと１立方当たり幾らというあれになってきますので。 

○議長（志関武良夫君） よろしいですか。 

  ほかにございますか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  11番野中眞弓君。 

○１１番（野中眞弓君） 平成26年度大多喜町水道事業会計決算に反対の立場から簡単に討論

させていただきます。 

  高過ぎる水道料金の値下げに、町民の気持ちを考えない会計処理に対して反対したいと思

います。 

  本当に大多喜の水って、今すごくおいしくなってきていて、安心して飲める水になってい

るのは大変喜ばしいことだと思います。水道の入っているところの方は、それこそ町から大

変な援助を受けています。それも承知しています。だけれども、本当に困った人たちに対し

て、それを見捨てるような会計処理があってはならないと心から思います。 

  これをもって私の反対討論といたします。 

○議長（志関武良夫君） 反対討論がありました。 
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  次に、賛成者の発言を許します。 

  ７番小髙芳一君。 

○７番（小髙芳一君） 私は、平成26年度大多喜町水道事業会計決算の賛成の立場から討論を

させていただきたいと思います。 

  今言われたように、確かに高い水道料金ではありますけれども、これは内容を見ればわか

るように、相当他会計から１億5,000万弱のお金は出ているところでありますし、会計処理

の問題といいますけれども、これは一つの会計基準に従って経営内容をしっかりと把握する

ためのもので、法定に従ってやる、そしてそれを経営の判断材料としてどこを改善していく

か、大切なものであり、そこに現金が動かないから大丈夫だろうというのは本末転倒の話だ

というふうに思いますし、きちんと会計処理もされ、方向的には有収率も相当上がっている

中で、一歩ずつではありますけれども、徐々に料金のほうも今後経営が安定をしてくれば下

げるという努力をされるということでありますので、そういう意味からも賛成をするもので

あります。 

○議長（志関武良夫君） ほかに討論ありますか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第65号 平成26年度大多喜町水道事業会計利益の処分及び決算認定について

を採決します。 

  利益の処分については原案のとおり可決することに、また決算については認定することに

賛成の方は挙手願います。 

（挙手多数） 

○議長（志関武良夫君） 挙手多数です。 

  したがって、議案第65号 平成26年度大多喜町水道事業会計利益の処分及び決算認定につ

いては原案のとおり可決及び認定することに決定しました。 

○議長（志関武良夫君） 日程第７、議案第66号 平成26年度大多喜町特別養護老人ホーム事

業会計決算認定についての議事を続けます。 

  これから質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

○議長（志関武良夫君） １番根本年生君。 
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○１番（根本年生君） 私は、安全面というんですかね、その辺でちょっと質問させていただ

きます。 

  以前たしか消防署ができる前は、避難訓練とかまではいかないかもわからないけれども、

地元の消防団と、あそこは新丁になりますので新丁区の区民と、協働になって施設を皆で見

回って、万が一災害起きたときには、ここにこういった人がいて、こういうふうにやろうよ

と、実際に災害があったことはありませんのでそれでうまくいくかどうかわからないけれど

も、多分今の状況は、消防署ができてからは、消防署のほうと避難訓練等、安全面でやって

いるんじゃなかろうかと思います。 

  しかしいざ災害が起きたときに、まさかそこの老人ホームだけで災害が起きるということ

は考えられませんので、消防署のほうが果たしてそこに来てくれるのかどうか、これははっ

きり言ってわからないと思うんです。多分ほかに行ってしまう可能性が大きいんじゃないか

と。そうすると、万が一事故が、事故というか災害があったときに頼りになるのは、一緒に

行動するのは地元の消防団、あるいは地元の区民が、できる範囲で一緒に行動するというこ

とになろうかと思いますけれども、最近は何かそういったことをやったよということを聞か

ないものですから、その辺はどのようになっているのかということと、今後どのように考え

ていくかということをお聞かせください。 

○議長（志関武良夫君） 特別養護老人ホーム所長。 

○特別養護老人ホーム所長（君塚道朋君） 現在、年４回、消防署さんの指導を受けまして、

消火訓練とか避難訓練を行っております。 

  方法としましては、職員が居室のほうからロビーまで入所者の方を運んで、その方法につ

きまして、消防署の方が評価をしていただくというような形で実施をしております。今後、

地元の消防団の皆さんと実施できるような訓練がございましたら、検討していきたいと考え

ます。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） 年４回、全てに多分参加できるかどうか不透明ですけれども、１回で

も２回でも地元のほうにもし声をかけていただいて、地元のほうがぜひということ、以前は

やっていたはずですので、ぜひそういった形をとっていただければ、少しでも皆さん、入所

している方も安心感が増すんではなかろうかと思われます。ひいてはそれが経営の足しにな

るかどうかはわからないけれども、地元の区とか地元の消防団が一緒に行動しているという
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ことであれば、多少なりともそういった改善の方向にも向かっていくのではなかろうかとい

うようなことを考えます。どうでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 特別養護老人ホーム所長。 

○特別養護老人ホーム所長（君塚道朋君） 地元の消防団の方と協議しまして進めていきたい

と考えます。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） よろしいですか。 

  ほかにございますか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから、議案第66号 平成26年度大多喜町特別養護老人ホーム事業会計決算認定につい

てを採決します。 

  本決算は、認定することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手多数） 

○議長（志関武良夫君） 挙手多数です。 

  したがって、議案第66号 平成26年度大多喜町特別養護老人ホーム事業会計決算について

は、認定することに決定しました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎選挙第１号の上程、説明、採決 

○議長（志関武良夫君） 日程第８、選挙第１号 選挙管理委員及び補充員の選挙を行います。 

  本件につきましては、現選挙管理委員及び補充員の任期が10月４日をもって満了となるこ

とから、地方自治法第182条の規定により、委員及び補充員それぞれ４名を選挙するもので

す。 

  選挙管理委員は、選挙権を有する者で、人格が高潔で、政治及び選挙に関して公正な識見
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を有する者のうちから議会において選挙することとされており、またこの選挙を行う場合に

おいては、同時に選挙管理委員と同数の補充員を選挙しなければならないこととなっており

ます。 

  また、選挙管理委員及び補充員の選任に当たっては、法律の定めにより行われる選挙や投

票、また国民審査に関する罪を犯し、刑に処せられた者でないこと、委員または補充員はそ

れぞれの中の２人が同時に、同一の政党、その他の政治団体に属する者でないこと、委員は

地方公共団体の議会の議員及び長等を兼ねることができないものであることなどの制約事項

があります。 

  なお、委員及び補充員の選挙は、それぞれ全員を１回の選挙により選挙することとなって

おりますが、議員各位の異議がなければ、指名推選の方法により選挙することができること

となっております。また、補充員を指名推選するときは、その際、補充の順序もあわせて定

めておく必要があります。 

  お諮りします。 

  選挙の方法については、地方自治法第118条第２項の規定により指名推選にしたいと思い

ます。 

  これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） 異議なしと認めます。 

  したがって、選挙の方法は指名推選により行うことに決定しました。 

  お諮りします。 

  指名の方法については、議長において指名することとしたいと思います。 

  これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議長において指名することに決定しました。 

  ここで議長が指名する選挙管理委員及び補充員候補者の一覧表を作成しておりますので、

議会事務局職員をして配付いたします。 

（一覧表配付） 

○議長（志関武良夫君） 候補者の一覧表の配付漏れはありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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○議長（志関武良夫君） 配付漏れなしと認めます。 

  初めに、選挙管理委員について、指名いたします。 

  大多喜町粟又724番地、末吉正治さん、大多喜町久我原761番地、岩瀬貞夫さん、大多喜町

小内28番地、渡邉勝さん、大多喜町森宮97番地の１、宇野徹さん、以上の方を指名します。 

  お諮りします。 

  ただいま指名しました方を選挙管理委員の当選人と決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） 異議なしと認めます。 

  したがって、ただいま指名しました末吉正治さん、岩瀬貞夫さん、渡邉勝さん、宇野徹さ

ん、以上の方が選挙管理委員に当選されました。 

  次に、補充員を指名します。 

  大多喜町堀切285の13、吉野康夫さん、大多喜町大多喜415番地、矢代健雄さん、大多喜町

堀之内236番地、齋藤ふく代さん、大多喜町横山469番地、伊嶋正尚さん、以上の方を指名し

ます。 

  お諮りします。 

  ただいま指名しました方を選挙管理委員補充員の当選人と決定することにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） 異議なしと認めます。 

  したがって、ただいま指名しました、吉野康夫さん、矢代健雄さん、齋藤ふく代さん、伊

嶋正尚さん、以上の方が選挙管理補充員に当選されました。 

  次に、補充の順序についてお諮りします。 

  補充の順序は、ただいま議長が指名しました順序にしたいと思います。 

  これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） 異議なしと認めます。 

  したがって、補充の順序は、ただいま議長が指名した順序に決定しました。 

  ここで、選挙の結果について事務局職員をして印刷物を配付いたします。 

（選挙結果配付） 

○議長（志関武良夫君） 以上をもちまして、選挙管理委員会の議事を終了します。 
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───────────────────────────────────────────────── 

◎日程の追加 

○議長（志関武良夫君） お諮りします。 

  ただいま、野中眞弓君外１名から、安全保障関連法案の慎重審議を求める意見書の提出に

ついて、発議案が提出されました。 

  この発議案を日程に追加し、直ちに議題としたいと思います。 

  ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） 異議なしと認めます。 

  よって、提出された発議案を日程に追加し、直ちに議題とすることに決定しました。 

  事務局職員から議案を配付いたします。 

（議案配付） 

○議長（志関武良夫君） 議案の配付漏れはございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） 配付漏れなしと認めます。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎発議第６号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（志関武良夫君） 追加日程第１、発議第６号 安全保障関連法案の慎重審議を求める

意見書の提出についてを議題といたします。 

  事務局職員をして、議案を朗読させます。 

  局長。 

○議会事務局長（渡辺八寿雄君） 発議案の朗読をさせていただきます。 

  発議第６号。 

  平成27年９月18日。 

  大多喜町議会議長、志関武良夫様。 

  提出者、大多喜町議会議員、野中眞弓、賛成者、大多喜町議会議員、吉野僖一。 

  安全保障関連法案の慎重審議を求める意見書の提出について。 

  上記の議案を、大多喜町議会会議規則第14条の規定により別紙のとおり提出します。 

  提案理由。 

  国民的議論が不十分な中で、安全保障関連法案が参議院で可決されようとしている。 
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  国民の安全と利益を確保するため同法案の慎重審議を求める意見書を提出するもの。 

  １枚開けていただきたいと存じます。 

  安全保障関連法案の慎重審議を求める意見書（案）。 

  現在国会では、政府が提出した安全保障関連法案が審議されている。 

  これは、本年５月14日に法の改正を行う「平和安全法制整備法案」と新法の「国際平和支

援法」を閣議決定し、法案が７月16日に衆議院を通過し、現在、参議院で審議されている。 

  一方、衆議院憲法審査会においては、憲法学者全員から集団的自衛権の行使を容認する解

釈は、憲法に抵触する恐れがあると指摘され、憲法学者の間でも判断が分かれている現状で

ある。 

  これまでの国会審議では、憲法解釈をはじめ、様々な問題が指摘されている。 

  多くの国民がこの法案に注目しており、政府の説明が不十分、法案に反対という世論の声

も多数あがっており、最近では学生をはじめとしたデモ活動も活発化している。 

  このようなことから、本町議会は、政府に対して、安全保障関連法案に関して、国民の不

安や疑問を真摯に受け止め、国民への丁寧な説明と、立憲主義のもとに、今国会での法改正

の成立にこだわらず、国会で十分な時間をかけ慎重に審議されるよう要請する。 

  以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

  平成２７年  月  日 

  千葉県夷隅郡大多喜町議会。 

  衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、防衛大臣あて。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） 説明が終わりました。 

  本案についての提案理由についての提出者の説明を求めます。 

  11番野中眞弓君。 

○１１番（野中眞弓君） きょう、国会で、参議院で、この問題が強行採決されようとしてい

るのではないかと思います。この間のいきさつについては、議員の皆さんもここにいらっし

ゃる執行部の皆さんも本当に経緯を見守ってきたのではないかと思います。 

  いろんな意見があります。でも、国会は審議の場です。ここの意見書（案）にあるように、

疑問がある以上、それを徹底審議して、国民が納得できる形にすること、それが最も大事で

はないでしょうか。 

  そしてもう一つは、私たちの国は、憲法を最高法規として、憲法を実現するために政治を
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行う、特に天皇、内閣、国会、裁判所、我々普通の地方議員や公務員たちは、憲法を守らな

ければならないという立憲主義の縛りがあります。 

  今出されている法案は、憲法に違反しているのではないかという意見が、元最高裁の長官、

判事を初め、弁護士、憲法学者、法律にかかわる多くの人たちから疑問が出されています。

そういう状況の中で、この法案を強行採決することは、悔いを残すことだと思います。法案

の中身が何であれ、慎重審議に徹することを国会、参議院に求めたいと思い、この意見書

（案）を提出しました。 

  よろしくお願いいたします。 

○議長（志関武良夫君） 提出者の説明が終わりました。 

  これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） 質疑なしと認めます。 

  本案については、討論を省略し、これから採決したいと思います。 

（「異議あり」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） 異議があります。 

  討論省略に異議がありますので、これから討論を行います。 

  初めに、本案に反対者の発言を許します。 

  ６番江澤勝美君。 

○６番（江澤勝美君） 今出されました発議でありますけれども、残念ながら私ももう少し慎

重審議ということも考えておったんですけれども、夕べのあれから言いますと、きのう参議

院の特別委員会で可決されました。それで、きょうは遅くとも何か可決されるんじゃなかろ

うかということでありまして、今国会で慎重審議しているような状況ではないと私は見てい

ます。 

  それと、今まで自公でやっておったのが、きのうですか、野党の中の３党が合意しました。

国会議員はやはりそれが職業でありまして、そのほかにやはり秘書が２名とか３名専属でい

ろんなことで勉強しています。そういった方々がやっていて、それで国会の中でどうなるの

かわかりませんけれども、そういう専門の人たちがやっている中のことを私は、どっちに転

ぶかわかりませんけれども、尊重していきたいと。 

  確かに、正常な運営であれば意見書を出すのも結構だと思うんですけれども、今の現状で
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意見書を出しても、これは残念ながら、こういう慎重審議するような現状じゃないので、私

は、反対といたします。 

○議長（志関武良夫君） 本案に賛成者の発言を許します。 

  ９番吉野僖一君。 

○９番（吉野僖一君） この件に関しましてはふだん余り関心なかったんですけれども、やは

り相当な資料出してまでここでまとめて答えるというのは難しいんですが、日本の憲法で、

自民党も昨年の12月に日本国憲法改正案素案というのができまして、その中にもいろいろ出

ていまして、今までこういう憲法改正というのは日本は１回もやっておりません。資料見る

とドイツなんか59回、イタリアが16回、カナダが19回、フランスが27回、アメリカ６回とい

う資料が出てきました。 

  それで、この中に、素案の中には自衛隊を国防軍に変えるというのが出てくるんですよね。

そうすると明治憲法にまた戻るような感じなんで、それで日本は今、三権分立ということで

ありますよね。久しぶりに勉強したんですけれども、国民が一番の主役でもって、いろいろ

そういう国会とか内閣とか、司法、裁判所とかあって、過去のそういう弁護士団、最高裁判

所長官山口さん、経験者とか言っていまして、これは違憲だと、専門家がそう言っている、

第９条。 

  今回のあれは集団的自衛権がそこにひっかかるわけであって、その辺が、今までは後方支

援で発砲とかそういうのできないんだけれども、これからは発砲できるようなことになると、

戦争に参加するようなあれになっちゃうんで、そこら辺が今、ああやって毎日、きのうもあ

れだけ遅い、雨の中をデモで訴えている。 

  外国のメディアも日本の若者が変わったというか、そういう報道もされております。今ま

ではそういう組合とか何とかで命令でもってああいうデモをやっておったんですけれども、

日本の、こういうふうに出ていますけれども、そういう海外のメディアも日本の若者が変わ

ったという、それを、やはり真摯に受けとめなくちゃいけないと思うし、いいことであれば

いいんですけれども、何かちょっと怖いというか、その辺が。 

  まして、山東昭子さんですか、何かそういう人が、そういう審議委員会のメンバーを選ん

だ、そういうメンバーを選んだのが間違いだとか、そういうのもインターネットで出てきた

し、それはちょっと、そういうことを言っていいかどうかという、えらい問題なんだよね。 

  だからやはり慎重審議というのがやはり必要であると思うし、またこの大多喜町の町民も、

議会の皆さんがどういう考えで議事、町政に参加してやっているかという、そういう判断材
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料も、今回のあれはすごく町民も注視していると思うんで、私は、個人的なあれで申しわけ

ないんですけれども、そういう今回のあれに関しては違憲だということで、やはり三権分立

のそういう人たちの、先輩が言っている、大学の先生も言っている、弁護士さんも言ってい

る、元最高裁判所の長官も言っている。 

  それでまた安倍さんが、山口さんに対して、過去の人だとかそういう発言をして、ちょっ

とやはりリーダーとしてはえらい問題があると思う。 

  何かあった場合には、最高司令官は内閣官房長官なんですね。内閣総理大臣なんですよ。

だからそういうことがあると、今回のことはすごく心配であります。 

  それでもって私は、賛成をします。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） ほかに討論ありますか。 

  ７番小髙芳一君。 

○７番（小髙芳一君） 私は、本意見書の反対の立場から討論をさせていただきたいと思いま

す。 

  今話がありましたように、私も一議員であります。一自民党員であります。そういう意味

から、それぞれが自分の考え方を公の場で示すことは大切なことと考えまして、討論をさせ

ていただきたいと思います。 

  日本は、ことしは戦後70年ということで、首相談話が出ました。戦後の復興から見事に経

済発展を遂げ、現憲法下で自由で平和で本当に豊かになった。人権も尊重され、世界に比べ

れば、本当に平等な社会を築いてきました。 

  しかし世界の多くの国の中には、この平和や自由や人権、民族の自決、こういうものをか

ち取るためには、本当に血を流し、多くの犠牲を払ってきたのが現実だというふうに思って

います。 

  日本は、この平和憲法と、そして日米安全保障条約、このもとに私は今日の繁栄を築いた

ものというふうに思っております。 

  しかし、世界の情勢は最近大きく変わってまいりました。新興国の台頭とともに、世界の

パワーバランス、こういうものが崩れてまいりました。冷戦時代に、ソビエト、アメリカ、

２大大国が、世界のバランスをとって、武力のバランスをとっておりました。共産国の崩壊

により、今まではアメリカ１国が世界の秩序の警察だということで、世界秩序の中心的な役

割を果たしてきました。 
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  しかし、もうアメリカにその力はだんだんなくなってきた。新興国の台頭、あるいはよく

アフリカや中東で民族対立や宗教対立、あるいはテロ等が起きている。そういう状況も生ま

れてきた。そういう中では、日本も国際貢献をする必要が出てきてまいりました。 

  また、私たちの周り、中国にしろ北朝鮮にしろ、ご存じのように反日パレードではあの軍

備の様子を目の当たりにしたところであります。フィリピン沖に基地をつくる、フィリピン

から米兵が撤退したらすぐ現状で力の支配で変えてしまう。北朝鮮のミサイルはいつも日本

に向いている。こういう状況は現実であります。 

  こういう状況を我々は、自由民主党の中は、国民の生命、財産を守る、そういう立場から

今回の平和安保法案を考えた提案をしているところであります。 

  こういう流れは私は当然とっていくべき話だというふうに思っており、この法案の中身に

ついては賛同するものであります。 

  しかしながら日本には、憲法第９条、戦争の放棄であります。武力の威力や行使は国際紛

争の解決に永久に放棄する。陸空海軍、その他の戦力は保持しない。これは日本が戦争に負

けたときから、全て今は個別自衛権、集団自衛権認めるというようなそういう話があります

けれども、憲法には自衛権すら認めていないというふうに私は理解をしています。戦争その

ものは自衛から始まるのであります。 

  今の憲法下において、自衛隊は、私は違憲であると思っていますし、一内閣が、憲法の解

釈を変更すると、そして限定的にしろ、集団自衛権を認めることは私は許されないというふ

うに思っています。憲法を改正して、安保法制を制定を目指し、国民の生命や財産を守る、

こういう方向に進むべきであり、そもそも自民党の公約は、憲法改正であります。正々堂々

と憲法改正案を提出し、国民投票を実施して、日本の安全保障のあり方は国民自身が判断す

る。こういうふうになるべきというふうに考えております。 

  そこで今回出された意見書でありますけれども、慎重審議を求めるという部分については、

もう既に江澤議員のほうからお話がありましたけれども、特別委員会は可決をし、きょうま

さに本会議がという状況にあります。慎重審議をするということは、今の与野党の戦力から

いえば可決をされるということでありますし、この意見書を今出すということは的外れでは

ないか、こういうふうに考えるところであります。 

  いずれにしても、私の意見とすれば、今の有事にどうやって応えるか、それは憲法を改正

して国民の、主権者である国民の意見の中で、どういう方向に進むか、そういう部分を今後

目指すべきというふうに考えますし、例えばこの法案が通ったとしたら、実施計画の中でし
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っかりと議論をし、どういう方向に行くのか、国会がきちんと目を光らしている、こういう

ことが必要だろうというふうに考えるものであります。 

  以上をもちまして、反対の意見とさせていただきます。 

○議長（志関武良夫君） ほかに討論はありませんか。 

  10番山田久子君。 

○１０番（山田久子君） 私は、平和安全保障関連法案の慎重審議を求める意見書の提出につ

いて、反対の立場から発言をさせていただきます。 

  この法案は、日本を取り巻く安全保障環境が大きく変化し、厳しさを増している中で、日

米防衛協力体制の実効性をより一層向上させ、隙間のない防衛体制を構築しておくことによ

り、抑止力を高め、対話によって外交的な手段で平和的に物事を解決し、戦争を未然に防止

するためのものと考えます。そして日本の繁栄と安全には国際社会の平和が不可欠です。そ

のため、国際社会の平和と安全のために貢献することも必要になってきているのではないか

と考えます。 

  平和安全法制は、厳しさを増した安全保障環境の中で自衛の措置がどこまで認められるの

か、その限界を定めたものです。他国防衛の集団的自衛権の行使は認めていません。自衛の

措置が他国防衛にならないよう、公明党は新３要件の中で厳格な歯どめをかけました。 

  後方支援活動は重要影響事態法案と、国際平和支援法案で定められているようですが、外

国軍隊の武力行使と一体化しないよう、ＰＫＯ参加５原則と両法案とも厳格な歯どめが定め

られているようです。 

  そして自衛隊の活動に対する民主的な統制を確認することが重要との観点から、国際平和

支援法では、公明党が国会の例外なき事前承認を盛り込んだ経緯があります。 

  国会での審議時間を見ても、衆院は審議時間歴代６位の116時間、参院も約100時間で、国

論を２分した国連平和維持活動、ＰＫＯ協力法の審議時間を超えているようです。 

  さらに質疑時間の与野党の配分比率は、衆院では与党が約14パーセント、野党が約86パー

セント。参院では採決日前までに与党が約23パーセント、野党が約77パーセントに上り、野

党側に十分な審議時間が確保されたのではないかと考えます。参院審議では、議論が深まっ

てきたことを背景に、野党の皆さんから対案や修正案も出され、結果、与党と野党３党の合

意形成がなされたものと考えます。 

  このようなことから、昨年７月の閣議決定、国の存立を全うし国民を守るための切れ目の

ない安全保障の整備についてに基づいた本法案の審議は、おおむねされたのではないかと考
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えますことから、本意見書の提出に反対の立場とさせていただきます。 

○議長（志関武良夫君） ほかに討論者ありますか。 

  ないようですので、討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これより発議第６号を採決します。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手少数） 

○議長（志関武良夫君） 挙手少数です。 

  したがって、発議第６号は否決されました。 

  ───────────────────────────────────────────────── 

◎休会について 

○議長（志関武良夫君） 以上で本日の日程は全て終了しました。 

  お諮りします。 

  本定例会は、議事の都合により、あす19日から本年12月31日まで、休会といたしたいと思

います。 

  これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） ご異議なしと認めます。 

  よって、あす19日から本年12月31日までを休会とすることに決定しました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎散会の宣告 

○議長（志関武良夫君） 本日はこれをもって散会とします。 

  長期間にわたり大変ご苦労さまでございました。 

  なお、この後、旅行委員会からの説明がありますので、お聞き取り願いたいと思います。 

（午後 ３時３１分） 
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